
水 と
第 5 7 号

特集 ｢ 農業水利施設 の 管 理+

昭和59 年 6 月 号

農業土木技術研究会

■l r l

＼

ぷ 轡
･

竪飴済
.

)
済濃 L

遜

!: ～遜

■■■■
■■苛まl

■
.

■■好 学て
攻 ガ 舟

L
l

I S S N O 2 8 7 - 8 5 9 3

J apanese lss 8Cia 細 tor

the Study o†lrri監at 帆

Dra細g ‖ nd Recla m atiom

【ngi 批8rl〔g



犬 山 頭 首 工

香川用 水管理 所操作室

?
‾1

雫空 軍

ぅ
ゝ

●

､

＼

軒
､

( 本文5 6 頁参照)

( 本文7 4 白参与損)

:少

題



勝 瓜 頭 首 工

藤 寺 排 水 機 場

(本文4 9 頁参照)

( 本文92 頁参照)

企画部
長方形



水　と　土

No．57

1984

June

目　　　次

特集「農業水利施設の管理」

グラビア

犬山頭首工・香川用水管理所操作室

勝瓜頭首工・藤守排水機場

第13回農業土木技術研究会金賞発表

者願文

“管理”を飛躍の手段に 国　広　安　彦……（1）

報　　文

報文内容解介　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（i）

農業水利施設の管理主体と組級　　　　岡　部　　　守……（2）

農業水利施設の水管理システムについて

橋　本　政　美……（9）

土地改良施設管理問題解決への確かなステップ

一国営造成施設技術管理調査のスタートと管理

技術班の新設－　　　　　　　　佐　藤　昭　郎……（28）

北海道におけるパイプラインシステム

－国営畑地帯総合土地改良′くイロット事業　北見地区－

差詔書巽……（38）
国営鬼怒川南部造成施設の管理について

閑　井　　仁……（49）

濃尾平野の農業用水

（濃尾用水第二期農業水利事業を中心に）

中　戸　堅　持
中　島　克　己……（56）
北　野　実　男

木曽川用水の管理計画及び管理システムについて

新　井　秀　雄
立　松　　功……（64）
松　本　弘　幸

香川用水の管理現況について　　　　　島　村　睦　昭‥・・・・（74）

安続疏水の生い立ちと用水管理の変遷　赤　松　正　煩……（85）

（新潟県営かんがい排水事業）大島下郷地区における

農業水利施設の管理状況と問題点　　　宮　本　　宏……（88）

鼻薬水利施設の施設計西と管理状況

（県営湛水防除事業，志太南部地区）　福　田　　稔……（光）

・都市化土地改良区の施設管理の実態について

佐々木　　　中……（98）

一会昔・編集後紀 ……（108）



第1 3 回農業土木技術研究会 々 賞発表 ( 編集委員会)

弟1 3 回農業 土木技 術研究 会々 貰 は
, 第49 号 ～

5 2 号 に 掲載 された 論文の うち か ら
, 任 意に 全国か ら抽出さ れた150 名の

会員の ア ン ケ ー ト を基 に 編 集委員 会で 選考 した 結果下記の 2 点に 決定 されま した
｡

●角来地区の ほ 場整備 に つ い て ( 第49 号)

● 埼玉合 口 二 期事業 と農業 用水の 合理化

印 旛 沼 土 地 改 良 区 小 林 雅 典

千葉県農林部 耕地第 一 課 小 原 清

構造改善局建設部鞋傭課 酪 酸 銃 三

( 現在 石川県農林水産部耕地建設 課)

受賞論文の 選考 に あた っ て

｢ 角来地区の ほ城 主せにつ いて+ は
, 印旛沼周辺の 低湿地に

,
洛 の 堆凍土を渡藻盛土 し基盤造成を行 うとともに 用

水 の パ イ プ ライ ン 化と自動給水バ ル ブをこよ る 用水の 自動管理並 び に 排水路 の 地下埋設管方式を 採用 した 画期的なほ歯

車僻事業 に つ い て報 告 した もの で ある｡

こ の 事菜ほ , 北 に 鹿島 仙 南 に 京成電鉄成田線 に 因まれ た幅 180 m
, 長さ1

,
8 00 m の 細長い 地域で , 地区蘭 鋳22 ･ 11 協

の 約 70 % が印旛 沼の 洪水位以下で あり高水時ほ ポ ソ プ に よ る 墳制排 水 して い た もの を沼の 堆壌土を濠藻 盛土す る こ と

に よ り, 自然排水可能 に した こ とで ある｡

本雑文で は
. 汝藻盛土 に 際 して 考えられ る問題点と それら に つ い て の 検討結果 に つ い て 述 べ るとと もに , 特 に 排水

計 軌 こお い て ほ
, 暗渠排水を 全面 抑 こ施工 し､ 地区の 特徴を考 慮 して 管路 タ イ プ を採用 し, 農地 の 汎用化を図 るなど

漸新 な土地改 良事業 に つ い て 記述 してし ､

･る ｡

ま た , 営 農面 に お い ても, 島地管理組合を嵐推 し全面的な委託 耕作に よ り集 団転作 を実施 して い る こ とを報告 t て

い る ｡

ほ場 整備 事業は 全 国各地で 数多く実施 して い るが
, 本地区が 一 般 的なほ場 整備で は なく, 地形等 の 制約条件をうま

く克 服 し特数 ある事業と して 読者か ら高い 評価を得た もの と い えよう｡

｢ 埼玉合 口ニ 期事業 とよ兼用水?貧埋化+ は･ 水資源開発公団事業と して
･

昭和 54 年に 着工 し見沼代用水の 施 設を

改修 し 3 . 1 m
$
/ s の 上 水道 用水を新規 に 生み 出す大規模な農業 用水合理化事 業に つ い て 報告 した もの で あ る｡

利根川水系で は
, 首 都圏の 膨大 な水需要の 伸び に 比 べ 水資源施設 の 開発 は 遅々 と して 進ま ない

｡

一

方平野部で は 首

都圏の 拡大 に より市 街化 区域 を中心 に 農地 の 転用が 進み ,
二 ま た 農業用水施設の 老朽化 が目立 ち始 め て い る ため , 農業

用水の 合理托事業 に よ り農業 用水施設 の 整備 と新規水資源の 開発を行 う こ とは, 集業 用水側 及か 廓市用水側 とも に 大

きな メ リ ッ ト がある
｡

本報文ほ , 埼玉 合 口 二 期事業 に お け る歴史的背景及び その 必要性, 合理化水量 の 算定方法 に つ い て 具体的な考え 方

を紹 介す ると とも に
, 事業案施 に 当た っ て 行 っ た 建設 省等 と の 調盤 内容 に つ い て

, それぞれ の 立 場で の 主張等を分 り

や すく記述 されて お り , 現場で 河川協議等を行 っ て い る担 当者 に 大 い に 役立 つ 内容 とい え る0

今後共, 水資源 の 逼迫 して い る水系に お ける 鼻 薬用水合理化の 在 り方 などを探 る上 で 本報は 文有効な参考事例と な

るもの で あ る とい えよ う｡

今回 の 受賞論文 は, 地形等 の 条件を現場技術者の 知 恵で特歓 ある ほ場整 帝を行 っ た もの と
, 社会情勢 の硬化 に 対応

した 鼻薬用水の 合理化事業 の 計薗 の 考 え方, 協 艶 諷盤に 関す る もの とな っ た が, 本誌に 投稿された 論文 に は ･ 他 に

も沢山の 優秀なもの があ っ た
｡

今後も鼻梁土木技術者 が日頃研漬されて い る技術に つ い て
, 各分野か ら多く の 論文 が 本誌 に 投鶴され,

｢ 水 と土+ が

農 業土木技術者 の 技衝 の 発表 の 場 とならん こ とを期待 して やま ない
｡



水 と土 第57 号 報文内容紹介

兼業水利施設の 管理主体と組横

岡部 守

近年, 水管理の 重要性がますます増大 し てき て い るが , 管

理主体や管理組織はまだ十分に 位置付 けられ て い な い
｡ 施設

塊模 な り横能なり に応 じ て , 異 な っ た 水管理主体や組織形態

が あ りう る と思 われ る ｡

ま た , これ らの 水管理主体の 相違に よ っ て
, 水管理の 組織

化原理 が異な っ て い る と思 われ る
｡

( 水 と土 第57 号 i98 4 P .
2 )

農業水利施設の 水管 理シ ス テム につ い て

橋 本 政 美

農業水利施設 の水管理 シ ス テ ム に つ い て近年の ダ ム
, 頭首

工 , ポ ン プ場等の水利施設 は
, 水需要の ひ っ 迫等に よ る水 の

有効利用, 用水の 合理 的配分等の重視に よ っ て 中央集中管理

とす る こ とが多い ｡

こ の集中管理 シ ス テ ム 導入の 考 え方, また 現場単独管理 と

中央集中管理の そ れぞ れの 管理 シ ス テ ム の構 成と適正 な管理

レ ベ ル を 選定 する た め の各要 因等に つ い て略述する ｡

( 水 と土 第57 号 198 4 P . 9 )

土地改良施設管理聞落解決 へ の 確か なス テ ッ プ

国営造成施 設技術管 理調 査の ス タ ー トと

管理技術班の 新設

佐藤 昭郎

昭和5 9 年度の 農業基盤整備関係予算 は , 金額 的に は対前年

比 マ イ ナ ス と な っ た
｡ しか し , そ の内容に は今後の 土地改良

事業に重 要な意味を も つ施策 がい くつ か含 まれ て い る
｡

本稿で は , そ の 中か ら ｢ 国営造成施設技術管理 詭査+ と

｢管理技衝班+ の新 穀を取 り上 げ , 新規制度 の背景 , 内容,

今後 の すすめ方に つ い て 問答形式 で綜介 する
｡

( 水 と土 第57 号 198 4 P . 28)

ゴヒ海道 におけるパイ プライ ン シ ステム

一国営畑地帯拷合土地改良パイ ロ ッ ト

事業 北見地区一

毛利 邦彦 花山 敏典

北 海道の北見 で現在施工 中で あ る畑地 か んがい 施設 に つ い

て ,
パ イプ ライ ン の 機構と計画 して い る操作制御シ ス テ ム の

内容に つ い て概要を紹介する もの で ある ｡

( 水と土 第57 号 19 84 P . 3 8)

国営鬼亀川南部造成施設の 管理につ い て

閑井 仁

近年, 農業水利施設の大泉模化 ･ 高度化に 伴い
, 流域 的

･

水系的鹿模の 用水調整や管理が重要視さ れ て きて い る ｡ よ っ

て , 農業土木技術 者の 集団 ･ 組織が維持管理の領域 に進 出す

る こ と は , 時代の 要請と言 えよ う
｡

こ こ で は国営鬼怒川南部農業水利事業を取 り上げ, 完成後
ま もなく年を 経よ う と して い る同地区の維持管理問題を 紹介

す る
｡ ( 水 と土 第5 7号 19 84 P . 49)

濃尾平野 の農業用水

( 濃尾 用水第 二 期義業水利事業を中心に)

中戸 堅持 中島 克己 北 野 美 男

この 報文は
, 農業用水の 管理に つ い て , 濃尾平野尾張部の

農業用水の 基幹で ある宮田用水を例に して , 歴史的経過 か ら

国営事業に よ る対応及び 今後の 開塩等を記 した もの で ある
｡

と くに
, 都市化の著 し い 本地城 にお ける農業用水管理の 合

意化, 及 び水質対策を目的 と し た国営濃尾用水第二 期農業水

利事業 で実施 き れ て い る集中監視制御方式 に よ る用水管理 シ

ス テ ム
, 及び 宮田用水土地改良区 によ る造成施設の 管理実態

を中心 に紹介 し た
｡ ( 水 と土 第5 7 号 19 84 P . 56)

木 曽川用水 の管理計画及び管理 シ ス テ ム に つ い て

新 井 秀雄 立松 功 杉本 弘幸

木 削l俺 合用水事業は , 名古屋市 を中心 と した 中部圏の 飛

躍的 な発展 に伴う水需要を満す ため , 木曽川 水系の 水資源開

発基本計画の 一

環 と し て施行 きれ た もの で , 愛知県西部及び

三 重県桑名都の 一

部の 既得農業用水を 木 削1一大堰に 合口 して

取水す る と ともに , 水源施設で あ る岩屋ダ ム と相い ま っ て
.

新規に飛辟川及 び木骨川本川沿岸の 農業用水及び 都市用水の

供給を図る もの で ある
｡

この う ち
, 濃尾平野西部の 濃尾第二 地区 は

,
O m 地帯で あ

り, 降雨等の 余水 は ポ ン プ に よ る強制排水 を行わ なけれ ばな

らな い 地域で ある た め安全か つ 正確な 取水, 導水及び分水操

作力泌 要で ある
｡ 本稿は , 当事業の水利計画 の概要及び施設

管理計画 の基本 的事項等を紹介 する もの で ある
｡

( 水 と土 第57 号 1 98 4 P . 64)

香川用水の管 理現況 に つ い て

島村 睦昭

香川 用水 の 計画 水量は , す べ て吉野川 に依存し て お り, 厳
正 な取 水管理 が要求 き れ る

｡

一 方, 導水後は多目的用水 で あ

る た め
,

そ れ ぞれ の利用形態 に応 じ た効果的 な配水管理が望

ま れ る ｡

本稿で は , 既存水際との 水諷整な ど管理の 基本方針と ,
チ

ェ ッ ク の ゲ ー ト操 作 , お よ び 多岐 に わた る分水操作 な ど共用

幹線水路に お い て実施 して い る香川用水 の管理 に つ い て概要
を 紹介す る ｡ ( 水と土 第57 号 198 4 P

. 7 4)

宴積疏水の 生い 立 ちと用水管理の 変遷

赤松 正療

安横 平野 は年間の降水量 が120 0 ミ リ に も満 たず, 安積疎水

が創設 き れ る まで , 長 い 間荒廃不毛 の地 で あ っ た
｡

こ の安横

顔水 は
, 昭和5 7年に かん が い 施設が

一 新き れ, す で に災害防

止 に貢献 し て い るが , 反面 , 様々 な維持管理問題が起 こ っ て

きた こ とも事実で ある
｡

本稿で は
, 安積疎 水の創設 か らの管理 問題 に つ い て歴史を

追 っ て概観 し , 現在見られ る新た な問題 に言及す る
｡

( 水 と土 第57 号 1 98 4 P . 8 5)

(新潟 県営か んがい 排水事業) 大島下 郷地区

に おける農業水利施設の 管理状況と開蔑点

宮本 宏

昭和48年度 に着工 し僻和5 8年度 に完了 した県営か んが い排

水専業大島下都地 区に つ い て , 農業水利施設 (水管理改 畏施

設) と管理 シ ス テ ム の概要を紹介 し , 管理 状況に お ける 問題

点と今後の 課題を考察する もの で ある
｡

( 水と土 第57 号 198 4 P
. 8 8)

農業水利施設 の施設計画と管理状況

( 県営湛水防 除事業 , 志太南部地区)

福 田 稔

僻和57 年慶 事菓完了 した , 県営湛水防除事業志太 南部地区
に つ い て , そ の施 設計画 の概要と , 排水機場 を 中心 に , 管理

状況及び , 管理上の 間超点を報告す る ｡

( 水 と土 第5 7 号 19 84 P . 92)

都市 化土地 改良区の施設管理 の実態 につ い て

佐 々 木 中

都市周辺に ある土地改良区の 施設管理 業啓は布市 化 , 兼業
化 , 混住化 に よ り質量 と もに変化増大 して い る

｡ 都市サ イ ド

との 協調 を保ち つ つ 進 め られ て釆た 当土地改良区の 管理に つ

い て , その 管理体制, ある い はか か え る問題点を 報告する こ

と に よ っ て 施設管理に つ い て 苦労 きれ て い る全国の方々 へ の

参考 にな れ ば幸甚であ る
｡ ( 水 と土 弟57 号 19 84 P . 9 8)

‾ 1 ‾ 水と 土 第57 号 19 8 4



【巻 頭 文】

ミ

管 理 ミ を 飛 躍 の 手 段 に

国 寅 安 彦
*

私 に 与 え られ て い る仕事は
, 農業 ･ 林業 ･ 水産業の す べ て で あり, 更 に 地方競馬も入 っ て い るの で

, 完全に ミ ニ 農

林水産省 で ある｡
ミ ニ とは い え農林水産省の 名前を借 り るの ほ潜越 で あるが, 農林水産省の 場合は

,
ふ るい で ある程

度選別 した 素材の も と で
, 国政の 立場か ら議論を 重 れ 次の 政策 へ と発展 させ て 行く こ と に な るが , 県の 場合, 農林

水産業老 が身近 に お られ る とい う点 で
, 農林水産省 で の 対 応と は違 っ た 対処の 仕方を 要求 され る こ と と なる｡

更 に , 付 け加えて おきた い の ほ , 県議会対応で ある ｡ 農林 水産省 の 国会対応が
, 日常業務の 主要部分を 占め て い る

こ と を十分承知 した 上 で の こ とで あ るが
, 県会議員の 方 々 が , ほ と ん ど毎 日, 県民の 方 々 と 接触 して お られる た め ,

即決 を 求め られ る案件が 多い こ と , ま た , 毎月 の 常任委員会が 前月の 委員会以降の
, 四 半期毎の 本会議が 前四 半期 の

,

それ ぞれ決 算報告的 な性格を 有 して い る こ と 等か ら
, あま り

` `

の んび り
''

した 気持 で お れない
｡

? ん び り と した 気持で お れない 私を
``

の ん び り
”

と させ てくれ る の は
, 優秀 な職員の 支えで あ る0 土地改良 しか 知

らな い 片寄 っ た 行政官を, 懇切丁 寧に 導い て く れ る職 員の 対応 に は
, 頭が さが る

｡ 県の 職員も, 専門職 と
一

般職 に 分

れる が
,

一 般職 が専 門職を 尊敬 しなが ら, 仕事をと りま と め て 行く流れ は
, 法経事務官, 技官,

一 般事務官と系列化

され た組織 に は 見られ ない すばら い ､ ハ ーモ ニ ーで ある
｡

こ の ハ
ー

モ ニ ー

が , 定例の 県議会対応や 通常業務を ,
ス ム

ー ズ に して い る の で ある
｡ 彼等を こ の ように 育て て きた 素地ほ

, 一
一 体 ど こ に ある の だろうか

｡ 県会議員に い つ も注目

され て い る とか
, 地域住民に 近い か ら公務員と して の

"

ま じめ ぎ
,

を よ り強く求め られ る立 掛 こ あ る と
.
か , を指摘で

きる か も知れ な い が
, 彼等の 行動の 源 に な っ て い る の ほ

``

視野 の 広 さ と使命感
, ,

で ほ なか ろうか
｡ 職場に お ける 環 免

各省庁 の 仕事 をこ な して きた 経験が
,

"

無意識
”

の うち に
,

こ の よう な行動を 身 に つ け させ た の で あろ う
｡ 我 々

, 農業

土木技 術者 の 現在 の 環 熟 も
"

無意識
''

の うち に ,
こ の よ うに 育 て られ る体制 と な っ て い るだ ろ うか

｡

農林水産行政ほ ,
ソ フ ト と ハ

ー ドの 両輪 の 片輪 が 欠け て もう まく行か ない の は 当然で ある が ,

一 般 の 見方 は
,

ソ フ

トを 支 え る ハ
ー ドと されて い る の が 普通で あろ う｡ しか しな が ら, 農業土木技術者 が ソ フ ト部門 に 関与す ると か 訓練

き せ られ る とか の 橙会が あ るだ ろ うか
｡ 最近, 限 られ た 分野で は ある が

, 国や 県 に お い て
, 他部門 で 働く枚会が 増加

してき て い る こ とは 喜ば しい こ と で は ある が
,

生涯 を 通 じて 見れば, 趣く短期 間に す ぎな い
｡ 例外を 除き, 我 々 に は

ソ フ ト 思考 は通 じな い もの と 考え られて い るの で は なか ろ うか と考 え たく なる気 もす る｡ しか し, 我 々 の ハ ー ドの 中

に ,
ソ フ ト が な い の だ ろうか

, その 経験の 上に 立 っ て
, 他部 門の ソ フ ト を 吸収す る通 が開け ない の だ ろうか と, 我 々

の 仕事 を考 えて 見 る と , 農業土木行政の 中の
``

大きな エ ア ーポ ケ ッ ト
''

を 何ん とか 日 の 目を 見 させ なければならない

と の 考 え に 帰結 して くる ｡

ェ ァ ∵ ポ ケ ッ トーそれは
"

施設管理
”

で ある ｡ 昨年, 農業土木学会誌 の 巻頭 言で 管理 に つ い て の 私の 考 え方を述 べ

る機会 を得 た が ,

` `

管理
, ,

を 考えな い
` `

公共事業
”

ほ あり得ない が ,

"

管理
''

を担 当 しない
, も しくほ

,一担 当させ られな

い
``

公 共事業 に 関係す る技術者群
”

が 唯
一

つ あ る とい う事実を 否定で きない と の 見地 に 立 っ て
, 巻頭言を まと め た も

の で あ っ た こ とを , 記憶 して お られる読者 もお られ る と 思う｡ 管理 なく して 建設も, 更 に は 設計も あり得ない に もか

かわ らず, 農業土 木技術者は , 例外的-な
` `

公共事業に 関係する技術者群
' '

と して の 立場 を とら されて きた の で あ る
｡

``

基

幹水利施設技術管理 特別指導事業
''

や
``

国営造成施設技 術管理
' '

等 , 管理 の 修飾語 に 技術 を添加す る こ と に よ り ,
よ

うや く
一

歩足 を踏み 入 れ る こ とを 許 され た 情勢 で は ある が
,

こ れ らの 制度が で きたか らと い っ て
, 我 々 の 管理 へ の 対

応 が十分 に な っ た とは 決 して い え ない
｡ 奥行の 深遠な 管理 の 門 を た ゝ い た に す ぎな い

｡

二 種 兼業農家 の 存在を 将来 とも否定で きない 流れ
, 農村部 の 混住化 の 進 行をく い とめ る こ と の で き ない 流れ, 等 々

を考 え る時,
こ れ ら の 流れ を 前提 と した

` `

施設の 管理 は 如何 に ある べ きだ ろ うか
''

と の 課題 に 答 えるた め に は
, 更に

多く の 時 日 を要す るで あ ろう｡ しか し,
二 種兼業農家に して も, 混住化 に して も,

こ の 撮れ と共 に 動い て い るの が 日

本農業 で ある とす る ならば
, 別の 立場か ら見れば

, 世界に 誇 り得る 農業体制 で は なか ろうか とも い える｡
こ の 体制を

如何 に う まく維持 して い くか が , 農政に か け られ た 課題 で もあ り,

``

管理
”

と い う ソ フ ト を 通 じ こ の 課題 に 答えて 行く

時, 我 々 の 発言の 場も増 え て い く の で は なか ろうか ｡

*
石 川県農林水産部長
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【報 文】

1

2

3

は じめ に
…

水管理 の 概念
… ‥ ･

水管理 と施設管理 ‥ ‥

農業水利施設 の 管理 主体 と組織

日
H

1 . は じ め に

( 注1 )

近 年, 農業 水利 をめ ぐる様 々 な状況 ほ , ひ と つ の 転期

を迎 えて い る よう な気が す る｡ それほ
一 言 で 言 え ば,

｢ 建設+ か ら ｢ 管理+ の 時代 へ の 転期 と言 っ て も良い
｡

や や 評語的 に なりす ぎた が , その 意味す ると こ ろ ほ こ

う で ある
｡

1 9 6 0 年 以降 の 日本 の 高度経済成長の 特徴を 土地改良事

業 の 方 に 引き寄 せ て述 べ れば
,

高度経済成長 とほ
,

土地

改良事 業費 の 著 しい 伸び で あ っ た と言う こ とが で き る
｡

日本経済全体 の ｢ 開発期+ に 対応す る の は
, 事業の 進捗

で ある
｡

だ が
,

オ イ ル り ミ ニ
ッ クを 契機 と して

, 日 本経 済が 安

定成長期 に 入 っ た 現在, 従来の 事業費
一

辺倒の 発想ほ 根

本か ら修正 されなければな らない
｡

勿論, 事業その もの を 否定す るの で は ない
｡ 新 しい 時

代の 要請 に 適合 した 新 しい 形態の 事業は 今後ます ます必

要軒こ な っ て く る で あ ろう
｡

だ が
,

その 場合 の 事業 も旧来

の
, 増産効果, 省力効果の 二 要因を主 に 効果と した 妥当

投資額 の 計算 に よ っ て 導きだ され るもの で は なく, 鑑合

的な ｢ 管理+ の 概念 を踏 まえた 事業 と なるで あろ う｡

こ の 場合
,

用い て い る管理とい う概念ほ
, 単に ( 個別

経営 に おけ る管理 とい う次元で 維持管理費の 節約と い う

狭義 の 意味 で) 使用 して い るの で ほ な い
｡

個別主体の 生

産諸要素を 地域 L T に お い て 最適をこ結合 させ る′地域資源

管理, 地域環境管理 ま で も 内包 した よ り広義の 概念で 使

用 して い る の であ る
｡

水 が｢自 由財+ か ら,
｢ 稀少財+ に 変 っ た 時 に , 言い 変え

れば
, 資源の 最適結合 の 必要性 が よ り シ ビ ア 一 に 要論 さ

れ る時, 管理 問裔 は緊急 の 課題 に な っ て く る｡

1 9 8 0 年代 以降, 資源制約が よ り露わ に な っ て きて い る

現在, 管理問題は
, 事業 と並ん で 重要 な問題 と して 登場

して きて い る
｡

別 の 表現 で 言え ば
,

ハ ー ドな施設対応か

ら, 施設運営の ソ フ ト面 で の 対応が
,

よ り重要 に な っ て

く る時期で あ る と言 っ て も良い で あろ う｡

*
東京農業大学助教授

岡 部 守
*

次

4 . 農業 水利施設管理 シ ス テ ム 変遷の 超長期推移 … 4

5 . 水管理 の 主体 ･ 組織 … ‥ … ･ 6

施設運営の ソ フ ト面 で の 対応 の 充実 と言う こ とほ , ど

うい う こ と で あろうか
｡

これ を考察す る前提 と して
, 水

管理 概念の 吟味が, まず必要 に な っ て く るもの と思わ れ

る
｡

2 . 水管 理 の概念

経 営学で 管理 と い う言葉 が通常 どの よう な意味で 用い

(注 2 )

られ て い る か と言 えば
,

｢ 近 代的企 業 に おけ る経営 活 動

ほ , 多数の 人々 の
, 様 々･の 物的 生産手段を媒 介に して営

まれ る協働活動で ある か ら
,

各 人の 遂 行す る活動それぞ

れ の 能率化 を は か る と と もに
,

それ らの 活動 が全体 と し

て 調和を た もち な が ら
一

つ の 目的に む か っ て すす め られ

るよ うをこ つ と め る こ と が , 基 本的に 重要 で ある｡ 管理 と

は
,

ま さに こ う した経営 活動 の 全体 的合理 化 の た め に 営

まれ る活動 で ある と い い うる
｡ +

こ の 管理 の 定義 ほ
, あま りに も包括 的で あり

,
抽象的

で ある が
,

こ の 定義 に 含 まれ て い る 内容は , 主 に 三 点あ

る と虚われ る
｡

一

つ ほ
,

人を協働 さ せ , 最高 の 生産性の

総和を あげる た め の 組織 で あり, 二 つ め ほ , 物的生産手

段の 効率的な組み あわ せ で あり,
三 つ めほ

, 人 と物的生

産手段の 当を 得た結合 で ある
｡

つ ま り , 要約す ると, 管理 と は
, 資源 の 最適結合 に よ

る生産性の 向上 と 言う こ と に なる
｡

( 注 3 )

岡本雅美ほ ｢ か ん が い 英語 ･ 徒 然草+ の 中で
, 水管理

に 引き付けて
, 管理概念の 整理 を行 な っ て い る ｡-

｢ 水管理 と い う用語ほ , 土地改良法 で は ,
『施設 の 新

設, 管理, 廃止, 変更』 と い う枠組 で
,

つ ま り , 施設管

理の 意味に 用い られ, 河川法 で ほ ,
『災害 の 発生防止, 適

正に 利用, 流水の 正常 な機能 が維持せ られ る よう, 総合

的に 管理』 と い うよ うに , 水利施設 の 管理 , 操作, 制御

の 意味で 用い られ, 下水道法 で は 公共下水道 の 『設置,

改築,
修繕, 維持,

その 他の 管理』 ときわ め て多様 に 用

い られ て い るが
,

全体 に 施設 管理 的な意味 で 用 い られ る

場合が 多い
｡ +

農業水利施設の 管理 を単に
,

施設 管理 に の み 歪少化す

る把え方は
, 経営学 で 言うと こ ろ の 管理 の 概念 に 照ら し

- 2 - 水 と土 第57 号 19 8 4



合わ せ てみ て も, 誤 ま りで あろう
｡

農業水利施設の 管理の 問題を , も っ と総合 的に
, 管理

主体, 管理組織, 管理形態, 管理 費用の 面か ら把握す る

必要 が ある と思わ れ る｡ 拙稿は ,
こ う した課 題 へ の ひ と

つ の 接近で あ る｡

3 . 水管理 と施設管理

水管理は
, 施設管理 よ り

, 巾広い 管理 を 含ん で い る
｡

水管理 の 分績ほ
, 通常, 次の よ うに 為 される だ ろ う

｡

A . 個別農家の 圃場 に お ける水管理 … 栽培 管理

B . 集落に お け る水管理

イ) 水利施 設の 維持管理

水路の 渡深, 藻刈 り, 改修

ロ ) 水の 分配管理

ゲ ー

ト 開度の 調整 ･ 香水

C . 水利団体に お ける 水管理

イ) 水利施設 の 維持管理

ポ ン プの 点検修 理や 保守,
ゲ ー ト などの 小修理

ロ ) 機械, 施 設の 操作

ポ ン プの 運 転や ゲ ー ト の 開閉

ハ) 水制御 管理

ある所定 の 流量 を送水 L た り分水 した りす るた め の

ゲー ト開度 の 調整 など

ニ) 水の 分配 管理

ホ) 水量管ヨ里

へ) 水質管理

D . 組織 管理 ( 水供給団体, 水利団体)

イ) 人事管理
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( 注 ) : 米 生 産 費 調 査 よ り 作 成

園- 1 水利費とか ん 排水管理労働時間 の 相関

P ) 財務管理

ハ ) 組織管理

広義 の 水管理と狭義の 施設管理 に は どの よ うな関係 が

存す る の で あ ろうか
｡

一

言で 言うと
,

水管理 は 施設 を媒

介 と して発現す るの で あ り
,

その 意味で は , 施設形態や

施設管理 の あり方が , 広義の 水管理の あ り方 を 規定す る

の で ある
｡

こ の よう に , 施設管理 ほ , 水管理 の 要 と も言

う べ き地位を 占め て い るが
,

こ れ ま で
,

施設建 設の 重要

性 は声 高に 指摘 され る こ とは あ っ て も建 設後の 運営面 を

含 んだ 管理 の 重要性は あ ま り言わ れて こ なか っ た
｡

そう な っ た の に ほ 幾分理 由が あ る｡ 水が 稀少財化 して

きた 時, 複雑 な水利用老の 権利を 調整 する た め の 旧慣が

成立 した が
,

こ の 旧慣の 合理的な解消は, 施設 の 建設投

資 に よ っ て まか な わ れて きた か らで あ る
｡ 対 立を技術 に

よ っ て 解消 して きた と 言え る
｡

( 注4 )

水稲生産費調査報告で 第
‾■
1 次生産費( 副産物差 し引き)

に 占め る水利費の 比率を み ると
,

S 29 年か ら
一

貫 して増

加基調 に あ り
,

一

方 , か ん 排水管理労働 時間は, 減少 し

て い る
｡

こ の 間の
,

か ん 排水管理労働 時間の 減少ほ , 主に 用排

水施設 の 改 良,
土地基盤整備の 完了に よ っ て

,
労働 力投

下が施設投資に よ っ て 代替 され た こ と を意味 して い る
｡

集落水管理や 土地改良区水管理 の よ うに
, 末端 の 施設

管理の 一 部を無償の 共同労働に 負 っ て い る よ うな場合 に

ほ , 施設投資の 意欲に 欠け る こ と が ある
｡

それほ , 費用の 一 部が 共同労働と い う形で
, 潜在化す

る場合 に
, 代替費用の 計測が 不透 明に なる とい う非市場

財
一

般の 特徴とも言える
｡

こ こ で , 水と い う財 の 特質 に

つ い て 述 べ て お きた い
｡

水とい う財の 特質が , 水管理 シ ス テ ム の 特質を規定 し,

ひ い て は 水利施設の 維持管理 シ ス テ ム をも規定 して い る

もの と思わ れ るか らで ある ｡

財と して の 水の 特質ほ
, 以下 の 二 点ある と思わ れ る

｡

抽象的な原理 的説 明の み で ほ, や や意味不 明の 点も ある

と思わ れ るの で
, 具体的な 事例を混えて説 明 した い

｡

1 ) 需給に 価格 メ カ ニ ズ ム が 働か ない こ と｡

一 般 の 財 で

ほ , 供給価格が高くなれば需要は 減退 し, 逆 に 供給価格

が 安く なれ は需要ほ 増大 す るが, 水の 場合 ほ こ う した 価

格に よ る需給 操作 は ない
｡ もっ とも農民 の 使用す る農業

用水の 場 合に は, 供給価格 はなく, 価格 を水供給 に 要す
(注 5 )

る維持管理費 ( C T V ) と み て の こ と で ある が
,

こ う し

た 場合 に も価格 メ カ ニ ズ ム ほ働 か ない と い う意味 で あ

る ｡

つ ま り, 水需要 が増せ は, それ だけ水供給 の た め の 維

持 管理費が 高くなり,
こ の 点で ほ

一 般財 の 場合 と の 相違

は ない が
,

維持管理 費が 如何に 高く な っ ても, 水需要は

減少 しない
｡

し か し
,

水の 維 持管理 費の 増 大に も限界ほ ある
｡

自家
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労力提供 の Ⅴ評価 をゼ ロ に して, か つ
, 過去に 投資 され

た C 評価 を もゼ ロ に して , 新規 C 投資, あ るい ほ 流動資

本部分の C 費用 が
, 水供給 に よ っ て あげられう る農産物

の 所 得を 上 回 っ た時 で あり, しか も,
こ の 比較ほ 水供 給

の た め に 要す る費用 と, あげ られ 得 る予想所得と の 平均

原理 に よ るも の で ほ なく, 追加 一 単位の 投資の 限界原理

に よ っ て 規制 されが ち で あ る
｡ 事例 で わ か りや すく説 明

す る と
, 干ば つ の 折,

ポ ン プ揚水を して 農作物 に 水を や

り, その 電気代も しく ほ 新規 ポ ン プ購入 費用が あげられ

る予想所得 に 均衡 しほ じめ て も, その 時点で揚 水を 止め

る の で は なく, 追加投資か
, 総維痔管理 費用【予 想所 得

を 最小 なら しめ ん こ と を 期待 して 投資する の で ある｡

集落水管理 シ ス テ ム と は 経済学的に 説明すれ は, 稀 少

財を 自家労働力投下の 費用を 無償に して 供給可能 に す る

行動 であ り, 水利の 一 体性か ら こ の 労働力の 労賃評価 を

行なわ ない こ と ほ 個 々 の 農家の 次元 で ほ なく, 集落構成

員全農家の 無償労働に よ っ て 水を 確保する 行動 で ある と

い え よう
｡

こ う した 集落水管理 体制を 支えて きた 二 つ の 前提 ほ
,

兼業化に よ る自家労賃評 価と 集落の 等質化 の 喪失 に よ っ

て 崩れて きて い る｡

ひ と つ ほ , 自家労賃評価の 高ま りに よ り, 無償 出役右こ

よ り供給 され 得 る水 ( つ ま り潅漑す る こ と に よ っ て 得 ら

れ る こ と に な る 増加農産 物所 得) よ り, 兼業所得 の 方が

多く な っ て きた こ と
,

こ の 場 合, 集落構成員全員 の Ⅴ評

価が
, 水供給に よ っ て 可能に な る農産物価格 よ り高 まれ

ば
, 全集落的水管理体 制ほ解体す る が

, 自家労賃評価ほ

集落構成 員全員 ほ一様 で は な い の で
, 出不 足金 =

日当 と

い う形で の 調整 が 採られ 共同参 加型額型 は維持 され う る

こ とに な る ｡

ふ た つ ほ
, 水の 開発可能性 の 増大 に よ る , 水の 稀少財

か ら 一 般財 へ の 変化 で ある
｡ 高度経済成長以降の 水源確

保, 水供給 施設機能 の 近代化 は
, 集落全戸 出役体制に よ

る 番水, 水路 ･ 樋 門維持 管理を 相対的 に 不用に して きた

傾向が ある こ と に よ る と い っ て 良い
｡ Ⅴ ゼ ロ の 状態を公

共財 C に よ っ て代替 して きた 過程で あ る｡

の水は , 公共財 的性格 を有す る こ と｡ 集落構成員の 労働

を公共施設に よ る 固定資 本に 置 きか え
,

その C の 負担を

維持管理 費と い う形 で賦課徴収す る こ と なく,
■公共の 負

担 (税 金) で賄 う て しま っ た 場合, 維持管理費 とい う形

を採 っ た
,

シ ャ ドウ
``

価 格
' '

メ カ ニ ズ ム も全く作用 しな

く なる｡

公共財 が
一 般財か ら抽 出され て く る の ほ

,
公共財の 必

需財 的性 格で
,

か つ
,

供給が 稀少化 されや すい 点に そ の

成 田が ある が , 水 がい わ ば
,

` `

公共財
' '

化 されて く るの に

した が っ て , そ の 需給構造も影響を 受けて くる
｡ 公共財

の 価格 は硬直的 で あり,
コ ス ト との 連関性が 稀薄 で ある

点に その 特徴が あるが , 水供給 ･ 維持管理の 主体が 公共

化す る こ とに よ っ て
, 直接 受益者 に と っ て は ,

い か なる

意味 で も水の 需要 コ ス ト
, 維持管理 コ ス トほ ゼ ロ に なる｡

価格 ゼ ロ の もの の 需 要曲線 は
, 供給制限 と需要者の 満

足の 極大化に よ っ て制 約され るだ け で あ る
｡ 厳密 に 言え

ば
, 価格ゼ ロ で なく て もか まわ な い

｡ 価格設定が 階梯上

に な され
,

か つ
,

そ の 上げ幅 が相当の 需要量の 変化に 対

して も非 弾力的で ある こ と でも良い
｡ む しろ, 公共財の

場 合ほ
,

一

般 的に は 上記かこ 該 当す る場合が 多い と い えよ

う｡

た と え ば
, 従来 の 集落水管理 体制の も とで は

,
集落構

成 員が ゴ ミ を投棄すれば
,

そ れ は 必然的に 集落構成員全

戸 の 維持 管理夷力の 経費負担 に な っ て は ね 返 っ て き た

が
, 公的管理 に なればそ れ は税金 で まか なうわ け で あ る

｡

もち ろ
‾
ん 通常 ゴ ミを 投棄す る人は , 農外関係者 で ある が ,

集落構成員全戸 出役体制の 場合, ｢ 注意す る+ 等の 規制 行

為は働く の で ある
｡

また 水量 に 関 して も, 番水 ･ 樋門操

作等 へ の 参加なき人ほ
, 用 ･ 排水路 へ 水をか けな が しに

す る と い う行動 を採 りや すい
｡

集落水管理 体制 に よ っ て 維持 されて い た 稀少財‾と して

の 水の 配分 が潤沢 に な っ た の は , 労働か 公共的に 供給 さ

れ る 固定資 本に よ っ て 代替 さ せ られた こ と に よ る もの で

あ り, 稀少財 を
一 般財 に 変換す るに ほ 多額 の C を投下す

る必 要 が あるの だ とい う意識に ほ な か な か な りが た い 点

が ある｡ 水需給構造 に 対 して
, 何 らの 経 済 メ カ ニ ズ ム が

作用 しが た い 構造に な り つ つ ある と い えよ う｡

水 の 効用 に 対す る農民の 要求行動は, 集落 ･ 集 団的水

管理 シ ス テ ム か ら, 公的委任型水管理 シ ス テ ム に 移行す

る に つ れ 〝 公共財の 便益 ( 効用) 反応 に 類似 して く るき

ら い が あ る
｡

4 . 農業水利施設管 理 シス テ ム 変遷の超長期推
ノ

移

水供給が 無限 で あ る場合,

‾
っ ま り経済学 的タ ー ム で 言

い か えれ は
, 水が ｢ 自由財+ で ある 時は

, 水管理 と い う

もの は そもそも存在 しなか っ た
｡

水が
,
｢ 自由財+ か ら,

｢ 稀少財+ に 変 っ た時に
, 水管理

( 注6 )

方式は成 立する｡
こ う した 意味で

, 日本 に は じめ て 水管

理が 成立 した の は
, 江戸時代初期 の ｢大開墾時代+ を 経

て か ら で あ る｡

周知の ように ,
こ の 期に , 用水ほ相対的 に 不 足 し, 各

村 で ｢ 水争い+ が 激発 し
,

激発す る紛争 を調整す るた め

に , むら- む ら間に 用 水組合 を創 り, 水 の 分配原理 で あ

ると こ ろ の 水利慣 行を成 立さ せ て い っ た
｡

こ れが
, 日本

の 水管理 の 成 立で ある
｡

よ り厳 密に 言うと
,

.
畿 内の た め 池地帯 で は

, 閉鎖水系

で あ るた め
,
よ り早く 水が稀 少化 し

,
A . 0 1 0 世紀頃に

,

や は り畿内の 小河川 に 依存 して い る荘園 で は A . 0 1 3
,

1 4 世紀頃に
, 初歩的な 水分配慣 行で ある水利慣行の 成立
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図- 2 排地面積 の 歴史的推移

を み て い る
｡

だ が
,

そ う した 水管理 が日本全国 に 支配的

に な る の は
, 大 河川 の 下流部 に ま で 潅漑稲作を普及 しは

じめ て か らの こ と で ある｡

3 節で 述べ て お い た こ と だ が
, 水利施設建設費用 と

,

維 持管理 費用と の 間に
,

お お ま か で は ある が
, 代替性が

み られ る 以上
, 水管理 が集約化す るか , 疎放化す るか ほ ,

い つ に
, 水利施設建設費用ならび に 水利 コ ス ト の 変動 に

よ っ て 規制され て い ると み て 良い だ ろう｡

こ の 節で ほ , 今後の 水利施設管理 の あ り方 を検討す る

た めかこ
, 農業水利施設管理 シ ス テ ム 変遷 の 超長期推移 を

概観 して み よ う と 思う｡

図ほ 日 本の 耕地面積 の 推移 を示 した 図 で あるが
,

こ れ

を み て もわ か る よ うに , 日 本の 耕地面横 の 変動 に は 大き

く 分けて 4 期 の 画期が ある と言 っ て も良 い
｡

第1 期, 耕地面積 の 長期停滞傾 向を脱 して
, 飛躍的 に

耕地面積が増 加 しは じめ た 戦国一元禄 ･ 享保期

第 軋勅, 享 保一明治期の 停滞期

第Ⅲ 瓢 明治一大正 期昭和前の 耕地面積増大期

第 Ⅳ 瓢 高度経済成長期以
‾
降の 停 滞期

耕地面積の 変動に
一 番大きく寄 与する 要田は 水利で あ

るの で
,

い わ ば
, 耕地面積変動の 四 画期 に は それ ぞれ ,

水利技術の 新画期が 照応 して い る と 言 っ て よ い
｡

水が 自由財的性格を 有す るか , 稀少財 的性格を 有す る

か は
, 水 の 賦存量の み に よ っ て 決定 され る もの で ほ なく,

水の 賦存量 と水の 利用量と の 関係 で 決ま る もの で ある
｡

また 水の 賦存畳も, 単に , 物理的な降雨量だ けで 決ま

るもの で ほ な く, 水開発技術に よ っ て変 動する もの で あ

諸 農 大 新 慶

国 民 間 田
安

御

検 一 検 閲
触

田 揆 地 発 書
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大禁 大

手
鈍 止 飢

攻

寄匪令 饅革

20 00

代

農

地

改

革

国土庁 『水資源便覧』( 19 7 8 )

る ｡

第 t 期は , 関東流の 治水工 法に よ る
, 大 河川の 馴化 の

時期か ら, よ り集約的な 治水工 法で ある紀 州流治水工 法

へ の 移行の 時期で あ り
,

こ の 結果, 耕地面積 は外延 的に

拡大 し
, 水ほ 自由財か ら稀少財化 して い っ た

｡

第 Ⅱ期の 耕地面積停滞期は
,

そ の 当時の 開発可能 な技

術水準か らみ て
,

ほ ぼ開発限界に ま で達 して
, 水利面 で

の 制約か ら, それ 以上 の 新 田開発が 不 可能 に な っ た 時期

で あり, その た め に
, 水 の 有効利用をを早か るた め に

,
水

の 分配の 徹 底的効率化 が はか られた 時期で あ る
｡

第 Ⅲ期 は
, 耐冷水稲品種の 開発に よ り稲作の 北限が

,

よ り北方 に 移行 した と い う こ ともあ るが
, 水開発技術と

( 注7 )
して ほ

, 河川上流部 へ の ダ ム 群建設に よ り , 水の 量水制

御 が で き る よう に な っ た こ とが 大きな 技術上の 転 換点で

ある
｡

ダ ム は
, 非潅漑期の 降水を貯留す る こ と に よ り, 水の

利 用斌有 量を飛薩 的に 増 して い っ た
｡

こ の 期以降, 水ほ

稀少財か ら自由財 へ と徐 々 に 性格を変更 して い っ た
｡

第 Ⅳ期ほ
, 非 農業的水利用 が爆発的 に 伸 びた 時期 で

,

一 転 して
, 水は 自由財 か ら稀少財 へ とそ の 性格を 変 えほ

じめ た
｡

_
ま た

,
水利施設建設事業費 も

,
高度経済成長期

の 末期か ら しだい に 減 少 しほ じめ て きた
｡

水利 コ ス トあ上 昇, 水利施設建設費用 の 上 昇,
こ の 二

要因に よ り, 施 設
, 管理 の 代替 関係 ほ

, 管理 の 方 向に ,

比重を 強め て きて い る の が現段 階で ある と言 っ て よ い だ

ろ う｡

農業水利施設と施設管理 シ ス テ ム の 超長期推移か ら,
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抽出で きる メ ガ ･ ト レ ン ドほ
, 耕地面積 ･ 施設 ･ 管理 水

準に お い て
, 外延的拡大 ⇔ 内包的充実, 疎放的管理 ⇔ 集

約的管理 の 交替波動 を繰 りか え して きた こ と で あ る｡

そ して, 現在 は, 内包的充実, 集約的管理 を 重視する

段 階で ある と言 えよう｡

こ う した段 階に お ける, 水利施設管理 の 主 体 ･ 組織に

つ い て 次に 考察す る こ と に した い ｡

5 . 水管理 の主体 ･ 組織

日 本の 旧 来の 水管理 の た め の 組織ほ
, 集落構成員全戸

参加の 集団的水管理 体制 を採 っ て い る と こ ろ に
, その 特

徴が あ っ た と 言 っ て よ い
｡

こ の 集落共 同水管理の 組織形

態を 採る シ ス テ ム ほ
, 幕藩体制確立期以降の

,
日 本の 集

落を 特徴づ ける 原型で ある とも い え る が
,

こ う した シ ス

テ ム は 高度経済成長期以降の 農家 の 兼業化 の 深 化 に よ

り, 崩れか けよ うと して い る｡

高度経済成長期以前の , い わ ば旧来 の 水管理 シ ス テ ム

の 原型 ともい え るもの を ,
｢ 昭和30 年臨時農業基本調査+

の 数字か らみ ると ,
｢ 農業 集落 の 農家 が 同 じ日数 出 役 す

る+ とい うい わ ば原型を維持 して い る集落 が
, 都府県計

で37 % もあ る｡ ま た 農業集落構成員全 戸で は なく ｢ 受益

者だ け同 じ日数出役す る+ ｢ 受益 反別割 で 出役す る+ と い

う参加型維持管理方式を 採 っ て い る 分53 % を 加え る と ,

圧倒的 に 集落 ･ 集団的水管理 体制が支 配的で ある こ とが

わ か る
｡

｢ 農業集落 で 人夫を 雇 っ て行う+ ｢ 水利用体 が人

夫を 雇 っ て 行う+ と い う外部委託型 ほ, わ ずか に 4 % で

ある
｡

更 に
,

不 出役者の 処理 を み て も ｢ 黙認 して い る+

は22 % と少なく｢ 後日 出不 足分を 出役さ せ る+ ｢ 出不 足金

を とる+ と■い う制裁を 加える の は46 % と , 過半 に 及 ん で

い る
｡

も っ とも, 昭和30 年代は , すで に , 高度経済成長

の 入 口で
, 兼業化も相当 に 進ん で きて お り, 本来的 な集

落 ･ 集団的水管理体制 とは い い 難い 点が ある
｡

次 に ,
7 0 年 セ ン サ ス 結果に よ り, 同 じく 集落の 水利賦

役賦課方式 が どの よ う に な っ て い るか を み る と , 都府 県

で は ｢共 同作業で 行 っ て い る+ 64 % ,
｢ 農業集落と して

は 行わ な い+ の が36 % ある ｡ 昭和30 年 (5 5 年) と 比べ る

と
, 統計 の 出所 の 相違ほ あるとは い え , 大幅に 集落, 集

〔水管理 シ ス テム】
公 共

半公共

②石川
､

団的水管理体制秩序の 解体 ともい え る現象を 呈 し て い

る｡

地域別計こ み る と ,
｢ 昭和30 年臨時農業基本調査+ 時に お

い て は , 関東よ り近故 の 方 に 集落 ･ 集団的水管理体制が

強固に 維持さ れて い た が
,

こ の 傾 向は70 年 セ ン サ ス 時点

も変わ らない が
,

これ を も っ て
一

般軒こ東日 本 よ り西日 本

の 方が 集落 ･ 集 団的水管理 体制 ほ経持 されて い る とは 言

い 難い 点が ある｡

7 0 年 セ ン サ ス の ｢共 同作業 の 労力負担方法別農業集落

数+ の 統計で
,

よ り詳 しく地帯 別分察 を行 っ て み る と
,

次の 類型が 得 られ る｡

A . 全農家出役原則型一近畿, 東海, 東北

B . 全農家共同参 加型一北陸

C . 共同出役解体型 一中国, 四国

A の 全農家出役原則 型ほ, 全農家 が 出役す る こ と が原

則セあ っ て
, 出役 しない 人は 出不足金 を払う が

, 出役 し

た 人 に ほ , 別に 日 当を 支払わ ない と い う類型 であ る｡
B

の 全農家共同参加型は
, 出役 しな い 人も 出不 足金を支払

う こ とに よ り
一 応共同作業に 参加 した こ と に なり, また

,

出役 した 人 に 日当を 払う点が, 出役 原則 で ほ な い 市場 メ

カ ニ ズ ム に よ る労力提供を促 して い る 点で ある
｡

C の 共

同 出役解体型ほ
,

こ う した 共同作業 がす で に 過半近くの

集落 でほ 維持 されに くくな っ て きた類型 で ある
｡

集落 に よ る規制の 強弱, 集落水管理 シ ス テ ム の 弛緩 の

程度を 規定す る要因と して
, 兼業化 の 進展 だ けを

一 義的

に あげるわ 桝 こ ほ い か な い だ ろ う ｡ 水の 稀少性 や,
主 に ,

用水地域か
, 配水地域か とい う こ と も大きな 要因と して

あげられ るで あ ろう｡

8 0 年 セ ン サ ス で ほ
, 若干, 集計の 様式を 変え て

, 農業

用水 の 取 水 配分 などの 管理 ･ 調整を お こ な っ て い る主

体 別の 分類 に な っ て い る ｡
こ の 結果に よ る と

,
｢ 水 利 組

合+ が管理主体 に な っ て い る場合が27 . 7 % ,
｢ 土地 改 良

区+ に よ る もの が2 5 . 9 % ,
｢ 集落管理+ ( 農業集落 の 代表

者 が 責任 を も っ て い るも の) に よ るもの が1 4 . 0 % ,
｢ 実行

組合+ に よ るも の が3 . 4 % で あり, 農業用水の 管理 ほ
, 主

に ｢ 水利組合+ 及 び ｢ 土地改良区+ に 委ね て い る 集落が

多 い
｡

⑤大阪 ､ 淀川 左岸 (公共的管理)

⑥岡
1 束嘉苧里奈表繋垣宗野

)

③愛知 ､ 明治用水 (基幹､ 半公共管理)
集落地役体制の 解体

手取川 地区 (集落出役) 出不足金徴収

①原理 (集落全戸出役) 出不足金不許可

〔霊芸芸芸芸慧非等 靴 の 進展〕
図- ‡ 集落水管理 シ ス テ ム 変遷 の 概念 図
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こ れ ま で主 と して 農業用水の 管理主体の 変遷を, 主に

全 国的な統計をも と に 述 べ て きた が,
こ れに 加えて , 筆

者が こ れ ま で 行な っ て きた 若干 の 地域の 調査事例も加え

て
, 管理主体と組織の 今後の 方向性を 考察 して み た い

｡

図3 で , 集落の 水管理 シ ス テ ム の 変遷 の 概 念図を作成

し
, 具体的 な地域ほ 思い 浮か べ る こ と が 可能 なよ うに

,

地域名を 例示 して お い た｡

こ の 図と は ぼ 同 じ図を 以前作成 した 時点 で ほ ｢ こ の 図

は 水管理 の 集落 ･ 集団的管理 ( 共 シ ス テ ム) か ら
,

公的

機 関管理 へ の 移行+ を示す図 に して 脱 明を 加 え て き た

が
,

こ こ で は費用 の 内部化の 視点 か ら考察 して み た い
｡

費用の 内部化 を 別の 言葉で 言 い か え ると
, 財の 効果的

配 分 ･ 管理 を可能 に す る組織化が ,
い か な る メ カ ニ ズ ム

に よ っ て 遂行 され て い るか とい う こ と に もな る｡

施 設管理 主体
･ 組織 の 変化を考察す るに 際 して , ま ず,

各類型 の 実態むこ つ い て 若干紹介 して お こ う
｡

① 昧型 ( 全農家 出役 蘇則型) 一秋田 の 事例

集落構成員 ( 農家の み で
, 非農家 は除外) 全戸平等 出

役 で
, 出不 足金は 認め ず, 万

一

, 世帯員中誰もその 日 ほ

出役で きない 場 合ほ, 後日 出不 足分 を 出役す るも の で あ

る｡
こ う した 形が 比較 的強く残 っ て い る の ほ 練兵業地帯

で
,

か つ 水稀少地 帯に 多い
｡

(卦 全農家共同参加型一石川 の 事例

集落内の 主要水路の 渡せ つ に は
,

集落 内の 水 田耕作者

ほ 全戸参加する
｡ 集落 内に 居住す る耕作者の 不 参加老か

らほ
, 出不 足金 を徴収す る

｡ しか し, 参加者 に 対す る日

当は 支払 われ な い
｡

こ の 亜種 と して
, 参加者 に 対 し日 当

が 支払わ れ る場合もあ るが,
こ の 場 合は, 既 に 作業委託

の 関係を 内包 して い るもの で あ り, 共 同参 加型か ら委託

型 へ の 過渡的性格を 両有 して い る もの で ある｡

_
③ 基幹, 半公共的管理 型一愛 知の 事 例

頭首工 と井筋と 呼ばれ る幹 線水路ほ 土地 改良区が管理

し
, 幹線の 分水樋門か ら支線, 末端 ま で の 用 水管理 を,

集落を 基礎に した 配水絶代一水路総 代に 委任 して い る｡

土地改良区 とい う管理 主体ほ
, ④, ⑤ で 触れ る自治体管

理と, 広義に は 同 じ公的管理 に 属す る が
, その 内実 は 全

く異な るもの で ある｡

自治体管理ほ
,

任命型テ ク ノ ク ラ
ー

ト 管理 で あ るの に

対 して
,

組合は
,

受益者連合 の 選 出老に よ る委任管理で

ある
｡

こ の 相異 を鮮 明に す るた め に
,

明治用水組合の 水

管理 シ ス テ ム を 半公共的管理 に 位置づ け る こ とに す る
｡

(彰 基幹 公管理
, 末端委任管理 一岡山の 事例

岡山県の 用水組合 に は
,

一

部事務組合に な っ て い ると

こ ろ が 多く
, 他 の 土地改 良区等の 半公共的管理 や , 集落

水管理 と 異なる点ほ
, 堰取入 口

, 幹線樋門, 幹線水路の

管理 費ほ すべ て市 の 財政負担 ( 水利地役鋭 とい う例外が

あ るが) で あ り, 維持 管理 も自治体職員が お こ な っ て い

る ｡ 末端分水樋 門, 水路 の 管理 は , 市の 事務委託契約 に

よ り集落か ら選出された樋番
,

水路番が お こ なう場合が

多い が , 市か ら
一

部報酬 も出る
｡

また
, 支線水路の 渡せ

つ
, 草刈 りに も, 集落構成 員の 出役 に 対 して 一 部 日 当が

支給 されて い る｡

⑤ 全面的公共的管理一大阪の 事 例

大阪 ･ 淀川左岸用水組 合は
,

昭和30 年代 の 都市化 ･ 宅

地化 の 広範 な進展 の 中で
,

基幹水路を府営に 移管 し, 水

路 の 所有権 は有 しない 管理 委託の 形を すで に 取 っ て きて

い る が
, 末端 の 水管理主体も喪失 し

,
土 地改良区が 委託

管理 を全面的 に 強め るに も, 組合費徴収は 先細 りの 一 方

で あ っ た
｡

一 部事務組合移管に よ る全面公的 管 理 に よ

り, 基幹用, 排水路 の み ならず,
末端も直接公的管理 に

移管す る｡

こ う した 水管理 主体の 変遷に よ っ て もた ら さ れ る の

ほ , 施設機能の 強化に よ る集中管理 の 方 向の 強化 と 末端

の 自治機能の 喪失 で ある
｡

水利施設管理の 方向性

財, ある い ほ, 資源の 効果的配分ほ 通常二 つ の 相異な

っ た メ カ ニ ズ ム に よ っ て 達成 され る
｡

ひ と つ は 市場経 済

メ カ ニ ズ ム で あり, もうひ と つ ほ 非市場経済 メ カ ニ ズ ム

･ 計画経済 メ カ ニ ズ ム で あ る
｡

ア ダム ･ ス ミ ス の ｢ 国富論+ 以来, 市場経 済 メ カ ニ ズ

ム の ｢ 見え ぎる手+ に よ り
, 自律的に

, 事後的に
, 財 の

適正配分が 行 なわ れ るもの で ある と 目さ れて い た
｡

だ が , 近年,
こ う した ｢ 神話+ は 打破 され つ つ ある

｡

特 に , 人間労働が 創 りだ した もの で ほ ない , 自然生産物,

と りわ 仇 土地 ･ 水に 対 して は 全く自 由な市場経済 メ カ

ニ ズ ム ほ有 効に 機能 しえ ない こ とは ます ます明らか に な

っ て きて い る
｡

何 らか の 計 画 メ カ ニ ズ ム の 導入 が必要 に な っ て く る
｡

一 般 に 計画 メ カ ニ ズ ム と い えば, 制度 ･ 組織と 概括され

る が
,

よ り細か に 分類す る と , ①制度, ②慣行, ③公的

組織 , ④非 公的組織 に 分頬 でき, 制度 と公的組織と ほ
,

公権 力に よ っ て承認され たも の で あり, 慣行 と, 非公的

組織 と ほ 公権 力が全く関与 しない もの で ある｡

図 2 の
, 農業水利施設 の 管理主体 ･ 管理組織の 変遷の

歴史的推移 をみ る と , 慣行 ･ 非公的組織 ( むら) に よ る

管理 か ら , しだ い に , 制 度 ･ 公的観織 に よ る管理 へ と移

行 して い る ように み える
｡

他方, 現在 で は 表面に 現わ れ七ほ い な い が 伏流す るも

う ひ と つ の 流れ と して
,

ヤ ミ 水利転用な ど の 事 例に 顕著

に 現わ れて きて い るよ うに
, 水利用の 最 適配分 を, 一市場

経済 メ カ ニ ズ ム に 委ね よ うと する 方向もある｡

だ が , 水利施設管理の 方向ほ ,
｢ あれか ,

こ れ か+ と オ

ー ル タ ナ チ イ ブに 把握す るの は 誤ま っ て い る ｡ 日本 の 旧

くか らの 水利施設の 管理 シ ス テ ム を み て もわ か る よ う

に , 様 々 な異 な る管理 シ ス テ ム の 重層的管理 シ ス テ ム を

採用 して い る と こ ろ に , 日本の 水利組織の 最大の 特徴が
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主要施 設 [空室萱垂垂] 一 匡車重亘] 一[亘 頭 重三重垂+ 一[奉垂垂垂司

ダム 施設 頭首工 分水樋門 末端用水路

基幹用水路 支線用水路 圃場

水管理 の 水利施設の維持管理 水利施設の維持管理

形 式 機槻施設の操作

水 制御管理

水 管 理

の 原 理

機械施設の 操作

水制御管理

水 の 分配管理

水の在庫配送管理

水 の 品 質管理

人事管理

財務管理

組織管理

水利施設め 維持管理

水 の 分配管理

制 度 霊芝 慣 行

周一1 水 利 施 設 管 理 の 類 型

あ る と言 っ て よ い だ ろ う｡

い わ ば, ｢ 混合経済+ シ ス テ ム の 先駆的事例と して, 日

本 の 水利 シ ス テ ム ほ 位置付け る こ とが で きるか も しれ な

い
｡

問題は
, 水利施設の 管理 主体な り, 組 織を考 える場合

に , 水利施設の 規模な り機能な りに 応 じて, その よ うに
,

異 な っ た 主体 な り役割なり, 資源の 分配様式な りを位 置

付け るか で あ る｡

図4 ほ ,
こ う した 課題に 接近す るた め に 作成 した もの

で ある｡ 主要施設の と こ ろ で
,
か っ こ で 囲ん で ある の が

,

管理主体 であ る｡
ダ ム は 公的管理 主体, 土地改良区ほ 半

公的管理 主体, 申 し合せ 用水組合ほ
, 非 公的管理 主体,

末端受益者を 想定 して い る｡

水管理 の 形式 とは , それぞれの 主体の 行な っ て い る 水

管理 の 内容で
,

施設管理 に 別 して い えは
,

主に
,

施設 規

模 に よ り管理主体ほ 異 な るだ ろう｡

一

つ の 水系全体 を管理す る規模は , 国 ･ 県が 管理主体

で ある し, 主幹線 ･ 頭首工 レ ベ ル ほ 土地改良区, 支線水

路 ･ 堰 レ ベ ル は 申 し合わ せ 水利組合が 適わ しい だ ろ う
｡

水資源配分 の 原理 とほ
,

ど うい う仕組 で 資源配分を 行

囲場 にお け

る水管理

な うか で あ り, 水源 管理者 は制度, 土地改良区ほ
, 制度,

慣 行, 申 し合せ 用水組合ほ 慣行が
, 行動様式を決定すろ

基 本原理 とな っ てい るもの と思わ れ る ｡

今後 の 水利施設管理 の 方 向性は , 制度, 計画経済 メ カ

ニ ズ ム に 立脚す る組織 に あり がち な, 組織運営の 硬直性,

財 の 非 効率的配分 の 弊害を 避け るた め の 工 夫が 必要に な

っ て く る だ ろう｡

注(1) 拙稿｢ 農業 ･ 水管理 論+ 日本イ リ ゲ ーシ ョ ン
J ク ラ

ブ 拙稿で
,
｢ 転期+ の 意味 に つ い て 詳述 して お い た

｡

(2) ｢経営学辞典+ 東洋経済新報社

(3) 岡本雅 美｢ か ん が い 英語 ･ 徒然草+ ｢ 用水 と営農,

19 7 9 . 1 1

(4) 拙稿 ｢ 水管理 労働の 特 質と水管理+ 農村研究 50

東 京農業 大学農業経済学会

(5) C = C o 凸S t a n t V a l u e 不 変資本の こ と

Ⅴ = V a ri a b】e v al ロ e 可変資本 の こ と

(6) 坪井伸広｢ 農村地域 資源+ ｢ 日本 の 農業+ 13 2
, 農政

調査委員会

(7) 水谷正
一

｢ 農業用水と 水資 源開発+ ｢ 水資源を 考 え

る+ 所収
,

三 共科学選 書 1 1
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【報 文】

農業水利施設 の 水管理 シ ス テ ム に つ い て

目

1 . ほ じめ に ‥ ･ … 9

2 . 単 独管理と集 中管理 ‥ ‥

2 - 1 単独管理 … … ‥ …

2 - 2 集 中管理 … ‥ ‥ …

… 9

… 9

‥ ‥ ‥ 9

3 . 計画 の 基本事項 … ･ ･ … ‥ … ‥ … ･ ‥ ‥ … 1 1

3 ∬1 水管理 シ ス テ ム 計画の 目標 … … ･ … ‥ ‥ ‥ 1 1

3 - 2 計画 の 手 帳 ‥ … ‥ … ･ 1 2

4 . シ ス テ ム 計画 ‥ ‥ … … ･ ‥ … 1 2

1
. は じ め に

ダ ム
, 頭首工

, 用水路, ポ ン プ場等 の 水利施設 の 水管

理 は,
か つ て の 現場単数管理か ら現在 で は 多くが 中央集

中管理 に よ っ て なされ る よう に な っ て きた
｡

これ は 集中管理 に よ っ て 管理 員数 の 省力化を計 ると い

う こ と だ けで は なく, 近年 の 水需要 の ひ っ 迫に よ る水の

有効利用
, 用 水の 合理 的配分, 地区 内水利施設の 連携 プ

レー等が 重視 され る よ うに-なり,
こ れ に 応ず るた め 地区

内の 複数の 水利施設 を1 箇所 の 管理所 で 管理 す る必要が

生 じた た め で ある｡

こ の ような管理 シ ス テ ム の 設計等 の 技術指針 と して ,

昭和57 年 1 月18 日付 けで ｢ 水管理制御方式技術指針 ( ダ

ム ･ 頭首工
･ 用水路編)+ が施 行され, 近 日 中に ｢(同 ポ

ン プ場編) + が施行され る予定 なの で 詳細は それぞれの

指針を 参考に して い た だく こ と と して, こ こ で は 水利施

設の 適正な管理 シ ス テ ム の 計画 に 当た っ て 必要 な事項や

集中管理 の 考 え方等 を略述す る
｡

2 . 単 独管理 と集中管理

2 --1 単 独 管 理

用語 と して ｢ 単独管理+ と い う言葉が あるわ けで は な

く, 電気通信 シ ス テ ム で ほ 水利施 設の 監視制御 を 現場 に

お い て 他の 施設 と関わ りなく単独 で 監視制御す る ｢ 現場

単独監視制御+ の こ とを ｢ 単独管理+ とI乎ん で い る
｡

こ こ で ｢ 監視制御+ と ほ 水位 ･ 流量 ･ ゲ ー ト 岡庭 ･ ポ

ン プの 運転状態等を 直接目 で 確認 した り, 計器, 表示器

等 で 見て ゲ ー ト や ポ ン プ等の 運転を 行う こ と をい う｡

図- 1■に お い て ①の 単独管理は 最も単純な機器構成 で

ある が
, 小規模な 場合に 採用 され る と共に

, 反対に 集中

*

東北農政局村山北部農業水利事業所

礪′ 本 政 美
*

次

4 - 1 制 御方式 … … … ‥ ･ ‥ ･ ･ … … ･ 1 2

4 - 2 伝 送回線及び伝送方式 ･
‥ ‥

‥ ‥ ‥ … … 1 4

4 - 3 表示
, 記録, 警報方式 ‥ … ‥ ･ … … … ‥ = 1 6

5 . 管理 レ ベ ル ‥ …
･ … … 1 6

5 - 1 管理 レ ベ ル 区分 ‥ ‥ = … ‥ … ‥ = ･ ‥ ‥ ‥
… … ‥

1 6

5 - 2 管理 レ ベ ル の 選定 ･ … … … … ‥ ‥ … … … ･ ･2 1

6 . あと がき … … … ･ … ‥ … ･ 2 1

管理 に お い て重要 な例 えば ダ ム の 洪水吐の 操作等の よ う

な場合 に は こ の 横側 で の 操作 とな る こ と もあ る｡

こ の よ う に こ の 管理 レ ベ ル ほ 他の 単独管理 に お い て

も,
ま た集 中管理 の 各 レ ベ ル に お い て も

,
その 中 に 包含

され る こ と に な る
｡

②の 単独管理 は ①の 他に 操作室を有 し平常 時 の 操 作

は
,

操作室の 操作盤に よ っ て 行う｡

操作室を 設置す る基準は 今の と こ ろ 無い が ,
ゲ ー = 門

数,
ポ ン プ台数及び その 規模,

並び に 用水量
,
排 水量等 に

よ っ て 既設の もの と対比 して 決め られ るもの と考 え る
｡

な お , 前記の ｢ 水管理 制御方式技 術指針 ( ダム ･ 頭首

工 ･ 用水路編)+ に お い て は ダ ム ･ 頭首工 の 現場 管理所

及 び ポ ン プ場の 操作室か らの 操作を後述す るよ うに ｢遠

隔操作+ と呼び , 集中管理 に お け る中央管理 所か らの 操

作を ｢ 遠方操作+ と 呼ん で い る ｡
これ ほ ゲ ー ト メ ーカ

,

ポ ン プ メ ーカ , 電気通信 メ ー カ等 に お い て必ず しも統 一

され た 使い 方で ほ ない が
,

農業水利施設 に お い て は統 一

して 使用 され る よう注意が 必要で ある｡

2 - 2 集 中 管 理

(1) 集中管理の 意味

図- 1 の ③の よう に , 複数の 水利施設を 1 箇所 の 中央

管理 所 で 管理 す る方式 ( 電気通信 シ ス テ ム で は 中央集中

監視制御) を集 中管理 と呼ん で い る
｡

従 っ て 集中管理 の レ ベ ル は 中央側の レ ベ ル と図一1 の

①②硯場単独監視制御 で 示 され る現場側の レ ベ ル の 組合

せ で 表わ され る
｡

(2) 集中管理 を 導入 す る理 由

例 と して 3 - 1 の 水管理制御方式の 計画目標に 示 され

る次 の 項 目 があげられ る｡

① 水の 有効利 用 水の 需要量を正 確, 迅速 に 把捉 し

関連す る施設を 最も効率よく運 用 して 対応す る ち と

ー 9 - 水と土 第57 号 19 8 4



管
理

対
象
例

単 独 管 理 集 中 管 理

式 ①現場単独監視制御(1) ②現 場単独監視制御(2) ③中央集中監視制御

中央管理 所
ー

･うゝ

頭

首

工

取 入 ロ

グ ー

ト

取水堰ゲ ー

ト

監監盤

→

所慧
盤作槻侶機

[

げ

[訂 →

一 過 閻
他の 施設

現 場管理所

ポ

ン

プ

場

ポン プ室

(ら
ポ ン プ

横側操作盤

操作室

品
㊤

機倒壊 乍盤

㊤

中央管理所

賢眉
他の 施設

-

ポ ン プ室
一

望空
横側操作盤

機側盤

該

当
す
る

管
理
レ

ベ

ル

例

ゲ ー ト

制御
回路

ー‾‾‾ ■

｢

･ ポン プ !
l

_ _ _ _ _ _ _ _ __ +

(例) レ ベ ル A - 1

｢
l

l

現場管理所

遠隔手新制御装置

入出力 中郡装置

中 継 端 子

機 他生

静t御

回路

横側盤

(例) レ ベ ル A - 2

制御
回路

現場側

‾

｢

l

‡

_▲
l

｢

-
.

事
.

●
.

L

｢
‾ ‾

■
‾

■
■

■■
l ゲ ー ト

中央管理所

表示盤 記良計

テ レ メ
ー

一夕蒙窟

中 継 鵡 子 恕

現場側

(例) レ ベ ル Ⅹ- 1

‾

1

園- 1 単 独 管 理 と 集 中 管 理

が で きる｡

② 水の 合理 的配分 取水, 配水等 に 当た っ て全地区

の 情報 を 同時 に 得 て 単 一

の 意志 で 処理す る こ と に よ

り, 各種 の 条件 に 適合す る配分等 を効率 よく行う こ

とが で きる
｡

③ 施 設の 保全 と 災害 の 防止 複数 の 施設 の 異常 の 早

期発 見及び予 測制御等 を行う こ と に よ り
, 災害を防

止で きる｡

④ 管理 費の 節減 管理員数 を少 なく で き るが
, 特 に

施設の 高度化 に 対応 して の 技術者の 確保 の 困難さ を

少な い 技術者や シ ス テ ム の バ
ッ ク ア ッ プかこ任せ る こ

と に よ っ て 対応で き る
｡

⑤ そ の 他, 調整池の 容量に 余裕 が 無か っ た り, 水路

の 緩勾配に よ る流達時間の 遅れ 等の 土 木的制約 に よ

っ て も, 集 中管理 の 必 要性 が 出てく る一場 合が ある｡

(3) 管理 対象施設の 選定

地区 内の 施設と して ダ ム
, 頚首工

,
■ポ ン プ場,

用水路

を 有す る場合に
, どの 施設を集中管理 の 対 象とす る か ほ

シ ス テ ム 計画 に お い て 大きな 問題で あ る
｡

つ ま り地区内

の 全 て の 施設を 管理の 対象 とす るの が
, 管理 上ほ 望ま し

い が ,

一 般に 費用が 莫大に な り管理費 の 低減に ほ なら な

い こ と に な る｡

従 っ て
, 施設を常時監視する必要 の あるも の

,
パ ト ロ

ー

ル で よい もの
, 受益者に任 せ て よ い もの 尊 を 施 設 の

用 ･ 排水量, 緊急性, 安全性等に よ っ て 分察 し対 象施設

を決め る｡

一 般に は , 用水の 場合で 用水量 の 監視制御 でき る範 囲

を は 軽率 と呼び
,

これ を70 ～ 9 0 % を 目途 と した り, 分水

工 も含ん で 0 . 2 m
さ/ s 以下は 現場操 作の み で 対 象か ら外

し
,

0 . 2 m
3
/ s ～ 0 . 5 m

3/ s は 中央か ら監視を行い 操作は パ

ト ロ ー ルむこ よ り ,
0 . 5 m

8/ s 以上 は 中央か ら監視 ･ 制御を

行う対象 とす る方法もあ る｡ ( 但 し 数値ほ 考え方を 示 し

た も の で 定説 では な い
｡)

い ずれ に しろ,
管理 レ ベ ル

,
対象範囲に よ る シ ス テ ム

機器費, 通信回線費, 維持費,
人件費等 の 経済 比較も行

っ て 決め なけれはならない
｡

(4) 中央管理所の 位置の 選定

中央管理所を ど こ に 置くか に つ い て ほ
, お お よそ次の

よう な場所を考え る こ とが でき る｡

① ダム
･ 頭首工 ･ ポ ン プ場等 の 建邑 内に 中央線作室
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を 設ける か
, 隣接 して 管理所 を建 て る場合｡

② 調整池等の よ うに 直接操作す る対象 は少 な い が
,

パ イ プ ラ イ ン 等の 途 中に あり埋設制御 ケ ー ブ ル の 径

路 とな る位置に 中央 管理所 を建 て る場合｡

③ 将来, 管理 を行う土地改良区等 の 中に 操作室 を設

け るか
, 隣接 して 管理所 を建 て る場合

｡

④ 水利施設等と は 直接関係の な い 場所 に 管理 所 を建

て る場合｡

一般 に 次の ような条件の 位 置に 該当する場所 を選定す

る
｡

(丑 管理の 容易な位置 平常時, 事故時 に 短時 間に 現

場に 到達 で きる 位置

② 伝送回 線が 経済的に 確保 で きる 位置

予 備 調 査

施 設 計 画 の 確 認

利 水 計 画 の 確 認

管理対象施 設の 想定

各 施 設 の 管 理 に

必 要 な 情報の 整 理

管 理 体 制 の 想 定

各 施 設 毎 の 管 理

レ ベ ル の 設 定

中央管理 が必要か

置局計画
, 伝送計画

の 検 討

管 理 レ ベ ル の 検討

経 済 的 か

Y E S

〈;

中 央 管 理

所
,

現場管理所間の 信号伝 送を, 無線, 電 々 公社線,

自営 ケ ー ブ ル の い ずれ を採 用する場合 で も, それが

技術的に 可能で 経済的な位 置

③ 特 に 重要な 管理 対象施設に 近い 位置 例えば ダム

等 に 近い 位置

④ 管理条件の 検討
, 伝達の 容易な 位置 用水量 の 配

分等の 変動が 多い 場合等 で は
,

それを検討す る配 水

委員会等を置く土地改良区等に 近 い 位 置

(昏 社会環境の 良い 位置

3 . 計画 の基本事項

3 - 1 水管理シ ス テ ム計 画の日療

計画ほ 次の 項目を 目標と して 作成 しな けれ ばな らな

施設位置の確認

用水系耗の確認( 取水 ,
分 水位置等)

構造物 の 形状確認･

管理 規程
･ 操作規程等の確認

計画年次 ･ 平年次の期 別取 水量
･ 分水量の 確認

水源別利用量の 確認

1 取水 ･ 配 水に 関す る は握率

2 施 設の 安全性

1 水位 ･ 流量等の 情報の種類 の決定

2 情報の 精度等の 決定

1 管理者の確保の難易度

2 施設 へ の 交通 手段

N O

各 施 設 毎 の 管 理

シ ス テ ム の 検 討

N O

決定

経 済 的 か

Y E S

N O

図- 2 計 画 の 手 順

- 1 1 -

設 計

結合調 査

運用開始
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い ｡

(1) 水の 有効利用

必要量の 確実 な取水
,

必要な 貯水量の 確保, 水源利 用

順位の 規制 ( 取水源の 水量の 変動, 気象変動に よ る雨量

の 増減, 水利権上 の 制約等の 種 々 の 要因の 下で , 必要 な

用水の 安定供給を 行うた め ,
ダ ム 等の 貯水量の 確保や 水

源の 有 効な活用 を行 う こ とが でき る｡)

(2) 水の 合理 的配分

使用割合の 維 持, 時期的需要量 の 変動 へ の 対応,
地域

的需要量の 変動 へ の 対応, (需要量 の 変動や 用水の 掩 下

時間の 遅れ等 , 不確 定な要 因の 多い 状態 で
,

デ ー タ の 同

時収集 に よ り ゲ ー ト ･ ポ ン プを速 や か に 操 作 し公平か つ

合理的な水配分を 行う こ と が で きる｡)

(3) 施設の 保全と 災害の 防IL

施設 ･ 俵器等の 異常の 早 期発見 と保護

(4) 管理費の 節減

動 力費の 節減, 労務管理費 の 節減 ( ポ ン プの 効率的運

用に よ る動 力費の 節減, 管理業務 の 横械化, 自動化等 に

ょ っ て 省力化を計 り労務 管理 費 の 軽減 を行う こ とが で き

る｡)

(5) その 他連絡 ･ 通報の 速応性等

3 - 2 計画の 手順

(1) 水管理 シ ス テ ム は各施設 の 制御 の 信頼性 と共 に
,

全体と して の 制御 の 信板性 を も要求 され るも の で あ る
｡

ま た 土 木 ･ 建 築 ･ 電気等 の 各技術 の 協調 の 上 で なされ る

もの で あ るか ら, 各分野の 計画 と も協調 しな が ら進め な

ければな らない
｡ 計 画の 手 帳を 図- 2 をこ示す｡

(2) 施設及び 事業計画の 確認

一 般 に 次の 各項 目の 作業を行い
, 各 々 の 施設の 操 作に

必要 な情報を 整理す る
｡

a 地区 一 般計画図の 作成 施設構造物の 位置
,

名称

を 記 入す る
｡

b 用排水系統図 取水 ･ 分水 ･ 配水状況及び そ れ等

の 名称を確認す
_
る

｡

C 構造物詞書の 作成 構造物の 名称, 形 式, 寸 法等

を確認す る｡_
d 管理規程, 操作規程等を 確認す る｡

(3) 利 水計画 の 確認

次の 項目に つ

_
い て 調査 し管理 に必要 な情報を 明確 に す

る
｡

a 水利用計画表の 作成 計画年 次, 又ほ平水年次 の 半

句又 は 旬別程 度の 水需給状況 の 確認 を行 う
｡ 享た 水

使 用規則 を確認す る
｡

b ダ ム
, 頭首工

, 焼 場等の 水源の 種 類
, 場所, 取 水

の 順位, 取水量を確認 する
｡

C 他事業と の 共同事業の 場合 , 他事業 の 利 水計画 を

確認す る
｡

(4) 管理体制

事業完了後の 管理体制を 検討 し, 地区の 実情に 合 っ た

管理 体制 を 想定す る
｡

(5) 管理 レ ベ ル の 決定

施 設計画
,

水利用計画
, 将来 の 管理 体制を 総合的 に 検

討 し
, 最 も経済的 な管理 レ ベ ル を 決定す る｡

ヰ. シス テ ム 計画

計画 に 際 して ほ
,

施設の 操作形態 , 制御方式, デ r タ

伝送方式, 表示方式等を 検討 しなければな らな い
｡

I - 1 制 御 方 式

(1) 基本事項

制御方式 の 決定 に 当た っ て ほ , 次 に 示す基本事項軒こ 留

意 しなければな ら ない
｡

① 自動制御を 導入 す る場合で も, 必ず機側手動を導

入 し信頼性の 確保 に 努め る
｡

こ れは 重要な施設ほ ど

洪水時等 の 非常時 に ほ現場 で水位 ･

液量 ･ ゲ ー

ト開

度等を 確認 して 操作する こ と が 多い か らで ある
､

｡

② 自動制御は 総て を 装置に 任せ る の で ほ なく, 制御

方式 の 切替, 設定値の 変更等の 重要操作事項 に は 管

理 者の 判断が 介入 で きる よ うに する こ と
｡

③ 装置の 異常, 水理 上 の 異常等を 検知 した と きは,

ゲ ー ト
,

バ ル ブ等の 閃度を 現状維 持ある い ほ安 全側

に 操作す る と共 に
, 警報を 発 して 管理人が 速や か に

介入 で き る ように す る
｡

④ 中央管理 所 で 基本デ ー タ ( 水位, 流量等) の 監視

が で き る こ と｡

⑤ 中央処理装置 などが 停 止した 場合で も, 重要な デ

ータ は 中央 管理 所 で独立 して監視 でき る こ と｡

(2) 操作形態

ゲー ト
,

ポ ン プ等 の 操作 をどこ で 行うか に よ り , 現場

操作と 遠方操作 に 分 け られ
,

更 に そ れ を 各種操作形態 に

よ り細分 した もの を 図- 3 に 示す｡

操作形態に 優先債位を 付 し 操作場所 毎に 分賛 した も

の を図- 4 に 示 す
｡

こ の 優先順位 は,
‾自動制御 よ り手動操作 が優先 し

,
中

央操作よ り現場操作 が優先す る こ と を示 して い る
｡

｢ - 一一
- ･ - - 一機側手 動操作

現場操作

遠方操作

一 1 2 -

隔操作ヰ≡
隔手動操作

隔手動設定値制御

隔自動操 作

園一3 操 作 形 態
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[ 垂

④

T

｢
遠 方 手 動 操 作

⑥

遠方手動設定値制御

①

遠方自動設定値制御

遠方手動

操 作 卓

②遠方手動操 作

遠方手動
設 定 卓

操 作

②

③

現 場管理 所

+ 一

極蓋
遠隔手動操作

遠隔 自動制御

⑤

遠隔手動設定値制御

注 1 : 数字 は優先頗 位

ゲ ー

ト
ポ ン プ

側

注 2 : こ こ に述 べ る 自動制御は現場管理所 に

操 作員が 居 る場 合であ り､ こ の時､ 中

央管理所 か ら遠方制御 は行 わな い
｡

三二+
①横側 手動操 作

囲一I 操 作 形 態 概 念 図

伝送路

テ レ メ ー タ

テ レ コ ン

④遠方手動設定値制御

中 央

テ レ メ ー タ

ア レ コ ン

設 定 値
制御装置

③遠隔手動 設定 値制御

現 場

園- 5 操 作 装 置 と 位 置 関 係

こ れ らの 操作形態を実現す るた め に 必要な操作装置と

伝送装置の 関係を 図- 5 に 示す｡

(丑 横側手動操作

管理者が横側盤で 操作開閉器を 手動操作 して
,

ゲ

ー トの 開虔調節等を行うもの で
, 操作の 最も基 本的

なも の で ある｡

本換作 ほ他 の 絶て の 操作 に 優発 し, か つ 他の 制御

形態の バ
ッ

ク ア ッ プと して も使 用され る｡

(参 遠隔手動操作

機側盤の 開閉器と1 : 1 に 対応 して制御 ケ ーブ ル

で 結ば れた 操作室, 又ほ子局 ( 以下
, 現場 管理所と

称す る) の 操 作盤 で 摸側 と 同様 の 操作 を行うも の で

あ る｡

(卦 遠隔自動制御

現場管理所 に設置された 情報処理装置 に より
,

各

種デ
ー

タ か ら制御目標値 に 対す る操作量 を自動的 に

設定 し
,

ゲ
ー

ト 等を親御す るも の で ある
｡

一 1 3 -

横 側 盤

④ 遠方手動操作

管理者 が中央管理 所 で現場管理所か らテ レ メ
ー タ

装置 で送られ てく る開度,
‾流量, 水位, 圧 九 検器

状態等 を監視 し
,

テ レ コ ン ト ロ
ー

ル 装置に よ り操作

開閉器 を操作 して
,

ゲ ー トの 開閉や 開虔調節等を行

うもの で ある｡

本換作 ほ , 手動設定 値制御 , 遠方 手動, 自動設定

値制御の バ
ッ ク ア ッ プ と して も使用さ れる

｡

(9 遠隔手動設定値 制御

現場管理 所に 設置す る 単機能 の 制御装置 で
, 開虔,

流量
,

水位, 圧力等の 設定値 ( 制御一目標値) を保 つ

よ う,
ゲ ー ト 等の 制御を行うもの で ある｡

⑥ 遠方手 動設定値制御

中央管理所か ら管理者 が 設定値 を設定値制御装置

に テ レ コ ン ト ロ ー

ル 装 置を介 して手動 で設定 を行う

もの で ある ｡

⑦ 遠方自動設定値 制御

水と土 第5 7 号 1 98 4



区

分

施 設 名

計 測 制 御 方 式

開

度

水

位

流

量

庄

力

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3 14 15 16 1 7

全
閉

全
開

設 設 設 設
′-

▲

▼
-

設 設 設 設 設
′
+

一
一

スE 定 台 弁 回 巽

/ /
jE

j E

水

j E

水

疋

水

jE

流

スE

流
定
圧

足

庄

疋

比
量 率

数

制

開 転 角
全

閉
制

全
閉
制

開

度

位

制

位

制

位

制

_ 旦
旦

制

量

制

力

剃

力

制

率

分

放

流

放

流
∴
虔 数 度

御 御 制
御 御

ⅠⅠ
御 御 御

ⅠⅠ
御
Ⅰ

御
ⅠⅠ

水

制
制 制

制 制 剃
Ⅰ

型

ⅠⅠ

型 御

Ⅰ

型 璽

IlI

型

Ⅰ

型 型 璽 型 御 御 御 御 御 御 御

ダ

ム

洪水吐 ゲ ー

ト

】

平水時 ○ ○ ○ ○

洪水時 ○ ○ ○ ○ ○

取 水 バ ル ブ ○ (⊃ (⊃ ○ ○

表 面 取 水 ゲ
ー

ト ○ ○ (⊃ ○

巽 任 放 流 バ ル ブ ○ ○ ○ ○ (⊃

頭

首

エ

取水堰 ゲ ー

ト

平水時 ○ (⊃ (⊃ (⊃

洪水時 (⊃ ○ (⊃ (⊃

取 入 ログ ー ト
平水時 ○ (⊃ ○ ○

洪水時 ○ (⊃ ○ (⊃ ○

用

水

路

調 節 ゲ ー

ト ○ (⊃ ○ (⊃ ○

分 水 ゲ ー ト ･ バ ル ブ ○ ○ (⊃ ○ ○ ○ ○ ○ ○

背 割 分 水 ゲ ー

ト (⊃ ○ ○

放 7k ゲ ー ト ○ (⊃ (⊃ ○ ○

ポ
ン

プ
場

用 7k ポ ン プ 場 (⊃ ○ ○ ○ (⊃ ○

排 水 ポ ン プ 場 ○ ○ ○

園- ¢ 施 設 の 制 御 方 式

中央管理 所の 情報処理装置が各種デ ー タ を 処 理

し, 設定値を 定 め, 設定値制御装置 に 自動的に 設定

を 行うもの で あ る
｡

例え ば用水系統全体の 運 用を 中央 管理所 の 情報 処

理 装置が は 握 し
, 複数の 設 定値制御装置 を 集中管理

す る場合
｡

(3) 施設 の 制御方式

標準 的な施設 の 制御方式を 図- 6 に 示す｡

a ダ ム

( a) 放 掟設備

洪水吐 ク レ ス ト ゲ ー

ト ほ , 洪 水時 の ダ ム 水位 が計 画

水位を上回らない よう, 洪 水を溌 下させ る操作 を 行い
,

制御方式に は ダ ム 水 位を 一 定 に 維持す る た め
,

水位 に

ょ っ て ゲ ー ト の 開閉を行 う設定水位制御及 び洪水が予

想 される 場合に 上 流の 水位, 流域 内の 雨量等 を測定 し

水位上昇を 予測 して 予 め放流 を行う定量若 しく は定率

放流制御がある
｡

(b) 取水設備

取水 ゲ ー トほ
一 般 に 取水深を

一 定とす る設定開度制

御 が行わ れ る
｡

流量調節用の ゲ ー ト ･ バ ル ブは , 設定流量若 しくほ

設定開度制御とな る
｡

b 頭首工

取 水堰 ゲ ー トは そ の 目的 に よ り洪水吐 ゲ ー ト及び 土

砂 吐 ゲ ー ト と呼ばれ る
｡ 取水堰 ゲ ー ト

_
は 取水位を確保

する た め上 流側 水位 を 一 定 以上 紅 維持す る設定水位制

御を 行い
, 洪 水吐 ゲ ー ト は洪 水時, 上流側水位 が ある

水位以上 に な っ た 時, 洪 水量の 安 全な床下の た め ゲ ー

トを開く全開全閉制御が行われ る
｡
土砂 吐ゲ ー ト ほ排

砂時は 管理人 の 判断 に よ っ て 操作す るが
, 流下断面と

して 見込 ん で い‾る ゲ ー ト に つ い て は 洪水時は 洪水吐 ゲ

ー トと同 じ操作を す る｡

取入 れ ロ ゲ ー

ト ほ , 必要な水量を確保 する た め ゲ ー

ト の 開閉制御を行う
?

l - 2 伝送回線及び伝送方式

(1) 伝 送 回 線

集中管理 に お い て 中央管理所と現場管理所の 間, 単独

管理 で も ダム と上流雨量観測所, 水位観測所, 下流の 放

- 1 4 - 水 と土 第57 号 1 9 8 4



伝 送回線く干干く
営 線

本電信電 話公社 線

,
4 00 M II z

く こ芸足許
単信 同線

複信回線幣ミ

直 送

搬 送

符 号品目

帯域 品目

重 回 線

モ ミ三言菜言霊…… 重‡特殊 例

図 一

丁 伝 送 回 線 の 種 額

表一1 伝送 回線 の 特質比較

自 営 線 1 日本電信電 話公社線 l 単 信 無 線

立 地 条 件 に

関 す る 調 査

地形 に 適 した 布設工 法を 検討す
る｡

水路工 事と同時 に 施工 す るの が
有利｡

回線状況を公社 に 照会す る｡

(漂鮎
集 中局･

サ ービ ス

)

電波伝搬設計 を行う

机上設計｡

実施測定
｡

申 請, 届 出l 電波監理 局 へ 届出
｡

別
度

種
達

郎
送

信
伝

直流, 搬送
12 0 0 ビ

ッ ト/ 秒 最大

公社 へ 申請｡
電波監理局 へ 申請｡

搬 送
120 0 ビ

ッ ト/ 秒 最大

搬 送
2 00 ビ ッ ト/ 秒 最大

通 信 方 式
送信, 受信が 同時 に 可能

( 全 二 重)
送信, 受信が同時 に 可能

( 全 二 重)
送信, 受信を交互 に 行う

( 半 二 重)

伝送 可能屏巨離 墓喜裏主旨岩窟雷撃15 血 税 L 制 限 な し 平地に て20 ′
- 3 0壬皿 程度

運 用 資 格 不 要 ! 不 無線従事者(電話級)

適応す
る伝送
方 式

1 : 1 0 1 0

1 : N 0 1 0 ○

保 守 自 営 l 公 社 自 営

得 失 欝雷管賢賢
は 大きい が ･ 雄琴順謂警箋去詣字㌘

々 の 回線 初期投資ほ 自営線 と公社線の 中

間程度
｡ 維持費は 小 さい

｡

回線計 画時点
に お け る

留 意 事 項

常 幸, 断線, 絶縁 不 良等 の 障害
が発 生 しない よ う留意す る

｡ 青書防護等 の 対策を行う
｡

年間を 通 じて 安定 した 品質が 得
られ る よう,

また
, 求償妨害 が

ない よう調査する
｡

備 考 l 通信 ケ ー ブ ル
, 計装 ケ ー ブ ル

専用線 標誓藍呂
加入 回 線 N C 口二方式

周波数割当
70

,
4 00 M E z 帯

流警報装置 の 間等 で , 信号を送受す る手段が 伝送回 線で

あ り
,

シ ス テ ム 構成上
, 重要 な要素で あ る｡

伝送 回線 の 穐較を 図- 7 に
, そ の 特質比較を表- 1 に

示 す｡

a 有線方式

架空 又 は埋設 などに よ っ て 多心通信 ケ
ー

ブ ル を必

要 区間設置す る方式で あ る｡

b 日本電信電話公社線方式

- 1 5 -

( a) 専用線ほ 特定の 2 地点間の 回線を 専用的に 借 用

す るもの で
, 符号伝送専用の 符号品目と 帯域 内を

符号伝送 と通話な どに 使用す る帯 域品目が･ あ る
｡

回線の 使用料ほ匹巨離 に よ っ て 定 ま る ｡

(b) 一般の 加入 回 線 に 電話回 線用網制御装置 ( N C

ロと呼ぷ) を設置 し
,

ダイ ヤ ル 式に よ っ て 通信す

る方式が あ る
｡

回 線の 使用料は 基本料 金と度数料金 の 合計 で あ

水と土 第57 号 19 8 4



表- 2 伝 送 方 式 の 特 徴

直 送 式 搬 送 式

式

セ ン サ 出力信号 ( D C 4 ～ 2 0 m A 電流信号

等) , 最点信号等を 弱電電流 に よ り伝送す る

セ ソ サ 出力信号 ( D C 4 ～ 2 0 m A 電流信号
等) , 接点信号等を 符号化 し

, 更に 搬送信号
に よ り伝送す る

適 用 伝 送 路

伝 送 距 離

自 営 線 l 自営貞軋 日本電信電話公社線, 無線

短 距 離 l 長距離伝送が可能

所要 ケ ー ブ ル 芯数 主管篭
り

壬還さ墓翌∃ l l 対 の ト プ ル で多数 の 情報を 伝送 出来 る

経 済 性 短距離 で 信号数が 少 ない 場合有利 1 長距離 また ほ 信号数が多い 場合有 利

適 用 予局 ～ 孫局 l 親局 ～ 子局問

短距離く
小容量

大容量

直 送

(注 1戸§妻
レ メ ー タ

レ コ ン ( 入切)

レ コ ン (調 整)

レ コ ン (設定) 声
自 営

竿

長屋

子
離 ⊥ 蒜

芋雫妻≡妻妾弓蓋誓…蓼

( 直送)

自営繰 (搬 送)

公 社 線

単信無線

(注 2 )

注) 1 . 直 送式 は直流 電流を通 すの で
, 自営線に 限られる ｡

2 . 単倍 無線は送 風 受信 が交互通信 に な る た め , ゲ ー ト開度な ど調整制御で は , 計測値を見なが ら制

御す る こと が出来な い の で , 精度 を要す る場合は , 設定値 (開度, 流量等) 制御を適用す る こ とが

望ま しい ｡

園- さ 伝送 回 線と伝送方式 の 組合わ せ

る
｡

ム 無 線 方 式

用途, 立地条件等 に よ り有線方式 と無線方式を 検討比

較す る｡ 使用に 際 して は郵政 省電波監理局 の 免許 が必要

で ある｡ 電波は 長距離や山岳地帯 な ど地形 が複雑 で 回 折

す る場合は 中継局を 設置す る場合 がある
｡

テ レ メ
ー タ

,
テ レ コ ン 用軒こ は 70

,
4 0 0 M b z 帯 及び土 地

改 良波 が割 当て られ て い る｡

一 般 に 単信回線 ( 1 周波割

当に よ る交互通信) に よ る ポ ー リ ン グ方式が 適用 され る
｡

テ レ メ
ー

_
タ

,
テ レ コ ン

, 業務電話等が 同時 に 必要な 大

形 シ ス テ ム で は 複着 回線, 多重 回線 を適用す る場合が あ

る
｡

伝送 回線 の 決定ほ , 各種炉の 特質及び 経済比較 に よ る

が最近 で は公社線 の 使用が多 い ｡ しか し,
こ の 方式は 初

期投資は 少ない が年 間の 使用料が 大き い の で
, 管理を土

地改良区等が 行う農業 用で は予 め理解を得 てお く方が 良

い
｡

(2) 伝 送 方 式

信号 の 伝送方式に は
,

信号の 大小を弱電流の 大小に 変

え て 送 る直送式と
, 信号の 大 小を符号化 して送 る搬送式

とがあ る｡

伝 送方式 の 特徴 を表- 2 に
, 伝送回 線 と伝送方式の 一

般的な組 合せ を 図- 8 に 示す｡

ヰー3 表 示, 記録 , 誉朝方式

単独管理
,

集中管理 を問わ ず ゲー トや ポ ン プ の 運転操

作を 行い
,

ダ ム
, 頭首工 , 用水路,

ポ ン プ場 の 設置 目的

に か な っ た 管理 を行うた め に は , 各種 の 表 示, 記録, 警

報が 必要 で ある
｡

表示, 警報項 目例を 表- 3 に , 記録項目 例を表一4 に

示す｡

5 . 管理 レベ ル

5 - 1 管理 レ ベ ル 区分

管理 シ ス テ ム に よ る管理の 程度を 管理 レ ベ ル と 呼び ,

その 区分及び選定 を次 の よう に 定め て い る
｡

( 1) 施設に よ る レ ベ ル 区分

施設に よる レ ベ ル は , 管理対 象設備 で 区分 され表- 5

の と お り で ある ｡
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表 一 3 表 示, 警報項 目例

警報

㊧

㊨

㊧

ム

首

工

用

水

路

○ ○

義一ヰ 記録項 目例

8 1( 1 分) 1 ㊥

5 1( 1 c m)貯 水 位

4 1( 1 1速/ s) 事 ㊧ダ

ム

頭
障故計慶

一

閑

○ ○ 障故計位水

水位 上昇速度異常事 ○ ○ ㊧

洗 入量上限 オーバ ○ ○ ㊧

○

故 障I l O ○

休 止l O

開 中l O ○

○

上 限 ま た ほ 全 開l O

○ ○

磯 側 ○

○軌

常異器出検 ○ ○

○矧全またま限上

○酬全またま限下

故 障 ○ ○

○転運轢塵除

除 塵 機 故 障I l O ○

注) ㊧ほ 処理装置出力

表- 8 管理操作場所 に よ る レ ベ ル

首

工

流 入 量

4 1( 1 Ⅰ丘/ s) 】 ㊨放 流 量

雫姦豊
ゲ ‾

( ゲ ー ト毎) 4 1( 1 c m )

雫墓誌芸
‾( 〝 )

余水吐 ゲー ト総放流量

取 水 流 量

河 川 流 量

時 間 雨 量

流 域 平 均 時 間 雨 量

流 域 平 均 累 計 雨 量

用

水

路

ゲ ート ( バ ル ブ) 開度

幹 線 水 位 )皿l(3

取 水 後 水 位 )印l(3

)S/
3

皿100(3取 水 量

)S/
3

皿100(3分 水 量

注) ㊨ほ 処理装置出力

表- 5 対 象 設 備

ふ象施設】対 義 設 備対象施設l 対 象 設 備

1 ダ ム

(2) 取 水 設 備

(3) 観 測 設 備

(4) 放流警報設備

3 用水路(1) 分 水 工

(2) 放 余 水 工

(3) 水 位 調 整 工

(4) 除 塵 工

2 頭首工l(1) 取 水 堰 (2) 排水ポ ン プ場

(2) 取 水 口

(2) 操作形態 に よ る レ ベ ル 区分

操作形態 に よ る レ ベ ル は , 管理 操作場所,
シ ス テ ム の

監視及び 記録,
操作手段 に よ っ て 義一6 の ように 分類 さ

れ る
｡

a 管理 操作場所 に よ る レ ベ ル

こ れほ 一 般 に 小規模 な施設の 場合, 管理 員が施 設毎

水と土 第5 7 号 1 98 4



表一丁 監視及び記録 に よ る レ ベ ル

遷 幸云 体 制 監 視 レ ベ ル 記 録 レ ベ ル レ ベ ル 高低

(1) パ ト ロ ー

ル

(2) 現 地 常 駐

(3) 遠 隔 監 視

l 目 視 確 認 】 ! 記 録 な し 】 低

‡

I 可】 計 測 指 示 監 視 l 玉 手 書 記 録 !

(4) 中 央 管 理

毘ヾ失禁
子
吉ノ焉､ ノ芳【

記 録計 によ る ア ナ ロ グ記 録 低

高

】 c R T デ ス; 0

レ イ表 示 1

日 報 記 録

操 作 記 録

l

1

日 報( 演算デ ー

タ)

月 報( 演算デ ー タ)

警 報 記 録

操 作 記 録

J

一 子 測 結 果 の 記 録 1

表】8 操作手順に よ る レ ベ ル

運 転 体 制 操 作 手 順 レ ベ ル 高低･

(1) パ ト ロ
ー

ル

(2) 現 地 常 駐

(3) 遠 隔 監 視

1 棟 側
.

手 動 操 作 l 低

高

! 遠葺手 動 操 作 l

l 遠 隔重 宝値制 御

自 動 制 御
※

l

(4) 中 央 管 理 l 遠 方: 手 動 制 御 壬 低

高

l 聖葺重宝 値制 御 l

卜遠 方垂設 定 値 制 御 l

シ ミ ニL レ
ー

シ ョ ン

l 運 用 計 画 】

i 予 測

■
制 御 l

オ ン ラ イ ン 修 正･

運 用シ ミ ュ レ ー シ ョ ン

丼 制御の 優先順位 と制御 レ ベ ル は必ずしも
一

致 しない
｡
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表- g 管理 レ ベ ル 区分 ( 現場側)

機能

レ ベ / レ

手動制御 自･

動

情報処 理 監 視 記 録

シ ス テ ム

備 考

棟

側

現

場

設

jE

デ

l

子

測

機 表 ノヾク
タ

ラ

C 日

誌

記

T

管
ヨ聖

室

値
制

御

制

御

タ

処
理

側

指

示

示

盤

ネ弓
ツ

ノレ ク

R

T

録

計

/
W

構 成 図

A

A - 1 ○ ○ ○ 図4 . 1t l

A - 2 ○ ○ (⊃ ○ ○ 図4
. 1- 2

A - 3 ○ ○ ○ (⊃ ○ ○ 図4 .1【3

B

B - 1 ○ ○ ○ ○ ○ (⊃ ○ 図4 . 1 - 4

B - 2 ○ ○ ○ (⊃ ○ ○ (⊃ (⊃ 図4 . 1 - 5

B - 3 ○ ○ (⊃ ○ C ) ○ (⊃ (⊃ ○ 図4 . 1【6

C C 仙1 (⊃ ○ ○ ○ (⊃ ○ ○ ⊂) (⊃ ○ 図4 . 1 - 7

義一1 0 管理 レ ベ ル 区分 ( 中央側)

機能

レ ベ / レ

テ レ

メ
ー タ

7■ レ コ ン 自

動

情報処理 監 視 記 録

シ ス テ ム

備 考

監

視

設 フ‾
l

予

測

表 バ グ

ラ

C 記

O N

/
O F F

′･･･
L 一

疋

イ直

制

御

タ

処
】里

示

盤

ネ弓
ツ

ノレ ク

R

T

録

計

T

/
W

構 成 図

Ⅹ

Ⅹ- 1 ○ ○ ○ 図4 .1 - 8

Ⅹ- 2 ○ ○ (⊃ (〕 図4 .1 - 9

Ⅹ一3 ○ ○ ○ (⊃ ○ 図4 .1 - 10

Y

Y - 1 ○ ○ (⊃ ○ 図4 .1 - 1 1

Y - 2 ○ (⊃ (⊃ ○ ○ ○ 図4 .l - 12

Y - 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 図4 .1 - 13

Y 【4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 図4 . 1 - 14

Z Z - 1 ○ (⊃ ○ ○ '○ (⊃ ○ ○ (⊃ 図4二1 - 15

に 常駐 しな い で 複数 の 施設 を巡 回 しなが ら 管 理 す る

が ,
こ の レ ベ ル を 一

番低 い もの と し
, 施設毎 に 管理員

が 常駐す る レ ベ ル と 中央管理 を行う レ ベ ル を 高 い もの

と した
｡

但 し
, 中央 管理 に お い て も現場施設の パ ト ロ

ー

ル や , 洪水時の 短期 の 常駐 が行わ れ る
｡

b シ ス テ ム 監 視及 び記録 に よ る レ ベ ル

監視に おい て , 現場単独管理 の 場合, 測水標等で 水

位 等の 状態 を見 て ゲ ー ト
,

ポ ン プ の 運転を行う レ ベ ル

よ りも,
水位計や流量計等に よ っ て 運転を行う レ ベ ル

が 高く, 中央管理 で ほ グ ラ フ ィ ッ ク パ ネ ル に よ る監視

よ りも,
C R T デ ィ ス プ レ イ 表示計こ よ る レ ベ ル を高い

と した ｡

記録 に お い て は , 記録を 取らな い こ と よ り記録を 取

る レ ベ ル が高く, 記録計 に よ る ア ナ ロ■グ記録 より日報 ,

月報等 の 作成を 行う レ ベ ル を 高い と した
｡

C 操作手順 に よ る レ ベ ル

現場単 独管理 で は
,

横側 に よ る手動操作
, 操作室か

らの 手 動操作, 自動制御 と レ ベ ル が 高くな り
,

中央管

理 で は手 動操作, 自動制御,
シ ミ

ュ
レ ー シ ョ

ン に よ る

制 御と レ ベ ル が高く な る
｡

(3) 管理 レ ベ ル 区分

前述 の レ

_
ベ ル の 高低 に よ っ て

, そ の 管理 レ ベ ル を 現場

側 7 レ ベ ル
, 中央側 8 レ ベ ル に 設定 した もの を表- 9

,

1 0
,

に 示す｡

一 般 に レ ベ ル が 高く なれば高度な設備と な り, 運 転

操作や 保守管理 に 高度 な技術を要 し費用も高く な る
｡

管理 レ ベ ル は , 施設 の 事業 目的, 規模, 操作方 法等 に

よ っ て 最も適 した も の を 選定 しなければな らな い
｡

(4) シ ス テ ム 構成例

管理 レ ベ ル に よ る シ ス テ ム 構成 の 例を 国
-

9 , 1 0 , 1 1
,
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機側盤

｢
‾

制御
回路

横側盤

‾

｢ ｢
● ‾

l 施 設 ト ー ー ー ー ー ー ー ー I

L _ _ _ ● _ _ _ _

_
+ +

棟側盤

｢
‾

l 施

施

周一g レ ベ ル A - 1 シ ス テ ム 構成例

一現場管理 所

遠隔手動制御装置

入 出 力 中 継 装 置

中 継 端 子 架

機側盤

制御
回路

‾｢

設 l

制御
【司路

‾

｢

設 t
_ _. _ _ +

制御

回路

施 設
L _ _

_
_ _ _ _ _

_
+ し _ -

_ _
_

団一川 レ ベ ル A - 2 シ ス テ ム 構成 例

現場管理 所

タイ プ

ライ タ

グ ラフィック

パ ネ ル

+

横側盤

中 処 理

(言認許

制御回路

補助記

憶 装置

入 出力制御装置

入出力中継装置

(普官爵笥智慧)

中 継‾端 子 架

[二重二二互コ

機側盤

ル

置

一

装
リ

カ
ン

出

コ

入

操作卓

設 定値制 御回路

制御周

1
.

t
.

1

[二吏二二互二ニコ

中央管 理所

表 示 盤 記 録 計

テ レ メ ー タ装置

▲

-
+

架子堵継中

現場倒

｢
‾ ‾ ‾

テ レ メ ー タ装置

図- 1 2

中央管理所

｢
‾ ‾

l
+

現場側

園- 11 レ ベ ル B - 2 シ ス テ ム 構成 例

12
, 1 3

,
1 4 に 示す｡

a レ ベ ル A - 1

こ れは 管理を 現場管理 員の 経験と 勘に 任 せ る方 法

で , 重要な施設の 場合は 管理員を 常駐さ せ る
｡ 記 録は

- 20 -

現場側
r

●■

テ レ メ ー タ装

_ + +

レ ベ ル Ⅹ一1 シ ス テ ム 構成例

グ ラ フィ ッ ク
パ

ネ ル
記 録 計

テ レ メ
ー タ

テレ コ ントロール 装置
設 定 値
制御 回路

中 継 端 子 架

現 場側

操作卓

= +

テ レ メータ

テ レ コ ン ト ロ ール 装 置

孟 値 制 御 回
ト

レ メ ー タ

テ レ コ ン ト ロ ー

ル 装置

値 制 御 回

園- 1 3 レ ベ ル Ⅹ - 3
_

シ ス
テ

ム 構成例

手書き に よ る
｡ 磯側に お ける 自動制 御 ( 全 開 全 閉 制

御,
O N ･ O F F 制御) の み の 場合も こ の レ ベ ル とな

る｡

b レ ベ ル A - 2

ダム の 管理所や 頭首工 ･ ポ ン プ場の 操作室か ら計器

に よ っ て 水位や流量等を 監視 しなが ら･ , ゲ ー ト やポ ン

プ の 操作 を行うも の で , 記録は 記録計 に よ る ｡

比較的御御頻度の 少ない 場合 に 適す る｡

C レ ベ ル B - 2

ダ ム や 頭首工 の 比較的高度に 自動化 した シ ス テ ム で

ミ ニ コ ソ 等 に よ る自動制御や 日 報, 月 報等 の 自動作成

を行う
｡

但 し
,

ダ ム や頭首工 の 自動制御 で ほ
, 制御 に

先 だ っ て警報等 を発 して 管理 員の 判断を 入 れた制 御と

す る の が 望 ま しい
｡
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中央 管理所

[
タイ
ライ

ブ

タ
_

グラ フ ィ ッ ク
パ

ネ ル

+ ● _ _

現 場側

レ メ
ー タ

中央処 理 装置

(言認諾)

補 助
記憶 装置

入 出力制御装置

テ レ メ ー タ

テレ コ ントロ
ー

ル 装置

中 継 端 子 架

‾

｢

テレ コ ントロール 装置

設 定 値

制御 回路

現場側

トー ー 一芸

‾ 一 一■- ‾
‾

‾

｢

コ ン ソ
ーーノレ

入出力装置

操作卓

_ ●+

テ レ メ
･

一夕

テレ コ ントロ ー

ル 装置

図一川 レ ベ ル Y - 3 シ ス テ ム 構成例

d レ べ /レⅩ- 1

こ れほ 中央管理 の 最 も低 い レ ベ ル であ り, 中央管理

所に お い て 現場 の 水位 や 流量 の 状況,
ゲ ー ト ･ ポ ン プ

の 運転状態を監視 し
,

必 要に 応 じて ′ く ト ロ ー ル に よ っ

て 現場機器の 操作を 行うもの で ある
｡

水位 ･ 流量 の 変

動が 少なく , 地区の 範囲が狭 い 場合等 に 適す る
｡

e レ ベ ル Ⅹ- 3

中央管理所か ら現場施設の 監視及び手動 制 御 を 行

い
, また 現場施設の 設定値制御の 制御目標 ( 水位, 流

量等) を 中央で 設定で き るよ うに した もの で ある ｡

f レ ベ ル Y - 3

レ ベ ル Ⅹ一3 に 比 べ
,

中央管理所 に ミ ニ コ ソ 等を入

れ て
,

デ ー タ の 加工 演算を 行い 日報, 月報, 操作記録

の 自動作成を 行うも の で ある｡

5 - 2 管理 レ ベ ル の 選定

管理 レ ベ ル は
一

概 に 高 い レ ベ ル を望むの で は なく , 対

象施設 の 地域 的特徴, 施設 の 構造, 管理 体制等を 考慮 し
,

ま た経済性 に よ っ ても選定 しなければ ならない
｡

レ ベ ル 選定 の 比較的共通 と考 えられ る要因に つ い て
,

そ の 望ま しい 管理 レ ベ ル を表- 11 に 示す｡

こ の 選定要因に よ っ て 数箇 の レ ベ ル が選定 され るが
,

更に こ の 要 因に ほ 無い 各地域 の 特殊 な事悟や 経済性に よ

っ て 最終的に レ ベ ル を決定する｡ 但 し,
こ の レ ベ ル ほ 標

準なもの で あ り シ ス テ ム 構 成の す べ て が こ れ に 合致す る

必要 ほ ない
｡

8 . あ と が き

農業水利施設の 水管理 シ ス テ ム ほ , 地区毎に 条件 が異

な り標準 シ ス テ ム と して 示す こ と は 困難で ある が
, 最近

は集 中管理 の 採用が 多く なり,
その 費用も大きく , ま た

土地 改良区等 の 管理意識 の 高ま りもあ っ て , その 計画ほ

非常 に 重視 され る よう に な り他地区の 例等を参考に して

良く検討 され て い る よ う で あ る
｡
'

本文は指 針の ほ ん の
一

部分を 示 した に す ぎず, ま た こ

の 分野の 技 術革新 ほ 目ざま しい もの が あり, そ の 都度充

分な検討が 必要で ある が
,
土地 改良施設 の 維持管理強化

の 傾向の な か で
, 水管理 シ ス テ ム の 計 画に い くらか で も

参考 に な れは幸い で ある
｡
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表- 11 レ ベ ル 選 定 要 因 ○印 : 適用 を示 す ｡ ㊥印 : 現場単独監視 制御 棒

◎印 : 中央集中監視 制御時

N q 大 項 目 小 項 目 内 容

関連施 設 望 ま し い 管 理 レ ベ ル

ダ

ム

東
首
工

用
水
路

ポ

ン

フ
d

場

現 場 側 中 央 側

A-1 A-2 む3 抄l 臥2 計3 仁1 丈l を2 を3 Y-1 ㌣2 r 3 Y-4 乙1

l 管理体制 1 . 法律等に よ る管

理義務が あ る場合

2 . 他事業と関連 し

て い て
､

その 制限

を受け る場合

(l) デ ー

タ交換 が 必要な場合

(2) 水量等の報告が あ る場合

○ 0 0
◎ ◎ ◎

○
㊥ ㊥ ㊥ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

2 水の 有効

利 用

1
. 確実 な取 水 (1) ダ ム 下 流 取 水 地 点の 流況を

常時監 視 し て 必 要量 をダ ム か

ら放 流 す る
｡

○
㊥ ㊥ @

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

く之) 決 め られナこ水量 を河川水位

変動に か か わらず取 水す る
｡

○
㊥ ㊥ @

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2 . 貯水量 の確保 (1) 需要予 測, 流出予測 を必要

とする場合 ○
㊨

◎ ◎ ◎

3 . 水源 が 多く あ っ

て , そ の使 用方法

が複雑な場合

(1) ダ ム
, 河川 等の水 源状況を

は程 し, あらか じめ 定 められ

た取水順位 に従 っ て .取水す る

場合

○
◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

(2) 複数水源 をあらか じ め定め

られ た順位 に従 っ て取 水す る
○

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

4 . 無効取 水の 排除 (1) 用水需要量 をは握 し
,

取水

量 を調整 する 必要が あ る場合
○

@ ㊥

◎
.
◎ ◎

○
@ @

◎ ◎ ◎

○
◎ ◎ ◎ ◎

(2) 地区需要量 を的確 に は握し

取水量 を調節 す る ⊂)

㊨ ㊨ ㊥

◎ ◎

5 . 降水時規制 (1) 一定量 の 降雨で ポ ン プ停止

3 合理的配分 1 . 使用割 合の 維持 (1) 各分水量 を監視 す る場合
白

@

◎ ◎ ◎

(2) 分 水 量 と 計画分 水 量 を常時
比 較 監 視 し , 分 水量 を調整 す
る場合

○
㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

(3) 配分 の公平化 の ため 用水量

をは揺 する 必要が あ る ○
㊨ ㊨ @

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2 . 時期 的
,

地域的

な用水 量変動 へ の

対応

(1) 用水量等が 時間単位で変動
する場合 ⊂)

㊥ ㊥

○
@

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○
◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○
㊥ ㊥ @

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

(2) 用水量等が 半句単位程度で

変動する場合 ･
○

㊥

○ (⊃
◎ ◎ ◎ ◎ ◎

【

○
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

3 . 地域 的用水量変

勤 へ の対 応

(1) 用水量 の は 握 と迅速な操作
が必要

○
㊥ ㊥ ㊨

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

4 . 流達 時間遅れ へ

の対応

(1) 流下時 間を考慮 した運転操

･作が 必要
○

㊨ ㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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N q 大 項 目 小 項 目 内 容

関連施 設 望 ま し い 管 理 レ ベ ル

ダ

ム

東
首
工

用
水
路

ボ

こ′

フ
凸

場

現 場 側 中 央 側

-1 -2 - 3 -1 -2 -3 -1 -1 - 2 -3 -1 - 2 -3 -4 Z-1

4 施静り保全 1 . 適正 な余水放流 (1) 予備放流 ( 第 3 類ダ ム) を

す るダ ム の 場合
(⊃

㊨ ㊥ ㊥

(2) 流入量 に応 じ て , 放流操作
を行うダ ム の 場合 ○

㊥ ㊥

2
. 用水路溢水の監

視

(1) 溢水の 監視 をする場 合
○

◎ ◎ ◎

(2) 溢水 を常時 監視 し
,

制御す

る必要の ある 場合
○

◎ ◎ ◎

3 . 施設機器異 常の

発見

(1) 施 設の 動作状況を監視 し
,

異常時は , 現 状値 維持制御等
を行 う場合

(⊃ ○
㊥ ㊥ ㊥

○
◎ ◎ ◎

(2) 施設 の動作我況 を監視 し異

常時ポ ン プ停止等の制御を行う
○

㊨ ㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

(3) 動作状 況の 監視 と警報の み
(⊃

㊥ ㊨ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

4 . 監視 及び制御の

速応性

(1) 常時監 視 しな けれ ばなら な

い 対 象施 設が 広範臥 : 設置 さ

れて い る場合

○ ○ ○
◎ ◎ ◎

○
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

(2) 常時監視 及び制御を しな け

ればならない 場合
○ ○ ○

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○
㊥ ㊥ ㊨

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

5 管理費 の

節 減

ト 動力菅の 節減 (1) 施 設の状 況を は程 し
, 最 も

経済 的な動力運転 を必要 とす

る場合

○
◎ ◎ ◎

○
㊥ ㊨ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2 . 労務管理費の 節

減

(1) 情報収集, 記録 に多大の労

力を要 し , 省力化 が 必要な場

合

○
㊥ ㊨

◎ ◎

○ ○
◎ ◎ ◎

○
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

(2) 情報処理 に高度 な能力と多

大な時間 を要 し, 機械 化が必

要な場合

○ ○ ○
@ ㊥ ㊨ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○
㊥ ㊥ ㊨ ㊥

⑳ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

(3) 操作頻度が高 く管 理者に よ

り常時操作を必 要とする 場合
○

㊥

○ ○
◎ ◎ ◎ ◎

○
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎

(4) 同時 に数 カ 所 の施 設を連繋
操作しなけ れ ばならな い 場合 ○ ○ ○

1 ◎ ◎ ◎ ◎
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N o ▲ 大 項 目 小 項 目 内 容

関連施 設 望 ま し い 管 理 レ ベ ル

ダ

ム

頭
首
工

用
水
路

ボ

ン

フ
○

場

現 場 側 中 央 側

ん1 ん2 む3 臣1 打2 8 3 仁1 を1 ㌃2 を3 ㌣1 ㌣2 ㌣3 ㌣4 乙1

6 施‾設 と

制御方式

ダ

ム

洪 水 吐

ゲ
ー

ト

平常時
(1) 設定水位制御 (ⅠⅠ,

lII 形)
○

㊥ @ ㊨

洪水時

(1) 定量 , 定率制御
○

㊥ ㊥ ㊥

(2) 設定水位制御 (IlI 形)
○

㊥ ㊥ ㊥

取 水 バ ル ブ

(1) 設定開度制御 ( 演算な し制

御)
(⊃

㊥ ㊥

(2) 設定流量 制御 ( ⅠⅠ形)
(⊃

㊥ ㊥

表 面 取 水 ゲ
ー

ト

(1) 全開 / 全 閉制御 ( Ⅰ形)
○

㊥

(2) 設定 開度制御
○

㊥

責任 放 流 バ ル ブ

(1) 設定開度制御 ( 演算 なし制

御)
○

@

(2) 設定流量 制御 ( ⅠⅠ形)
○

@ ㊥

頭

盲

工

取 水 堰
ゲ ー ト

平 常時
(1) 設定水位 制御 ( ⅠⅠ

,
l王Ⅰ形)

○
㊥ ㊨ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎

i共水時
(1) 全 開/ ( 全閉) 制御 ( Ⅰ形)

○
㊥

洪水 時
(2) 全 開/ ( 全閉) 制御 ( ⅠⅠ形)

○
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎

取 人 口

ゲ
ー

ト

平 常時
(1) 設定流量 制御 ( ⅠⅠ形)

○
㊥ ㊥ ㊨

◎ ◎ ◎ ◎

洪水時

(1) ( 全開) / 全閉制御 ( Ⅰ形)
○

㊨

(2) 設定流 量制御 ( ⅠⅠ形)
○

㊥ @

◎ ◎ ◎ ◎

用

水

路

調 節 ゲ ー ト

(1) 設定 開度制御
○

◎ ◎ ◎

(2) 設定水位制御 = ,
1i 形)

○
◎ ◎ ◎ ◎

分水ゲ ー ト,
バ ル ブ

(1) 設定流量制御 ( Ⅰ
,

ⅠⅠ形)
○

◎ ◎ ◎

(2) 設定圧力制御 ( Ⅰ
,

ⅠⅠ形)
○

◎ ◎ ◎

(3) 設 定比率分水制御
○

◎ ◎

背 部 分 水 ゲ ー ト
(1) 設定開度制御

○
◎ ◎ ◎

放 水 ゲ ー ト

(1) 全 開/ 全閉制御( Ⅰ
,

ⅠⅠ形)
○

◎ ◎ ◎

(2) 設 定開圧制御
○

㊥

◎ ◎ ◎
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N 色 大 項 目 小 項 目 摘 要

閑連施 設 望 ま し い 管 理 レ ベ ル

ダ

ム

頭
首
エ

用
水
路

ボ

妄
場

現 場 側 中 央 側

む1 ふ2 ん3 F l 払2 郎 じ1 をl ㌻2 賢3 ㌣1 ㌣2 す3 半4 乙l

6 施 設 と

制御方式

ポン プ場

共 通 事 項

手動単独操 作 ○
㊥

手動連動操 作 ○
㊥ ㊨

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

用

水

系

箪

独

吸

P
吐 パ

水 イ

吐 苦言
D

水 イ
ン

分

水

吐
水
槽
7k
位

jE

剃

御

台数制御 ○
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

弁開度制御 ○
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数＋ 弁開度) 制御 ○
@ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数 ＋回転数) 制御 ○
㊥ ㊥ ㊨

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

l吸

P
吐 開
水 水

吐 漂慧
水 水

吐
7k

槽
水

位

定

制
御

台数制御 ○
㊨ ㊨

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

弁開足利卸 ○
@ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数 ＋弁開度) 制御 ○
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数 ＋回転数) 制御 ○
㊥ ㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

q及

P 窪プ
場 プ

水 ラ

イ
ン

直
接
分
7大

吐 吐 末
出 出 端
庄 流 庄

一 畳
一

正 一 スE

制 定 制

御 制 御
御

台数制御 ○
@ ㊨

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

弁開度制御 C 〉

㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数 ＋弁開度) 制御 ○
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

-( 台数 十 回転数) 制 御 ○
㊥ ㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

用

水

系

蓮
撃

l l

r
J L

l

l

しヾ 幹 直
l

し
1

ノ 禦警
｢
⊥

1 イ 水
. l
十 +

ブ

重量
ト ー イ

賢

吐
水

槽
7K
位

スE

制
御

台数制御 q
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

弁開度制御 (⊃
㊥ ㊨

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数 ＋弁開度) 制御 ○
㊥ @

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数 ＋ 回転 数) 制御 ○
㊥ ㊨ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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N α 大 項 目 小 項 目 摘 要

関連施設 望 ま し い 管 理 レ ベ ル

ダ

ム

頭
首
コニ

用
水
路

ボ

夢
場

現 場 脚 中 央 側

ム1 ふ2 ん3 良1 臣2 片3 仁l 卦1 臣2 泣3 す1 ㌣2 ㌣3 ㌣4 乙1

6 施 設 と

制御方式

ポ ンプ場

用

水

系

蓮

埜

t

J L
-

l

卜J 幹直l l
､

丁
′

禦穿
[:コ 多

水l

l

ト 言l

ン

P プ
l
ス

タ
系

吐 吐 未
出 出 端
圧 流 圧

一

畳
-

定 一 走
制定 制

御 制 御
御

台数制御 ○
㊥ ㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

弁開反別御 ○
@ @ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

(台数 ＋弁開度) 制御 ○
㊨ @

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎‾◎

( 台数 ＋回転数) 制御 ○
㊨ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

l
I

l l

F
山

1
l

ト+ 幹l

､

｢
ノ

線
l

｢
⊥

1
開
水

L

転, 買
吸

系

P

吐

吐
出

流
量

定
制
御

台数 制御 (〕
@ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

弁開度制御 ○-
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数 ＋弁閲度) 制御 ○
㊥ @

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数＋ 回転数) 制御 ○
㊥ ㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

F P P 憲雷
パ 水
イ ･

ブ 加
ラ 圧

F P P イ 揚
ン 水

系

吐 吐 末
出 出 端

堅豊堕
′- L ′･

l
,

j E
‾

足

制 定 制
御 制 御

御

台数制御 ○
@ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

弁開度制御 ○
㊥ ㊨

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数 ＋ 弁開度) 制御 ○
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数 ＋ 回転数) 制御 ○
㊥ ㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

幹 FP
線 分

F P P 栗平
路 加
系 圧

玲

F P P
水

l

吐 吐 末
出 出 端
庄 流圧

一

畳
一

定 一 走
制 定制

御 制 御
御

台数制御 ○
㊥ ㊥■

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

弁開皮制御 ○
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数十弁岡庭) 制御 ○
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数十 回転数) 制御 ○
㊥ ㊨ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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N α 大 項 目 小 項 目 摘 要

関連施設 望 ま し い 管 理 レ ベ ル

ダ

ム

頭
首
工

用
水
路

ボ
ン

フ
○

場

現 場 側 中 央 側

ん1 む2 血3 払1 良2 8 3 仁1 笈1 を2 を3 ㌣1 早2 ㌣3 す4 乙1

6 施 設 と

制御方式

ポン プ場

共 通 事 項
手動単独操作 ○

@

手動連動操作 (⊃
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

排

水

系

事

独

P

河川

l吸
水

槽
水
位

定
制
御

台数制御 ○
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

弁開度制御 ○
㊥ ㊨

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数 ＋弁開度) 制御 ○
㊨ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数 ＋ 回転数) 制御 ○
㊨ ㊥ ㊨

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数 ＋巽 角度) 制御 (⊃
㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

排

7k

系

蓮
埜

P
排

= :嘉
p

系

l

l

一 l -

河川

吸

7 k
槽
水
位

疋

制
御

台数制御 ○
@ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

弁開度制御 ○
㊥ ㊨

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数＋弁岡庭) 制御 ⊂)
㊨ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数＋ 回転数) 制御 ○
㊥ ㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

( 台数＋ 冥角度〉 制御 ○

㊥ ㊥

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

/ 経 済 性 対 象施 設 , 操作形態及 び管理 レ ○ ○ ○ ○ 該 当地 区に対 して 各種 レ ベ ル の シ ス テム を敦

ベ ル に バ ラ ン ス の とれた経済的 計 し
,

こ の 各案に対す る総管理投資額を積算
なもの を選定す る こ と｡ して経済的

, 機能的及びその 他の 面か ら相対

的に比較検討す る ｡

( 下 図説明)

1 . 施設関連 額 は , 各案毎の シ ス テム 導入費

とその保守費であり一般 に現場側でA
,
B

,

C 中央側で Ⅹ ,
Y

,
Z の レ ベ ル 順 に高額 と

なる ｡

2 . 労務関連額は管理 に要する 全人件膏, 奉

務着であり
一 般に現場側で A

, 臥 C 中央

側でⅩ
,

Y
,

Z の レ ベ ル 順 に低額とな る
｡

3 こ 総管理 投資額は1
,

2 の合計であ るが実

際 には図の 様に ス ム
ー ス なカ ー ブ に はなら

ない
｡

総 管理投資額

労 施

経 諾→ ←苗
速 達

費
額 額

† …グ牝
ベ ル

→ レ ベノレ
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【報 文】

一 土地改良施設管理問題解決 へ の 確か な ス テ ッ プ ヮ

国営造成施設技術管理調査 の ス タ ー ト と管理技術班 の 新設

佐 藤 昭 郎*

は じ め に

昭和59 年虔に お ける 農業基盤 整備関係予算は 金額 的に

は 対前年比 マ イ ナ ス と い う試 練を 受けた が , 内容を ジ ッ

ク リ 見て み る と , 今後の 土地 改良事業 に と っ て 重要 な意

味を 持 つ 施策の い く つ か が 実現 され て い る
｡

こ こ で 取上げ る ｢ 国営造成施設技 術管理 調査+ と ｢ 管

理技術班+ の 新設もそれ らの うち の一
一

つ で ある
｡

こ の 新

規制度が う まく機能す るた め に は
,

ま た 今後更に 発展 し

て い くた め に ほ 読者諸兄をは じめ とす る土地 改良技術者

全体の バ
ヅ

ク ア ッ プが 大切で あ ると 考えられる の で
, 制

度の 創設に 関係 した 1 人と して
, 新規制虔に つ い て 読者

諸兄の 理 解を 深め て 戴く べ くその 背景, 内容, 今 後の す

すめ 方等 に つ い て 以下問答形式 で述 べ させ て い た だく こ

と とす る｡

( 閉 り 国 営造成施設技術管理調査 とはどんなこ とをす

るの か
1)

(答)1 . まず調査の 基本は 基幹的な国営造成施設の それ

ぞれ に つ い て 管理上 必要軒こ して 十分な情報 を収録 した 台

帳一技術情報 フ
ァ イ ル ーを作成す る こ とに ある｡ 技 術情

報 フ
ァ イ ル に 収録 され る情報の 種類は 今後十 分な検討 を

経て 決定,
改良 されて い くもの で ある が

, 試 案で ほ次 の

ような項 目を考え て い る｡

基本情報一各施設に つ い て の 履歴書と もい うべ き固有

の もの
, 例えば①施設諸 元( 合図面) , ②各

種規程 ( 水利使 用規則, 操作規程, 管理 委

託協定 書等) ③計画書 ( 維持管理 計画書,

事業計 画書等) 等

観測情報〟各施 設に つ い て の 水象, 気象, 挙動, 操作

状況 など時 間と と もに 変動す る情報｡ 例え

ば①洪 水管理情報 ( 貯水位, 流入 量, 放液

量,
ゲ ー ト操作状況等) , (参利水 管 理 情 報

(取 水量,
ゲ ー ト操作状況, 貯水位,

か ん

が い 面積等) , ③挙動 ( 掟体沈下, 漏水量,

土圧, 推砂量等) 等

こ の うち基 本情報 に つ い て は 一旦 技術情報 フ
ァ イ ル に

収録 して しまえば以後は 各種規程等が 変更さ れた 時 々 に

*
敦賀県農林添耕地指導課長

一元構造改 善局水利課課 長補 佐

応 じて フ ァ イ ル の 修正 ある い は 追加を して い く こ とに な

る
｡

一 方観 測情報 に つ い ては 施設管理 が 行わ れて い る か

ぎ り施設 サ イ ドに 情報 が時 々 刻 々 集積 されて い くが
,

こ

れ らの 情報が施 設サ イ ドに 或 る程度溜 っ た 段階 で 定期的

に ( 現在 の と こ ろ遇 1 回程度 の 間隔を 考えて い る) 技術

事務所 サ イ ド へ 伝送 させ
,

こ れ をそ の 都度技術情報 フ ァ

イ ル に 収録させ て い く方式を 考 えて い る
｡ 技術情報 フ

ァ

イ ル に 収録 された 情報ほ 様式, 精度等が 各施設を 通 じて

統 一

され ま た電 算機処理 が容易 な形 に 整理 され て い るた

め , 情報 を活用 して の 様 々 な分析, 検討を十分行え る態

勢 が整 う こ と に な る
｡

ま た土地 改良施設管理 の 特殊性一国営造成施設とい え

ど も末端 の 県営 団体営造成施設 の 管理 と切離 して は 管理

で きな い 一か ら考 え て こ の 技術情報 フ ァ イ ル に は 当該国

営造成施設その もの に 関す る情報 の 外, か ん がい 面債等

の 受益地域に 関する情報, 関連事業 で 造成された 施設の

うち 重要施 設に 関す る情報等を含め て 収録す る計画と し

て い る｡

2 . 本調査で ほ これ ら技術情報 フ
ァ イ ル の 作成及び 管

理 の た め 必要な ハ ー ド面
一

管理技術情報 シ ス
‾

テ ム ーの 整

備 も行う
｡ 具体的 に ほ こ れら技術情報 フ ァ イ ル は 地方県

政 局技術事務所 の 既存 電子計 算機 シ ス テ ム ( デ ー タ ベ ー

ス シ ス テ ム) に 結ばれ る技術管理 サ ブ シ ス テ ム の 一 要素

と して設置 され る 専用デ ィ ス ク に 収録 され る こ と とな る

が, 本調査 では こ の 技 術管理 サ ブ シ ス テ ム の 開発整備 を

行う
｡

具体 的に古ま ハ ー ド面 で は 回線 制御装 置,
専用 ディ

ス ク
,

端末装置等 の 設置,
ソ フ ト面 で ほ デ ー タ 伝送用 プ

2)
ロ グ ラ ム

, データ 解析 プ ロ グ ラ ム の 開発等 であ る
｡

技術情報 フ ァ イ ル に 収録 され る情報量は 膨大 なもの で

あ る が , こ れらの 技術情報の う ち観 測情報 を施設 サ イ ド

か ら伝送す る手段 と して は電 々 公社 の 公衆 回線を 想定 し

て い る｡

3 . 次 に 本調査で ほ 技術情報 フ
ァ イ ル に 収録された 情

報を活用す る こ と に よ り様 々 な分析,
整理

, 検討等 を行

1) ｢ 国営造成 施設技菊管理調査+- の 内容は 通常我 々 が 使 っ て い る ｢喜田

査+ の イ メ ー

ジ より広く , む しろ ｢業務+ とい
っ た方が ビ ッ ク ワ くるか も

しれない ｡ 本調査に 要する経費 ( 全額国費) を予算費目上の 調査費に 計上

して い る 閑傷 もあ っ て この よ うな名称を つ けたもの で あ る ｡

2) 参考資料2 に 示 した シ ス テ ム ( ′
､ -

F 両) の 概要国は 一 つ の 事例で

ある
｡ 数百 に及ぶ 対象施設 と技術事 務所を括ぷ シ ス テ ム の タ イ プl王対象施

設側の既存の管 理設備 , 管理体 卸に よ っ て 種々 異な っ て くる ｡ 例えば対象

施設側 虹 デ ー

タ処理 装置がな い場合 にほ , 単臣 データ を手動 で伝 送す る端

末機 のみ を設置 する ケ
ー

ス も想定 して い る ｡

一 2 8 一 水と土 第57 号 19 8 4



う｡ 例えば①対 象施設 の 管理 シ ス テ ム に 生 じた 施設機能,

構 造物挙 動に 関す る時系列的変化の 把握, ②施設操作,

洪 水時安全管理
, 維持補修等 に 生 じた 問題点の 分析, 整

理
, ③施設操作 マ ニ

ュ ア ル 等の 作成, 操作規程, 管理 規

程等 の 見直 し
, ④施設管理 に 関す る対外協議調整 上 必要

な資料 の 作成⑤管理 技術情報の 事業計画及び 事業実施面

へ の 反映
, ⑥施設管理 に つ い て の 関係土 地改 良区等 に 対

す る技 術指導 及び技術研修等 の た め の 基礎資料の 作成等

で ある
｡

参考 資料 1 に ｢実施 体制 と調査 内容 イ メ
ー

ジ 図+ を ,

参考資料2 計こ ｢ シ ス テ ム ( ハ ー ド面) 整備 の 概要+ を ,

ま た 参考 資料 3 に ｢実施要領抜拳(構造改善局長通達) +

を 添付 した の で 参照 して戴きた い
｡

(間 2) 管理技術班 はどん なことをする の か, また地方

農政局 に おける体制 はどう なっ て い るの か

(答) 1 . 昭和 盟 年度に 構 造改善 局建設部 水利課 に 新設 さ

れた ｢ 管理 技術班+ の 体制 は 課長補 佐1
, 第1 係長及 び

第 2 係長 で あ り, 当面 こ の 陣容で 以下に 述 べ る業務 を担

当す る こ とに な る｡

管理技術班の 業務ほ 次の 3 つ に 大別で きる｡

①土地改良施設の 管理 全般に 係 る技 術上 の 企 画
, 調査

及び 調整, ②国営造成施設技 術管理 調査 の 実施③基幹 水

利施設技術管理強化特別指 導事業 の 実施 で ある
｡

こ の う

ち ③に つ い て は 従来 設計課磯械指導班 が所 管 して い た 業

務を そ の ま ま移 管 した もの で ある
｡

①の 業務の 範囲は 非常 に 広 い が 要 は土地改良施設 ( 国

営造成施設の み で ほ ない) 管理に 関 して 国の 技 術サ イ ド

に 担当部局が 出来た と い う こ とで あ る｡ 今後施設 管理 に

お ける問題点あ るい は 課題の うち 技術的側面の 比重が 高

い もの に つ い て ほ 管理技術班が 主体とな っ て , ま た それ

以外の も の に つ い て は 農政部管理 課に 管理 技術班が協 力

す るか た ちで 国 と して 適確に 対処 して い く こ とが期待 さ

れ る｡

②の 技術管理調査の 内容その もの に つ い て は既 に 間 1

で 述 べ た が 管理 技術斑は こ の 調査 の 本省 レ ベ ル に おけ る

業務を担当す る
｡

主と して 本調査 に 係 る予 算関連業務,

重要事項 あるい ほ 各地方農政 局共通事項 , 本省 レ ベ ル の

対 外協議調整業務等 で ある
｡

こ の う ち河川協議を は じめ

とす る対 外協議調整業務 に つ い て ほ 近年協議事項 が 広域

化 ある い は複雑化 して きて い る こ と に 加えて
, 交渉の 相

手方 で ある他省庁等の 処理体制が 中央主導型と な っ て き

て い る の で 業務量は 今後 ます ます増加 して い く こ と が 考

え られ る｡

2 . さ て施設管理 に 関す る本省 レ ベ ル で の 組織新設 に

対 して 地方農政局 レ ベ ル で は59 年度ほ東 北農政局 に お い

て 管理 担 当の 農業土木専門官及び技 術事務所技術 管理 課

に 係長の ポ ス トが新 設 され た だけ で ある
｡ 本省 管理 技術

班の 前述 した 業務 に 対応す る地方農政局 レ ベ ル の 業務ほ

当面地方農政局水利課 ( 設計課協力) 及び技 術事務所技

術管理課が 担当 して い く こ とと な る｡ 昨今の 行革論 議の

中 で 地方農政局 に お け る組織の 拡充は 容易で ほ な い と 思

わ れ るが 施設管理関係業務の 重要性及び 業務量 の 増 大を

背景 に60 年度以降の 一層の 充実ほ 大い に 可能 性 が あ る

しノ, 農業 上 木陣営 と して も人的 資源 を従来 の 計画建設部

門か ら管理 部門 へ 徐 々 に シ フ ト して い く こ と で対応す る

こ と が考 え られ る
｡

(間 3) 何故 ｢ 国営造成施設技術管理+ が必要なの か

(答) 1 . 国営造成施設 の ス ト ッ クの 増大と適切管理 の 重

要性

昭和24 年 の 土地 改良法 の 制定 を契機 に 本格化 した 国営

土地改 良事業は 数多くの 国営造成施設を 完成 させ つ つ あ

り, そ の ス ト ッ クは 昭和58 年度現在, 完了19 8 地区 で ダ ム

68 ケ所 , 頭首 工10S ケ所 , 用排水磯場205 ケ 所等 の 阪大 な

量 に 達 して い る｡ 更 に 現在 実施継続中の 219 地 区で建設中

の 施設数ほ 完了地区の 数 倍の 規模 で あり, 現在の 平均工

期 ( 国営 か ん ばい 内地 で16 年) を考 慮する と , 今後 の 国

営造成施設の ス ト ッ ク ほ これ ま で と比較 して よ り急激 に

増 加 して い く もの と 思われ る｡

これ らの 国営造成施設 に 係 る受益面積及び 総 事 業 費

( 国営分) に つ い て み てみ る と
,

5 8 年度現在 完 了 地 区

1 98 地区 に 係 る受益面積ほ
,

8 8 5
,
0 0 0 血

, 総事業費は6
,
5 0 0

億 円, 実施継続地区2 19 地区ケこ 係 る受益面積は86 4
,
0 0 0 b α

,

総事業費ほ 3 兆 7 , 6 0 0 億 円とな っ て い る
｡ 完了及び 実施

を合 わ せ る と受益面積 は 1
,
7 4 9 , 0 0 0 血

, 総事業費ほ 4 兆

4 , 1 0 0 億 円に 達 して い る
｡ 更 に 国営か ん ばい 事業地区 内に

お い て ほ
, 国営 事業を基幹 と して

, 膨大 な附帯事業 ( 通

常絵事業費 べ r ス で 国営 事業 の 2 倍以上) が 完了あ るい

ほ 実施中 で ある
｡ (参考資料 4 参照)

こ の よ うな完 了, 実施合わ せ て 17 5 万 血 に 及ぶ 国営造成

施 設の 受益 地域 は農業生産 の 基盤が 整備 され, しか も生

産性 向上 に 有利 な地域 と して の ま と ま り ( 平均受益面帯

4
,
2 0 0 血) を持 つ こ とか ら, 今後 ともわ が 国の 農業生産の

中核 と して の 役割 を果た す こ とが 期待 されて い る｡ その

た め に ほ まず第 1 に受益地域 に おけ る農業生産 の 基幹施

設と して の 国営造成施 設が適切 に 利用 され
,

また そ の 撥

能 が 十分に 維持 さ れる こ と が極 め て 重要 と な っ て く る
｡

2 . 国営造成施 設を と りまく 状況 の 変化 と 問題点 の 靡

在化

国営造成施設 をと りまく最近 の 状況変化 は 急激か つ 復

雑 で あ り,
これ に とも な っ て 従来に ほ 個別地区に お ける

特殊事 例と して処理す る こ と の で きた 様 々 な 問題が よ り

広範 囲に
,

よ り複雑 な形 で顕在化 して きて い る
｡ 土地改

良事業を実施 して い く過程で 生 じた 困難な問題が 解決 さ

れず に 事業 の 最下流 で あ る維持管理段階 へ シ ワ 寄せ さ れ
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る傾 向も強く な っ てき て い る
｡ 参考資料 5 に 国営造成施

設を と りまく状況変化 を 図で 示 した
｡

こ の 図に 示 され る

と お り状況変化 は農業 内部外部, 受益地域 内部外部,
そ

の 他極め て 多種 多様 な要 素を 含むも の で
, 施設管理問題

の 解決策が
一 筋縄 で ほ い か な い こ と を示 して い る ともい

え る｡

さて 顕在化 して きて い る 問題点に つ い て 特 に そ の 技術

的側面を 主体に して 整理 して み る と大きく 二 つ に 分け る

こ とが で き る｡

一

つ ほ 造成施設その もの ある い ほ それ ら

の 施設を実際 に 操作 して い る 管理 受託 者の 体制 な ど施設

サ イ ドに 生 じた 問題点 で あ り, もう 一

つ ほ施設 の 財産権,

水利権を持 ち, 施設の 行政実務上の 管理 主体で ある 国サ

イ ドに 生 じた 問題点 で あ る
｡

具体的 に ほ , 施設 サ イ ドに 生 じた 問題点と して① 洪水

管 理 が不 十分 ある い は 不安, ②適切利用が 不十 分 ( 主と

して 利水管理) , ③機能維持が 不十分, また 国サ イ ドに と

っ て ほ① 国と して 対処す る責務の あ る重要問題例え ば対

外協議調整 ( 水利権協議,
多 目的使用, 流域的諸問題,

他種事業と の 情報 交換等) 及 び管理 受託者むこ 対 す る 監

督, 指導等に つ い て の 対応不 十分, ②農業土木技術の 管

理 段階か ら計画建設技 術 へ の フ ィ
ー

ドバ
ッ クが不十分,

等が あげられる
｡

3 ･

′
こ れま で の 国と して の 対応

管理 段階に 入 っ た 国営造成施設 に 対す る 国の 関与 は そ

の 施設 に つ い て の 財産権, 水利権 を保有 して い る に もか

か わ らず, 計画建設段階に 比較 す ると極め て 密 度が薄 い
｡

基幹的 な国営造成施設 に つ い て は 直轄管理 を行 うもの の

施設 に よ る利害が 2 県 に ま た が る等 ごく 特殊 なもの に 限

られ
, 原則 と して 土地改良区等 へ 管理を 委託 し, しか も

管 理 に 要す る費用 一 切を管理 受託者 に 負担 させ て い る ｡

国費の 投 入は , 施設 の 大規模 な整備補修を 内容と する い

く つ か の 事業 を別とすれは, 特殊 な施設を除い て 行わ れ

て い ない
｡ 農業基盤整備費全体 と の 比較 で み る と , 昭和

58 年度をこ お い て農業基盤整備費全体 に 9
,
0 0 0 億 円の 国費

が 投入された の に 対 し, 管理事業 に は35 億 円とわ ずか に

0 . 4 % の 比率を 占め るに すぎない
｡ ( 参考資料 6 参照)

また 国 サ イ ドが 管理 問題に つ い て 適確 に 対処す るた め

に 不 可欠 な, 施設に 関す る情報収集, 分析等 の 業務 は
,

個別地区 あるい ほ 個別事項に つ い て の 単発的な調査 が行

わ れて い るの に とど ま っ て い る ｡

ヰ. 適切な 対応策

参考資料 5 に 示 した よう に 現在の 国営造成施設の 管理

問題が様 々 な局面 に 発生 して きて い ると こ ろ か ら ,
こ れ

らの 問題解決 の ため の 処方箋も また 様 々 なもの が 考え ら

れた
｡

例えば①直轄 管理対象の 拡大, ②管理補助対象の

拡大, ③ 特定業務 (公共性大 なるもの) に 対す る国の 関

与強化, ④特 定管理業務 を実施で き る団体の 育成, ⑤行

政組織の 強化等 で ある
｡ 本調査は 上記③ の

一

部 と して 検

討され た もの で あるが
,

以下 に 述 べ る視点か ら, 優 先施

策 と して59 年虔か ら実施 され る こ と と な っ た も の で あ

る
｡

(丑 ま ず第1 に 国サ イ ドに 生 じつ つ あ る問題点を未然

に 防止す る た め の 施策 に 優先順位を 与え る べ き で ある
｡

具体的に は 国が 国営造成施設 に 関す る技術情報を 確実に

掌握 し, そ れを基 礎と して対外協議調整, 管理受託者 へ

の 指導等を十分行える体制 を つ く る｡

② 管理 に 関する技 術情報 を 分析評価す るた め に は 多

数の 施設の 長期間の 技 術情報 が 必要 で あ り業務 の ス タ ー

トは で き るだ け早くす べ きで ある｡

③ 施設 サ イ ドに 生 じつ つ ある 問題点解 決の た め の 施

策ほ 上記体制の も と で 第 ニ ス チ ッ プと して検討 で きる
｡

( 閉 り 何故 ｢ 管理技術班+ が必要 か

(答) し 施設管理 に お け る技術的側面の 比重

国営造成施設管理 の 内容ほ 多くの 要素を含む複雑な シ

ス テ ム 管理 の 性 格を有す るも の で あ るが 技術的側面の 占

め る 比重 が 大きい こ と に 驚か され る｡ 国営造成施設の 管

理体系を 各業務 に 分解 して整理 した もの が 参考資料 7 で

あ る
｡

こ れに よ ると 削 ぎあらゆる業務 が技術的側面 に お

け る適切な判断を必 要と して い る が , 特 に 施設 の 維持保

存, 施設の 操作運営及び 水利権管理 に お い てそ の 比重が

高い とい え る
｡

2 . 技術的側面を支える 体制

技術的側面 に お け る適切な判断は 当然の こ と な がら技

術者 が主体 と な っ て 行う べ き で あ る｡
こ の よ うな観点か

ら国営造成施設管理 に 関す る現在の 組織体制を み て み る

と 施設 サ イ ド即 ち管理受託者 サ イ ドに お い て ほ 施設の 運

用操作 を実際 に 担 当す るた め , 種 々 問題ほ あ るが
一

応 土

地改良技 術者 を 中心 と した 組織体制が 整備 されて い る と

い え る
｡

しか しながら管理受託者 サ イ ドを リ ー ドして い

か なければならない 立場の 国サ イ ドに お い て は
, 技術者

を 主体と する 体制と して ほ 現在 の と こ ろ ｢ 基幹水利施設

技術管理 特別指導事業+ を建設部設計課横械指導班が 主

体とな っ て 所管する 体制がある だけで
, 計画建設段階 と

比較 して 極め て 密度の 薄い 状況に ある
｡

3 . 新 しい 組織体制の 必要性

土地改 良施設管理を 取 り巻く現在の 状 況,
即 ち① ス ト

ッ ク の 増大 と適切管理の 重要性, ②施設管理 に 占め る技

術的側面 の 重要性, ③国 と して 適切な技術的判 断が必要

と され る 業務 の 増加等 々 か ら考えて , 施設管理 の 技 術的

側面を所 管する組織体制 の 整備を急 ぐ必要があ る｡ その

場合, 従来の 組織 の ま ま で 追加業務 と して 計画建設業務

の 片手間に 管理業務 を遂行す る方法 で は 無理 が あ る こ と

か ら少く とも珪の 新 設を伴う レ ベ ル の 体制整備が 望 ま し

い ｡
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(間 さ) 技術管理調査 の対象 となる施設lまどれ ぐらい を

考えてい るの か, また今後の ス ケジ ュ
ー

ル はどう なっ て

い るの か

(答)1 . 対象施 設及び 地区

対象施設は 国営造成施設 の う ち 一 定 の 基準 に 該 当す る

基幹的水利施設 で あ り, 一定 の 基準の 具体 的な 内容 ほ実

施要領 の 2 に 示されて い る｡ ( 参考資料 3 参照)

こ の
一

定の 基準 に 該 当す る施設は 昭和5 8 年虔現在の 完

了地 区88 地区 で145 施設, 実施中10 5 地区で 22 1 施 設, 計

19 3 地区 で36 6 施設で あ る
｡ 参考資料8 に 対 象施設 一

覧表

を
,

また 参考資料9 に 対象地区
一

覧表を示 す｡

実施体制

技術管琴
調 査

対 象 施 設

管理受託者

2 . ス ケ ジ ュ
ー

ル

昭和59 年度ほ 初年度 と して 東北, 北陸の 各地方農政局

管 内で技術事務所 に お け る技術管理 サ ブ シ ス テ ム の 整備

と東北1 0 地区27 施設, 北陸10 地区22 施設に つ い て の 技 術

情報 フ ァ イ ル の 作成, 管理を 行う予定で ある｡ 今後の ス

ケ ジ ュ

ー

ル に つ い て ほ 予算の 制約等も あ っ て 見通 し に つ

い て ほ っ き りと は述 べ られ な い が, 仮 に 毎年 2 局づ つ 技

術事務所 に お い て サ ブ シ ス テ ム を整備 し, 対象地区20 地

区ず つ カ バ ー して い く とす る と , 昭和63 年虔頃 に ほ 全地

方 局に サ ブ シ ス テ ム が
,

また 全国で100 地区2 0 0 施設程度

に つ い て 技術情報 フ ァ イ ル が整備 され る こ と に な る
｡

参考資料1 実施体制と調査内容イ メ
ー ジ 国

地 方 農 政 局

技 術 事 務 所

デ
ー

タ処理

農業土 木技術の

管理 段階から計画

建設段階 へ の

フ ィ
ー

ドバ ッ ク

本 省

技術情報 ファ イル の作成 ･ 管理

基本資料及び観測資料

く施設〉 高水管理 ､ 低水管理

保守点検等

く地区〉 事業計画
･

維持管理 計画

関連事業計画等

く流域〉 関連河川 ･

関連ダ ム

関連利水
､

･

渇水調整等

分析 ･ 評価

く施設 レ ベ ル
･ 地方 レ ベ ル〉

管理 受託者 に

対する指導
･

助言 ･ 研修

適切管理の た

めの方策の検討

- 3 1 -

対外協議 ･ 調整

技術資料 の育成

(地方 レ 〈 り レ)

術情報 フ ァ イル の

乍成 ･ 管理

基本事項及び重要事項

分 析 評 価

共通事項及び重要事項

適切管理 の た

めの 方策

く共通事項 ､

基準的事項〉

く制度的事項〉

対 外 協 議

調 整

く本省レ ベル〉
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対象施設

テレメ ー タ

インターフェイス

制御用

ミニ

コンビュ
ー タ

増設
メモリ

回線制

置

M O D

参考資料 2 シ ス テ ム ( ハ ー ド面) 整備概要 図 ( 例)

｢ 言南 扇

伝送用ソフト

ウェ ア追加

回線制

御装置

中央処理

コ ンピュ
ー

タ

端末装置 専用ディスク

匝 ]

ファックス

公衆回線

N C U 〆
公 衆回線

※伝達デ ー

タ の例 (対象施設一土 地改良技術事務所)

(1)伝送デ ー タ項 目数- 11 2 量

(2)年 間デ
ー

タ伝送回数 - 5 6 9 回

(3)年 間デ ー タ伝送点数- 3 0
,
0 00 量

(4)伝送距離

(5)伝送ス ピ ー ド ー 20 0 ポ
ー

参考 資料 3

国営造成施設技術管理調査実施要領抜率

1 . 目 的

国営土地改良事業の 近年に おける進 展に 伴 い
, 造成 さ

れ た 土 地改 良施設の ス ト ッ ク が 増大す るとと もに
, 社会

資本の 有効利用の 観点か ら
,

こ れ ら施 設の 適切 な管理 が

重要 な課題 とな っ て い る
■

｡

一

方 ,
こ れ らの 施設 を と りま

く最近の 社会, 経済及び 技術上の 状況変化ほ急激 か つ 複

雑 で あり, 施設操作
, 洪水時安全管 軋 河川法上 の 手続

に つ い て の 協議調整 など
, 特 に 施設管理 の 技術的側面に

お け る適切な 対応が強く安着 される 事態が増 加 して きて

い ろ｡

こ の よう な痛撃を踏 まえ, 本調査ほ , ①国営造成 施設

の 管理 シ ス テ ム に おけ る施設操作状況, 壊能経 持状況,

配 水状況, その 他施設管理 に と っ て 重要な技術情報の 定

期 的な収集, 記録 と, (参上 記情報の 分析, 評価並び に こ

れ に よ り得 られ た 知見, 対応方策の 施設管理 の 技術的側

面 へ の 反 晩 更 に は事業計画 及
‾
び事業実施面 へ の 反映を

図 る こ とを 目的と する｡

2 . 調査対象施設

本詞査の 対 象と する施 設ほ
, 国営造成施設 の うち以下

に 掲げる 基準に 該 当す る基幹的 水利施設 とす る
｡

(1) 堤高15 m 以上の ダ ム

(2) 一 級河川ケこ 設置 された 洪水吐 ゲ ート を 有す る頭首

工

(3) 排水量15 m
8
/ s 以上の 排水機 場

(4) 用水量 5 m
き
/ s 以上の 用水撥 場

N C U M O D

ファックス

※ 本省と土 地改良技術事務所との情報交換 は適宜

フ ァ ッ クス で行う｡

[ コ
◇ 技術管理 調査で

設置を予 定 して い る施設

(5) 上 記各施設 と
一 体的 に 技術管理を 行う こ とが 適切

な幹線水路

(6) そ の 他地区内管理 シ ス テ ム に おい て 重要な棟能を

有する と認 め られ る施設‾

3 . 調査 の 内容

(1) 管理技術情報 の 収集及び管理

①′ 対象施設管理 シ ス テ ム の 事前調査

対象施設の 管理 シ ス テ ム に つ い て , 管理施設設

備状況, 技術情報の 収集及び 記録状況, 技 術情報

■管理 体制そ の 他②の 管理 技術情報シ ス テ ム の 整 備

の 参考 と な る項 目 に つ い て事前調査 を行う｡

② 管理技 術情報 シ ス テ ム の 整備

地方農政局土地改良技術事務所 (北海道 に あ っ

て は 北海道開発局, 沖絶県に あ っ て は沖縄総合事

務局｡ 以下同 じ) に お い て , 対象施設に 関す る 水

象, 気象, 施設操作状況, 横龍雄 持状況, 配水状

況その 他施設管理 に と っ て 重要な 技術情報の 定 期

的な収監 記録を 行うた め の 手段 と して
, 各対象

施設 と 土地 改良技 術事務所 とを結 ぷ管理 技術情報

シ ス テ ム の 整備 を行う｡

③ 技 術情報 フ
ァ イ ル の 作成及 び管理

地方 農政局 土地 改良技術事務所 に お い て
, 各対

象施設毎に 技 術情報 フ ァ イ ル を作成 し, 管理技術

情報 シ ス テ ム を 通 じて定期 的に 収集 された 技術情

報及び 各対 象施設軒こ 関す る 操作規程, 管理規程,

その 他施設管理の た め必要な技 術情報 を適宜収録

す る｡
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(2) 管理技術情報の 分析, 評価及び対応方策 の 検討等

技術情報 フ ァ イ ル に 集録さ れた 管理 技術情報 を活用

す る こ と に よ り , 次の 分析, 整理, 検 討等 を行う｡

① 対象施設の 管理 シ ス テ ム に 生 じた施設故能, 構

造物挙動等に 関する時系列 的変化の 把握,
更 に 施

設操作
, 洪水時安全管理

,
その 他対 象施設 の 施設

管理の 技 術的側 面に 生 じた 問題 点の 分析,
整理

② 管理技 術情報 の 分析, 評価 を基礎 と して
, 施設

タ イ プ別の 管理技 術基準, 施設操作 マ ニ
ュ ア ル 等

の 作成及び対 象施 設に 関す る操作規程, 管理規程

等の 見直 し並び に 管理 施設整備計画
, 管理技術体

制整備計 画その 他施設 の 適切 な管理 の た め の 対応

方 策の 検討

③ 対 象施設 に つ い て
, 施設管理 に 関す る対外協議

調整上必 要な技術 資料 の 作成

④ 管理技術情報 の 事業計画及び 事業実施面 へ の 適

切 な反映 を図るた め
, 対象施設に よ る事業効果発

現状況等 に つ い て事後評価を 行い
,

その 成果を 雌

ま えた計画, 設計基準 の 見直 しの た め の 基礎資料

の 作成

⑤ 対 象施設 の 管理 に つ い て の 関係土地改良区等に

対す る技術指導及 び技術研修等の た め の 基礎資料

の 作成

(3) 関連事業 と の 情報交換等

基幹 水利施設技術管理 強化特別指導事業等, 施設の 適

切 管理 の た め の 関連事業 の 事業実施者及び 所管部局と の

間で 適宜 に 管理技術情報 の 交換を行い
, 関連事業の 効率

的実施及び こ の 調査 に よ っ て 作成 され る技術情報 フ
ァ イ

ル の 充実を 図るも の とす る｡

参考資料 l 国営造成施設 の ス ト ッ
ク

地 区数

ダ ム

( ヵ 所)

頭首工

( ヵ 所)

卑
J
ハ

壊

所

水

力

揚

(

排水機琴

( ヵ 所)

計

( ヵ 所)

費業事総

内
完了地 区 7 1

国
営
か

ん

が

い

排
水
事
業

小 計

05 58 8
,
0 0 0

00
(

U904 5 2 1
,
0 0 0

史
U23

完了地 区

小 計

52113
(

U4 000761 2 0 3 , 0 0 0

33 000621 20 7
,
0 0 0

6
0
0 64 69 000

(

J t92 4 1 0
,
0 0 0

計 402 0005521

18
,
6 0 0

2 2
,
4 0 0

1 , 1 0 0

7
,
9 0 0

9
,
0 0 0

3 1 , 4 0 0

国
営
農
用
地
開
発
事
業

小 計

完了地 区巨

小 計

計

3421
(

UOO71 5 5
,
0 0 0

00011 4 9 , 0 0 0

66 10 4 , 0 0 0

05 200 3 9
,
0 0 0

1
, 0 0 0 8 7

,
0 0 0

1
, 0 0 0 1 26 , 0 0 0

7
0
01 23 0 , 0 0 0

9 0 0

8 , 0 0 0

8 , 9 0 0

7 0 0

3
,
1 0 0

3 , 8 0 0

1 2
, 7 0 0

完 了 地 区 計
0
091

0
06 73 7 , 0 0 0 8 8 5

,
0 0 0

実 施 中 計

合 計

912
▲
‖

071 54 7 . 0 0 0 8 6 4
,
0 0 0

l
(
X
U

2642714 74 6 0004821

6
,
50 0

3 7
,
6 0 0

4 4 ,
1 0 0
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参考資料 5 国営造成施設管理に 生 じた 問磨 と背景 (主 と して技術的側 面)

造成 施 設

○ 大規模 化 (ダ ム
､ 排水機 場､

頭 首工)

○ 高度化 ､ 複 靴

(霊芸妄芸軍票望L
管理 シ ス テ ム

)
○ ス ト ッ ク の 増大

受益 地 区

○ 受益 面積 の変動

○ 老朽 化

○ 作 臥 作付形態の多様化
○ 兼業化 の進展
○ 農村 の 混住化
○ 非農 地受益 の増加
○ 末端水利 組織 崩壊

他種用 水

○ 水使用形態 の変更

○ ア ロ ケ
ー

シ ョ ン の 変更

○ 多目的利 用

流域､
地 域

○ 流域 の 開発

まり

問 題 点

☆施 設 ○ 安全管理 が不安 (高水 管理)

○ 適切 に 利 用さ れ て い な い

(高水管 理
､ 低 水管理)

○ 機能き鮭持 が不十分

(保守 ､ 点検､
維持

､ 補修)

☆ 農水 省 ○ 諸問題 に 適確 に 対応 す る こ と が 困難
･ 施設 に 生 じ た問題 点解決 の た めの 適切

方策の 立案､ 検討
･ 対外協議調 整
･ 国有 財産の 適切利用､ 機能維持
･ 管 理 受託者 の監督､ 指導

○ 農業土 木 技術 の 分断

計画 ､ 建 設技術 へ 施 設管ヨ墾

の 経験を十分 フ ィ
ー ドバ

ッ クで きない

○ 地域の 基幹施設 と して

の 期待

○ 流域的諸問題 へ の 関心

大規模水利調整

･ 流域利水

水質

そ の 他

○ 保安規程

(電気事業法)

電波法等の規

程遵守 へ の要
請

○合検指 摘

(⊃

土 地 改良区

○技 術者不足

○

○ 末端水利 組織 崩壊

○ 安全管 理 ､ 流 域管理

に対 す る動機 少

○組 合員権 利意識

の 高まり

河川 管理 者
○ 新 河川 法制定後15 年以

上座過､ f 糾J管理 の
一

見 直 し
､

強化
○ 水利権 の行使 に 対 す る真
任 明 確化

水利権 協議 ､ 総量表示
､ 期別

表示､ 取水制 限報 告義務
0 安全 管理 に 対す る施設 設置者と し て

の 責任 明確化
○流 域的諸 問題 に 対 す る協議､

調 整
､ 情報交換､ 大 規模 水利

調整
､ 総合 治水､ 流域 排水

○ 河川 管理施設等構造令
に もと づ く建設､

管理

ー
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参考資料 ¢ 基幹的土地改良施設 の 管理及 び 管理的事業
一

覧

予 算

57 】 5 8
事 業 名 業 事業主体 備 考

国 営 造 成 施 設

直 轄 管 理

○ 治水, 利 水上 高度の 公共性

○ 施設操作 が高度 の 技術 を要す る

○ 施設又 ほ 操作 の 利害 2 県以上 (除北海道)

○ 負担率50
一%

百万 円

695 三三
円

l 管 理

国 営 造 成 施 設

県 管 理 補 助

○ 口 径1
,
5 0 0 ミ リ 排水機 5 台以上

○非 農地2 割以上

○ 地盤沈下地帯

○ 淡水湖に 係る 防潮 水門

○ 河川管理 に 著 しい 影 響

○ 補助率40
,
5 0 %

都道府県 460 4 8 5 管 理

土 地 改 良 施 設

維 持管理 適正化

○ 土地改良施設 の 定期 的な整備補修

○
一 地区当た り事業 費200 万 円以上

○ 補助率30 %

団 1
,
4 6 9 1

,
6 1 7 管 理

土 地 改 良

推 進 対 策

○ 県土連 に 土地 改良管理 指導 セ ン タ ー の 設置

○ 全土連 に 中央 管理指導 セ ン タ
ー

団 16 7 1 7 2 管 理

基 幹 水 利 施 設

技 術 管 理 強 化

特 別 指 導 事 業

指導 セ ン タ ー 内に 高度な技術管理能力を 右す る

老 を置き, 技術管理 に 関す る特別指導を行う
｡

団 体
( 県土連)

39 3 4 6 7 設 計

土 地 改 良施 設
機 械 技 術 管 理

基 準 作 成

土 地改良施設の 高度化, 大規模化に 対応 して
,

管理 技術基準の 整備を行う｡

土 地 改 良 扱 械

施 設 研 修

土地改 良施設 の 高度化, 大規模化 に 対応 して
,

管理 操作の 専門技術修得の た め の 技術研 修を 行

う｡

設 計

小 計 】 3
･
1 9 8 i

‾
3

,
5 2 1【

国 営 造 成 土 地

改 良 施 設 整 備

( 内地の み)

○施設 ( ダ ム ･ 頭首工 ･ 揚排水擁場等) の 補 強

○ 総事業費 1 億円以上

○ 負担率60 %

7 2 0 8 0 0 水 利

施 設 改 修

( 北海道の み)

○ 土地改良財産の 改修

○ 負担率 田55 % , 畑65 %
1 5 0 1 6 0 水 利

た め 池 等

整 備

用排水施設

○受益面積

○総事業費

○補 助 率

大規模 小規模

20 0Il α 2 0

5 , 0 0 0 万円以上 200

6 0 % 5 0

都道府県

団 体

17 , 6 2 7 1 8 ,
2 7 0 防 災

農業用用排水路

等安全施設整備

○水難事故防止上必 要 なフ ェ ン ス
,

-

ソ 等の 設置

○受益面積 2 0h α以上

○総事業費 2 00 万 円以上

○補 助 率 4 5 %

ふ た
,

ス ク リ

団 361 28 3 水 利

小 計 い8 瀾 8 い9
･
51 3 1

合 計 22
,
0 5 6 2 3

,
0 3 4
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参考資料 丁 国営造成施設 の 管理 体系

直轄管理

委託管理

譲与管理

土 地改良

財 産

土地 改良財産の

管理 処分

土 地改良施設の

操作 ､ 運営

土地改良法､ その

他の 関係法令 等

維持管理 計幽書

管 理 規 程

操 作 規 程

保 安 規 程

水 利 使 用 規 則

情 報 処 理

施設の操作

1

ヰ

施設点検整備等

[慧芸慧志羞芸〕
維持保存工 事

〔慧芸墨書至芸
保 ､ 機能の 改良､

]
高 水 関 係

[孟宗:芸霊芸冨慧慧
収集､

〕
低 水 関 係

[霊芸こ芸惹こ芸芸芸慧芸
情報

〕
高 水 関 係

低 水 関 係

配 水 関 係

渇 水 調 整

管理 計画チ ェ ッ ク

( フィ
ー

ド′ マ
ッ ク)

〔水利権管理)

( 水利権の 変更 ､ 更新)

参考資料 8 対 象 施 設
一

覧 表

内 地 北 海 道 A
仁】 計

目項 条 件
完了地区桓施 中 計 完了地区≧実 施 利 計 完了 中施実団地 計

国
営
か

ん

が

い

排
水
事
業

ムダ
1

,
2 級河川

H ≧1 5 m
3 2 】 3 6

(

ln

)6
1 6 】 2 1 + 3 7 7584 501

工首頭
1

, 2 級河川
洪水吐 ゲ ート 有

38 1 7 9 711 1 7 【 18 53 7955 251

場

場

僚

機

水

永

排

揚

Q ≧15 m
8/ s

Q ≧ 5 m
昌/ s

2

2

1 2

0

1

2

4

2

2

2

2

4

1 2

1

1

1

4

6

2 2

7

1

2

6

3

3

3

計 596494327414
Q
O 623391331

国
ダ ムr

l

も豊莞慧
川

4F 2 2r 2 6 ト ト芦 4

■

+ 22】 2 6

営
農
用

頭 朋一品 鼎
t

右 8l 6 -r 1 4 -
二

葛 8】 6【 14

地
開
発
事

排 水機場 Q ≧1 5 m
3/ s

揚 水機場 Q ≧ 5 m
3/ s

二岳二l =【二】 二l
業

計 12; 2 8l 40i -F -≒ 12 28】 40

合 計 96i 17 5F 27 1室 49F 4 6l 951r 14 5【2 2 1f 3 66
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参考資料 9 技 術 管 理 対 象 地 区 一 覧 表

中 ･ 四 国 道

函L士｢ 留旭計小室 帯 】小計 l 計

〔完 了 地 区〕

ダ ム 地 区

ゲ
ー

ト有

ゲ ー ト無

頭 首 工 地 区

機 場 地 区

10

( 4)

( 6)

2

3

( 1 )

( 2)

2

1 3

( 5)

( 8)

4

1

(一)

( 1)

3

1

(一)

( 1)

3

3

( 3)

( - )

3

( - )

(一)

1

3

( 3)

( - )

4

1

( 1)

( - )

5

1

( 1)

( - )

5

3

( 3 )

( - )

合計

3

( 3)

( - )

3

( 3)

( - )

1

…子三事,

…享…

′5_

( 4)

( 1)

1

5二

( 4)

( 1)

1

1 1

( 2)

( 9)

3･

01

( - )

( - )

1

1

( - )

( 1)

1

1 2

( 2)

(1 0)

)

)

6

2

4

1

1

(

(

)

)

6

1

5

4

2

2

(

(

14篭5ト9! 5 1 】 5 1 6 426 722 12一4 .437
(
‖

08

〔継 続 地 区〕

ダ ム 地 区

ゲ ー ト有

ゲ ー ト無

頭 首 工 地 区

10

( 4)

( 6)

7

8

( 1)

( 7)

1

1 8

( 5)

( 1 3)

8

1

( 1)

(一)

1

( 1)

( - )

3

3

( 1)

( 2)

2

3

( - )

( 3)…享ミミ…享ミ

津
付

け

淋
当
確

-

麓
A

区地場機

2

( 1)

( 1)

2

5

( 3)

( 2)

2

5

( 一)

( 5)

1 0

( 3)

( 7)

2

2

( 1)

( 1)

1

3

( 一)

( 3)

計合

…享三宅…享三

帯網旭計小室函

)

5

1( )

4

1(

)3(

2

( - )

( 2)

41

1 0

( 1)

( 9)

5

(一)

( 5)

2

2

( - )

( 2)

1 0

( - )

( 1 0)

2

2 0

( 1)

(1 9)

3

6 7

( 1 4)

( 5 3)

2 3

91 5 8 1 1 9 3
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企画部
長方形

企画部
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【報 文】

北海道 に お ける パ イ プ ラ イ ン シ ス テ ム

国営畑地 帯総合土 地 改良 / く イ ロ ッ ト事業 北見地 区

毛 利 邦 彦 * 花 山 敏 典*

日 次

ほ じめ に
=

… … ‥ … ‥ … ‥

3 8 3 .
パ イ プ ラ イ ン の シ ス テ ム

… ･ ‥ ‥ 40

1 . 地区の 概要 … ･ ･ ‥ … … ･

3 8 おわ り に
…

‥ ‥
‥ ‥

48

2 . 畑か ん 施設の 概要･ … ･ …
… 4 0

は じ め に

農業用水路 と して の ′
くイ プ ラ イ ン に つ い て ほ , 畑地か

ん が い な どが
, 広く各地で 行わ れ るよ うに な っ て きた こ

とか ら, 近代農業に お け る不 可欠の 送水手段 と して
,
一急

速 な普及発展が み られ る現状に ある
｡

こ れ に 伴 っ て , 特に 制御管理 に お い て ほ
, 最新 の 情報

処理装置を 取 り入 れ るな ど技術面 の 進歩 は著 しく, 多様

な シ ス テ ム の 開発が 可能と な っ て きて い る ｡

しか し
, 農業用利水施設 と して の パ イ プ ラ イ ン 導入 に

あた っ て は
, 対象と な る 地 区に お い て , 供用 目的,

地域

と 規模, 施工性, 管理 面 などを総合 的に 検討 し, そ れ ぞ

れ
一

長
一

短を持 っ た種 々 の シ ス テ ム を想定す る中か ら
,

営農に 大きく か か わ る施設 と して の 長期展望も含め て ,

地区の 特性 に 最 も合致 した方式 が選定 され なけれ ばな ら

ない
｡

北 海道 に 於 い ても, 最近数多く の 畑地か んヵ
‾ミい が 計画

され
, 又実施 に 移され てき て い るが , 本州以南 に お け る

畑か ん先進 地な ど に 多くみ られ る ような, 集約的な営農

形 態に 比 べ る と
, 対 象と な る作物体系や 経営規模な どが

全く 異な り, 広域 的な性格を 呈 して い るた め , 特に 維 持

管理 が容易 で水価 が低廉 で ある こ とが 主要な課題と な っ

て い る ｡

北見地 区で ほ
,

丘 陵地形を 利用 して オ ー プ ン 方式を取

り 入れ, 操作制御をで き るだ け軽減 させ
, 容易に 管理 が

でき る機構 と して 施設設計が 行わ れて お り, 昭和53 年 度

に 着工 以来, 全体的な見直 しな ども含め 色 々 と検討 を加

え なが ら, 現在実施継続中の と こ ろ で ある｡

以下, 北海道の 畑地か ん が い に お ける パ イ プ ライ ン シ

ス テ ム の 一例と して , 要旨を紹介さ せ て い ただ く もの で

ある
｡

1
. 地 区 の概要

( l ) 現 況

*
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図一1 北 見 地 区 の 位 置

本地区 ほ
, 北海道東部を オ ホ ー ツ ク海 に 向けて貫流す

る常呂川 の 北部 に 位置 し, 網走支庁管内の 北見市 と端野

町の 一 部に 跨 り, 受益面積511 0 ヘ ク タ ー

ル の 畑作 と酪農

を 混在 した 農業地帯 で ある｡

こ の 地域の 農業ほ , 玉葱 , 甜菜, 馬鈴 象 小麦, 飼料

作 物を主産 物と して い る
｡

気候ほ
, 夏期 に お い て 比較 的高温 に 恵 まれて い るもの

の
, 年間降水量749 m m ( 5 ～ 8 月 間312 叫) と少 なく, 農

業 生産に 多大な 影響 を 及ぼ して い る｡

農家の 痙営面 熟 も 戸当 り6 . 4 血 と こ の 地方 で ほ最も

小さく , 農地の 半ば を 占め る 丘陵地帯ほ 軽 い 火 山択性土

に 覆わ れ て お り, 土地条件も 良く ない ｡

以上 の よ うな農業立地 が背景 とな っ て
, 経営の 近代化

が阻 まれ て い るた め , 本地 区に お い て は , 明秦排水と農

地 造成の 二 事業 が昭和45 年度 よ り実施 されて お り
,

さ ら

に 昭和53 年度か ら畑地か ん が い を 取 り込み
, 総合的に 基

盤整備す るも の で あ り,
こ れ に よ っ て 農地の 生産 性を 高

め
, 経営 の 安定を 目指 して い ると こ ろ で あ る｡

( 2 ) 事 業 内 容

○ 明菜排水

地 区内の 排水は 自然河川を 利用 して お り, 断面狭小 な

ど で 排水能力が低く, 農地の 過湿や 浸水被害が 生 じ 農

作物の 生産が 阻害 されて い る た め
, 幹 ･ 支線排水路 25
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幹禄 用水 路諸元 表

路 線 名 l 流量( m
8
/ s) 管径( 加) 延 長( m )

仁頃系統幹線用水路 20
,
2 27

17
,
8 3 7

2
,
9 7 9

仁頃 ･ 大正送水路1 0 . 4 5 2 2 , 0 0 8

1 2
,
8 5 0

配 水 路 2
,
3 9 0

5 0 0 ～ 4 0 0 1 , 7 0 0

3 5 0
′

) 3 0 0 4 8 0

3 0 0 21 0

北陽系統幹線用水路 19 ,
3 7 4

1 3 , 9 0 4

北陽 ･ 富里送水路】 0 . 2 4 8

1 3
,
3 0 0

配 水 路 5 , 4 7ひ

40 0 ～ 30 0 2 , 5 1 0

6 0 0 ～ 4 0 0 2
,
9 6 0

大正系統幹 線用水路 17
,
2 0 0

9 , 9 70

9 , 9 7 0

配 水 路 7
,
2 3 0

1
, 32 0

9 20

7 6 0

1
,
0 5 0

1
,
6 4 0

1 , 5 4 0

富里 系統幹線 用水路 1
,
4 8 0

1
,
4 8 0

富 里 配 水 幹 線1 0 . 0 8 1 ～ 0 . 0 7 3 4 0 0 1
,
4 8 0

粂 ,_ 延長69 血 の 改修整備を行うもの で ある
｡

○ 農 地造成

道東 と して ほ , 戸当 りの 農地が少なく , 僚斜 地も 多い

こ とか ら, 経営規模の 拡大 と機枕化を図 り
, 営 農の 合理

化を促進させ るた め
, 農 地造成 835 血 と 幹 ･ 支 線道路14

支線用水路諸元表

路 線 名 粂数l 流量( m
8
/ s) 】管径( Ⅲm)桓長( m )

仁頃系統配水支線 2lo ･ 0 5 4 ～ 0 ･ 0 2 2l30 0 ～ 1 5 01 4
,
6 7 0

北陽系統配水支線 5lo ･ 0 4 5 ～ 0 ･ 0 1 1】300 ～ 1 0 0】1畠
,
28 0

富里系統配水支線 1lo ･ 0 6 6 ～ 0 ･ 叫350 ～ 1叫 3 , 7 1 0

大正系統配水支線 7lo ･ 0 5 7 ～ 0 ･叫謝0 ～ 1 0 0い1
,
6 40

本 沢系統送水支線 小034 】350
～ 25 0l l

,
3 4 1

本沢系統配水支線 小･ 068 ～ 0 ･ 0 0 3才お0 ～ 叫 6･ 0 7 0

1 7 1 1 1 3 9
,
7 1 1

)b(横面

系 統 名
佃

圃

配

管

潤湿 計培巴月
備 考

統系頃仁 991 782史
U8

統系陽
レ

し

+
+

.
341 682341

富 里 系 統 6 】 11 9

大 正 系 統 795 2 1 8 51
0
0

本 沢 系 統 68 5 3 93ユ

1 , 1 3 8 5 0 8 】 1
,
6 4 6

フ 丁
- ム ボン ド諸元表

仁頃大正 フ ァ
ー ム ボ ン ド

仁 頃第2 〝

仁 頃第3 〝

仁頃第 4 〝

北陽富里 〝

北陽第 2 〝

北陽第 3 〝

北陽第 4 ク

大正 第 2 〝

大 正第3 〝

大 正第4

大 正第 5

大正第 6

本 沢

2 93

16 5

1 9 2

1 19

2 3 8

1 4 5

1 6 5

2 7 3

1 2 5

1 5 3

15 5

1 6 1

1 8 2

1 3 9

1 0 ｡

9 0 ｡

2 0 ｡

4 0 0

醐

訓

㈹

0 0 ｡

5 0 0

帥

10 ｡

5 0 ｡

5 0 ｡

1 0 0

2

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

粂 , 延 長38 血 の 新設及び 改良を 行うもの で ある｡

○ 畑地か ん が い

丘陵傾斜地, 火 山灰性土襲, 寡雨 とい う条件の 基に
,

低 生産 を余儀 なく され て い た こ とか ら
,

畑地か ん が い を

導 入 し土 地の 高度利用 を行うもの で ある｡

受益対 象は,

一 般作物 の 湿潤か ん がい 1 6 8 2 血 と牧草の

肥培か ん が い 45 2 h 如こ
, 輪作体系 か ら無か ん水 ( 小麦)

面積 を加え250 5 血 と な っ て お り ,
こ れ に 要す る施設 と し
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て は
, 水源とな る富里 ダ ム と幹･ ･ 支線用水路 ( パ イ プ ラ

イ ン) 延長98 血
,

フ ァ
ー ム ポ ン ド1 6 基 ( 1 4 ケ 所) 及び 圃

場配 管250 511 αなどか ら成 っ て い る ｡

2 . 畑 か ん施設の 概要

( l ) ダ ム

富 里 ダム は , 北見市 の 西 北西 に ある仁 頃 山 ( 標高82 9

m ) を源 とす る仁頃ノーt の 上 棟,
富里地点 に 位 置 し て い

る
｡

ダ ム サ イ トは
, 標高21 7 m で 先白亜紀 の 輝線 凝灰岩 を

基盤と して い る｡

ダ ム 構造ほ , 掟体 が最も 一 般的 な 中心 コ ア 型 ロ
ッ ク フ

ィ
ル タ イ ブと な っ て お り, 洪 水吐 ほ シ ュ

ー ト式 で ある
｡

但 し取水塔は
, 比較 的珍 ら しい 地 山付の 傾斜型 シ リ ン ダ

～ ゲ ート (梗概式) 方式を 採用 して い る
｡

工 事 ほ53 年度か ら進め られて お り, 畑か ん の 早期効果

発現に 向け, 供 用開始で きる よう急 ぎ進 め られて い る｡

( 2 ) パイ プライ ン

畑か ん受益地 ほ
, 帯状の 低 山地間 に 狭在す る波状の 丘

陵地 が大半を 占めて お り , 概ね放射状の 4 方城 に 分け ら

れ る ｡

パ イ プ ラ イ ン は , 地区の 中央を 流れ る 仁頃川で 分離 さ

れ る地域もあ っ て , 5 系統 の ラ イ ン に 分派 さ せ , 水管理

上か ら16 区域 の か ん が い ブ ロ ッ ク に 分割 した横棒 と した

もの で ある
｡

施設 内容 は 次の とお りで あ る｡

3 .
パイ プ ライ ン の シ ス テ ム

( り かんが い諸元

(⊃ 地形 と地質

標高20 ～ 2 3 0 m の 波状丘 陵地か らな っ て お り, 厚い 火

山灰性土壌に 覆わ れて い る
｡

○ 受益面債 と農家戸数

普通畑

総受益面積
2 50 5b a

(3 6 9 戸)

ー藍
んが い

4 52Il a

_ づ､麦
37 1ll a

戸
n
V3

○ か ん が い 期間 と用水量

湿潤か ん が い ･ = ‥

5 月 1 日 ～ 8 月31 日

肥培か ん が い
‥ … 希釈水 4 ～ 1 1 月 間に 4 期

畜舎洗浄水 ～ 通年使 用

計画用水量 5 月 1 日 ～ 5 月16 日

5 月1 7 日 ～ 7 月3 1 日

8 月 1 日 ～ 8 月3 1 日

9 月 1 日 ～ 4 月30 日

( 2 ) 施 設計 画の基 本事項

○ か んが い 方式

Q = 0 . 4 9 3 m
3ノs

Q = 0 . 7 3 4 〝

Q = 0 . 1 6 5 〝

Q = 0 . 0 0 4 〝

普
通
畑
区
域

か ん が い 形磨ほ, 湿潤 と肥培 に 分けられ るが , 露地作

物 ( 玉 葱
, 馬鈴薯,

甜菜,
豆顕,

ア ス / ミ ラ
, 野菜 類) を

対象 と した 散水か ん が い が 主体と な っ て お り,

ハ ウ ス 栽

培も取 り入 れられて い る｡

肥培か ん が い ほ, 牧 草を対 象と し, 畜舎か ら放 出され

る ス ラ リ
ー

を希 釈調整 し,
ポ ソ プ 圧送 に よ る散車力式を

行うもの で あ る｡

○ 通年取水

用水量は 期別に 変動 し, 非 か ん が い 期 で あ っ て も, 肥

培 用に 通年取水 し使 用され る
｡

○ 自然圧の 利用

受益地 ほ起伏 に 富むが
, 水源 ( ダ ム) と の 標 高 差 か

ら, 自 然圧 に よ っ て 全域 の 末端水圧を 確保 し, 散水す る

も の とす る｡

○ 水頭格差 の 是正

耕地の 標高差が 著 しい た め , 圃場の 末端 水圧に も差 が

生 じ易い
, 従 っ て 散水地点 で の 水頭格差をで きる だ け解

消 し
, 公平 な水使用が でき るもの と しなければ な ら な

い
｡

○ 輪番制の 導入

地区が 広域的 で 各農家の か ん が い 面 積も大きい こ とか

ら, 施設規模の 圧縮 と 労力配分 を図 る た め
,

ロ ー テ ー シ

ョ ン 方式 を 採り 入れ る もの とす る｡-

○ 管路の 安全性

パ イ プ ラ イ ン に お い て
, 特 に 発生 し易く又障害 とな る

の が
,

ウ オ ータ ー ハ ン マ ー, サ ー ジ ソ グ ,
エ ア

ー
ハ ン マ

ーな どの 水 理現象 で ある｡ 施設規模も大きい こ とか ら,

こ れらの 危険度 をで きる だけ解 消 し得 る シ ス テ ム と しな

け れ ば なら ない ｡

○ 寒地対策

本地区ほ , 北海道 で も特 に 気候の 厳 しい と こ ろ で あ

り, 冬期問 の 凍結 に 十分対応で き る施設構造と しな けれ

は な らな い
｡

(⊃ 施設の 管理

冒頭に も述べ た よ うに , 操作制 御を容易な もの と し,

維持 管理 を軽減させ る こ と に 重点 を おく もの とす る｡

( 3 ) 用水の 撫送 シ ステ ム

○ 形式の 決定

送水方式の 選定に つ い ては
,
‾ 計 画的水使用が 行え るキ

と を ベ ー

ス に , 前項 で 述 べ た 基本事項 に 添 い 比較検討を

した 結果, 特匠維持 管理面 と安全性 に 富 んだ オ ープ ソ タ

イ プ を採用 したも の で ある｡

本地 区の 特徴 は, 地形等 の 要因もあ っ て , オ
ー

プ ン と

なる調匠 ス タ ン ド箇所 に フ ァ
ー ム ポ ン ドを併 設 させ て あ

り,
こ の 地点以降の ク ロ

ー ズ タイ プ で あ る配水系統 と完

全分離を 行 っ て い るもの で ある
｡

こ の シ ス テ ム ほ
, 末端 の 水利 用変化 を全く送水系統 に

影響させ ない ｡ 所謂 , 供給主導型 の 送配分敵方式で ある｡
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北 見 地 区

ノヒ･

陽 系 統 ‾

二 冴 こ]
＼ 湿 潤 肥 培

受 益 面 額 1 , 9 7る. 1 5 血 5 2 7.
2k

か ん カく
い 期問 5 月

- 8 月l 年 4 固着釈

突か ん が い 時間 1 4l l r
8 h且

間 断 日 数 9 H

富軍タ

ン
ノ

ヒ

胃
第 2 F

≡里

]

彗ミ一 箪二1北陽富 抑 ‾

_ ゴ
ーF コ _

絹 さ豪語壷_ 還 嵩 _

仁頃第 2
◆

F
.
P

大正 第3 F
･
P

大正第 5 F
.
P

日 柑 受 水 呈 3 %

か ん が い 効率 80 % 9 0 %

鈍 か ん 水 量 2 乃 i

粗 か ん 水 量 34 % 6. 8%

末 端‾圧 力 4

.
2k/ が 1

.
2一- 2. 0

食 大 洗 且 0,6g7 ぱ/ ヨ 】 0 .
0 3 7 m ソ5

｢
√___ _

_∫
ニコ

仁 頃第4 F
.
P!

亡±
軸

＼
_U _匹峯工､

､
､二ご当

‡≡匡姦ッ蔓

園一2 パ イ プ ラ イ ン 組 織 図

仁頃大正 F
.
P

( 詞I主ス タ ン ド)

(亘)槽 ｢ I

⑧槽

瑚
貯水槽

分水槽 調庄槽

空気連行蔀除機構

①槽より分水され越流 し･
(診槽 へ 流れ込んだ水は

､ 落

差が ある為 ､ 気泡を混入

し､ 送水管へ 流れ込んで

ゆく ｡ その 流れ込ん だ気

泡は ､
エ アーベ ン ドで ､

滞留 し､ 空気抜き孔によ

り排除されます｡

空気の 流れ

:■.
～

一

＼ 聖 賢
-

､

＼

_

(停水時)

送 水 管 エ ア ー ベ ン ド

(空気連行排除)

ホ 場 散 7k

ホ 場 配 管

ホ 場 配 管

預

ゝ. タく

各 ホ 場 へ

琴 線 配 水 路

図- 3 調 圧 槽 間 の 位 置 関 係

○ シ ス テ ム 選択趣 旨

地区内に ほ
, 帯状 の 受益地を 挟み 低 山地が 並走 して お

り, 調匠 ス タ ン ドの 設置 に 適 した場所が
, 比較的容易に

得られ る こ と と地形の 起伏が 著 しく,
か なり の 部分を 高

圧配管と しなければならず
, 管路 の 安全性を よ り重視す

る必要が あ る
｡

こ の 点オ ー プ ン タ イ プ とすれば
, 各 ス タ

ン ドほ 自由水面を 持 つ た め
, 水圧変動 は ス タ ン ドの 水位

仁頃第 2 F
.
P

(調庄ス タ ン ド)

〈宣槽 ｢ゝ

′

①博
貯水槽

変化 で 吸収 され, ウ ォ ータ ー ハ ン マ ー

な どの 水理 現象が

軽減され る｡

又 , オ ー プ ン タ イ プ の 送水系統か ら∴配水系統の フ ァ

ーム ポ ン ドに ほ , 供給 主導 の 水配分 が行わ れ る の で
, 流

量制御用の バ ル ブ操作 シ ス テ ム を 取 り入れ る 必要 が な

く, 管理 が 容易と な る
｡

供給主導型 で あ るが 故に
, 需要側の 配水系使 用量 と の

ー 4 1 一 水と土 第57 号 19 8 4
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間 で ほ
, 計画的水利用を 怠 っ た と きに

, 送水量の
一

部が

余水 と な っ て 放流 される が ,
こ れ は水利計画上 認め られ

て い る
｡ 但 し分水 ゲ ー

ト で 調節 しバ ラ ン ス させ る こ とも

で き るが
, 水管理 を容易 とす る基本方針か ら,

ゲ ー

ト に

よ る コ ン ト ロ ー

ル を最小 限に 止め , か ん が い ブ ロ ッ ク 内

の 自主 規制 に よ るも の とす る｡

○ 送配分離 の 必要性

送 水系 と配水系 を完全 に 分離す る こ とに よ り , あ る圃

場 内で計画 を無視 した 水 の 過使用があ っ た 場合, その フ

ア ｢
ム ポ ン ドの 支配面横 内 ( 所属す るか ん が い ブ ロ

ッ ク

内) に は支障 を与 えるが
, 各 々 の フ ァ

ー

ム ポ ン ド で 水圧

変動 を吸収す る こ とが で き るの で
, 供給 側の 送 水管や 他

の フ ァ
ー

ム ポ ン ドに ほ 影響を及ぼさな い
｡ 従 っ て供給主

導型 の 適正 な水配分が容易 とな る
｡ 但 し

,
か ん が い ブ ロ

ッ ク 内及び ロ
ー

テ ー シ ョ
ソ むこお い て ほ , それ ぞれ自主 管

理を行 い , 公平に 使用す るよ う調整 しなければ な ら な

い
｡

( り 施設 の 設計

施設の 設計に あた っ て ほ
, 種 々 の 基本条件を総合的 に

検討 し次の 設計手順 に よ り計画 され, 実施設計 に 移 され

て い る もの で ある
｡

○ 設計 の 手順

･ 用 水系統 ( 分水機構) の 設定

末端圃場 の 総合的な把握 ( 面 積, 作 物, 農 家)

ロ ーテ ーシ ョ ソ の 策定( 輪番か ん が い 団地の 構成)

フ
ァ

ー

ム ポ ン ド支配面構の 策定 ( か ん が い ブ ロ
ッ

ク の 構成)

- 42 -

＼

P

/ くイ プ ラ イ ン の 設定 ( 送配水分派系統の 策定)

･ 施設 (構造擁構) の 設計

圃場 に 入 る給水位置の 設定

フ
ァ

ー ム ポ ン ドと 配水系管路の 設定

送水系管路の 設定

･ 管理 計画

操作及示制御計画 ( 水管理 レ ベ ル と設備設計)

施設の 管理 と 利水組識 の 運営方法の 策定

○ 送水管路と調圧 ス タ ン ドの 設計

･ 送水管路ほ,
フ ァ

ー

ム ポ ン ドに連続24 時間供給 と し

管径 の 縮 小を図 っ た ｡

･ 調圧槽 の 容積 は
, 電算撥 に よ る シ

ュ ミ レ ー シ
ョ

ン に

よ っ て決定 した
｡

･ 調 圧ス タ ン ドの 2 次側 ( 管路春 口 側) 調圧槽に ほ ,

分 水槽か らの 流入 時 に エ ア ー ( 気泡) が 発生 し管内に

連行す るた め
, 水理 実験を行 っ た 結果,

エ ア ベ ン ド

( 空気抜き) を設けた ｡

･ 調圧 ス タ ン ドの 分水機構は , 計画最大配 分量 に応 じ

た 越流堰 の ク レ ス ト長の 比に より, 定量配分 で きる構

造 と した ｡ た だ し分水比を 変化 させ た い と きに ほ , 人

為的 に 制御 ( ゲ ー ト 操作) を行 うもの で ある｡

○ フ ァ
ー ム ポ ン ドの 設計

･

フ ァ
ー

ム ポ ン ドの 支配面積 ( か ん が い ブ ロ ッ ク) は

地形的な 要素と 水の 管理運営上 か ら, 集落を 中心 と し

た ブ ロ
ッ ク構成 を行 い

, 面構 2 0 0 払 以 内で 受益農家が

30 戸程 度の 規模 と した ｡

･ こ れ に 必要 な貯留量は , 湿潤か ん が い と して は
, 連

水 と土 第57 号 19 8 4
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註) こ の 図には
､

分 水ゲ ー

ト等の制御設備 は省かれて い る｡ ¢釦 0

園- 5 仁頃 ･ 大 正 フ ァ ーム ポ ン ド ー 敗因

続送水24 時間 と突か ん が い14 時間の 時間差中の 分水量

で あり
,

肥培用水を含め た フ
ァ

ー ム ポ ン ド 1 基 当 りの

容量は
,

1 0 0 0 ～ 3 0 0 0 m
寺程度と な っ て い る

｡

･

フ ァ
ー ム ポ ン ドの 有効水深に つ い て は

, 散 水撥に 対

す る水頭変動を 少 なくす る こ とが 必要で ある が, 本地

区の 場合高圧 ス プ リ ン ク ラ ー を使用する こ と と , 支配

区域 内の 耕地面標高差も大きい こ とか ら, ある 程度の

水圧差 を容認す るも の と し, 施工 性も含め た 比較検討

を行 い 5 m と した
｡

･ 構造設計 に 際 して は
,

肥 培用の 畜舎洗浄水が 通年使

用され る こ と もあ っ て
, 冬期間の 凍結対策が 必要と な

り, 防塵対 策も含 め 3 種額の 工 法( ラ バ ーシ ー ト 方式,

P C タ ン ク
,

R C ボ ッ ク ス 型) に つ い て 比較設計を 行

い
,

上 水道 の 配 水池 に み られ る ような, 半地下式の 鉄

筋 コ ン ク リ ー ト造 り の 箱型 と した
｡

( 5 ) 用水の 管理

○ 用水計 画と利 用の 実態

地区の か ん が い 計画 は
, 或 る水利用形態を想定 して 設

定 され る｡
これ らは計 画の 基本論 と して は さて お き, 現

水

‾与■

実 に は次の よう な形で 水利用が 行わ れ るもの と理 解 しな

ければ ならない
｡

･ 営農形態を長期 に 展望 した 場合, 対象作物, 作付 面

積,
か ん が い 方法 と時期 などほ , 社会的な条件 変化 や

農 家個 々 の 営農体系 な どで
, 常 に 推移 して ゆく もの で

ある｡

･ 圃場施設 の 計画は , よ り経済性等を 求め る結果,
ロ

ーテ
ー シ

ョ
ソ 方式を と り入 れて い るが , か ん 水の 必要

な時期 は 各圃場で 競合す る債向 に あ る こ とや , 散水機

自体は 農家自身が用意す る こ とか ら,
ロ ーテ ー シ ョ ソ

は 崩れ 易い
一 面 を も っ て い る ｡

･ 実際に 圃場 ま で 用 水が搬送 された 段階 で は , 用水の

利用が か ん が い だ け で は なく, 防除, 液肥用水, 収穫

物の 洗浄,
その 他に 利用 され る こ と なども考 えなけれ

ばならない
｡

･ 水源計画と して は , 有効雨量 を 加味 したも の で ある

が , 実際に は こ の ような か ん 水技 術ほ 容易に 収得 で き

るもの では ない
｡ 従 っ て 通常年で ほ特 に 問題 ほ ない が

渇水年 と なれ ば用水不 足を 来す こ とも考 え られるた め

一 4 3 一 水と土 第57号 19 8 4



適切 な水利用が求め られ る
｡

以上 の よ う に
, 利用面 で ほ 多様Fこ 変化す るもの と考え

られ る 一 方 ,
か ん が い 用水 ほ 受益面積な どに 応 じて

, 適

正か つ 公平 に 配分す る こ とが 要求 され,
こ れらを 併せ 水

管理計画を 行 なわ なければ な らな い
｡

○ 水管理の 目標

･ 用 水管理

用水配分 の 適正 か つ 公平化 ( 計画的水使用)

時期 別変化 へ の 調 節 (規定水量 の 遵守)

地域 毎の 需 要量変化 へ の 対応性(水使用の 自 由度)

･ 水 の 有効利用一

団場用水量の 規制 ( 過使用防止)

貯水量の 有効利用 ( 余剰送水の 抑 制)

確実 な取水 ( 必 要水量の 適時使用)

･ 災害の 防止

容易な 保守と 確実な 緊急処置

設備棟器類の 簡素化と 安全性

水質の 管理

･ 維持管理

動力費 の 節減

操作労力の 省力化

連絡通報の 速応性

○ 水管理の 基 本事項

･ 水源 で あ る ダ ム ほ
, 定め られ た 管理 規定及 び操作要

領書を 基に , 水管理 技術指針に 準 じて 通常 の 水管理 を

行う
｡

･ ダ ム か らの 用水注入 ほ , 水源主導の 供給方式 とす る
｡

･ 送水系の 水管理は
, 基幹部3 ケ所 の 詞圧ス タ ン ドに

お り る分水管理と , こ れ以降の 各送水幹線に 設 けられ

て い る調圧 ス タ ン ドの 分水槽か ら,
フ ァ

ー ム ポ ン ド へ

の 分水管理 に 区分 され る｡

･ 管理 の 精 度及び操作 の 頻度か ら, 前著 は ダ ム 管理 所

に よ っ て集 中管理 し, 後者は 各か んが い ブ ロ
ッ ク に お

い て 自主管理 を行う
｡

･

フ ァ
ー

ム ポ ン ドか ら圃場 ま で の 水管理は
, 各 々 その

か ん が い ブ ロ
ッ ク 内の 責任 に お い て 行うもの とす る｡

○ ダ ム の 水管理

･ 取 水量 の 設定

用水量の 設 定ほ
, 計画中こ準拠 して土壌水分量の P F

値を 測定 し
,

こ れ を か ん水量 に 置換 え て 日 々 の 供給量

を算定す る こ とが 基本 で ある が
,

こ の 方 法は 十分 な経

験 と技術が 要求 され るた め, 現時点 で ほ 実状 に そ ぐわ

ない も の と考 えられ る
｡

こ の た め
, 簡便 な方法 と して

, 受益区域内の 降雨 記

録 な ど の 情報 を聴取 し
, 需要を 概括 し供給する ｡

･ 取水方法

ダ ム か ら の 取水は
, 傾斜型 シ リ ン ダ ー ゲ ー

ト の 取水

執 こ よ り , 夏期 ( 5 月上 旬 ～ 8 月下旬の 湿潤か ん が い

｡
期 間) は貯水位と ゲ ー ト呑 口 位置を 自動的 に 連動 させ

た 水面追従方式 と し, 表層の 温水を 取水 させ る｡

又肥培 用水 の み の 取 水期間 ( 9 月上旬 ～ 4 月 下旬)

で ほ
,

湖面 の 結氷 を避け るた め
,

ゲ ー ト香 ロ を低水位

等 ま で降下 させ 取水す るもの とす る
｡ ‾

･ 用水量 の 制御

取 水量 の コ ン ト ロ ー ル は
,

ダ ム 直下の 調圧ス タ ン ト

( バ ル ブ室) に 設け られ て い る コ 【 ン ス リープバ ル ブ

と
, 分水 ゲ ー ト を, 中央 管理所か らの 遠方操作虹 よ っ

て 行う｡

○ パ イ プ ライ ン の 水管理

本地 区の か んが い 面積 ほ2 50 5Ⅰ氾 あ り, 広範囲に 分散 し

て い る の で
, 管路延長ほ 圃場配管を 除い て も981 皿 余 に 及

ぷ
｡ 受益 区域 内に は

, 種別の 異 な っ た か ん が い が 錯 綜

し, 又 ブ ロ
ッ ク の 規模 も違う などか ら, 実際 に は 用水畳

も激 しく変 動す る こ と が予想 され る｡

水管理 の 方法 に ほ , 原始的な機側操作方式か ら,
コ ン

ピ
ュ

ー

タ
ー

に よ る自動制御 など
,

超高度 なシ ス テ ム ま で

考えられる が
,- オ

ー

ト メ ー シ
ョ

ソ 化すれはす るほ ど
,

施

設費が か さみ
, 高度な 管理技 術が要求 され る

｡
さ らに は

機 器の 更 新や メ ン テ ナ ン ス に も膨大 な経費 を要 し
,

管理

団体 の 負担を増大させ る
｡

･ 送水系統の 水管理

基幹部 3 ケ 所 の 調圧 ス タ ン ドで は
, 分水 ゲ ー ト に よ

っ て 5 系統の 送水系 に 配分 され るが
,

こ の 地点に お い

て ほ各系統 へ の 供給元 と なるた め 流量も大きく, 例え

ば不 足 が生 じた 場合 に は 広範囲 に 影響を与える し, 又

逆 に 余水 と な っ ても好 ま しく ない の で
, 遠方 ( 中央管

理 所) か ら監視制御を行う
｡

尚 こ の 3 ケ 所 の 調圧 ス タ ン ド以外の 各送水系に あ る

受益農家
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(敷蛋◎分水ゲート操作 (用 71( 足 利

監捜 ･ 制切りバ壬こ 土地改 良区

ー･ 一 巡阿監視 レヾイ プライ ン . F
.
I
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→ 電 々 公社専耶線 (水化
･ ゲート開度 ､ 流 量)

t ト → 埋設 専用 ケ【プ ル (水化 .
ゲート

パ ル プ開度､ 流量)

く トーーーーーーう■ 電 々 公社加入同線 (情報
･

雨 蔓)

画 一

丁 水 管 理 シ ス テ ム 模 式 図

第 2 フ ァ
ー

ム ポ ン ド以降 に つ い て の 分水 は
, 越流堰の

一 定比 率で 設定 して おくもの とす る｡

但 し, か ん が い ブ ロ
ッ ク 内で 自主管理す るな か で

,

分水量 を変化 させ た い とき に ほ ,
ゲ ー トを 横側操作す

る こ と に よ っ て 調節 で き る
｡

･ 配水系統 の 水管理

フ ァ
ー

ム ポ ン ドか ら圃場 まで の 水管理 ほ ,
か ん が い

ブ ロ ッ ク の 利水組織 内に お い て
, 設定 した供給量 に 基

づ き自主規制 を行う もの とす る
｡

･ 管理組織

配水系の 水管理 は
, 殆 ん ど各受益者 に 委ね られて い

る こ と か ら , 用水及び施 設ほ 全体 の 共有財産 と して
,

責任を も っ て 管理す る組織 が重要 であ り, 管理 組織模

式図に 示す編成 と な る ｡

( も) 操作 及び制御

○ ダ ム 管理所 の 所掌

･ ダ ム の 監視

掟体監視, 気象観 乳

量の 計 軌 取水深監視,

流入量 測定, 貯 水位及 び貯水

取水量の 計測,

･ 調圧 ス タ ン ドの 監視

ダム 直下の 調圧槽 , 本沢 , 北陽 , 富里 , 仁頃大正 ,

以上 ケ所 の 論定 ス ダ ソ ドの 水位計 測と監視

･

取水量 の 監視

ダム か ら取水され た水ほ
,

ダ ム 直下の 調圧 ス タ ン ド

に お い て
, 農業用水 と河川維持 放碇と に 分水さ れる た

- 45 -

F
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E
.
W . L

危険水位

電々 公社専用線 5 0 b ′
/ s

＼

～
､

/

配 水系

＼

分 ぐ
圃場

W
く た>

姶7I( 栓

(各農 家が 手動
で操作する)

図- 8 警報 シ ス テ ム 模式 図

め
,

双方の 流量を越 流堰の 水深か ら演算 に よ っ て 求

め
, 配分量を 監視す る

｡

･ 分水量 の 監視

本沢, 北陽, 富里, 仁頃, 大正以上 5 系統 へ の 分水

量を監視する｡

分水量ほ
, 水位 と ゲ

ー

ト開匿か ら演算に よ り求め る ｡

･ ゲ ー ト 及びノ
ミ ル ブ の 監視

取 水量 と分 水量 の 制御 は
,

ゲ ー ト又 は バ ル ブの 操作

に よ っ て行 う こ とか ら,
こ れらの 開度を 監視する

｡

･ 機 器の 状 態監視

取水及び 分水 ゲ ー ト と
, そ の 他設備棟器の 状態 ( 全

開, 全閉, 故障等) の 監 視を行う｡

･ 巡 回監視
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図〟9 管 理 棟 器 構 成 国 ( 親局)

地 区内の か ん が い 施設全般の 保守点検を行う｡

･ ダ ム の 制御

取 水深,
ゲ ー ト及び バ ル ブ顆

･ 量水 ゲ ー ト の 制御

ダム 直下 の 調圧 ス タ ン ドで の 取水量配分

･ 分水 ゲ ー

トの 制御

本沢, 北陽, 富里
, 仁頃, 大 正

, 以上 5 系統 へ の 分

水制御

○ 水利組合の 所 掌

機滅

側勢

操水

什楷

増呈

7k 位計 (IT )

‾i-たi争ポ ン プ

/

子テナ

局
レ レ

蓋;三

怯
‾

こ の 組織に つ い て は , か ん が い ブ ロ
ッ ク に お ける 水使

用状況 の 把握, 受益者 に 対す る分水量の 証明, 分水量の

記 録な どと
, 配 水系施設の 安全を 確保す るた め ,

フ ァ ー

ム ポ ン ド へ の 流 入量 と水位の 現場監視を 行う｡

尚 フ
ァ ーム ポ ン ドに 設定 した 危険水位に 達 した場合 に

は
,

か ん が い ブ ロ ッ ク 内に 設け られ た ス ピ ーカ ー(警報)

に よ り受益者 に 周知 させ
, 給水栓を締 め る こ と に よ っ て

管路の 安全を確保す る シ ス テ ム と して い る｡

( り 機 器 構 成

-
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テ レ メ ータ ー テ レ コ ン親局装i貰

テ レ メータ ー テ レ コ ン 子局装置

M

分

水
デ

ー

ト
横
側
操
作
盤

水位計

中
央

北 陽富 里分水 槽

図一川 管理機器構成図 ( 子局 ～ 3 ケ 所)

○ 親局

中央管理 所 で は
, 自局 内及び 子局か らの 情報処理と ,

自局 内の ゲ ー トバ ル ブの 遠方操作, 子局に 対す る制御指

令 を行 うと共 に , 地区 内全般の 管理を行うもの で , 図-

10 に示す設備 内容 と な っ てい る
｡

○ 子局

子局は
, 自局 内の 水位や ゲ ー ト 開度などの デ ー タ ー

を

親局 へ 送信す る と共に
, 親局か らの 制御指令を 受けて 分

水 ゲ ー トの 操作を 行うもの で
, 図- 11 に 示す設備内容と

な っ て い る ｡

○ フ■ア ーム ポ ン ド

フ
ァ

ー

ム ポ ン ドで は
,

流入 量と 水位の 現場監視を 行

｢
‾‾

い㌶

+ _ _

大戸着電池

腰
太陽電池

配 電 盤

ア ル カリ

蓄 電 池

D C 1 2V 3 0 0 A 口

ア ン プ

ア ン プ

警 報 局

‾

｢
水位 異萬低下

音 声発生

装 置

テ レ コ ン 局 はテ レ コ ン装置

/ ヵ､ ら電源 を供 給

7k 任 ･ 流量

演算記録蕃 讃

分水槽水位

水位計振

7 k位複元

簡易伝送装置

専用線
5 0b/ s

水柁畢炭鉱下

鯖易伝送装置

水位復元

フ ァーム ポ ン ド水位

フ ァーム ポン ド 水位計

注 : 腎報局は
､

1 かんが い プ ロ
ッ タ l 局とする ｡

園- 1I 管 理 顔 辞 構 成 図

( フ ァ
ー ム ポ ン ド ～ 16 ケ所)

う｡ 流 入量 は, 分水槽 の 水位 と分水 ゲ ー

トの 開度か ら演

算に よ り求 め る ｡ 又 配 水管路 へ の 空気連行防止対策と し

て の 危険 水位 の 監視も行う｡

(8) 管理 項 目 一 覧

ぁ わ り に

農業用の ′ くイ プ ラ イ ン は歴 史も浅く, 北海道 に お い て

も
, 大規模な シ ス テ ム が実際 に稼働 して い る 事 例 が な

い
｡

北見 地区に お い て は
, 昭和45 年度 に 着工 以来

,
色 々 と

議論を重 ね なが らも, 約50 % の 進捗 と な っ て お り, 数年

後に ほ 道内の 先 陣を切 っ て供用開始 の 運 び とな る予定 で

あ る
｡

しか し, 地区全 体の 完成むこ ほ
, あと相当の 時 日を

要 し,
こ の パ イ プ ラ イ ン シ ス テ ム が 真に 評価 さ れ る の

は
,

まだ 先の こ と と な ろ う｡
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1 . は じ め に

国営鬼怒川南部農業 水利事業が 完成 して
, 間もなく10

年に なる｡ 事業 の 実施期間も10 年で あ っ た か ら ,
馴 ま同

じ年月 が経過す るわ け で ある｡ 事業の 期間中, それに 携

わ っ た 関係者,
また , そ れを支えた 地元関係者, さま ざ

ま な苦労 をされた こ と と思わ れ る
｡

現在ほ, 造成施設 の 維持管理 であ る
｡ 事業の 活気,

ド

ラ マ に 比べ れば, 管理 は 忍耐の 守備 で あ る｡ 同 じ10 年も

一

日 の 如く で ある
｡

事業ほ
, その10 年 の 間に

,
こ の 地 に 何百年も続い て 釆

た 農業の 水利に
, 歴 史を画期す る大遺業をな した もの で

あ る｡ 我 々 ほ
,

こ の 成果 を護 り, 後世 に 引き継い で 行き

た い と 思う｡

鬼怒川南部ほ,
い わ ば, 頭首工 と用水路, そ して 水 田

と言う図式 で ある ｡
つ ま り , 川 と大地 との か か わ り合い

の 中に 展開 して い る｡ 今, 農業は 米の 減反問題を 中心に

大きく揺れて い る が , 農業 こ そ 人間 の 生存を 支え るもの

で 終 る こ と を 知らない
｡

こ の 地iこ ,
こ の ｢ 水 と土+ の 紙

名を 敷街 す るよ うな, 川 と大地 との か か わ りほ 今後も永

久に 続く こ とで あろ う
｡

2 . 鬼怒 川南部地区の お か れた と こ ろ

地区の 真ん 中を 鬼怒川 が蛇行 して 南 へ 流れ
, 東に は 筑

波の 山波が 連な る
｡

夕日 が映 え る 山の 黙姿は
"

万 葉の ふ
▲ た り

る さと
汀

を 今に 語 っ て い る
｡
｢ 男女 い て さ え 筑波の 山

に
, 霧がか かれ は 寂 び しい も の よ,

…
…

+ 地区の ほ ぼ

･ トむ瓢 現在の 下妻市 郊外の 農家 に 生れ た 薄幸の 詩人ほ ,

筑波の 山に 思い を よせ て うた っ て い る
｡ 詩人ならず とも

こ の 地の 人に と っ て
, 筑波の 山が見 えない 時 ほ

, 何 とな

く心 も寂び し, と 言うもの だ
｡ 筑波 の 山は

,
心 の 寄 りど

こ ろ で あ り, 信仰で あ る｡ そ して 鬼怒 の 流れは ｢ 母な る

恵み+ で , 大地を 潤 し, 人々 の 心を潤 して い る
｡ 昔か ら

*
鬼怒川南離よ地改良区連合理事長

仁
*

( 1) 維持管理の 機構 ‥ ‥ ･ ‥ ‥ … ‥
･

‥ 5 1

(2) 水の 管理に つ い て
･ … ‥ = ‥ … … ･5 2

(3) 施設の 管理 に つ い て ‥ ･ … ‥ … ･ ･ … ‥ … ‥ ‥ 5 3

6 , 問題点と今後の 課題 ‥ ‥ … ‥ … ･ … … = ･ ･ ‥ … 5 4

7 . むすび
… ･ ‥ ‥ ‥ ‥ … ‥ 5 5

多く の 男女が
, 筑波 の 山に 思い を か け, 鬼怒の 流れ に 願

を託 して来 た こ とか
｡

鬼怒川 は
, 日光連 山の 奥地, 名も鬼窓宿に 源を 発 し,

蜘擬 制梶 川と の 合 流ま で 南 へ 向 っ て 流れ下 る
｡
上流部ほ

,

清 流岩を噛ん で 谷間を探れ, や が て 次第に 川幅を 広め な

が ら関東 の 平野部 へ と蛇行 して 来 る｡ 下流部, す なわ ち

南 部に 位置す る こ の 地区 でほ , 全般に 平坦な沖積平野 で,

流れ も徐 々 に ゆ る ま り ,
つ い に ほ 悠然た る風貌と な っ て

趣 を
一

変す る
｡ 名詮自性 の 鬼怒川は

, 今で も地区内各所

に
, 先 人の 水 と の 苦斗を偲はせ る 過去の 爪跡を と どめ て

,

母 なる流れ と対照 に 厳父 の 面影を 彷彿させ て い る｡

関東 の ほ ぼ 中央 に 位置す る,
こ こ 鬼怒川南部ほ , 鬼怒

川 を挟 ん で東西 に 約20k恥 南北が 約50l皿 に わ た り , 南端

は利 根川 の 合流点近く に ま で 達 して い る
｡ 北部は 栃木県

に 属 し, 中, 南部 ほ茨城県 と なり,
二 県に 跨 っ て い る ｡

標 高ほ70 m ～ 2 0 m で地形走向ほ 鬼怒川と平行 して 南北に

走 り,
中間部を境 に して勾配を 緩め る

｡
ま た

, 気候 ほ 内

陸性 で あ り, 年平均気温13
0

～ 1 4
0

c
, 年間の 平均降雨量ほ

1
,
20 0 ～ 1

,
3 0 0 m m で

,
こ の 地方 の 傾向 と して か な りに 少

い
｡ 冬の 最低気温 は比較 的厳 しい もの が あ る｡ 地域の 特

徴 と して
, 夏季 に 雷雨 の 発生が 多く, 天地を つ ん ざい て

しば しば落雷を み る ｡

歴史に 帰 っ て 国ざか い を見 る と
,
｢ 下総の 国+ が 南部か

ら西部に か か っ て地 区の 過半を 占め る
｡ 次い で

,
中央部

が｢常 陸の 国+ , 北部が ｢ 下野の 国+ とな り, 三 国の 歴史

が 接 して い る｡ こ の 歴 史を掘り下げ る と , 下絵, 常陸の

両 国が ｢平 将門+ に , 下野 の 国は ｢ 藤原秀郷+ に , と 言

う二 人の /レ ー ツ に 逢着 して来 る
｡

こ の 二 人の ラ イ バ ル
,

将門ほ秀 郷に よ っ て無念 の 最後を 遂げて い る
｡ 生ける 歴

史は 積 り来る, と 言う が
,

こ の 三 国 の 歴史と両雄の 興亡

が , 地域の 現代に 影を落 と して い る とは 思わ れない
｡

そもそも, 関東の 野 が
, 日本 の 歴史 の 上 に 始め て 登場

して 来 るの は, 平 安時 代と言わ れ る
｡ 以前の 関東は

, 都

人か ら見れば蝦夷 地と 同 じ範疇 で
, 遠 い 北辺で あ っ た ろ
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う
｡

そ の 関東 に
, 鮮明なイ メ ー ジと 足跡 を 伴 っ て登場 し

た 最初 の エ ース が 平将門で ある｡ 将 門ほ坂東 の 野 に 歴史

を 開き, 土地を 拓き, そ して 農民の 守護 神と して
, 都 の

歴史 で ほ 反逆者と 格印 されなが らも, 地元 の 尊崇 と敬愛

を集め て い る
｡ 地区の 南西 部, 最後 の 地 に 彼 を 祀 っ た

｢ 国王 神社+ が あ り, 今に その 隠然た る 人気を語 り継く
や

賑わ い を見せ て い る
｡ 数年前の N H E

. 大河 ド ラ マ も更 め

て将 門の 人物 と精神を 掘 り起 した もの で あ っ た
｡

そん な時代か ら,
こ の 地方も, 開発と 合せ て 水路が掘

られ
, や がて 水利の 系統も出来上 り, 区域 を広 め て 釆 た

もの と思わ れ る｡ 徐 々 に
, 山野の 風景も変り, 棚 引く苫

屋 の 煙も広が っ て 今の 世に 近づ きを 見せ て 来た こ と で あ

ろう｡

地区 内で
,

い わ ゆ る水路と 呼ばれ る規模 で掘 削され,

今 に 残 る最古の もの ほ 治承四 年と 言われ て い るか ら
, 源

頼朝挙兵 の 年 で あ る
｡

しか し
, 大 方は江戸 時代前期 よ り

後斯 こ わ た っ て
, 幕府 の 政策 と地元藩主の 電 極対策に よ

り, 組織 的な用水路 が掘 削され て い る ｡ 特に , 享保年代

に ほ下 流部の 広 汎な 区域 で開 田 と用水路が 完 成 し て い

る｡

水路建 設の 当事者 が命をか け, また , 水路の 改良と維

持に
, 歴代の 藩主 と農民が 心血 を 注い だ あと を , 古文 書

ほ 静か に語 っ て い る
｡

｢ 農+ が
, くに を 拓き, く に を 造 っ

て 釆 た の で ある
｡

3 . 国営事業実施以前の 状態

国営事業実施 以前か ら,
こ の 地区 に は 7 つ の 土地改良

区が あ っ て , 鬼怒川と その 支 流などか ら取水 して 各 々 の

施設を 維持 し
, 沿革 を作 り上 げて釆 て い る

｡
こ れらの 土

地改良区ほ , 用水に つ い て の 関連 は 一 部 の 慣行を 除い て

ほ 特に なく , 各々 独自の 立場 で 取水 を行 っ て 釆た
｡ した

が っ て
, 渇水だ

, 早魅 だ
, と なれば

, 地 区内の ト ラ ブ ル

に 加えて
, 川の 上流 と 下流 で

, 右岸 と左岸 で
, 取水に つ

い て の 争奪が起 こ る
｡ 反対 に

,

一

度洪水 ともなれば
, そ

の 度 ごと に 各々 の 取 入 ロや 堤外導水路カモ砂疎に 埋没 して

しま うと言う状態で
, 取水 に つ い て も管理 に つ い て も,

今で は 想像も出来 な い 苦労 を各 々 が 払 っ て い る ｡ 地区内

の 水路も以前 ほ 勿論 全部が 土永賂 で , 年中行事 として 行

わ れ る大小水路の 汝深 もす べ て 受益者農民 の 義務労働で

■な されて い る
｡ 兼業化 の 極 ま っ た現在 で ほ見られ ない

,

村落共同体機能の 人海戦術で ある｡ 幹線 ク ラ ス の 土水路

に ほ , その 濠焦 土砂 を 両岸 に はね 上 げ続け た い わ ゆ る土

揚げ場が 今 で も小高い 丘 に な っ て連 なり, 雑木が 繁 り笹

薮と な っ て 残 っ て い る
｡

つ わ も の どもの 夢の 跡だ ｡

そん な と こ ろ に , や が て
, 時の 流れ と外的要因が 決定

的に 加わ っ て来 る こ と に なる｡ それほ , 鬼怒川自流の 減

少と河床 の 低下 で ある｡

戦争 に よ る国土の 荒廃, 食塩増 産の た め の 急 速 な 開

心
.

申

1 11

土地改良区

即
魯

小

'
-

= 小

見

川

勝瓜ロ

改良区

園一1 計画以前用 水系統 図

田 , また , 経済の 復興と 成長に よ り, 鬼怒川 の 水利用 ほ

高 ま り , 流域の 変化と 相侯 っ て そ の 流量は 益 々 減少 した ｡

更 に , 砂利の 採掘に 起因す る河床の 低下 が 決定 的な取 水

機能障害の 原因と な り, 土地改良区を突き落 した
｡ (以前

ほ
, 鬼怒川の 砂利搬出の た め , 地区の 中程 に ほ 専 用鉄道

が あり, 関東
一 円に 良質の 砂利を 供給 して い た もの だ｡

そ の あた り, 今は 当時の 面影ほ 失せ , 大方砂粒 とな っ た

河原 に 葦 の み が揺れて い る
｡
)

こ の 客観 的要因が
,

こ の 地 区を , 鬼怒川水系に お ける

｢ 用 水障害地区+ と して ク ロ ーズ ア ッ プ させ
, 事業 の 大

き な根拠 と な っ て 行 っ た
｡

また
,

一

方 で は 戦後取水 と配水施設の 老朽化 や破壊 も

準ん で , 土地改良区 と農民の 苦労も頂 点に 達 して い た ｡

こ れ ら 内外の 実情を 踏 まえ, 地元関係者の 窮状打開 へ

の 熱意, 事業化 へ の 努力が 通ず ると こ ろ とな っ て
, 事態

は 急速 に 進 展 した
｡

先づ
,

3 2 年国営の 直 轄調査地区とな

り, その 調査 に 続 い て 全体実施設計が39 年虔㌢こ完了 して

い る ｡
こ の 間,

上 流 の 鬼怒川 中部地区 に お い て ほ
,

ほ ぼ

同様な性 格の 国営事業 が着 々 と進ん で , 佐貫頭首工 が岡

39 年度に 竣 功をみ て い る
｡

こ の こ とも 一

つ の 弾み とな っ

て
, 国営 鬼怒川南部農業水利事業ほ40 年度に 着 工 と な

り,
10 年 の 才月 を賛 して

,
5 0 年度, 晴れ の 完成に 至 っ た

も の で ある
｡

- 5 0 -

ヰ. 国営事業の 計画 と内容

国営事業 の 計画 の 骨子 は, 合 口 に よ る本格的頭首工 に
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よ り安定 的な計画取水を 行い
, 併せ て 地区内の 水路を送

水効率上 一体的 に 再編改善 し, 送 ･ 分水の 近代化を 図る

もの であ る｡

地 区に と っ て ほ , 農地の 改革と 対照され る 画期 的水利

の 改革で ある｡

す なわ ち
,

地区 の 最上 流部の 鬼怒川に
, 合 口 に よ る勝

瓜頭首工 を建設 して 最大可能な取水を行う｡ 田 川を始 め

とす る支流 の 三 つ の 頭首工 か ら補助的な取水に よ り用水

の 充足を図 る｡ 幹線用水路は , 各土地改良区既存 の 用 水

路 を極力接続利用 して 組織化 し
,

コ ン ク リ ート 舗装と楼

械化 に よ り , 送水, 分水の 効率化, 省力化を行 う
｡

ま た , 水事情 の 調査結果か ら
, 頭首工 地点の 水源流量

が時期 に よ り不足す る'た め , こ の 対策と して
, 地区の 中,

下流部鬼怒川に 補助揚水概場を 建設 して
, 幹線 用水路 に

補給す る
｡

一 方 , 完成後 の 水管理に つ い て , 特に 上流部の 主要 分

水工 及び 放流工 を 傘下 とす る集中管理施設を導 入 する と

言うもの で ある｡

造成施設の 概要ほ 次の と お りで ある
｡

( り 頭 首 エ

① 勝瓜頭首工

最大取水量 柑 . 9 5 m
8
/s 直線盗流式 フ ロ ー テ ィ ン

グ タ イ プ 全延長33 0 m

土砂 吐門 1 0 m x 3 . 3 m x 2 ロ ー ラ ー ゲ ー ト
｡

洪水吐門 36 血 ×3 . 0 血 × 2

洪水吐門 26 m X 2 . 7 m x 2

取水門 4 m X 2 . 2 m x 2

固定堰 延長 170 m
｡

( 勝瓜頭首工 建設 に 際 し
,

ロ ーラ ー ゲ ー ト
｡

自動転倒 ゲ ー ト
｡

ロ ー ラ ーゲ ー ト
｡

県道橋架設と の 問に ピ

ヤ ー 3 本に つ い て ア ロ ゲ ー トが 行わ れ, 兼用工

作物 と な っ て い る ｡)

(参 田川頭首工

最大取水量 7 . 5 1 m
き/ s

制水門 24 m x 2 . O m x 2

取水門 4 . 5 m x l . 5 m x 2

ロ ー ラ ー ゲ ー ト
｡

ロ ー ラ ー ゲ ー ト
｡

③ 内川頭首工

最大取水量 1 . O m
8/ s 直線溢流式 全延長40 m

｡

④ 黒子 頭首工

最大取水量 3 . O m
3
/ s 全延長2 0 m

( こ の 頭 首工 の み ほ戦後間も な い 建造の ま ま で あ

る が , 河川改修 との 関連で
, 近く建設省が 補償

工 事と して 改造を予定 して い る｡)

( 2 ) 幹線用水路

総延長 ほ約89 , 0 0 0 m で ある
｡

う ち , 8 6 ,
2 0 0 m が コ ン ク

リ ー ト三 面舗装 の 関東 で あり, 他ほ 逆 サ イ ホ ン 等とな っ

て い る
｡

付帯施設 と して 分水工98 か 所, 放流工 8 か 所,

電動除塵磯等が あり, 用水路 と平行 して ほ と ん どの 区間

に 管理道路 があ る｡ 用水路勾配 ほ 1/8 0 0 ～ 1 /5 ,
0 0 0 で あ

る
｡

( 3 ) 補助揚水機場

① 船玉 揚水磯場

揚水量 3 . 5 0 m
8
/ s 実揚程6 . 50 m 左岸幹線 補給｡

¢60 0 m 皿 × 1 8 0 k w x 2 水中 モ ータ ーポ ン プ

¢100 0 皿 m X 4 20 k v x l 水中 モ
ー

タ
ー

ポ ン プ

② 川岸揚水機場

揚水量 2 . 0 0 m
昌/ s 実揚程14 . O m 右岸幹線補給｡

¢70 0 m l X 3 3 0 k w x 2 水中 モ
ー

タ
ー

ポ ン プ

( り 集中管 理施設

復数の 土地改良区を 支配す る幹線用水路の 区間 で主 な

る分水工 ( 0 . 5 0 m
8
/ s 以上) 及び 緊急時 の 放流工 を対 象

と して
,

中継所 1 か 所, 端末子局13 か所 を有す る 有線方

式 に よ る水量の 監視と 制御の 装置で ある ｡ 本部 は連合事

務所で あ る｡

国営事業の 受益面積は9 , 4 28 血( 水田) , 関係市町村 は,

栃木県 3
, 茨城県10 で ある ｡

他方, 国営事業と足並み を∵
つ に して

, 関連 の 県営事

業が, 栃木,
茨城両県に お い て 計画的ケこ進 め られた

｡ 支

線用水路 と圃場整備事業で ある｡

一 51
-

5 . 造成施設の維管持理に つ い て

( 1 ) 維持管理の 機構

国営事業 の 完成は50 年度 で あ るが
, 看 板の 勝瓜頭首工
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ほ44 年度に 完成 して い る
｡

こ の た め
, 翌45 年度か ら地元

が 施設の 一部管理 を開始す る こ と に な り ,

一 部の 区域を

対象に 取水を 行 っ て い る ｡ そ の 管理組織 と して , 連合の

前身で ある事業 促進協議会 ほ
, 内部 に 水利調整の 委員会

を発足 させ て い る ｡

事業 完成後 の 維持管理の 方法に つ い て ほ
, 法手続 の 段

階 に お い て 原則と して諒解され て い た こ とであ っ た が ,

地元と して ほ こ の 時期に 連合設立 の 方針を確定 し
, 国営

事業の 完成に 焦点を合 せ て 認可 申請 の 準備 に 入 っ て い

る
｡ や が て

, 定款 その 他関係書頬が 整備 され, 連合設立

の 大臣認可が 得られ た の ほ,

_
国営事業完成直前の 50 年10

月 で ある
｡

か く して , 5 1 年3 月
, 事業 の 完成以降ほ 維持管理計画

書, 関係諸規程等 に よ り , 連合に よ る造成施設の 管理 を

行う こ とに なる｡

連合 の維持管理機構

水利 調整委員会 ほ
, 配水 の 円滑を期すた め , 次の 事項

に つ い て 理事会 の 諮問 に 答申す る
｡

1) 取 水量 に 関す る こ と

2) 配水の 調整に 関す る こ と

3) その 他の 関連事項

施設管理委員会は , 施設 管理並 び に 補修工 事等 を適正

か つ 適切に 実施す る た め , 次 の 事項 に つ い て 理事会の 諮

問に 答申する
｡

1) 施設管理中こ関す る こと

2) 施設管理 , 補修 工事 及びそれ らに 係 る損失補償に

関す る こ と

3) その 他 の 関連事項

( 2 ) 水の 管理に つ い て

維持 管理甘こ 当た っ て , 先づ 第
一

の 問題 が
"

今年 の 水
''

で

あ る
｡

その 水の バ ロ メ
ー

タ ー で ある勝瓜頭首工 地点に お

け る鬼怒川の 流量に , 地 区の 命運 がか か る と言 っ て よ い
｡

近 年, 植付時期の 水条件 ほ悪化 して お り, その 時期を乗

り切 る関係者の 心 労ほ 少く ない
｡ 毎年の こ と , 連合の 関

係委員は
,

か ん が い の 取水開始軒こ 当た り, 水源地域 へ ダ

ム の 貯水状況などの 調 査に 赴くの を 例 と し て い る が
,

｢ こ の 目で 確認,
始め て安心+ と言うも甲 で あ る｡ 若 し,

危険信号が 点 り出す と, 然 る べ き措置や 要請を内外むこ 対

して と る こ とに な るが , 現状 で は と もに 自ずか ら限界が

ある｡

地区の 第 2 の 取入 ロ で ある 田川頭首工 に 関 して は , 趣

を 異に して 場面は
一

層深刻 となり,
田川 の 慢性的水不足

の た め 関係者 の 苦悩 ほ深 い
｡ 関係 当局もその 実情と 地元

の 表情を更 め て理 解す る と こ ろ と なり, ､調査検討に 入 っ

て い る ｡ 先づ はそ の 結果 に注目 し, 補完的対策等に 期待

を寄 せ て い る とこ ろ であ る｡ しか し,

一 方で , 多く の 受

益者 に と っ て ほ , 事業イ コ ー ル｢ 水 も安心+ と言う理解で

あ るか ら
, 今,

水が 釆ない
,

と言う事実 の 下で は
, 容易

に 納得の 得られる もの で は ない
｡ 事業 の 計画に は , 水 に

関 して , 専門家に よ る調査 と嘩討 の 裏付けが あ る こ と と

彼等は 思 っ て い る
｡

``

水は天地 の 回りもの
' '

で あ っ て
,

百 年 豊 水 を 待 つ べ きも の なの だ ろ う か ｡ ( 悲劇か ? 喜

劇か ? 最 後 ?一気 持 は 往 々 に して ｢ 神だ の み+ だ
｡ 昔

も今も変らな い こ と だ
｡

こ の 地方 は
, 夏を 中心 に 宮 の 多

い こ と で 知られて い る｡
こ んな時, 雷様ほ 速効で 一 番御

利益が ある
｡

水が上 か ら来 るか ら頭首工 や水路もい らな

い
｡ 今や , 人工 衛星だ , 宇宙開発 だ と言わ れ る が , ザ ー

と

低 い 雷雲の 方が, と に かく 渇水の 現実 に ほ身 近 で 有 難

い
｡

･ …

しか し , あ ま り御雷 ( 釆) 神に 頼 り過 ぎて も,

天の お 怒 りが 地上に 落下 して葬る か ら, 反 っ て 災難 と な

っ て しまう
｡ ( 合掌,一合 掌))･ ′

さもあれ
, 取水配水

,
水管理 の 心 ほ ｢ 水を 惜 しん で

,

水を 惜 しま ず+ だ
｡ 無駄 な水は惜 しん でも, 有 る時 に 必

要な水ほ 惜 しま ず使 っ て 欲 しい と 思う｡
か ん が い 水で あ

るか ら, 水を使う と言 っ て も, 全部が 無くな るわ けで ほ

な い
｡ そ の 大半ほ 地域 の 地下水を函毒 し, 又河川 へ の 還

元水と な る ｡ その 地域 を潤す水 の 循環体系の 上に 人 々 の

生活 と地域の 文化が あ る
｡

ま た
, 充分 な 水の 循環 が 良い

味 の 米を 作 り上げ るそ うな
｡

( 3 ) 施設の管 理に つ い て

水 の 次 に は 施設そ の もの の 管理 が 問題と なる
｡

合 口取

入 れ と水路改修 に よ り , ト
ー

タ ル 的に は 省力化 され たが,

反面 で 施設が 大規模化, 高度化さ れ て 次元 の 異 な る対応

と負担を 余儀な く されて い る｡

施設も時代も近代化された と 言 っ て も, 自然 の 中 で,

こ れ等管理の 基本ほ ｢ 人+ で ある こ と に 変 り は ない
｡

適

切 な命令を 機械に 下 し, 事象を総合判断 して 臨機応変の

処置 が 出来 るの も人で あり, 人ほ万能 で ある
｡

こ の 良質

の 人を確保 して 末端 まで 善良管理が 出来得れ ば
, 水の 効

果的利用 に も繋が っ て 来 る｡ しか し, 今や 当地 区農村も

二 種兼業の 集落とな り, 農民とほ, もう
``

虚像
' '

とな っ

て しま っ た 有様 で
, 諸施設の 管理 に つ い て も, わ づ か な

年寄 り以外に ほ 頼れ な い 実情で あ り, 将 来と事故が 心配

で あ る｡
こ の へ ん で

, 新 しい 管理 の シ ス テ ム を確立 出来

ない もの か と 思わ れる｡

主な造成施設に つ い て

(彰 勝瓜頭首工

地区の シ ン ボ ル ほ 勝瓜頭首工 で ある
｡ 取水量, 規模,
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そ して 公共性などか らも地区を代表 し, 農業土木技術の

粋を表徴す る｡ 勝瓜頭首工 の 管理ほ
,

河川法及び 土地改

良法 に よ る管理規程等に 従 っ て行うと と に な っ て い る
｡

河川の 計画高 水流量は6 , 20 0 m
8
/ s

, 河川勾配1/ 4 0 0
, 河床

は 疎交 り砂利, そ して平 水量 は2 0 m
さ
/ s 弱で ある｡

扉の 操作は 油圧駆 動で ある｡ 油圧ほ 動力の 節減 と言わ

れ る利点の 反面, 管理上 で の 問題も少く ない
｡ 油圧配管

の 本数 と稔延長の 増 嵩, 配管 の 錯綜 とその 性格か ら管理

と修理 の 困難性が ある
｡

また
, 経年 に よ る発錆や 腐蝕と

とも に , 特に 露出部分に お い て は配管構造上 か ら電池作

用腐蝕が 発生進行 し, 漏 油の 原 因を 作 り始め て い る
｡ 漏

油ほ 漏電 に 相当す る以上 の 事故 で あり
,

修理が 容易で は

ない
｡ 特に , 転倒 ゲー ト に つ い て ほ

, 取水中は 起立で あ

るか ら, 漏抽ほ 倒伏, すなわ ち取水停止 に 繋が る
｡

か ん

がい 期中に は 重大で ある｡
自 -

ラ
ー ゲ +

トの 場合ほ 影響

ほ 僅少に 食い 止め られる｡ また , 転倒 ゲ ー

ト シ リ ン ダー

の リ ン グや シ ール の 破損も, その 物自体は 些細で あ るが

引き起 こ され る結果は 大きい
｡ 増水期 間中,

こ の 修理は

まづ 不可能で あろ う
｡

無駄 は あ っ て も早 目の 交換や修理

が 必要と思わ れて い る が , 現実 は なか なか 困難で あ る
｡

こ れ らに つ い て 計画や 設計 に は配慮 が望 まれ る と こ ろで

あ る
｡ なお

, 堰体敷高の 河床や 勾配 に 対す る取合せ に 無

理が な い 設計の た め か
, 或 は

, 皮 肉に も, 進 んで い る河

床低下の お 陰で あろ うか
, 転倒 ゲ ー ト に も拘 らず, 砂錬

の 堆積に 悩ま され る 事態 が ほ と ん ど ない こ と は幸せ であ

る
｡

(卦 幹線用水路

施設の 中 で , 用水路の 管理 が も っ と もむづ か しく
, 問

題と苦労が 多い
｡

水の 流れ で あ っ

_
ても河川管理の 様 な路

線で あ っ て も, 鉄 道の 様 な権限, 組織, 予算 の 支 えも乏

しく ,
また

, 法的庇護 や裏打 ち も薄 弱であ る
｡ 近年 当地

域は
, 周辺の 開発 が盛ん でそ の 影響 が さ ま ざまな 型で 用

水路 に 及ん で 来て い る｡ その 激 しい 環境の 中 に あ っ て

10 0 k m に 垂ん とす る､長大な用水路 とそ の 敷地 を健全 に 維

持 し, 善良 に 管理 する こ と は , 至 難 と なり つ つ あ る｡ 頭

首工 の 管理を ｢技 術+ に 誓える ならば, 用水路の それほ

｢ 政治+ で ある か も知れ ない ｡

敷地内の 多目的使用の 件数 も増加 の
一 途 で ある

｡
止む

を得 ない もの が多く , 同意に 壷る もの で ある が ｢ 持 て る

老+ の 譲歩と解放が 民主政治 で あろうか ｡

用水路ほ ぼ とん ど開粟で ある｡ 開渠 の 管理は , 今 日で

ほ ,
い わ ば ゴ ミ との 戦だ｡ 近年 は排水路も改 良され, 逆

に 用水路は ,
ゴ ミ の 投棄や水質 の 悪化 で排水路の 実体に

近づ き つ つ あ り,

一 般の 老 に は
, それ らの 区別が 困難と

思わ れ る現状セあ る｡ それ に しても, 環境 を汚す 日本人

の 心 に は 全く目を覆うもの が ある
｡ 開渠 に は大小 の ゴ ミ

,

想像に 余 る巨大廃 棄物 の 不法投棄が 後を 絶た ない
｡ 水路

管理に 正面か らの み の 対応 で は もう どう に も な らな い
｡

ゴ ミ を 取る の で は なく｢ 避け る+ 時代 に な っ た 様で ある
｡

幹線用水路は 広範 に わ た る上, 関係土地改良区既存の

用水路の 改修が その 大部分を 占め る関係で
, 区域 ごとに

管理 上 の 歴史的な経過や 特別 な事情もあ る
｡ 連合定款に

よ っ て
,

水と ともに 連合 が水路を 管理す る こ と に な っ て

い る が
, 連 合の 組織 と陣容で こ れの 全部を 具体的に 掌握

する 事ほ事 実上 不 可能 で ある｡
した が っ て

, 当局の 指導

に もよ り, 総 括的 な処理 に つ い て ほ 連合で 取扱うもの と

し
,

水と施 設の 具体的 な管理に つ い て は
, 夫 々 関係の 土

地改良区に 分割委託 して い る実態で あ る
｡

つ ま り, 連合

に よ る 直接 管理 ほ ,
い わ ば ｢ 点+ で あ り,

｢線+ の 詳 細ほ

委託 で ある｡

一 部の 水路に つ い て ほ
, 用 ･ 排の 分離水路と して 造成

され , 地域 の 自 治体 と の 間で
, 建設費負担の ア ロ ゲ ー ト

を 行うと と もに
, 排水の 管理 も自治体に 切離され , 用水

の 水質維持 が な され て い る
｡

鬼怒川右岸地区の 幹線用水路 ほ , 地形上, 通過市街地

と の 間に 宿命的な因果関係を 持 ち, 市街地雑排水の 流入

に 関す る諸問題を抱 え, 関係者 の 苦労が 絶え ず, 受益者

の 困惑も深い
｡ 国営事業 の 実施を 機会 に , そ の 根本的解

決を 図る べ ぐ官民 一 体 の 努力が なされた もの と 理解 して

い るが
, 未だ その 改善 は なされ てい な い

｡ 都市計画と の

関連に お い て , 今後 の 解 決課題 とな っ て い る ｡

③ 集中管理施設

水不 足に 悩ま され て い る地 区で あり, 時期別の 水需給

に 即応 した 取水と配 水の 管理 調整 に は
, 公平を 旨と した

技術を 必要と する｡
こ の た め の 情報収集と , 特に

, 渇水

時の 公正な水配分を主眼 と して
,

上洗部主要分水工 と 放

流工 に つ い て 採用され てし丁る集 中管理 で あ る
｡ そ こ で

,

い ざ渇水と 言う場 合, 切 り変え操作 に よ り , その シ ス テ

ム を 駆使 した 分水の 中央制御を 行う こ とが 可能 で ほ ある

が , 実際の 切変 えに 当た っ て ほ , 連合の 民主的管理 運営

上 か ら
,

そ の 時点で 関係土 地改 良区の 合意が 必要と な っ

て 来る
｡

どん な機械 で も, 人間 に 使う気持が 整わ なけれ

ほ 仕方が な い
｡

それ に ほ
, 関連情報 と資料を もと に , 代

表者が テ ー ブ ル に 着き, 相互理解 と互 譲精神の 発揮が 要

求 され る｡ 実ほ, それ が 出来れは事ほ もう解決 した もの

と 同然で ある ｡ あと ほ
, 分水工 の 操作 と計量の み だ

｡

…

…

そ れだ けの 事な らば
, 中央制御 に 依 らな くて もよ い で

は な い か ? と言う こ と に も実際に は な る｡

一 計量に 関 して は, 水田 の み の 用水 で
, しか も末端

の 係数的な情報資 料も不 充分 な状態 で あ るか ら, 精度に

つ い て ほ 寛大に もなれ る｡ また , 時間的緊急性も さほ ど

要求 しない
｡

水量 配分 の 方針さ え決定 出来れ ば, 分水工

ほ 第三 者的な 人力操作 で も, 充分 に 目的 は 逢せ られ る｡

運営上は , 中央 制御 を駆使 しな い で 済む な らば, それ

が 最良 で あ る
｡
伝 家の 宝刀 ほ 抜 か な い 方が よ い

｡

た だ
,

テ レ メ ータ ー と して
, 情報 と 資料 の 収集 の ため
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に は有難い
｡ 特に , 水路の 断面余裕と溢 水事故防止 と言

う
,

い わ ば
, 他の 目的に 効力を 発揮 して く る

｡

お もうに
, 当地区 の 例 に よ る

,
い わ ゆる 合 口事業i･ま

,

個々 の 取水 口 を合併 して 共同取水 口 と し, 併 せ て
,

内部

の 水路系統 も経済的 に
一

新 した
,

い わ ば全体的な 水利の

大改良で ある｡ した が っ て , 水の 面で ほ , その 配 分管理

が全体 的に 徹底 し, 公正 分配が 伴な わ な ければその 意味

が薄れ る
｡ 特 に

, 渇水時 に 然 り で ある
｡

ま た
, 管理 の 面

で は幹線用水路は 矩形の 経済断面で あ り, 分水に よ る断

面 の 漸減方式 であ るか ら, 最大通水時に 取 水と分 水の 均

衡 が不 可欠と な っ て 来 る｡
こ の た め

, 分水工 の 情報 は握

の 徹底,
フ ィ ー ドノ ミ

ッ ク に よる 取水量 の 調整 及び到達時

間の 配慮が 要求 され る
｡
更に, 溢水事故防止の 上 か らも ,

放流工 や 余水吐等 との 組合せ に よ る 水路管理 が必要 とな

っ て 来 る｡ 末端状況の 係数的な は 握と 予測の 問題も残 る

が
, 中央管理 は , それ ら通水量の 上 ･ 下限両端 に

, 最大

限その 趣 旨を活か し, 水利改良の 目的に 沿い た い もの で

ある｡

信号 の 伝達ほ
, 有線方式 で あ り

, 中継所 以降端末子局

を結 ん で
, 幹線用水路 に 沿う専用線地下理由で ある

｡ 本

部か ら中継所 まで ほ 公社線を 利用 して い る
｡

用水路沿線

の 開発 が進む に 従 っ て
, 各所に こ の 有線の ト ラ ブ ル が発

生 し,
シ ス テ ム の 保守に 苦慮する 近年 で ある｡ 我 国情報

通信 の 技術革新が 世界を リ ード し,
ニ

ュ ー メ デ ィ ア 時代

と言わ れ る今 日 で あ る｡ 専用線部を廃1ヒして
, 差 当た り ,

端末の 公社線接続が一案と 考え られて い る｡

④ 除塵機

前記 の よう に , 水路の 管理ほ ゴ ミ と の 観 で ある｡ 自治

体 で ゴ ミ 戦争宣言と 言わ れた 様に
, 今日 で ほ , 将 に 国中

が ゴ ミ の 散乱 で あ る
｡ 水路の 流れ に ほ

,
それ が集積 され

て来 る｡

幹線用水路 に 設置 され た 除塵棟の 管理 は
,

先づ 人の 確

保 が 問題 と なる｡ 晴雨昼夜を 問わ ず,
ゴ ミ ほ 流れ と とも

に や っ て 来 るか らだ ｡

設置 された 地点 の 流速と 流量,
フ リ ーボー ド

, 水路の

高さ, な ど の 関係で ゴ ミ に よる 溢水事故ほ 周辺 の 浸 水に

直結 し被害 を及ぼす｡ 交通量の 多い 道路と の 関係, 一帯

に は ハ ウ ス 栽培が 盛 ん で あ り, 皮肉に もその 最盛期 が最

大通水 の 時期 と合致す る
｡

過去幾度か の 溢 水事故 の 経験

紅 よ り, 大事故を 慮 っ て 諸種の 改造を 行 っ て い る
｡

一

旦
,

機械を 設置す る と , 利害関係等も交錯 して , 位置 の

変更ほ 困難なもの で あ る｡ した が っ て , 計画, 設計 の 段

階 で 地形条件及び 環境等に 配慮 し, 放 流工 域 ほ 余水吐 と

の セ
ッ トに お い て 機種を選 定 し, 事故 防止と適切 な管理

を 図 る こ と が 望ま れ ると こ ろ で ある
｡

8 .-､ 問題 点 と今後の課題

( り 取水 の安 定確保

鬼怒川ほ 年毎に 様 変り を大きく して
,

流水の 潤渇が 深

刻化す る事態と な っ て い る ｡ 地区最上流勝瓜頭首工 地点

で の
,

か ん が い の 重 要な時期 に お け る渇水量ほ
, 年 々 減

少を た ど り, 昨今ほ 遂 に 8 m
8
/ s 内 外 ( 計 画 取 水 量

1 8 . 9 5 m
3
/ s) を記録す る と こ ろ とな っ た ｡ ま た

, 下 流部

も, 近年, 流量の 減 少が著 しく, 補助揚水機場が しば し

ば揚水を 阻害され て お り , 特 に ,
5 2

,
5 3 年の 植付期に お

い て ほ 未曽有の もの と な り, 流量 は ゼ ロ に 等 しく , 将に

河川そ の もの が枯 渇を み る に 至 っ てい る ｡ 土地の 古老も

経験せ ざる ｢ 異状+ で ある｡
こ れ ら原因に つ い て , 関係

機関に よ る 早期の 究明と
, 今後 の 対策指導が 強く 叫ばれ

て い る
｡

一

方 , 鬼怒川右 岸地区に お い て は , 前記の 様に
, 田川

の 澗渇に 対する早 期解決 の 期待 が強く寄せ られて い る｡

( 2) 国営3 堰の , 国営による合 口 的管理

水源地域 の ダム の 問題,
河川管理者 に よ る , 鬼怒川流

水の 利根川と の 直結合併 的な統合 管理問題,
そ して

, 鬼

怒川流量の 他水系 へ の 導 入計画 など
,

水系農業用水の 環

境ほ 益 々 厳 しく な り, 問題 は累積 しつ つ あ る｡
こ れらの

問題に 対応 して, 農業用水を護 り, 取水の 安定を図 るた

め に
, 農業水利団体 の 組織 作り の 必要性が 認識 され ると

こ ろ と な り,
水系 の 土地 改良区全部を網羅 した ｢ 鬼怒川

水系農業水利協議 会+ が結成 された
｡

こ の 協議会の 中心 ほ
, 国営事業 の 3 地区 で あ り

,
上 流

か ら鬼怒川中部の 佐 貫頭首工
, 鬼怒 中央の 岡本頭首工

( 建設中) , そ して 当地区の 勝瓜頭首工 で あ る
｡

こ れ ら国

営 3 堰の シ
ェ ア は85 % 以上 を 占め

, 水 田面積ほ 約2 2
,
0 0 0

血
, 取水量の 合計 ほ85 m

B
/ s に 達す る｡

今後, 岡本頭首工 の 完成 に 伴 い
, 水 の 合理的使用と 配

分調整の た め , ｢ 国営 3 堰 の
, 国営 に よ る合 口 的管理+ が

要求 される と こ ろ で ある｡

( 3 ) 水 利権の 内容変更 と冬期水利権

近年 に お け る水稲早植 の 定着 と機械化 に よ り , か ん が

い 期間 と水使用の 状況が変 動 して , 既得の 水利権 内容と

の 問 に 隔差が 生 じて い る
｡

こ の た め
, 内容を変更 して

,

実態に 即 した 水利権に よ り必要 水量を確保 し
, 水の 安定

を 図 る こ と が 急務 と考 え られ て い る
｡

また , 国営事業実施中協議済み と言わ れ, 未完 とな っ

て い る
, 当地区の 冬期水利権 に つ い て も早 熟 こ 確定す る

こ と が 望まれ て い る｡

( I ) 鬼森川河床 の低下 によるエ 作物 へ の 影響

水の 問題が益々 厳 しく な る と とも に
, 鬼怒川ほ 河床低

‾F の 面 で の 様変 りも大な るもの があ る｡

乱掘と も言われ た 時期 以来,

一

時は 小康を 見せ て い た

砂利採取も, ま た 見 られ る 様に なり,
こ れ ら に 起因する

河床の 変動と 低下 が近年活発化 してい る
｡

勝 瓜頭首工 地点に お ける 河床 の 低下 に も顕著なもの が

見え始め, した が っ て
, 頭首工 下流部ほ 段差の 洗掘に よ
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る蕃 床工 の 損傷 が著 しい
｡ 本体 へ の 波及を考慮 して 止む

を得ず補修を 行 っ て い る が, その 多大 な経費を農民負担

とす る こ とに ほ 限界と 問題 が ある
｡

そもそも合 口 頭首工

は , 河川の 原因か ら建 設され る こ とに なり, ま た , その

規模や 構造な どに つ い て も, 河 川管理上か らの 決定要素

が大 なるもの で あ っ た こ とほ 聞き及ぶ と こ ろ で ある
｡

更

に
, 敷高 と低下河床と の 高低 差が 洪水に よ る 災害 を誘発

し
, また

, その 被害を 大きく する要 田と な る こ とは 明らか

で あ り, 痛憤 に 湛 え ない
｡ 河川管理 者に も, しば しば,

その 補 修負担 と恒久対策 に つ い て 陳情Fこ及ん で い る と こ

ろ で あ る
｡

農業施設に お ける 共通 の 大き な問題 と して
,

組織 に よ る対応が 痛感 され ると と もに
,
関 係当局に も支

援と指導を 望む と こ ろで あ る
｡

また
, 鬼怒川を 横断す る大同泉サ イ ホ ン に つ い ても,

同様 の 問題 に 直面 して い る｡ 清筋変動と低 下に よ り
一 部

が露 出を開始 した もの で ある｡ 幸 に も今回 は , 応急的な

措置に よ り事 なき を得 て い る｡ また , 関係当局の 実啓調

査も或程度行 われ た り して い るが , 今後の 恒久対策を如

何 に す るか憂 慮さ れ ると こ ろ で ある
｡

( 5 ) 施 設の 部分 更新

国営事業の 実施 ほ40 年 代 であ っ たか ら, 主要施設は 完

成後15 年余 を経過 して い るもの が 多い
｡

また , 時代の 技

術革新 と環境の 変化に よ り, 部 分更新 の必 要が 生 じて い

る
｡ 頭首工 の 機械部分, 特 に

,
ゲ ー ト駆動関係 の 更新で

あ る｡ また , 用水路に つ い て は
, 環境条件の 変化 と併せ

て､
一

部 の 暗渠化, 水路敷地 内の 整備及び排水の 分離奪 で

ある
｡

こ の 経費負担 に つ し

_
､ て は

,
その 性格と 原因に よ り

他機関 と の ア ロ ゲ ー トも考え られ る
｡

計画面 に お い て は , 水管理上の 問題と 併せ て
, 放 涜工 ,

余水吐等の 見直 しで ある｡

い づ れに せ よ , 国営 に よ る造成施設の 対策事業と して

の 採択が 望 まれ , 農民負担の 問題 に 対処 した い
｡

( $ ) 管理道路の取 扱い

幹線 用水路 の 敷地 内に ほ , 管理道路が フ ェ ン ス を挟 ん

で平行 して 走 っ て い る
｡ 総延長は 約80 血 に 及ん で い る ｡

関係自治体 の
一

部 に は
,

こ れを 自治体管理 の 道路 と し

て 使用 した い 希望を持 っ て い る が
, 曽 っ て

, 国 との 間で

協議の 結果 条件に 合意 をみ て い な い
｡ 用水路側と して ほ

,

国有財産で ある と とも に , 農民負担を伴 っ た 造成施設の

ィ ー 部で あ るか ら
, 自治体管理 の 道路 とす る こ と に 対 して

は 相応の 条件があ り
, ま た , 開発 その 他 の 悪影響が 水路

に 及ぶ こ と も避けねば ならない
｡

そ の 後, 時代や 価値 感も変化 して い る の で
, 自治体 と

の 間 に 更め て 条件的に 合意可能 と な る ならば
, 管理道路

の 取扱い に つ い て , 地域 社会 との 協議 を 図る べ く対処す

る こ とも盲か で ほ な い と考 えられて い る
｡

( り 受益面積の 修正と諸調整

国営事業を 柱 と して , 地区内の 基盤整備関連事業 は予

定通 り進捗 して
,

計画 され て い た 圃場 整備事業 と その 換

地業務もは ぼ完了 して い る｡ 国営事業の 計画時点に お け

る 受益面 積が こ れ に よ り確定 した もの とな るか ら, 合意

に 従 っ て , 関係土地改良区の 面積の 増 減を修正 し, 水の

配 分計画 と管理 費負担等 の 調整 を 図 り公正を期 した い
｡

ま た , 更新事業 の 計画 と実施, 水利権 の 変更 と更新に も

備 える こ と と した い
｡

1 . む す び

巷間,
農業土木技術者ほ 広く諸般 の 学術 に 通ず る の 質

讃を 博 して い る と こ ろ で ある｡ 今後, その 集 団 ･ 組織が

造成施設 の 維持管理 に 直接携 わ り , その 襖域 と経険を 広

め る な らば, 事業の 計画 と設計に 活きて 反映され , 成果

を よ り大きく,
より完壁なもの と な し 官民双方 に 得る

所大な るもの と 思われ る
｡

ま た , 維持 管理 の 簡域 に 進出

す べ き こ とほ , 造成施設が 大規模 化 高度化 して い る の

み な らず, 全 国的 に も国有施設受益の シ
ェ

ア が増 大 して,

流域 取 水系的規模の 用水調整や 管理 が必 要祝され て釆

て い る今 日, 時代の 要請で もあ ると思わ れる ｡ 国営 管理

或は 県営管理 の 発展 に
, 大 い に 期待 した い ｡

一 方 , 事業 の 実施 ほ
一 時期 であ るが

, 管理は 長く永遠

で ある｡ 事業完成後 の 維持管理 を 中心 に ,
地域の 実情むこ

即 した 内容の 計画樹立 が切 に 望まれ る と こ ろ で ある
｡

事業は , その 基本的性格よ り , 計 画が 官主導塑 に な っ

て来 る
｡

公共的事業 と して
,

それな りの 社会的目 標と施

策 があ る こ と と は 思わ れ るが
,

個別 の 地区 に と っ て
, 区

域を 広げて 大きな計 画を組 まれ るばか りが 良い もの で ほ

ない
｡ 善良管理

,
公 正運営 の 徹底上

, そ の 風土 と土地柄

に 適合 した計 画の 区切 り で あ っ て 然 る べ き と思わ れ る
｡

時代的要請と して
, その ｢ 個別+ を どの 様 に 関連 させ ,

どう統合化,
シ ス テ ム 化する か が農 業土 木の 発 尉 こ繋 が

る課題と 思わ れ る｡
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1 . 地域の概況

濃尾平野ほ , 愛知県の 西 部及び 岐阜県の 南部に 拡 が る

日 本 で も屈指の 大沖積平野で ある
｡

こ の 濃尾平野を 生ん だ 木曽三 川
, 木曽川, 長 良川

,
揖

斐川ほ
, 長野, 岐阜, 愛知,

三 重, 滋賀 の 五 県 に 流域を

もち
,

四 国の 半分以上 に 当る92 0 0 平方 キ ロ メ ー ト ル の 流

域と, 年間約180 億 ト ン の 流 出量 を 有す る我 が国有数の 大

河川 で あ る
｡

こ れ ら三 川は
, 御 敷, 乗鞍 岳等 の 深t_如

こ 源

を 発 し山間部の 幾多の 支川 を 集め て
, 木曽川ほ 犬 山市付

近, 長 良川ほ 岐阜市付近, 揖斐川 ほ 大垣 市 の 北 よ り濃尾

平野に 流れ 込み, 広 大な平 野を貫 流 して 伊 勢湾 に 注い で

い る ｡

肥沃な穀倉地帯と して の 木曽川 下流平地
,

濃尾平野 の

顔発ほ まず水田 開発に 始ま り, 最近 ま で こ の 地域 の 発展

ほ 集業開発が 中心 で あ り, 稲作を主 体と した農業 が展開

されて き た
｡

現在 の 土地利 用の 実態も都市化の 傾向が 強い と早まい え

農業 に 大 きい ウ ェ イ ト が 占め られて い る｡ た だ , 極め て

積極 的な内容 の も の が集 団 して 存在す る反面, 都市化の

影響を強く受 けた消極 的なも の が 多くな っ て い る
｡

一

方 ,
こ の 地域 に 板 を下 した繊維産業 ほ

, 徳川中期以

降に 過 剰労働 力に よ る低賃金 と
,

畑作地帯 に お け る締作

栽培の 進展に 関連 して零細 な家 内工 業 と して 成立 した が

明治中期以降に なり,

一

宮 を中心 に 繊維産業ほ 急速に 成

長し
, 第二 次大 戦後 こ の 地域 の 蔵維産業 は 好況の 中に さ

ら に 飛躍 をと げ る こ と と な っ た
｡

さら に 昭和35 ～ 3 6 年以降ほ
, 伊 勢湾臨海工業 地帯の 急

速 な発展 と関連 して
, 内陸部の 工 業の 発展ほ 目 覚ま しく,

地域 内の 農村地帯 に は 工 場が 増加 し
, 第二 次, 第三 次産

業 の 雇用 の ひ っ ぱく に よ っ て 農業労働力ほ
, それに 吸収

*

東海 義政届濃 尾用水第二 期農業水利事業所
* *

東海農 政局南知多開拓建設 事業所

用水管理 シ ス テ ム

造成 施設の 管理

今後の 課題･ ‥ ‥
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図- 1 地 域 の 概 況

され農業就業人 口が 減少 し
, 農家の 兼業化が 進ん だ

｡

一

方 , 地域 か らの 人 口 の 流 入等 に よ る人 口 の 爆発的増加の

た め
, 従来農村地帯 で あ っ た 木曽川 下流地帯 ほ , 名古屋

を 中核と す る メ ガ ロ ポ リ ス 的な地帯 に 変貌 してき た｡

2 . 農業用 水の 沿革

( り 玖 と用水路

木曽川の 治水の 歴史は
,

言い 替え れは濃 尾平野 の 農業

用水の 歴史で もある
｡

木曽川 ほ 古来, 暴れ 川 で あ り濃尾平 野に 出る と南 西に

向か っ て 幾筋に も分流 (一
一

の 枝,
二 の 枝, 三 の 枝 などと

呼ばれて い た) して い た が
,

1 5 8 6 年 (天 正14 年) の 大洪

水に よ っ て ほぼ現 在の 凍路 と して定 ま り , 秀 吉に よ っ て

河道 全体 に 大規模 な築堤 が行わ れ
,

さらに
, 大阪の 建築

ブ ー ム に 目を つ けた秀吉 ほ, 木曽の 山 々 と木曽川を ひ と

つ に した一元支配 シ ス テ ム を作 り, 木曽の 材木の 川下げ

を 行 っ た こ と で 木曽川 の 名前 が全国 に ス ム ーズ に 通用す

る よ うに な っ た ｡

江戸時代に 入 っ た16 0 8 年 ( 慶長1 3 年) か ら1 6 0 9 年 に か

-

5 6
- 水と土 第57 号 19 8 4

企画部
長方形



写 真】 1 改修 前の 大江川用水

けて
, 木曽川 の 左岸堤防を約5 0 b l に わ た っ て 対岸 の 堤防

より紛 1 m 高く す るとい う大 工事 ( こ れが い わゆ る御国

堤 と言わ れて い る) が行 われ て
, 現在 の 木曽川 の 姿が 定

ま っ て きた｡

こ の よ うに し て 木曽川 の 洪 水か ら守られた 平野 内の 農

業用水ほ , 治水工 事と併 せ て 従来 の 分 托河川かこ 木 曽川 か

ら用水を取り入 れ て 利用する と い う形態に 変わ っ て い っ

た ｡

16 0 9 年 (慶長1 4 年)
_

†こ
一 宮市浅 井町iこ用水 を取 り 入れ

る 水門
.
( 大野臥) が設け られた の に 始 ま り,

16 1 9 年 ( 元

和 5 年) 江南市般若に も臥が作られた ｡ 大野臥はよ りよ

く取水を行うた め
,

1 6 2 8 年 ( 寛永 5 年) に は上 床の 江 南

市宮 田- こ移 され,
以後 こ れ らの 用水を 捨称して

,
宮 田 用

水 の 名 で 呼ばれ る よう に な っ た｡

こ れ らの 用水ほ 現在 に 至 るま で に 多くの 改修等の 変遷

を経た とは い え,
基本的 にlま開発当時の 水路の 形態を 残

して い る｡ 当時 こ の 用 水は 新た に 用 水路 と して 開削さ れ

た もの で ほ なく, 木 削】l の 派川 をつ なぎ,
ま た 当時 ま で

存 在 した
一 部 の 用水路 をつ な ぎ合わ せ て 完成 し た も の

で
, 河川 や 排水路 と兼 用され て い る部分も少なく な か っ

た｡

( 王) 鼻薬用水の 一理

3 5 0 年余の 伝統 を も つ 宮 田用 水ほ . 用水路自体の 成立が

複雑で ある 以 上 に 用水の 配分管理, 用水施設の 練持管】里

も複雑 で あ っ た ｡

一 扱的に 言われ て い る よ うに , 上流 の 水路匠 ほ 十分 に

用水が配分 され る反 面, 下流 で 分･水す る水路 は そ の しわ

よ せ を受けて 水の 配分が慢性 的に 不足 が ち で あ っ た
｡

また . 支線水路や 末端水路 へ の 分水 匠 ほ 水位を 高め る

た め に 各所 で 壕上げが行われ て い た が
,

それ で も末端高

位奇;で は
,

水がか りが 悪い 所 が各所 に 存在 し
.

用水 の 寵

分を め ぐる水争い は い た る とこ ろ で 生 じて い た
｡

また
,

般若用水系統ほ
, 中流部 で ほ 青木川 に い っ た ん

流入 し
,

さ らに 下 流部の 五粂 川に 確 を設 けて 再 び用水路

に 取水す る とい っ た 形態とな っ て い た ｡

こ れ らの 用水の 管理 札 玖 に つ い て は 尾輩藩 の 手 で 行

わ れ て い た が. その 支線劫 井筋 に つ い て
,

は 五 十数人の 臥

守 ( イ リ モ リ) の 手 で
. 各所Fこ香 水制が 敷か れ て か ろう

じて用水配分が行われて きた ｡

( ‡) 用水路改位の 必宇性

宮 田用水ほ . 新た に 用水路と し て 開削 され た の で は な

く, 木曽川の 梶川を つ なぎ
,

ま た 当時ま で 存 在 L た一部

用水 をつ な ぎ合ゎ せ て 完成 した もの で あ り, ま た 下流干

拓地 の 増大や 地域内の 水田 開発の た め, 用水の 需 要が 増

大す る計こ従 っ て 用水路の 延長や 部分的な改修は 繰 り返 し

行わ れて きた が. 抜本的な改修は 遂匠 行ゎれ る こ とが な

か っ た ｡

こ の た め 施設 の 老朽化をこ 加えて 用水の 配水な どサこ諸 々

の 問題が生 じて きた ｡

① 大 審分が専用 の 畏薬用水路 で あ るが. 古い 河遺跡

を利 用 し て い る た め
, 低位部を掟れて い る 地域が多

く, 洪水時 の 排水路を兼ね て い る
｡

また
, 専用排 水

路が少ない た め
, 平時 で も排水路 と な っ て い る｡

(卦 用 水路が低位 部に ある た め
. 分水 ほ 堰上 げに よ っ

て行 われ七い る が
. その 上 流部 の 水 田 は排水不良iこ

な るの み な らず, 洪水時 に ほ こ の 堰上 げ乾 よ る水害

の 危険も少なく な い ｡

③ 分水が 古い 慣行の ま ま行わ れて い た た め, 用水の

配分 の 不 合理 がその ま ま残 っ て い る ｡

④ 用水路が不整 の た め
, 流下能力が不足 し, 下流部

の 用永不足の 原田に な っ て い る｡

こ れらの 結果, 用水, 排水を め ぐ っ て上 流と 下流 の 利

幸ほ 常に 対立 し. 水利 組織の 近代化 を妨げ て きた ｡

( り 用水路と公舎

一

方 ,
こ の 地域 の 毛織物を 中心 とす る紡ま工 業 札 明

治中期以降に なり一宮市, 尾西 市を中心 に 急速 に 発展 し

た ｡ こ の 当時す で に 宮田 用水地域の 各所 で 洗毛 染色排

水 に よ る用水の 汚濁が 問題 に な っ て い た が
, 効果 的な対

策が立 て られな い まま で あ っ た
｡ 戦後,

こ の 地域 の 妨凍

工業 は好況 に よ り更 に 飛尿を 遂げた が, 反面, 用 水の 汚

濁 は 極 め て 輝刻 な問題 とな っ て きた｡

ま た
, 昭和30 年代彼半か ら工 業用水の 多く が

,
地下水

へ の 水源依存 を急速F こ進 め
,

その 当然の 結果と して 全 国

で も有数 の 地盤沈下地帯iこ もな っ て きて い る
｡

さ ら紅 . 最近 で は 都市化の 進展 に よ り住宅団地等が 多

く建 て られて き て い るが
,

こ れらの 都市下水の 大部分は

処理され る 手も無く用水路 へ 統入 さ れ ゴ ミ な どの 投 棄

も甚だ しく な っ て
, 特 に 罪か ん が い 熟 ま悪臭に 満 ち た ド

プ川 と化 して い っ た ｡

丸 用水路 の改修工 事

宮 田用水の 抜 本的 な改修計画は
, 昭和26 年の 木曽川総

合 鼻薬水利計 繭の 発表 か ら新 し い 時代を迎えた ｡

こ の 計画 で ほ 宮田 用水, 木 津用水, 羽 島用水 の 3 用水

ー
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至 敬卑▲

羽 あ用水
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蜜
｡

犬
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良
川
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若

幹
線
ホ

大山東首工

＼
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¢東海農政筒

名古屋

シポ
成一 2 宮 田用水地域 の 概況

東
京

写真 - 2 犬山頭首工

ほ. その 水源 を い ずれも木曽川 に 求め て い た が, 各用水

と も取 入 口付近の 河床低下
. 溌心 変イヒに よ っ て取 水に 著

しく支障をきた して きた こ とか ら,
こ れ

■
らの 三 用水の 合

口 をする ため に 木 曽川 の 犬山地点忙 頭首工 を構築 し, 両

岸 に 導水路を開設する と い う内容で あ っ た｡

しか し
.
3(吟年来 の 永争い で 互 い に 敵祝 して い た 各水利

取合 忙 は
, それ ぞれ の 考 え方もあ

.
り調整 に ほ 時間を要 し

た が
. 折 か ら愛知用水事業 が施行 され る こ と に な り愛知

用水公団法が 成立 した が
, そ の 附帯決議に 下流利水関係

者 の 供護が条件 と な っ て い た た め
, 事業 の 成立が 堆遷 さ

れ る こ とと な っ た ｡

( 1 ) 国営隷属用水兼業水利事業の叛夢

濃 尾用束事案ほ 岐阜県, 愛知県の 12 市6 郡2 3町村 の 水

田2(I
, 4 駿 払及び , 畑1 , 5 7 8 血合計2 2

,
耶 0 血 を受益地 と し

て
,

昭和32 年に 着工 され51 億円余の 事業費をも っ て
, 解

和44 年 3 月 紅完了 した ｡

犬 山頭首工 は 総延長420 m で , 築造地点 の 河床ほ 右岸か

ら左岸書こ向 っ て 徐 々 に 深く な っ て い る た め 構造も現河床

に 合わ せ て 右岸側1(埠江叫王国薄儀と し,
こ れ よ り左岸†こ向

い66 m は 高 さ2 . 5 I n の 可動堰,
g 9 m は 高さ4 . O m■の 可動堰

と し, 魚道
, 舟適 しを設け て

,
さらせこ左岸寄 りお m ほ 土

砂吐 2 門 を設けた ｡

魚道ほ 巾6 ロl の 階段式 魚道 と し
, 舟適 し ほ 同じく巾6

n で開 門式を援 用 して い る
｡

頭 首工 の 平面形状ほ 国定笹部分が 直線で
,

以下左寄 り

を1 叫 m の 半径で湾曲 して お り, 堰 の 上 恥 こをま巾負6 m

の 合成椅の 橋梁が架設 さ れ ラ イ ン 大境 の 名 で 親 し まれ

て い る ｡

宮田 用水路Fこ つ い て ほ , 旧良書用 水を利用 して 開渠 で

西進 し 扶桑町の 山ま私 小淵 , 江 南市 中般若 部落 を酷渠

で とお り, 途 中扶桑 ･ 江 南2 カ所 の 畑か ん に 分水 し
. 中

般若地内 に お い て 木 削l 悌 堤を哉 断 して 既設の 宮田用水

路に 連絡す る地点 まで 改修す る｡ その 水路延 長は 約9 . 飽 m

で あ っ た ｡

( 2 ) 国営隷属用水簾 = 地l 業水利事業の 概要

濃尾用水事業に よ っ て
, 宮田用水の 取 入 口 も犬 山頭 首

工をこ合 口 され たが , 水路の 改修は 地区 内へ の 連絡 水路整

備ま で に 止 どま り地 区内水路 の 改修 は 行われな か っ た ｡

地区内水琴及び その 付帯施設は い づ れも旧魔依 然た る

用排兼 用で
, 嘔上げて 水位を調整 し つ つ 分水す るため 分

水の 不完 全Iこ エ る酸水障害が 相変らずみられた
｡

ま た
.

断片的な 改修 しか 行われ なか っ た た め
, 老朽船こ よ る海

水も進 み
,

さ らに 都市汚 九 工 場排水の 流入等水質汚雨

中こ よる 被害も深刻化 して きた ｡

こ の ようた水質汚染,
農地転用 の 問題ほ , 都市化 の 進

展する 大都市近 郊の 水田 沖凄平野 で 実施す る農業水利事

業に と っ て l 逝 けられな い 事業遂行上 の ネ ッ ク とな っ て

い る ｡ こ の ような地域 で た とえ大衆模 な用水改 良事業を

口
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表- 一 旗尾用水第二 親鳥 業水 利事 業の 概要

受益面積

( b )

昭和5 8

憂慧閻
官 印 導 水 路

新般 若幹線水路

大 江 幹 線 水 路

奥 村 幹 線 水 路

ニ ッ寺支線水路

大 塚 支 線 水 路

合 計

10 4 , 9

1
. 7 2 2 . 4

6 , 4 3 7 . 4

1
.
4 8 7 . 0

1 ,
15 9 . 3

86 0 . 8

……音量…………
1 0 0

83

1 0 0

10 0

7 7

9 0

l 9
･
75 1 ･ 7l 26 ･ 7 l55

I
l O 2l51

･
4 9 3】 9 3

表一之 チ ェ ッ ク ス タ ン ドの 設置状 況

l三; ;芸
付 帯 施 設

㌫司二 市
宮 田 導 水 路

新般若幹線水路

大 江 幹 線 水 路

奥 村 幹 線 水 路

ニ ッ 寺支線水路

大 塚 支 線 水 路

A 計

1( 1)

4( 3)

6( 6)

5( 5)

1( 0)

1( 0)

1( 1)

4 ( 3)

6 ( 6)

4( 4)

1( 0)

1 ( 0)

1 8( 1 5) J 1 7( 1 4)

4 ( 3)

4 ( 4)

4 ( 4)

3( 2)

4 ( 4)

2 ( 2)

1 ( 0)

1 2 (1 1) 1 1 0( 8)

( 狂) ; ( ) 斉きは
, 昭和5 8 年度ま で の 実施箇所数 で あ

る｡

行 っ て も, 低平, 広域 な都市環境 か ら用水の 清浄さ を 良

つ こ とほ 現実的書こ 困難 で あ り. ま た 水位用 の 多目的な変

化 忙 対応する た め 忙 も
, 何か抜 本的た 水路工 法が必 要と

きれて い た
｡

そ こ で , 用水路を 用水汚淘に 対処 する と 同時仁
,

用水

の 分水制御を 圧力系とする 制御 しやす い 形 で 行う た め

に
,

埋設管水路とい う方 式を取 り入れ て 新 た書こ事業を進

め る こ と とな っ た ｡

木地区の 幹線水由も 延 長約 5 如 に 達す る 低圧管水路

で あ り, 受益地の 幹線水路沿い の 地形 勾配 ほ約1/ 2 00 0 で
.

幹線上棟密か ら末端 ま で の 標高差 は1 0 ～ 15 m で ある｡

水路 ほ 国- 3 Fこ 示す通 り, 現況 の 水路敷地 を利用 して

そ の 姫義教 に 排水路 と分離 して 造成 して い く こ と と し

た ｡ 上 流部 は3 . 5 皿 か ら2 . O I n の 正方形 の コ ン ク リー ト ボ

ッ ク ス 肯遊 か らな り
,

下 流部は流量 も少なく なる こ とも

あ り
,

P C 管 下R ‡
-
M 管 ( 申1 8(わ m ノm

～ 2 4 0 0 m / m ) と

い っ た 円形管を使用 して い る｡

事業開始当 院 1 2
,
(X 泊b 余 あ っ た 水田も, そ の 後の 都

市化の 影響 虹 よ り転用が進 み, 計画変更時 に 見直しを 行

い
, 現在,

5 市1 3 町村,
9

,
9 9 0l Ⅶと な っ て い る ｡

用水路の 改修工 事は , 昭和44 年に 着手 して 以来順調 に

進み, 昭和弱 年度末まで に , 鰍 冶% を完了 して きて い る｡

写真- 8 工 事 中の ニ ッ 寺支線水路

(5 8年度 p 且p M 等 ¢1 即O m 皿)

写真- 一 大江幹線水路の チ ユ タ ク ス タ ン ド

また , 幹線水路の 要所 に は, 分水位 を確保す る ため チ

ェ ッ ク ス タ ン ドが 設置され て お り,
チ ェ ッ ク ゲ ー ト の 挽

作に よ っ て 水位 を コ ン ト ロ ール す る こ と と して い る｡

なお ,
チ ェ ッ ク ス タ ン ドの 付帯施設と して 余水吐. 放

水工 及び バ イ ′ ミス が設置 され て い る が
,

こ れ ら は 管体の

強度上の 安全弁 と し て 作用す る ほ か
, 用水管理 を有効か

つ 容易 に す るた め の もの で ある｡ また , 分 水 量 が 仇 1

m
8/ s e c 以上 の 分水工 に つ い て は , 囲に 示 すよ うに 超音

波流量計を据付 けて 分水溌真 の 把軽 を行 っ て い る ｡

分水管理施設ほ情報処理 を含 め た 機器 の 導入Fこ よ る集

中監視制御棒剖 を整 備す べ く, 毎年度水路工 事 に 合わ せ

て 関連 施設の 増設 を 囲 っ て い る
｡

l 用水管理シ ス テ ム

用排分離 された 用水も合理 的に 配分され なければ事業

の 目的 ほ達成され ない ｡

犬 山頭 首工 で 取水された 最大2 6 t 余り の 用水は 宮田 用

水路を経 て 地区 内に 運はれて く る｡
こ こ か ら, 新政薯幹

線水路 に5 , 6 m
8
/ 5 e C

. 大江幹線水路-こ 略 4 m
8
/ s e c

, 奥村

幹線水路i こ4 . さm
8
/ s e c の 用水寵分 が行わ れ , さ らに

, 支

線水路や県営水質障害事業な ど に よ り合 口
,

垂備 され た

水路に 分水する
｡
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表 -

3 遠 方 監 視 制 御 の 諸 元

系 区分l 制 御

直 送 系 ゲ

転

除

】

倒

産

施 設

ト

堰

機

箇所 数l デ ー タ 種 類 l 制 御 種 類 † 備 考

財産

開虔, 水位, 液量

運転

17( 1 5)

1 0( め

2 4( 1 の

29( 1 8)≡墓三……
瀾

l≡

ス ル ース 又 は P -

ラ ゲー ト, 開閉
速 度 0 . 含m / 皿i n

油圧式起立 ゲー ト

ロ
ー ラ ー ゲ ー

ト
,

開閉速度 0 . 3

m / ロ i n

開所時間 約 2 分

( 江)･ : ( ) 書きは
, 昭和粥 年度ま で の 実施箇所数 で あ る｡

写真- 5 中央管理所の グ ラ フ
ィ ッ

ク ′モネ ル と換作卓

こ れらの 用水配分を合理的に 行うた め
, 宮田 用水中央

管理所が
, 本草票に よ り三 幹線水 路の 最上溌部きこ なる江

南市宮 田地 内紅 昭和48 年匠 建設 され た
｡

中央管理所は , 湊尾用水第二 淘事業 で 造成された用水

路 の 集中監視制御シ ス テ ム の 中枢 となる親局 と して
. 遠

方監夜間御装置, 情報 処理 装置.
中央監視嵐 操作卓,

記餐装匠専が 導入され, 地区内に点在す る各子局 の 情報

表- 1 遠方 監為朝御装置 の 概略仕様

区 分 概 略 仕 様

1 . 伝 送 路

伝 送 方 式

伝 送 速 度

誤 り検定方式

制 御 方 式

自営 専用 ケ ー ブ ル

(市 内 ケ ー プ / り 紬 . 9 m / m ア ル ミ テ

ー プ シ ー ル ド付)

低 次呼出 しに よ る サ イ ク リ ッ ク方式

6 00 ビ ヮ りs e c

反転連送風合 と パ リ テ ィ 検定 の 併用

親 局 よ り系統 掛 こ局選択す る系統毎

の 1 : n 方式 の 選択指定諷御方式と

し O N - O F 官 制御｡

ま た
, 親局 か ら集中監視制御す る

現 地 へ の 連絡 ほす べ て 電話可能で あ

る
｡

を監視 L
.

ゲ ー

ト
ノ ミル プを制御する セ ン タ ー

と な っ て

い る ｡

シ ス テ ム 構成 は
,

中央管理所周辺の 取水関係施設 (黒

岩樋門, 余水吐
. 取入樋 門. 新般若 分水工等) を直送系

と して
, 計測, 表示, 制御等の 信号 を 直送方式 (ひ と つ

の 回線 で ひ と つ の データ を 送 る方式) で 伝送 して い る｡

更 に , 幹線用水路の 各水利施設 の 集中監視瀾御ほ
.

柑

ケ 所 の チ
ェ ッ ク ス タ ン ド付近に 子局を設優 し 遠方監視

潮御装置を 置き, 新般若泉 大江泉 奥村系 ご とすこ擁送

方式 ( ひ と つ の 回線 で 多数の デ ータ を送 る方式) で 情報

の 収集伝達を 行 っ て い る｡

また
, 子局か らチ ェ ッ ク ス タ ン ド周辺の 分水工

.
チ ェ

ッ ク ゲ r ゝ
, 放水ノ ミル プ等 の 情報 は直 送方式に て 子鹿甘こ

集 め られ, 更 忙 遠方監視制御装置に よ り親局書こ伝えられ

る｡

こ れ らの 情報の 伝送は す べ て 自営 専用 ケ ー ブ ル をも っ

て 行 っ て い る
｡

なお
. 親局に は情報 処理装 置を導入 し,

日報, 月報記象 異常及び 操作記雇 を行 う と共すこ
,

チ ユ

タ
ク ゲ

ー

ト
,

ノく ル プ等を操作す るた め に 必 要な情報を 過

去 の デ
ー

タ か ら検索す る こ とも可能 で あ る｡

5 . 遠戚旋設の管理

( 1 ) 管 理 捷 制

現 屯 事業 が進捗中 で あ るた め 造成施設 の 管理体御 も

暫定的なもの で あ る
｡

毎年 の 工 事 の 進捗状況Fこ 応 こ
,

事業所と土 地改良区 紅

お い て 背走管理協定を締 結 して
,

こ れに 基 づ い で土地改

良区 の 専任職員が 中央管理 所に お い て , 管理 に 当た っ て

い る ｡

中央管理所に お い て は
, 専任 の 土地改良区職長( 6 名)

に よ っ て , 主 と して 幹線 水路, 支線 水路 の 用水 の 管理,

配水, 監視の 集中管理 が2 4 時間体制( か ん がい 期 間の み)

で 行わ れて い る｡

また , 支線以下の 水路は , 地区毎l こ土地改 良区か ら指
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理 事長 (理事会)

治水委員会

j 阻合点 (受益 者)

犬 山頭首工

事務局長

中央扁 ㌻
+

て議課

/
机樋管理人

及 び分水 ハ ン ドル 責任

者等

園 一 ¢ 用水の 配水管理組織

定された 机樋管理 人 ( い わ ゆ る臥守) や 分水 ロ ハ ン ド ル

責任者 の 手に よ り分水管理が 行わ れて い る｡

なお
, 犬 山頭首工 の 管理 に つ い て ほ

, 愛知, 岐阜両県

に また が る重要 な施設 であ る こ とか ら, 農林水産省が 直

轄 で管理 を行 っ て い る ｡

表- 5 昭和59 年魔の 取水及び 配水計画

監 出
き 4 ･ 37J ! ‡

新般若幹
線
( d / s e c)

4 月 5 日

4 月 6 日 ～

4 月15 日
4 . 37 1 3 . 37 1 1 1 . 0 0

4 月16 日
～

4 月20 日
4 . 3 7 1 2 . 8 7 1 0 . 5 0 1 1 . 0 0

4 月21 日
～

4 月25 日
6 . 8 7 1 4 . 3 7 1 1 . 0 0 i l . 5 0

4 月2 6 日 ～

4 月30 日
8 . 8 7 【 5 . 3 7 1 1 . 5 0 】 2 . 0 0

5 月 1 日 ～

5 月 6 日
1 3 . 8 7 J 9 . 3 7 1 2 . 0 0 I 2 . 5 0

5 月 7 日
～

5 月1 3 日
16 . 87 】 11 , 37 1 2 . 5 0 】 3 . 0 0

5 月14 日
～

5 月24 日
18 . 3 7 1 1 2 . 3 7 1 3 . 0 0 1 3 . 0 0

5 月25 日 ～

5 月31 日
18 . 8 7 】 1 2 . 8 7 1 3 . 0 0 1 3 . 0 0

6 月 1 日 ～

6 月 6 日
26 . 1 2 1 1 6 . 3 7 1 4 . 7 5 1 5 . 0 0

6 月 7 日
～

7 月26 日
24 . 9 9 1 15 . 9 9 1 4 . 5 0 1 4 . 5 0

7 月2 7 日
～

8 月 2 日
21 . 8 7 13 . 8 7 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0

8 月 3 日
～

8 月31 日
24 . 4 9 1 5 . 4 9 1 4 . 50 1 4 . 5 0

月 1 日
～

9 月13 日

月14 日 ～

9 月2 4 日

竺竺⊥竺竺1
_
竺 L 竺竺

16 . 8 7l l O . 3 7l 3 . 0 0 l 3 . 5 0

9 月25 日 ～

9 月30 日
10 . 8 7 1 6 . 3 7 1 2 . 0 0 1 2 . 50

10 月 1 日
～

1 0 月 6 日
4 . 8 7 1 3 . 3 7 1 0 . 5 0 1 1 . 0 0

1 0 月 7 日
′ -

1 0 月1 5 日

( 2 ) 用水量の 決定

用水の 取 水量, 配水量 に つ い て ほ , 現況の 利水形態を

基本 と して, 毎年度毎 に 以下の ような 手順で 決定 して い

る｡

(丑 3 月上 旬に 土地改良区組合員か ら取水要望を開き

土地改 良区事務局で 取水計画表を作成 し, 犬山頭 首

工 管理事務所 へ 提 出す る
｡

② 犬 山頭首工 管理事務所は
,

三 土地改良区 ( 宮田 用

水, 新木津用水, 羽 島用水) 毎の 内容を 検討 して
,

取水計画書 の 案を作成す る
｡

③ 犬 山頭首工 管理事務所ほ
,

三 土地改良区の 合議 に

よ り水利権の 範囲内 に お い て
, 年間の 通水量を期 間

別ケこ決定する ｡

④ ③に 基づ き, 宮田 用水の 幹線別の 年間通水量 を期

間別に 決定す る
｡

( 3 ) チ ェ
t

y クゲ ー トの操作に つ い て

当地区 の 管水路系に お い て ほ
,

地区内の 用水需要量 に

変動 が あれば必らずチ ェ ア
ク ゲ ー ト 操作を 行わ なけれ は

ならず, また
, 低圧管水路で あ るた め

,

一

つ の ゲ ー ト動

作 に よ る影響は 順次上青嵐, 下流 へ と及び
, す べ て の ゲ ー

トを 操作す る必要性が 生 じ, その 操作頻度はか なり高 い

もの と な る｡

当初,
ゲ ー ト

,
バ ル ブの 制御方 法ほ, 開度設定値制御

を考えて お り, 農業 土木試験所 に お い て検討を行 っ た と

こ ろ , 水の 伝播速 度が非常 に 早 い ため , チ ェ ッ ク ゲ
ー

ト

は ほ ぼ同時に 操作 しなければ なら ない と い う結論に 達 し

た
｡

そ こ で 設 定値制御 の 導 入を検討 して きた が
,

①操作量及び 操作タ イ ミ ソ グの 把握 がむ つ か しく, ま

た , その た め の 維 持管理 に 多大 な労力を注がなければ な

らな い
｡

② 農業用水の 実態 に応 じた管理, 土地改良区が管理す

る と い う こ と を勘案 して , 機器構成, 情報処理の 内容及

び制 御方法等 をで きる限 り シ ン プ ル なも の と す ると と
_
も

に , 磯器 の 保守管理費の 軽減を図 る｡

③十数年 間の 暫定管理を経た 結果, 操作員ほ ゲ ー ト ひ

ノヾイ パス

冒 チ
ゲ エ

l ツ

トク

､
一 丸

竺
_L 三竺_L ヱ竺+ ヱ竺

- 62 一
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図- 8 分水 工 (超音波流量計 ～ バ

タ フ ラ イ パ ル プ) 標準囲

と つ ひ と つ の 特性及び ゲ ー

ト の 動 きに 伴 な う水位変動状

況, 適正 な ゲ ート 操作量,
タ イ ミ ン グを修得 し, 実用 に

供 して い る
｡

ま た , こ れ らの 経験 が大雨 などの 異常時に 自伝を も っ

た 対応を 可能と して い る｡

とい っ た こ とに よ り, 当地区に お ける チ
ェ ッ ク ゲ ー ト

,

バ ル ブの 制御は, 中央管理所 に お ける集 中遠方手動 に よ

る O N - O F F 制御 を採 用 して い る
｡

( l ) 余水吐 , バイ パス , 放水 エに つ いて

チ ェ ッ ク ス タ ン ドの 付帯施設 と して
, 余水吐及び バ イ

パ ス が設け られ て い る
｡

こ れ らほ
, 可動部がな く中央管

理 所か らの 制御対象 とな るもの で ほ なく,
バ イ パ ス は無

効放流防止, 余 水吐は 施設 の 安全性の た め に 設置 されて

い るも の で ある｡

また ,
チ

ェ ッ ク ゲ ー

ト の 上流部 に 装置されて い る放水

工 は ,
バ ル ブの 開閉を 中央 管理所 に お い て 制御す る こ と

が 可能で ある｡ こ れ らの 放 水工 は 管体 内の 残水 また は 緊

急時 の 過 大な幹線流量 の 排除が 目的で あ るが, 放水する

排水路の 状況を十分確認 した上 で 制御 しなければな らな

い の で
,

中央管理所 に お い て
,

8 時間前か らの 排水路の

水位 の 変 動が確認 でき る よう に
,

ト レ ン ドグ ラ フ で 表示

されて い る
｡

( 5 ) 分 水エ の バ ル ブ操作に つ いて

幹線 水路に 接続す る支線水路の 始点に ほ , 分水量を コ

ン ト ロ ー ル す るた め に バ タ フ ラ イ バ ル ブが 設置 されて い

る｡
バ ル ブの 全 開, 全 閉に 要す る時間は

,
2 分程度と い

う短時間で操作 を完了させ る こ とが セき る
｡

支線水路系 も幹線 と同様 に管水路で あ るた め
, 所定の

分水量 に 対す る開虔を 計算 で 求め る甘こほ , 分水パ ル プ下

流側 の 管路諸元 が必要 と な る
｡

す なわ ち , 末端の 条件 が

異なる と幹線側 の 水位, 分水量が同 一

で あ っ て もバ ル ブ

開度ほ 異 な っ て く るの で
,

こ の 条件 を加味 した計算 を行

うかこは
, 支線す べ て の 管路条件 が 分水エ バ ル プ の 開虔決

定 の 諸元 と して必要 とな っ て く る
｡

ま た
, 支線 水路も現在, 県営事業等で 施工 途中 で あ る

の で
, 状況 は年 々 変化 して お り, 精度の 高い 水理計 算式

を 用 い て 開度計算を行う こ と ほ 困難で ある ｡

こ の よ うなこ とか ら, 分水工 の バ ル ブ操作に つ い て も

過去 の 記録等 に よ り近似開度を推定 し, 実流量を監 視 し

な がらの 遠方手動に よ る O N - O F F 制 御を 行 っ て い

る ｡

6 . 今後の 課題

濃尾用水第 二 期事業で 造成 され た 施設の 管理 ほ, 現在

土地改良区に よ り暫定的 な管理 が 行わ れて い るが
, 事業

の 完了に 備え
,

水管理 シ ス テ ム の 管理 マ ニ
ュ ア ル を 集大

成す る こ とが 必要 と な っ て い る
｡

その 作成に あた っ て の

留意点 と しては ,

①幹線 水路, 支線水路 に ほ
, 管体か ら直接分水 して い

る直 分水 が 多数 ある｡
こ れらの 直分水は 管水路 の 水

圧 が高い 時 ほ , 約3 倍の 流量が 洗出 して い る とも い

わ れ て い る
｡

また , そ の バ ル ブ操作は , 地元に ま か

され て い るた め
,

自由に 流量を コ ン ト ロ ー ル で き る

状況 で あ る
｡

こ れ ら直分水の 存在ほ
, 用水系全体の 管理 レ ベ ル

の 停 滞に も つ なが り, 公平な配水管理 の 実 現に 影 を

さす こ と に な りか ね ない
｡

②国営事業の 末端等 の 支線 水路の 改修 は, 県営水質障

害事業で 実施 されて い るが
, 更に 末端 整備 の パ イ プ

ラ イ ン 化が すすめ られて い る｡
こ の た め

, 犬 山頭首

工
, 中央管理所 ,

地域 管理所 間の 用 水管理面の 情報

等 の 一元化を図 る必要があ る｡

③本地域の 農家は 大多数が兼業農 家 で あ り
, 農作業 が

休 日に 集中 して い る傾 向が顧著 で ある
｡

こ の た め
,

短時間に 多量の 用水補給 を必要 とす る など, 地域社

会の 構造変化に よ る農作業形 態の 変化 に も対処す る

必要が あ る
｡

とい っ た こ とが ある
｡

最後 に
, 用排分離 された あと の 排水路の 管理 の あり方

に つ い て も, 本地域が 抱えた 問題 と して 解 決を 図 っ て い

か なければな らな い
｡
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【報 文】

ほ じめ に
…

l 事 業の 概要

1 管理計画 ‥ ･

木曽川用水 の 管理計画及 び管理 シ ス テ ム に つ い て

松立

*

*

*

雄

幸

秀

弘

井

本

新

杉

功*

日

4

4

6

6

6

6

1 . は じ め に

木曽川用水事業は
, 昭和5 8 年3 月 に 完成 し, 昭和59 年

度か ら管理 を 開始 した
｡ 本稿で は

, 主と して 濃尾第 二 地

区の 施設 に つ い て
,

こ の 管理 計画及び 管理 シ ス テ ム に つ

い て 紹介す るもの で ある
｡

Ⅰ 事業の 概要

l . 事業の概要

木曽川総合用水事業ほ , 昭和4 1 年に 農林 省が着手 し,

昭和44 年1 2 月 に 公団が こ れを承継 し, 昭和58 年 3 月完成

した も の で , 水源施設 で あ る岩屋 ダ ム ( 昭和5 2 年3 月 完

成) と取水,
′導水, 分水施設で あ る木曽川用水に 分か れ

て施行 された ｡

木 曽川用水事業 で ほ
, 木曽川右岸地区 に お い て , 取 水

工 1 カ所, 幹線導 水路約 9 . 9 k m
, 幹線用水路約34 . 6 k m

,

支線用水路約 65 . 3 k m 及 び補助た め 池 2 カ 所を , 濃尾

第 二 地 区に お い て , 頭首工 1 カ所 , 幹線用 水 路 約3 7 . 6

k m
, 揚水機場 1 カ所, 支線用水路約 149 ､ 5 k m

, 幹線排

水路約 1 . 1 k m 及び支線排水路絢 1 1 . 2 k m の 施設を 建設

した
｡

な お , 濃 尾第二 地区の 支線用水路 は管網方式 と し上 水

道等と 同様上流部に お い て も下味部 に お い て も均等 に 分

水す る こ とを 可能と した
｡

2 . 水 利 計 画

(1) 基本事項

旧取 水施設85 カ 所 を合 口 した 取水施設で あ る木曽川大

塔 と岩屋 ダ ム に よ り , 飛野ノけ及び 木曽川本州 沿岸 に お け

る新規取水を 可能とす るもの で あ り,
そ の 基 本事項 は 次

の と お りで あ る｡

(丑 岩屋 ダ ム は
,

新規利水の 取水を可能と し, あわ せ

て 洪水調 節及 び発電を行う
｡

*

水 資源開発公 団木削 什用水絶食管理所
* *

水資疎開尭公団中郡支社

次

Ⅲ 濃尾第二 地 区の 管理 シ ス テ ム
‥ … ‥ … … … … ･ … ･6 9

お わ りに
…

･ … ‥
‥

… … ‥ ‥ ‥ … … ‥ … ･ = ‥ ‥ … ･ ･ … … 7 3

② 木曽川大堰ほ , 濃尾第 二 地区の 取水の ほ か , 木曽

川に お ける水利用 の 合理 化及び 水資源の 開発をほ か

る水利調整施設 とす る｡

③ 河川自流 の 利用

イ . 既 得利水は, 新鋭利 水に 優先 して 河川自流を 取水

する
｡

ロ . 新 規利水の 取 水条件

白川取水 口 に つ い て ほ , 夏期 ( 5 月か ら 9 月の 間を い

う｡
以下 同 じ) で ほ川辺 ダ ム 地点 に お い て 1 55 m

3
/ s

, 冬

＼ノ
岩屋ダ ム

d
l

n

卜
T

揖

斐 長

川
_
良

川

嘆息

大
浦

○

〇

四

日

市

ー 6 4 -

各務原
0 曽

木

閑

川

0

宮 0 小牧
木曽川大喝

浮島

伊

勢

湾

名 古屋

知

多

半

島

∠)
Q

飛

騨

川

図- 1 木骨川用 水関係位 置図
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岩 屋 貯 水 池

馬 瀬 川

白 川 取 水 施 設

農 水

上 水

工 水

計

岐 阜 娼

7 . 0 0

0 . 5 4

2 . 0 0

9 . 54

･坂 ノ 東

飛

騨

川

弟鳥沼 取 水 施 設

上 麻 生 ダ ム

川 辺 ダ ム

鵜 沼

岐 阜 県 農 水 0 . 6 5

上 水 0 .3 8

岐 阜 県 工 7k

計

3 . 13

3 . 5 1

鵜 沼

犬 山 頭 首 工

馬 飼 取 水 施 設

農 水 (5 .4 4)
5 .

19 木 曽 川

三 重 県
上 7k

工 水

計

1 .0 0

9 , 0 0

(1 5 . 4 4)
1 5 . 1 9

) は単独 最大取 水量

大 堰

兼 山 ダ ム

木

曽

川

今 渡 ダ ム

岐 阜 県

愛 知 県

犬 山

朝 日

朝 日

馬 飼

⊂= =]

名古屋市

計

名古屋市

愛 知 児

馬飼取 水施設

農 水 2 5 , 6 3

上 水 1 . 0 0

エ 水 1 5 .3 0

計 4 1 . 9 3

上 水

上 水

上 7k

上 水

上 水

伊 勢 湾

園- 2 木曾川総合用 水利水計画模式 図

ー 65 丁一

単位: ぜ/ s

匡ヨト ‥ 公団施行施設

巨ヰ≡≡卜
‥ ‥ 公団取水

H:::コ
･ … ‥

河川直接取水

0 .0 5

4
. 7 8

5 .7 0

10 . 48

6 . 1 4

0 . 5 4

馬 飼 取 水 施 設

愛 知 県

農 水 20 . 4 4

上 水

+二水 6 . 3 0

計 2 6 . 7 4
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期 (10 月か ら翌年 4 月 の 間を い う｡
以下同 じ) で ほ 今渡

ダ ム 地点 に お い て 1 0 0 m
与
/ s を こ え る場合に お ける その

超過水量 の 範囲 で 取水す る｡

木曽川 大堰 に つ い て は
, 木曽川大堰地点 で 50 m

8/ s を

こ え る場 合に お けろそ の 超過水量の 範囲で 取水する
｡

ま

た
, 木 曽川沿岸 か ら専用 の 施設 に よ り取水を 行う河川直

接 取水 ( 以下 ｢ 河川直接取水+ とい う｡) ¢も 今渡 ダ ム 上

流 に 存在 する施設 に つ い て は , 夏期今渡 ダ ム 地点に お い

て 2 0 0 m
8/ s

, 冬期同 ダ ム 地点に お い て 10 0 m
8/ s を こ え

る 場合 に お ける その 超過 水量 の 範 囲, 今津 ダ ム 下流に 存

在する 施設に つ い て ほ
, 木 曽川大堰地点 で 50 m

8/ s を こ

え る場 合に お ける その 超過 水量 の 範 囲で 取水す る｡

(2) 県別取水点別供給 水量

表一1

＼こ
白 川
取水 口

公団が取水す るも の

( 単位 m
8
/ s)

木 曽 川 大 堰

岐阜 県 愛知県l 三 重県l 計

計合

農業用水

水道用水

工 業用水

7 . 0 0

0 . 5 4

2 . 00

20 . 4 4

0

6 . 3 0

5 . 1 9

1 . 0 0

9 . 0 0

2 5 . 6 3

1 . 0 0

1 5 . 3 0

3 2 . 6 3

1 . 5 4

17 . 3 0

計 † 9 ･叫 2 6 ･ 7 4【15 ･ 19】4 1 ･ 9 31 51 ･ 4 7

表- 2 河川直接取水

( 単位 m
a
/ s)

㌔
今渡上流Ⅰ 今 渡 下

_
流

岐阜 県 計
合 計

農 業用水

水道用水

工 業用水

0

0 . 0 5

0

0 . 6 5

0 . 3 8

3 . 1 3

‾ 0

5 . 3 2

0

0

1 1 . 8 4

0

0 . 6 5

1 7 . 54

3 . 1 3

0 . 6 5

1 7 . 5 9

3 . 1 3

計 l o ･ 0 5】4 ･ 1 6l 5 ･ 3 21 11 ･ 84l21 ･ 3 2l2 1 ･ 3 7

3 . 施 設 管 理

木曽川用水施設の 施設 管理 ほ, 公団直 轄管理 と関係土

地改良区 ( 連合) 委託管理 に 区分 され る
｡

公 団直轄管理

の 基本的な考 え方 は

① 水利調整施設 で ある こ と

② 農業用水と水道用水な り工 業用水と の 共用施設 で

_ あ る こ と

の 2 点の うち い ずれか に 該当す る施設は, 公団直轄 管理

とす る
｡

こ の うち 水利調整施設は , 合 口 前に 有 して い た

そ の 地区の 水利権 に 対す る補償的な 措置と して
, 新設 す

る木曽川用水の 水路等 で 国営級の もの に つ き, そ の 地区

の 入 口 ま で の 区間を 水利調整施設 と し , 都市用水の 利水

者も その 施設 に 係 る建設費及び 管理 費を 負担する こ と と

して い る
｡

また
, 共用施設 に つ い て は

, 利水者間の 利害

調 整が必要 とす る場合も あり,
か つ 配水を 公平に 行うた

三

重

三

重

司
JF部

農

工

上

割

日
JF部

農

計画

3 . 2 7

9 . 0 0

1
. 0 0

13 . 2 7

計画

1 . 9 2

愛
知

･

三

重

木 曽川 大堰

q
JF部

農

工

ト
+

計

橋

引

川

管

郎

棚

水

木 曽岬

用水路

(1 . 9 9)

愛
知

日

.JF部

農

計画

3 . 9 9

( 3 . 9 9)

計画
2 5 . 6 3

1 5 . 3 0

1 .0 0

4 1 . 9 3

海部幹線

海
部

幹
線
用
水
路

直流

愛

知

愛
知

部 門

工

計

部

農

計画

3 . 7 9

6 . 3 0

10 . 0 9

計画

1 2 . 6 6

(注) 1 . 本 図の 単位 はが/ s e c でありす べ て の 馬飼

取 水地点 に お け る取 水量で ある
｡

2 . ( ) 内は 単独 最大を示す

図- 3 濃尾第 二 地区利水計画模式図

め に 直轄 管理 施設 と して い る｡

一 方 , 農業用 水専用施設 に つ い て は
, 国営及び県営 造

成施設の 委託 管理 の 考 え方 と同様県営級施設に つ い て ほ

公団に は 財産権 の み を残 し, 関係土地改 良区と 委託管理

協定を 締結 し, 土地 改良区管理 と した
｡ 濃尾第 二 地区に

お ける 管理 主体 別施設概要 を表一3 に 示す る
｡

Ⅱ 管 理 計 画

1 . 管 理計画 の 一 般的考 え方

管理計画策定上 必要な こ と ほ
, 開発写れた 水資源 をい

か に 有効に ほ 場ま で 導水するか と い う こ と と導水 された

水を 受益地の 作付状況等 に 合わ せ 的確 な配水 を行うか と

い う こ とに あ る｡ ま た , それと ともに 施 設の 維持及 び修

繕並び に 防災, 利水者の 負担軽減 を考 慮 し作成 しなけれ

ばな らない
｡

水は 生きもの と 同 じ で
,

古よ り ｢ 水は 高きよ り低き に

凍 る+ とい わ れ る ように
,

こ と 配水管理 に つ い て は , 操

作員の 正 確 な判断が なけれは事故, 災害等に 直接 つ な が

る こ と と な る
｡ 従 っ て , 制御機器等を 含め た シ ス テ ム は

人間 が主体的 に 扱う べ きも の で あ る こ と を忘れ て ほ な ら

な い
｡

我 々 が管理計画を樹立す るに 際 し特 に 注意す べ き こ と
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表- 3 管 理 主 体 別 施 設 概 要

最 大 通 水 量 m
さ
/ s

管 理 主 体 施 設一 名
農業叫水道叫工 業用水l 計

設 の 規

水資源開発公団 木 曽 川 大 堰 2 5 . 6 3 1 . 0 0 1 5 . 3 0 4 1 . 9 3 取 水 堰

堰本体

ゲ ー ト

取 水 口

本 体

ゲー ト

静 水 池

本 体

ゲ ー ト

R . C フ ロ ー テ ィ ソ グ型式 延長

735 . 0 3 m ( 可動堰586 . 8 0 m )

調節 ゲ ー ト ( 2 段式) 3 門 . 洪水吐

ゲ ー ト 9 門 . 土 砂吐 ゲ ート( 2 段式)

2 門 . 魚道 ゲ ー ト等付帯施設 ゲ ート

6 門

延長137 . 1 5 皿

制水 ゲ ー ト 3 門 . 非常用 ゲ ー ト 3 門

延長1 2 9 . 3 0 m

流量規制 ゲ ー ト 3 門

海 部 幹 線 水 路 25 . 6 3 1 . 0 0 1 5 . 3 0 4 1 ･ 9 3

L禁裏諾
･

吉諾蒜二震慧至宝謂: 吉報芸墓
所

幹 線 西 用 水 路 1 . 7 9 1 ･ 7 9

1慧至号習許
･ 調 節堰1 カ 所 ･ 分水工 6 カ 所 ･ 放

弥 富 揚 水 機 場 3 . 4 5 1 . 0 0 9 . 0 0 1 3 . 4 5 ポ ン プ

農業用水用¢800ⅠⅧ ×4 0 0 k Ⅵr 2 台 .

¢40 0 皿 l X l O O k w 2 台

都市 用水用 ¢1
,
0 0 0 m m X 3

,
2 0 0 k w

5 台

サ ージ タ ン ク

コ ン ベ ン シ ョ ナ ル 型 ( 農業用水) 1

基 . ワ ン ウ ェ イ 型 (都市用水) 1 基

木 曽 川 水 管 橋1 3 . 4 5 1 . 0 0 9 . 0 0 1 3 . 4 5 本 体

ラ ン ガ
ー 補鋼型式及 び パ イ プ ビーム 型

式 . 農業 用水用 ¢1
,
3 5 0 血m 延長1

,
1 0 1 m

水道用 水及び工 業用水用 ¢1
,
8 0 0Ⅰ測 延長

1
,
1 0 3 m . 減 圧分水施設 1 カ 所

筏川西岸

木 曽 岬 用 水 路

6 . 20 6 . 2 0 延長1 , 3 3 9 皿 . 分 水槽 1 カ 所 . 分水 ロ 2

カ所 . 余水吐1 カ 所, 付帯揚水榛場 1 カ

所

延 長 5
,
26 2 m

. 調節堰 2 カ 所 . 分 水 ロ 8

カ 所, 余水吐1 カ所 . 放水 口 1 カ 所

延 長 1
,
1 7 9 m

1 0 . 1 9

4 . 21

O 1 6 . 3 0筏川東 岸用 水路

筏川西岸用 水路

3 . 89

4 . 21海部土地改 良区

鍋 田 用 水 路l 4 ･ 21 f o 4 . 2 1
延 長 5

,
05 7 m

. 調節堰 1 カ 所 . 分水 ロ

6 カ所

延長 1
,
25 3 m . 分水槽 1 カ所 . 分水 口

3 カ所 . 流量計室 1 カ所
24 路線 総延 長 101

,
1 0 2 m . 揚 水機場

皿 _ _
延長 1 , 8 8 2 m . 分水 ロ 6 カ所

竺_ 吐
支 線 用 水 路ト

ー

荒
し+

_
+

1 . 9 7

3 . 4 5木曽川下 統土地l長 島 用 水 路l 3 ･ 4 5

1 路線 総延長 29 , 2 9 4 m . 揚 水焼場

_ _ _ 虹

2 路線 総延長 19
,
1 0 6 m . 揚 水焼場

1 カ所

路L改 良 区 連 合【支 線 用 水

…岩改

山

芸≡l
支 線 用 水 路

( 注) 表中の 最大通水量は取 水地点 の 取水量 で あらわ す｡
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国一l 濃 尾 第

は
, 制御機芳 の 採用すこ ある

｡ 昨今の め ざま し い 技衡革新

の も とで
. その 採用 忙 あた っ て ほ

, 十分先を見通 した 検

討 が必 要で あり,
こ の こ とが負担軽減 に も つ なが る こ と

と なる の で は ない か と思わ れ る ｡

之. 木曽川用水の 管理計画

(1) 計画 の 基 本事項

木曽川用水 の 管理体系 の 骨子と して は , 目的の 異な る

農業 用水, 水道用水及 び工 業用水 を
一

括取水 し
, 各用途

別需要 に 応 じて 適正 な配水を行 う と ともに
, 岩 屋 ダ ム と

利 水区域 の 広範囲 に わ た る施設を安全, 合理的に 管理 し
,

また . 既得利 水との 関連 もあり, 非常 に 複雑な 要素を持

つ 水管理 を 円滑 に 行う必要が あ る
｡

濃 尾第二 地 区ほ, 農業用水, 水道用水及 び 工 業用水を

合 せ て 最大 41 . 9 3 m
さ/ s を供給す る有数の 多目的用水施

設 で ある｡ 一連 の 施設 の 菅 艶に お い て ほ
,

河川重要工 作

物 で あ る木 削】】大堪, 大揚程を有す る弥富揚水機場, 木

曽川 水管楠及 び こ れ らを 結ぶ 幹線用水路等が 一体 と な

り, 合理的 な管理が なされ ると同時 忙
,

個 々 の 施設に お

い ても最適か つ 安全な管理が な されな ければならな い
｡

特 に 木 曽川本川 に お け る取水操作, 長大な緩勾配水路

に お ける 水位の 確保, 高水頭揚水の 管理等諸 々 の 条件を

[: ≡喜≡コ 能 動 ゲ ー ト

< : > アミ ル ゲ ー ト

(塾 ボ. ン プ 喝

○ 一 分 水 口(手軌

旺 = 二〉 分 水 口 偶 動)

口 金 水 吐

槽

施 設 模 式 図

満足す る 高度 な管理方式を考え る場合, 時間的制 軌 人

的管理の 機 動性を考慮す る と操作 の 自動化 遠隔化を 十

分に 取 り入れ た 中央集 中管理方式 が必要 とな る
｡

(2) 管理 の 組織

木曽川用水管理計画 の 組織と して は
. 給食管理 所と 2

つ の 管理所 を もうけ て い る｡ 濃尾第 二 施設の 管 理 範 国

は , 給 食管理所F こ お い て は木曽川大堰, 海部幹線水路の

始 点か ら市江 詞節堰 ま で の 区間及 び幹線西用水路を, 弥

富管理所 に あ っ て ほ
. 海部幹線水路の うち 始点 か ら市江

ー 6 8 -

写圭一1 木 曽川大塔及 び幹線水路換作竃

水と土 豪57 号 19 8 4
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長方形
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調 節堰 ま での 間 を除く区間, 弥富揚水俵 場, 木 曽川 水管

橋 及び宕釧｢西岸木曽岬用水路並び に 筏川東岸用 水路を,

美濃加茂管理 所 に あ っ て ほ 木曽川右岸施設 を それ ぞれ管

理 す る こ と と し, 表- 3 に 掲げる 農業用水専用施設 に つ

い ては 関係土地改良区に 管理 委託 す る こ と と した
｡

制御関係 に つ い て ほ , 木曽川大堰ほ コ ン ピ ュ ータ 導入

に よ る自動制御, 濃尾第二 施設の 幹 線水路に つ い ては ,

有線 に よ る遠方監視制御, 木曽川右 岸施設 に つ い てほ ,

美濃加茂管理 所か ら無線に よ る遠方 監視制御 と した
｡

(3) 木曽川用水管理 の 特色

木曽川用水は , 濃尾第二 地区の 既 得農 業 用 水 64 . 5 4 3

m
3
/ s を 木曽川大堰に 合 口 して 2 5 . 6 3 m

8
/ s と し, そ こ か

ら生み 出され た 水を 新規農業用水と して 岐阜県 の 美濃加

茂市を 中心 とす る木曽川右 岸地区 の 最 大 取 水 量 7 . 0 0

m
3
/ s の う ち既得を 除く 最大 5 . 4 8 m

8
/ s を , 各務 ヶ 原市

を 含む岐阜中流地区に 最大 0 . 6 5 m
8
/ s を供給す る

｡

水道用水 と して は , 岐阜 県の 木 曽川右岸地 区 に 最 大

0 . 5 4 m
8/ s

, 岐阜 県可 児市 に 最大 0 . 0 5 m
8/ s

, 岐阜 中流埠

区 に 最大 0 . 3 8 m
さ
/ s

, 愛知県の 尾張地方に 最大5 . 3 2 m
a
/ s

,

名古屋市に 最大 11 . 8 4 m
3/ s 及び三 重県 の 北勢地方 に 最

大 1 . 0 0 m
∂/ s を供給す る｡

また
,

工 業用水に つ い て ほ
, 岐阜 県の 木 曽川右岸地区

に 最大 2 . 0 0 m
3
/ s

, 岐阜中流地区に 最 大 3 . 1 3 m
3
/ s

, 愛知

県の 尾張地方及び 名古臣臨海 工業地帯 に 最大 6 . 3 0 m
3
/ s

,

三 重県の 四 日 市市, 鈴鹿市等北伊 勢 地 方 に 最 大 9 . 0 0

m
与
/ s を供給す る｡

こ の うち, 木曽川右 岸地 区及び可 児市水道用水以外の

取水に つ い て は , 木曽川大堰 を操作す る こ とに よ り水が

生み 出 され は じめ て取 水が可能 と な るも の で あ る
｡

濃尾第 二 地区受益地ほ
, そ の～まと ん どが 海抜 O m 地帯

で あ り,
こ の た め 配水操作ほ 分水量及び 分水時間の 正 確

さが 要求さ れ る ｡
こ れ は地 区の は と ん どが , ポ ン プに よ

る強制排水に よ っ て しか排水 がで き ない とい っ た 低平地

帯 で あ るた め
,

ル ーズ な配水 に よ っ て 余水が 生 じた 場合

は すく
"

田 畑等に 被 害が 及び排水の 費用 と
.

して は ね 返 り,

農家負担が 増加する こ と と な る ｡ また , 当地域 内に は 輪

中根性と い われ る よう に 水 に 対す る意識が 根強く,
｢ 開か

ずの 扉+ と い わ れ る排 水路 ゲ ー トが 散在 して い る
｡

こ の

よ うな こ と か ら
, 濃尾第 二 地区の 配水 は

,
2 4 時間均等か

ん が い が 原則に か かわ らず
,

と こ ろ に よ っ て は 夜間を除

く 時間か ん が い を行わ ぎるを 得な い 状況に あ る
｡

ま た , 水路延長 と分 水口 と の 関連 で ほ
, 表- 4 に 示す

ように 愛 知用水で ほ水路 1 k m 当り1 . 3 5 カ 所 , 豊川用水

で は 水路 1k m 当た り1 . 4 7 カ 所 で あ るの に 対 し, 木曽川

用水濃尾第二 地 区の メ イ ン 水路で ある海部幹線水路 で ほ

2 . 29 カ所 に もの ぼ る ｡ 分水 口 の 設置位置 に つ い て は , 愛

知 県の 協 力を得 て位置 を選定 した が , 従来か らの 水使用

表一書 水路 1k m 当た りの 分水 口

用 水 名i 分水 口 数1 水路延長いk m 当た り個所数

愛 知 用 水

豊 川 用 水

木曽川用水

15 2

1 6 4

4 0

1 1 2 . 2

1 1 1 . 7

17 . 5

1 . 3 5

1 . 4 7

2 . 2 9

慣行をあ る程度考慮せ ざる を得ず, 地元 と調整を して ,

こ の ような結果と な っ た
｡

こ の こ と ほ , 地域農民が 低湿

地帯の 水 で 苦労 して きた
一

面 をの ぞか せ て い るも の と思

わ れ る
｡

Ⅲ 濃尾 第二 地区の管 理 シ ス テ ム

濃尾第 二 地区の 管理 シ ス テ ム ほ , 大別 して次 の 3 つ に

分け る こ と が で きる
｡

(む 木曽川大堰

② 幹線水路水位 調節 ゲ ート及 び 分水 ロ ゲ ー ト等

(卦 弥富揚水楼場

こ の う ち木曽川大堰は
, 濃 尾第 二 地 区の 農業用水及び

工 業用水 と して 最大 41 . 9 3 m
8
/ s を取水す るた め 木曽川

本川を14 門の ゲ ー ト に よ り堰上 げ, 取水す るもの で , 集

中制御ほ , 取水堰 ゲ ー

ト1 4 門と取水 口 及 び静水池 ゲ ー ト

6 門を 対象と する
｡

幹線水路は , 海部幹線水路6 カ 所, 筏川東岸用水路 2

カ 所の 合計8 カ所 の 水位調節堰 と, 受益面積が 広い こ と

に 起因す る分水量の 変動に 対処す るた め 約 1 . 0 0 m
3
/ q 以

上 の 主要農業用水及び都市用 水の 分水 口等1 4 カ 所を 集中

制御の 対象と した｡ ま た , 弥富揚水楼場 に お い て は
, 農

業用水用ポ ン プ4 台と都市 用水用 ポ ン プ 4 台を 集中制御

の 対象と した
｡

これ らの 制御 シ ス テ ム の 詳細に つ い て は

次の と お りで ある｡

1 . 木 曽川大堰 の自動制御 シス テ ム

(1) 制御項目等

(丑 取 水堰

取水堰の 制御対 象ゲ ー ト ほ 調節 ゲ ー ト 3 門 , 洪水吐 ゲ

ート 9 門及び土砂吐 ゲ ー ト 2 門の 合計14 門で ある
｡

制御の 方法ほ, 定水位制御, 設定放流制御及び 設定開

度制御の 3 つ の 制御方式が ある｡ 定水位制御は , 2 つ に

分か れ, 取水堰 か らの 下洗放液量が 調節 ゲ ー ト上 段 フ ラ

ッ プ ゲ ー ト ( 以下 ｢ フ ラ ッ プ ゲ ー ト+ とい う
｡) 3 門 で 制

御す る場合と
, 洪水 吐 ゲ ー ト

,
土砂吐 ゲ ー トと 併用 して

制 御する 場合と に な る ｡

設定放流制御 ほ
,

フ ラ ッ プ ゲ ー ト 3 門 で 1 m
8/ s か ら

5 0 m
3/ s を 放流する場合 の 制御方式 で あり , 設定開度制

御ほ , 定水位制御の 補 完的な意味 で の 制御 の 一 方式 で
,

全体の ゲ ー トを 同時に 操作さ せ る場合 に 行わ れ る制御 で

あ る｡

(卦 取水 口 及び 静水池
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木曽川用水総 合管理 所

□ □

静水池

㊥

㊥

㊥

㊥
木曽川

寿急
舟
通
し

洪
水
吐

B

}

報
道

左

岸
舟
通
し

}

雷
洪
水
吐

A

}

糾
…
…
…

㊥

制
水
ゲ

ー
ト

ロ ロ ロ ロ コロ

ロ[l 臼ロ ロロ
ロ ロ ロ n ロロ

非
常
ゲ
l

ト

㊥

規
制

ゲ
ー

ト

図一5 木 曽 川 大 堰 模 式 図

取水 口 及び 静水他の 制御対 象ゲ ー トほ , 制水 ゲ ー ト 3

門 , 流量規制 ゲ ー ト 3 門の 合計 6 門 で あ る｡ 制水 ゲ ー ト

に つ い て ほ
, 静水他の 水位 を一定 に 保 つ 定水位制御 と設

定開度制御に 分かれ, 静水他に ある流量規制 ゲ ー ト に つ

い て ほ
,

設定流量制 御及び 設定閲歴制御 が可能 で あ る｡

取水方法に つ い て は , 制 水ゲ
ー

ト で大枠の 水量を取水

し, 流量規制 ゲ ート で 取水量を測定 し, 調整す る機能を

も っ て い るた め
,

こ の よう な制御方式 と
′
な っ て い る ｡

③ シ ス テ ム 動作

こ こ で は , 取水堰に お ける シ ス テ ム 動作 に つ い て 記述

し, 取水 口 等に つ い て は 省略す る こ と とす る｡

フ ラ ッ プ ゲ ー ト の み で 上 流水位 を制御す る場合は
, 表

- 5 の 第 1 ス テ ッ プか ら第10 ス テ ッ プ で 水位を 許容変動

幅 内に 調節す る
｡

こ の よう な制御方式 を 水位偏差方式 と

い う｡ 現在濃 尾第二 地区で は都市用 水の 需要が 100 % に

表一 5 ス テ ッ プと水位 及び下流放流量

ス テ ッ プ l 上 流 水 位 l 下 流 放 流 量

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

3 . 5 9 m

3 . 6 0

3 . 6 1

3 . 6 2

3 . 6 3

3 . 6 4

3 . 6 5

3 . 6 6

3 . 6 7

3 . 6 8

3 . 6 9

S
′

′
/

∩

`O
mO

5

5

7

1

8

6

5

6

9

3

5

5

6

7

9

0

2

4

6

Q
O

1

1

1

1

1

1

2

達 して い ない こ と か ら, 定水位制 御の 基準水位 を下げ運

転操作を 行 っ て い る
｡

水位 と ス テ･ッ プ
, 下流放流量 の 関

係を 表- 7 に 示す｡ な お
, 第 1 ス テ ッ

プ の み で行う場合

で
,

第 1 ス テ ッ プか ら0 ス テ ッ プ ヘ 移行 した 場合は , 制

御方式が 定水位制御か ら定放流制 御に 移行す る
｡

洪水吐 ゲ ー ト及び 土砂吐 ゲ ート と の 組合わ せ に よ り制

御す る場合ほ
, 表一6 の パ タ

ー

ン に よ り所定 の ベ ー

ス 放

流 を行 い
, 堰上流水位を

一 定に 保 つ
｡ 木曽川 の 出水 に よ

り洪水 が発生 した 場合, 第 1 パ タ ー

ン か ら第 2 パ タ ー ン

へ の 移行 ほ
,

フ ラ ッ プ ゲ ート の ス テ ッ プが第10 ス テ ッ プ

を こ えた場合 とな る
｡

そ して , 洪水吐 ゲ ー ト で 1 0 0 m
8
/ s

を 流す と堰上 流水位が 低下 し, 例えば 第4 ス テ ッ プ に も

どる とす る と
,

フ ラ ッ プ ゲ ー ト は こ の ス テ ッ プか ら順 次

上 の ス テ ッ プ と な り , 第1 0 ス テ ッ プを こ える と 次の ′
くタ

ー

ン に 移行す る
｡

こ の 繰返 しで 第 7 パ タ ーン ま で 移 行

し, 第 7 パ タ ー ン で 第1 0 ス テ ッ プを こ え る場合は全 門全

開､.と な る
｡

洪水 が ピー ク に 達 し減水す る場合の 閉操作制御は
, 開

操作制御 の 逆の 順序 で 行わ れ る こ とと な る｡ た と えば
,

第 7 パ タ ー

ン で 0 ス テ ッ プ に な る と , 該当 ゲ ー ト が 閉 り,

取 水堰 の 上 流水位は 上昇す る
｡

そ して なお 減水に よ り0

ス テ ッ プ に なる と次 の パ タ ーン に 移行 し
, 第 2 パ タ

ー

ン

の 0 ス テ ッ プ で フ ラ ッ プ ゲ ー ト 3 門の み で の 下流放流と

なる
｡

2 . 幹線水路遠方監視制御シ ス テム

次に 濃 尾第 二 地区 の 幹線水路水位調節 ゲ ー ト及び 分水

ロ ゲ ー ト等 の 制御 シ ス テ ム に つ い て 記述する ｡ 幹線 水路

の う ち メ イ ン と なる の は , 海部幹線水路及び 筏川東岸用

水路 で
, 主 と して こ の 2 路線の 水位調節 ゲ ー ト と , 農業

- 70
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凡 例

【≡≡ヨ ゲ
ー

ト(遠方操作) (◎ 流 量 計(遠方表示)

日 バ ル ブ( J/ ) ㊤ ポ ン プ 場
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表- 8 木曽川大喝動作 パ タ ー

ン

動 作 ゲ ー ト

繭 節 上 段 l 洪 水 吐 A 洪水吐 B - 1 洪水吐 B 一Ⅱ l 土 砂 吐 下 段

5 0

5 0 ～ 2 13

50
一

- 21 3

5 0･ ､ 21 3

瓢 ～ 2 1 3

5 0 ～ 21 3

5 0 ～ 21 3

5 0 へ ･ 21 3

ふ
珊

1 ｡ ｡

加

訓

仰

鯛

■

畑

1｡｡

2 ｡｡

別

納

鯛

用 水分水 ロ の 分水 口数比 で 約1 6 % , 分水量 で 典業 用水全

体の 約75 % を 占め る約 1 . 00 m
る/ s 以上の 分水 ロ ゲ ー ト 及

び都 市用水分水 ロ ゲ ー ト並 び に 重宝排水機場の 遠 方制御

を行うこ と で木曽川大堰取水量 の 約83 % が 潮御 で きる 白

これ ら の 遠方謝御 で特筆す べ き事項 と して は
, 弥嘗揚 水

壌場 で の 海水が 急停止 した 場合の 操作制御が 上 げ ら れ

る ｡

弥富揚 水機場 の 最大揚水皇ほ 1 2 . 7 7 8 m
8
/ s で あり,

こ

の 揚水量 が 一 瞬 に して ス ト ッ プ した 場合, 余 水の カ ッ ト

が大間堵とな る｡ こ の 場合の 措置と L で は
, 揚水量 に 見

合う取水量を木曽川大堰取水 口 で 減ず るとともに
,

弥宮

揚水壊場分水 口 より上托iこ あ る4 カ 所 の 水位調節 ゲ ー ト

を操作す る
｡ その 一方 で 弥高調 靡堰の 放 水 口 ゲ ー ト の 操

作- こよ り , 余水を 臨捺す る排永路に 放確しな けれは な ら

ない
｡

こ れ らの 一 連の 操作は, 遠方制御シ ス テ ム を導入

しなければとうて い な しえない ｡

(1) 制御項 目専

制御対象ゲー ト等は , 水位調節 ゲ ー

ト $ カ 所13 門 , 分

水 ロ ゲ ー

ト1 0 カ 所24 門及び重宝排 水機場 ポ ン プ 2 台 で あ

るが
,

こ こ で は ゲ ー ト 関係の 制御項 目 匠 つ い て 述 べ る｡

水位調節 ゲ ー ト の 制 御項目ほ ゲ ー

ト国産 の み で あ る

が,
ゲ ート 上 下流の 水位 も これ 虹 関連す る｡ た だ

, 当地

区の 導水方法 は
, 水位調節 ゲ ー ト上 流水位 ( チ ェ ッ ク 水

写真- 2 十四 山調節堰と遠 方監視制 御用局舎

一

1｡ ｡

畑

2｡ ｡

珊

媚

一

1 ｡ ｡

1｡ ｡

1｡ ｡

珊

鯛

ペ ー ス 放流宜

( ロ
さ/ s)

一

10 0

2 0 ｡

棚

糾

榔

訓

一

位) を主 体と した 管理が行われて お り
,

グ ラ フ ィ ヅ ク パ

ネ ル に は す べ て の 水位詭節 ゲ ー ト の 用度及び ゲ ー ト上 下

流水位 が 表示され て い るも の の
, 流量 は

, 絵合管理 所と

弥留管理所 の 管理分界地点で ある蒲江調節堪下洗放 流量

及び 三重 県の 農業用水
, 都市用水を分水する 弥富揚 水機

場分水 口直下泳忙 設け られた 弥音調節堰下昧放流量の 2

カ所 しか 表示されて い な い
｡

分水 口 ゲ ー ト に つ い て も.
ゲ ー ト開度と ゲ ー ト上 下流

の 水位 で あるが, 当地区 の 分水工 型式の 経 とん どが
. 定

水魚塾 で あり, 超音波また は 電磁液量計の 設置きれ た 分

水工 は 2 カ 所 の み で ある
｡

定水頭塾 分水工 の 分水操作方

法 ほ. 前面 ゲ ー トの 田鹿を必要流量開度と し
, 後面 ゲ }

ト開度 を ゲ ー ト上下流 の 水位差が 6 c m iこ なる よう行う

もの で あ る｡

(2) 操作方法

グ ラ フ ィ ッ ク バ ネ ′レ 虹 常時表示 され て い る 項 目ほ , ゲ

ー ト閲度,
ゲ ー ト上下洗の 水位及び 調節堪 下流放液量並

び- こ分水量 で
,

調節堰下流放流査 及び 分水量 書こ つ い て

ほ
,

ゲ
ー

ト開虔 と上下溌の 水位差 に よ り C P U で 計算 し

た 雅量が表示されて い る｡ 操作卓紅 お け る裳示 ほ
, 振作

しよう とす る子局の 選 択 ス イ ッ チ を 押す こ と†こよ っ て 表

示 され る｡ 親局 で 選択 ス イ ッ チ が 押され る と選択信号 を

子局 に 送 り. 子局紅 お い て T M . T C 尊宅置が 正常 で あれ

は選択確認信号が 親局に 返送さ れ る｡ こ れ に よ り操作部

御が 可能 となり, 当該項 目の ス イ ッ チ を押す こ と に よ り

操作が な され る こ と に なる-｡

‡. 弥音浄水 桝

(1) 施設の 洗車

こ の 施設は , 三 重県長 島地区の 農業用水と し て 最 大

3 . 27 8 m
3/ 5 , 三重 県の 都市用水と して 9 . 5 00 m

8/ s ( 水道

用水 0 . 9 5 0 m
3/ s , 工 業用水 臥 5 5 0 m

8/ s) を揚水す る もの

で , 農業用 水 用ポ ン プ の 型 式ほ横軸流親巻型式 で
. 大形

ポ ン プ 2 台の 口径 ほ吸込側, 吐 出側とも≠8 00 m
, 小形ポ

ン プ2 台の 口径むよ吸込側 如 00 Ⅶ
, 吐 出側≠詭0 皿 で あ る｡

劫京皇 及び揚程 は , 大形 ポ ン プ ほ 81 n
a/ m i n 〉く 2 1 血 , + ヽ

水と土 葬57 号 198 4

企画部
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写寛一3 弥富揚 水操墳

形 ポ ン プ は 24 m
8/ m i n x 1 6 m とな っ て い る ｡

都市用水用 ポ ン プ 5 台 ( うち 1 台ほ 予備) の 塑式 ほ横

軸 流絢巻型式 で 口 径 は . 吸込側1
, 00 0 ⅠⅧ

. 吐出側6 00 叫

揚 水量 及び揚程 は 1 4 4 m
8/ m i l l X 9 4 m とな っ て い る｡

(2) ポ ソ プ運転操作制御

① 農業用 水用

農業 用水用ポ ン プ は , サ
ー

ジ タ ン ク の 建水位謝御及び

定流量制 御の 2 方式 があり
,

付帯約 な制御 と L て
, 木曽

川水管橋末端部 に 負圧 を生 じな い よう圧力御御を 行 っ て

い る
｡

運転操作は
, 自動運転操作と手動運転操作の 二 道 りの

方法がある が
,

自動運転操作の 場合 に お い て 札 揚水量

を セ ッ ト する こ と に よ り起動振作
, 洗量制御弁の 田鹿決

定, 回転数,
吐 出弁 閑度制御及 び運転台数の 選択が自動

的 に 行わ れ揚水さ れ る｡ 手動換作 は
,

こ れらを換作負の

判断 に よ り行うもの で ある｡

② 都市用水用ポ ン プ

都 市用 水用 ポ ン プは , 定 流量制御 及び 回転数制御 の 2

方式 とな っ て お り. 農業 用水用と同様に 手動及び 日動運

転操作が 可能 で あ る
｡

自 動運転操作 で は , 揚水量を セ ッ トす る こ とに よ り台

数選択. 起動操作が 行わ れ る｡
こ の 場合, 飛車水槽水位

も自動的 に 組込 まれ行わ れ る｡ 定流量制御 で は , 流量計

の 読 みを フ ー ドノ ミ
ヅ ク させ 回 転数, 台数等を 自動的に 制

御 して 揚水景 を一定せこ す る もの で あ る
｡

また
,

回転数 制

御 ほ , ポ ン プ 4 台の う ち 2 台 ま で ほ 可能で あり,
フ ル 運

転 の 台数 と組合わ せ て 揚水を 行うもの で あ る｡

お ぁ り に

管理業務 を開始 して か ら絢 1 年間 と期間 は 短し - が
, 施

設操作状 況は 良好 で ある
｡

とい うの ほ
, 木 削11 大堰が 木

曽川本川 の 最下流部 に 位 置す る こ と, 主要 な上 流 ダ ム 及

び 剛】l の デ
ー タ を入手 して い る の で 木 削Il の 流況を か な

り把痙 で きる こ とか ら . 施設操作 の 予測が 図れ る こ と,

ま た
, 取水

,
導水 及 び 分水 に つ い て は , 土地改良区を は

じめ と する ニ ーザ ー か らの 配水 中 し込み ほ- 配水計画を

樹て
,

こ れに 基づ き行われ て い る こ と等 に よ るも の と思

わ れ る｡

今後, 計画的な機 雷更新等 が必要 と なろ うが
.

こ の こ

と に つ い て は . 枚会を得て 紹介す るこ とと した い ｡

* 農業 土木事業 調 査設計 *

※ 農業開発事案に関する調査 ･ 計画 ･ 設計並び に施工管理

海外開発事業に対する農業土木技術の コ ン サ ル ティ ン グ

業務､

一

般土木事業の調査 ･ 計画 ･ 設計業務

農業集落排水の新規計画 ･ 設計 ･ 実施

禁裏日本農業土木コンサルタンツ
代 表取締役社長 岡 本 勇

常 務 取 締 役 西 岡 ･ 公

本 社 東京都港区新鹿 5 丁目3 4 番 4 号 鼻糞土 木会館4 階
T E L O 3 (43 4) 3 8 3 1 ～ 3

仙 台事叛所 仙 台 市 本 町 2 丁 目 9 番 1 2 号 藤 ビル 2 階
T E L 02 2 2 (¢3) 7 5 g 5 ～ 6

札犠連絡所 札 幌 市 酉 区 手 稲 金 山 3 3 - 1 0 0

T E L O l l (¢糾) 0 5 8 1
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【報 文】

香川用水 の 管理 現況に つ い て

日 次
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… ･ ･ ･ … 7 4

2 . 管理の 基本方針
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2 - 1 適正 な水管理 ‥ … ･ ‥ ‥
‥ … ‥ …

7 4

2 - 2 水利 の 合理化 … ･ ･ ･ … ‥ … ‥
･ ･

7 4

2 - 3 既存水源 との 調整 … … ･ ‥ ‥ … 7 4

2 - 4 配 水管理 の 合理化
･ ‥ … … ･ ‥ ･ ･7 5

2 - 5 水 の 有効利用 … ‥ ‥ ‥ ･ ‥ ･ ‥ ‥ 7 5

は じ め に

香jt一県は , 内海特有 の 温暖 な気侯 と平坦な地形が
, 農

業経営に適 して い る ため , 県総面積 に 対す る耕地率ほ
,

2 5 . 9 % と 全国平均 の13 . 6 % を大 きく上 回 っ て い る ｡ しか

しなが ら 一

方 で は
, 年間降雨量 が1 , 1 0 0 Ⅲ m 程度 と少く, ま

た
, 地勢的条件 か らは 有力な河川 を持 た ない ため に , 水

田面積の 大半を タ メ 池か ん が い に 依存 して お り ,
宿命的

な水不 足 に 悩 まされて きた
｡

こ の ように 県内の 乏 しい 水

源 に 対応す る 多様化す る昨今の 水対策 と して吉野 川総合

開発事業 の もと, 早 明浦 ダ ム に 水源を求め , 吉野川か ら

の 安定 した導 水を目的と した ｢ 香川用水+ が 実現 した の

であ る｡

香川用水ほ
, 農 水の み では なく上 丸 工 水を も供給す

る多目 的用水で あり
, 県内の 山間部 と 島し ょ 部を除くほ

と ん ど全域 が その 恩 恵を受けて い る
｡

昭和50 年 4 月か ら

の 新 しい 用水導入を契模 に
, 既存水源 との 調整, 水利用

の 方向づ けに よ り限られ た水 の 有効利用 と適正 な配水が

なされて お り, 近代的な 広域利 水の ケ ー ス と して
,

水不

足の 解消は もち ろ ん の こ と生活環境 の 整備 などの 面 で も

着 々 と実効をみ る に 至 っ て い る ｡

本稿 で は 共用水路区間に つ い て
, 管理 開始後 の 実蔽を

踏 ま えた 水管理 の 実態と , 管理 上 の 問題点を 紹介す るも

の で ある｡

1 . 事業の 概要

香 川用 水事業 は, 吉野川水系 に お け る水資源利用の 高

度化を 目 ざす吉 野川総合 開発計画 の 一 環 と して 施行され

た
｡ 事業の 中核と なる 早明清 ダム に 水源を依存 し,

こ の

ダ ム に よ り新た に 生み 出され る 年間8 億6 , 3 0 0 万 ト ン の

事
水 資海 開発公団香 川用水管理所

島 村 陸 昭
*

2
-

6 管理 組織･ … ･ … … ･ ･ ･ ･ ‥ … = … ‥ … ‥ ‥
… …

･7 5

3 . 管理施設 … ‥ ‥ ‥ … ‥ ‥ … ･ … ･7 5

4 . 水管理の 状況
= ‥ … ‥ ･ … ‥ … ･ ‥ … ‥ ‥ 7 5

4 - 1 取水 ･ 導水管理 … ‥ = ‥ 7 5

4 - 2 配水管理 ･ … ･ ･ ‥ … て6

4 - 3 水管理制御 シ ス テ ム
･ … ･ … … 8 1

5 . 管理上 の 問題点
…

･
･ ･ = 8 1

お わ り に ‥ ‥ ‥
‥ … 8 4

水資源の うち , 香川県の 農水, 上 水, 工 水 ? た め に 紛30

% に 相当す る年間2 億4
, 7 0 0 万 ト ン を導 水 し, 供給す るも

の で あ る
｡

2 . 管 理の基本方針

2 - 1 適正 な水管理

香川用水の 計画取水量は , 吉野川か らの 流域変更 で あ

る と い う事業 の 発足経緯軒こ よ り ,
必要最少限度で 計 画さ

れ て お り , その た め 厳正 な取水管理が要求 される
｡

一 方,

導水後 に つ い て も, 用永の 配分を め ぐ る ト ラ ブ/ レが 生 じ

ない よ う
, 公平 な配水管理が 必要 で あ る｡ 特 に 農水に つ

い て ほ , 共 用水路 区間, 農水専用水路区間を合せ た水路

延 長が 106 k m に も及び
, 約3 . 1 万 ヘ ク タ

ー ル の 広大な

農地を 対象に177 ケ 所 の 分 水工 が あるた め, 適正 な配水と

同時に 合理 的な水管理が 要求 され る
｡

2 - 2 水利 の合理化

農水の 配分水量 ほ , 配 水地域 ご とに 年間配水量を設定

して 行う｡
こ の ｢ 配水 地域+ と は , ① 分水地点①配水径

路⑥水利転換@ その 他関連事 業の 計 画な どに よ り分 けら

れて い るもの で , 分水工 か ら配 水され る地域 に お い て

は
, 水利掛 ( 川掛,

池掛な ど) の 如何を 問わ ず同 一 配水

地域 内の 分水工 に つ い て 内部調整 (重 点分水こ内数分水)

を 効果的 に 行う
｡

2 - 3 既存水源 との調 整

図- 2 は , 香川用水の 期別導水計画図 で ある が
,

こ の

うち補給 水と して 計画 され る農水の 使用計画ほ ,
｢ 香川用

水 の 水 を優先 して 使用 し
,

ピーク 時の 調整ほ 既存 水源 で

まか な う+ と して い る
｡ す なわ ち, 図一2 の ような 形で

時期 的な取 水量を 定 め て おき, 各配水地域に つ い て は常

に こ の ′
く タ ー ン に 比例 して 配水す る こ と と して い る

｡
各

配水地域 で ほ , こ の 配分 され た水量 を優先的に 使用 ( も

一
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図一1 香 川 用 水 事 業 概 要 図

しくほ 貯留) し
,

ピ ー ク 時の 水需要は 既存水源 で調 節す

る
｡

こ の た め
,

分水工 操作な ど配水管理 は非常 に 単純 ,

省力化 され る こ とと なる
｡

2 - 4 配水管理の 合理化

香川用 水の 水管理 に つ い て ほ
,

共用水路区間,
農水専

用水路区間の
一

元管理が 合理的 で あるが
, 現行法制 度の

もと で は 問題 が 残 り実施面 で
, 困難が あ っ た た め

, 共用

水路区間は 水資源開発公 団が行 い
, 農水専用水路区間は

香川用水土地改良区が管理す る こ と と な っ た
｡

しか しなが ら, 水管理 の 一 貫性 を ほか るた め 共用水路

区間の 主要管理 機能 を公 団管理所 に 集 中 し, 香川用水土

地改良区 ( 高松市内, 中央管理所) に 対 して は, 共用 水

路区間の 必要な情報を 転送する などの 協 力を行 い , 実質

上 の 一 元管理 を行 っ て い る
｡

2 - 5 水の有効利 用

上工 用水の 分水工 は
, 幹線水路に 沿 っ て 4 ケ 所 あ る

が
, 通水断面 に 余裕が あ ると きに 限 り 4 ケ所 間の 相互 利

用を ほ か っ て い る ｡ さら に , 共用水路区間に お ける 余剰

水 (調整水) ほ , 原則と して バ イ パ ス を 利用 した 流下に

よ っ て府 中ダ ム (綾川) に 貯水す るか , また は 予備貯水

†
い 苅)

/ 8

鼠一之 顆別導 水計 画

池と して 指定 され て い る既設の 農業用 タ メ 他 に 放涜 し
,

有 効利 用を はか っ て い る ｡

2 一¢ 管 理 組 織

取水管理 上 の 協 議及び 配水量 の 調整 などほ
,

図- 3 の

組織に 基づ い て行う｡

3 . 管 理 施 設

香川用水 の 水路延長は 約 106 k m で ある が, 公 団の 管

理範 掛 ま
,

公団営事業 と して 施行 した 導水 ト ン ネ ル を含

む共用水路区間の 約 47 k m で ある
｡

た だ し東 西分水工

(延長12 5 m ) は
, 国営農業水利事業と香川県都市用水事

業 の 共 用施設 で ある が
,

一

貫 した 水管理の 必要か ら施設

操作 に つ い て 公団が 受託管理 して い る
｡

共 用水路 区間に おけ る主要施設の 内容は
, 表- 1 の と

お り で ある｡

l . 水管理 の 状況

l
- 1 取水 ･ 導水管理

香川用水施設の うち, 最重要施設 で ある取水工 は
, 水

利使用上 , 種 々 の 条件 が課 せ られ て い るた め
,

施設及び

装置の 面 で 特別の 配慮が な され て い る｡

池田 ダ ム ( 公団, 池田 捻合管理所) に お い て 管理 され

る取水工 前面 の 貯水池水位は
, 洪水時満水位 E L ･ 9 0 ･ 7 0

常時満 水位 E L . 8 臥1 0 低水位 E L ･ 釘 . 50 で 最大変 動水位

ほ, 3 . 2 m であ る
｡

取 水工 設備 は, 流入 部前面 よ り フ ロ ー テ ィ
ソ グ ス ク リ

ー ン
,

バ ー

ス グ リー ソ
, 魚額迷 入防止を 併用 した ト ラ ベ

- 7 5 一 水と土 第57 号 19 8 4
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四国地建吉 野川 ダム

統合管理事務所

水 資源開発公団
管 理 部

水公団
吉野川 開発局

水 公団
香川 用水管理 所

水 公用
地 田総合管理所

農業 用水
管 理 者

都 市用水
管 理 者

香川用水 管理

運営協議会

香川 胆農林 部土地改良課

香 川 用 水 土 地 改 良

香 川 県 水 道 局

香川県営水道管理 事務所

西部 浄水 場

中部浄水場

綾川i争水場

東部浄 水場

図- 3 香 川 用 水 管 理 組 織

表- 1 管 理 主 要 施 設

関係 市町 ､

関係改良区

水資源開 発公団

中国四国農政 局

四国通商産業局

川 児

香 川 用 水 土 地

改 良 区

学 識

水路総延長 46
,
7 6 8 m

区 分 施 設 内 容 備 考

1 . 取 水 工 開渠, 管路工 よ りな り 2 連で ある
｡ 延長64 m

, 取水量最大 15 . 飢/ s

2 . 導 水 幹 線 ト ン ネ ル 76 7 3 m (標準馬蹄形 2 R = 3 . 70 m ) , 暗渠3 28 m (標準馬蹄形2 R = 3 . 5 0

m ) , 水路橋37 m ( フ レ ーム 型4 , 7 0 m x 乙 6 0 m ) , 延長803 8 皿
,

Q = 1 5 . 8 t/ s

3 . 東西分水工 開渠 タ イ プの 取付工
, 静水池, 分水工

, 管路工 よ りな り, 延長12 0 n
, 東部幹

線 Q = 1 4 . 3 t/ s
, 西部幹線 Q = 1 . 5 t/ s

共用施設

4 . 東 部 幹 線 ト ン ネ ル 15
,
8 5 6 m ( 標準馬蹄 形2 R = 3 . 5 m ～ 2 . 6 m ) , 暗渠1

,
3 0 8 m ( 標準馬蹄

形 2 R = 3 . 5 m ～ 2 . 6 m ) ,
サ イ ホ ン 8

,
3 4 9 m ( 円形 2 R = 3 . 5 m ～ 2 . 4 m

, 函形

2
, 8 5 0 ～ 2 . 5 0 × 2 . 5 0) ,

フ ル
ー ム 6

,
4 0 9 m ( 幅4 . 2 0 × 高3 . 6 0 ～ 頓3 . 2 0 × 高2 . 7 5) ,

舗装開水路2
,
2 8 0 m ( 下幅1 . 8 0 m

,
上 幅8 . 5 5 m ～ 高2 . 2 5 m ～ 下幅1 . 5 5 m

,
上幅

7 . 25 m
, 高1 . 9 m ) ,

チ ェ ッ ク3 7 0 m ll ケ 所 , 水路橋98 m l ケ 所 , 延長3 4
,
6 7 0 皿

,

計 画流量 Q = 1 4 . 3 t ～ 6 . 6 t/ s

5 . 高 瀬 支 線 ト ン ネ ル1 , 1 2 8 m ( 円形 2 R = 1 3 . 5 0
, 標準馬蹄形 2 R = 1 . 8 0 m ) ,

サ イ ホ ン2
,
7 0 0 m

( 円形 内径1 . 5 0 m
,

1 . 3 5 m ) ,
チ ェ ッ ク4 8 m

, 延長3 . 8 7 6 m
, 計画流量Q = 2 . 5 t/ s

リ ン グ ス ク リ ー ン ( ク リ ソ プネ ッ ト網 目@ 10 m 血×1 0 m m)

を 設けて い る
｡ 減勢部ほ

, 非 常用 ゲ ー ト 2 門を設け
, 後

面 に は 安定取水を行うた め の 下流 水位調整 ゲ ー

ト ( ア ビ

オ ゲ ー ト2 5 0/ 50 0 型) 2 門を設けて い る｡ 次 の 流量調節部

は
, 電磁流量計 と ノ ミ タ フ ラ イ バ ル ブ と の 組合せ に よ る自

動定流量機構を組み 込ん だ 少1
, 8 0 0 の 管水路2 門を設け て

い る
｡

取水管理 は平 常時の 場合,
ア ビ オ ゲ ー

ト に よ り静水池

水位を E L . 8 7 . 0 8 4 に 保ち , 後面 の 流量詞節部 に お い て

ほ 自動定流量制 御と して い る
｡

それ に 対 し洪水時 には
,

ゴ
､
ミ 流入 が 著 しい た め , 横側 に お け る手動操作 に よ り取

水 して い る｡

管理 開始以降, 取 水量 は計 画量 内で ほ あるが
, 年 ご と

に 着実 に 伸 び て お り
,

5 9 年 1 月現在, 導水累計量は 既 に

11 億 ト ン 余 にも達 して い る｡

ヰー2 配 水 管 理

( り 幹線水路の 流況把捉

共用 水路 区間 47k m に 9 地点1 1 基の 幹線流量計 ( 超

音波流量計) を約 8 k m 間隔 に 配置 し
, 測定 した 流量

ほ, テ レ メ

_
一夕 装置 に よ っ て 管理所 内総合表示盤及び C

R T デ ィ
ス プ レ イ に デ ジ タ ル 表示 し記録 して い る

｡

幹線流量監視
, 記録 に つ い て は

,
水管理 の 主要監視項
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画一1 香川用水取水 工断面図

目 の 一 つ で ある が
, 単に 幹線流量 の 把握の み で なく水の

適正 配分上, 次の よう な利点を 挙げ る こ とが で き る｡

① 香Jtl 用水ほ , 農水
,

上 工 水 の 共用水路で あ るた め

管理 運営面で の 公平 な配 水が 必要 で あるが , その 指標と

して
, 予め設定され る予定通水量 と実通水量の 差量判定

ができ る｡

① 鼻水の 場合, 0 . 3 m
3
/ s 以上の 分水工 をす べ て 監視

対 象と して い る が
,
0 . 3 m

a
/ s 以下の 分水工 を 含め た 分水

量把握 と して 幹線流量計相互の 通水量の 差をも っ て , 適

正な分水が 行わ れて い るか どうか
, 判定す る こ と がで き

る
｡

( 2 ) チ ェ ッ クの流量調整

水路調整構造物の 一つ で ある チ ェ ッ ク シ ス テ ム は
,

水

路の 有機的管理の 要 と して , 現在の 水路管理 に お い て は

常識化 して い ると こ ろ で ある
｡

香川用 水に お い て も, 放

余水工 などを含め た 水路棟能の 中で , こ の チ
ェ ッ ク シ ス

テ ム を採用 して お り, 分水工 か らの 安定 した 水供 給と同

時 に
,

一 貫 した 液量調整 など配水管理の 上 で その 機 能を

最大限に 発揮 して い る｡

香川用水の チ ェ ッ ク シ ス テ ム は , 手動チ ェ ッ ク ( M a-

済
針

ノ
も
帖

餅じ仇｢

ノ

Flo w

300 R

250 0

㌢J1

三ト

奇
兵

周一5 手動 チ ェ ッ ク の 標準的構造

n u al c b e c k ) 6 基 自動 チ ェ ッ
ク ( A u t o m a ti c c b e c k ) 7

基の 計13 基 を幹･ ･ 支線 に 配備 して い る
｡

手動チ ェ ッ ク ほ設計水 路断面 が変化す る地点 で
,

しか

も流量を任 意に 調整す る 地点 に 設け て い る｡

一

方
_

, 自動

チ メ ッ ク は 淀畢調整の 必 要がなく, 水位 の 保持の み を必

要とす る地点 に 設けて い る
｡

(彰 手動チ ェ ッ ク ゲ ー

ト の 操作

① 手動 チ ェ ッ ク の 標準 的構造 ほ, 図一5 の よう に バ イ

′ ミス 水路を持 つ チ
ェ ッ ク で あり,

メ イ ン ゲ ー ト に は 電動

ラ ジア ル ゲ ー ト を設備 して お り ,
バ イ パ ス ほ ク レ ス ト越

流式 で ある
｡

こ の バ イ パ ス 設置は
,

上流 で 生 じた 余剰水を 流下 させ

て有効 利水の 増大 をは か ると同時に
, 取水量の 変 更も し

く は 上 流で の 配水量 の 変更 に 伴 なう通水増量 に 対 して
,

チ ェ ッ ク水位 の 上昇を 抑 える目的を 持 っ て い る｡ しか し

なが ら現況 ほ
, 配水計画を 厳密に 行 っ て い る た め , チ ェ

ッ ク間ほ も ち ろん , 水路全体の 水収支ほ常 に 均衡 が保た

れ て お り, 余剰水は 非常 に 少量な もの と な っ でい る｡

①期別導水計画 に 基づ く手動チ ェ ッ ク ゲ
ー

ト の 操 作

は, 非 か ん が い 期 の Q m i n
= 5 . O m

8
/ s か ら , か ん が い 期

の Q m a x = 1 5 . 8 m
丑
/ s ま で の 間に 6 回 の 増量 ･ 減量操作

をく り返す こ と と な る ｡
つ ま り計画どお りの 取水 ･ 配水

が 可能 な らば
, 年間を通 じて チ

ェ ッ ク ゲー ト の 操作 は,

6 回で 済 むこ とに な るわ けで あ る
｡

しか しな が ら 現 況

は , 降雨 に 伴う鼻水の 自主的減量及び 分水操作時 などの

幹線流量が大きく 変動す る際もチ ェ ッ ク ゲ
ー

ト の 操作を

行 っ て お り , 操作回 数は 年間10 回程度 とな っ て い る
｡

な

お チ ェ ッ ク の 水位ほ
, 増減量を伴う配 水操作 を半句 サ イ

ク ル と して い る関係か ら,
バ イ パ ス 設計越流水深 の 約

1/ 2 ぐ1 0 c m ～ 15 c In ) と して い る
｡

⑥ ゲ ー ト開度 と通過液量の 関係は, 水路 の 形状及 び流

出の 形態に よ っ て 変化す るが , 実 態ほ, 通過流量 に 関係

なく括り流出 とな っ て い る もの が あり
,

また 通過流 出に

伴 っ て 自由掩出か ら潜 り洗出に な る な ど非常 に 複雑 なも

の と な っ て い る
｡
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園一丁 自動 チ ェ ッ クの 標準的構造

一 応基礎式 と して ほ
, 0 =

r 〃エ 盾 で 表わ され る

が, なか なか 実態 と合致 しな い
｡

こ の 原 因ほ ,
チ ェ ッ ク

通過 量が メ イ ン 水 路と
,

バ イ パ ス 水路 の 通過量 の 合計値

で あ り
,

チ ェ ッ ク ゲ
ー

ト前面 に 設置す る自動除塵放と,

その 塵芥状況に よ りバ イ パ ス 通過量が大きく変動す る こ

と, チ ェ ッ ク 通過 量の 変化 に伴 うチ ェ ッ ク ゲ ー トの 流量

係数が 変化す る こ と な どが考 えられ る｡
こ の た め, 増減

量操作 の 際 の 実測値 をも と に , それぞれの チ ェ ッ ク の み

に 適 用する単純 な Q ･ H 関係式を得て お り
,

こ れに よ っ

て ゲ ー ト操作 の 目安 と して い る｡

② 自動 チ ェ ッ ク ゲ ー トの 操作

自動チ ェ ッ ク の 標準 的構造 は
, 囲 - 7 の ようなバ イ パ

ス 水路を持 つ チ ェ ッ ク で あり
,

メ イ ン ゲ ー ト には , 上淀

水位自動制御の ア ミ ル ゲ ー ト
.
を設置 し,

/
ミイ パ ス ゲ ー ト

に ほ , 手動 ラ ジア ル ゲ ー ト を設 置 して い る
｡

設計の 主旨は , あ る期間を 通 じて変 動 しない 流量 を基

定流量 Q c と し , 変動す る量を変 動流量 Q d と して
,

設

定流量 Q o を 次式 で 表わ す こ と で あ る
｡

設定流量 Q o
= 基定流量 Q c ＋変動流量 Q d

した が っ て
,

こ の チ ェ ッ クは
,

無変化の Q c に 相当す

るバ イ パ ス 水路と
,

Q d を通 水可能 とす る ア ミ ル ゲ ー ト

を も つ メ イ ン 水路か ら構成 され て い る｡

自動チ ェ ッ ク に お け るバ イ パ ス ゲ ー

ト の 操作ほ, 表-

2 に 基づ い て 行 っ て い る ｡
バ イ パ ス ゲ ー ト の 操作 は取水

変更時の ほ か , 分水量の 大きな配水変更時も 行 っ て お

り, 操作回数ほ 手動チ ェ ッ ク ゲ ー トの 操作に較 べ て や や

多くな っ て い る
｡

③ 配水時の チ ェ ッ ク操作

取 水量 の 変更時及 び配水時 などは , 操作 に 先立 っ て 表

一 3 の 配 水業務予定表 を作成 し,
こ の 予定表に 基づ い て

｢
ヒ流 チ ェ ッ ク よ り順次操作を行 っ て い る

｡
予定表 中,

チ

ェ ッ ク名‾F 欄の 数値は
, 流量変更後の 通過 流量 と チ ェ ッ

ク ゲー ト の 操作開始時刻を示 して い る
｡

なお 操作 に 当 っ

て は ,
チ ェ ッ ク水位を 下回 らな い よ う, 流量変動量ほ ,

1 0 分間 当り 1 . O m
8

を 目途に 行 っ て い る ｡

( き) 用水系統別の 水利調整

農水 の 場合, 全受益地域を約50 の ブ ロ
ッ ク に 分け られ

て お り,

一

つ の 分水工 か ら配水 され る地域 に つ い て は
,

水利掛 り の 如何を問わ ず同 一 配水地域 と して 取扱い
,

ま

た 水利 の 状況 に よ っ て ほ
,

同 一 配水地域 内に 2 ケ 所以上

の 分水工 を設け て, 内部調整 がで き る よう配 慮 し て い

る?

分水工 別の 配水量は
,

上 工 水を 含め 翌年度の 取水予定

量と して 利永者側 で 積 上げ, 集約 され るも の で あ る｡ 例
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表一2 自動 チ ェ ッ ク ･ バ イ パ ス 管理 液量

チ ェ ッーク名i 設 計 断 面I Q A M A XON Q B m l n Q B W DQ DQ

1

2

3

4

5

6

岩‾瀬 C ll

岡 田 C b

大 林 C h

山 田 C b

鵜 生地 C h

古 川 C h

5

5

0

5

6

丘
U

1

9

9

7

6

ご
U

l 5

0

0

5

0

0

9

5

4

7

1

0

7

7

6

5

5

5

5

0

0

5

0

5

5

0

6

7

5

3

3

2

2

1

1

2

5

5

5

5

8

6
･
2

2

3

3

5

▲

4

3

3

2

2

2

5

0

爪

U

O

2

5

1

2

7

2

4

4

1

9

0
0

7

6

6

1 5

ハ
U

O

O

2

5

0
0

9

4

7

9

9

只
U

6

6

5

4

4

1

2

3

4

5

6

注

々
牽

Q A M A X

Q B m l n

Q B W

Q D

Q D
′

d Q

凡 例

チ ェ
‥ッ ク名

通 過 量

子 宝 時 刻

( ) 内 は操作前の 流菜

身

㊨

西部幹線

点耳 1 ,! 0 0

( 1
,
0(〉0)

計画通水時 A 叫I L ゲ ー ト の 通水負担容量

計画通水時バ イ パ ス の 通水 負担容量 ′

バ イ パ ス を 全開 してし
.

､ て
,

C ･ W ･ S を 維持 で き る最少液量

A M I L ゲ
ー

ト単独 で も
,

通水可能な流量

バ イ パ ス を 全開 して も良い と考 えられ る通水量

Q D
′

に 対す る余裕 Q D - 』Q = Q D
′

表- 3 配 永 菓 務 予 定 表

東 部 ' 幹 線

⑥

③

②

①

d Q

2 . 3

2 . 3

2 . 3

1 . 5

1 . 5

1 . 5

⑤ ⑥ ⑦
大 林

(参 ⑨ ⑲ ⑪
舌 3 ,7 7 9

⑲農

(じ , l
l鳩) ( 5 .

3 0 9)

分水量一覧表

(8 , 3 9 2)

(8
,
3 9 2)

(1 0 , 5 2 ヰ〉

区間 分 水 工 銘 品 景

(彰

財 ロト ヒ 5 .

長 即 26
,

西 部 幹 線 】
.
00 0-1

,
l 00

小 言l l , 1 3 1

②

本 権

1L の Ii】

豊 田 弓也

中 尾

神 田 大地 10 .

長 池 1 4 .

神 田 10
.

神 田 川 1 t】
.

高潮支 線 l
.
0 5 l

小 計 l ,
1 0 1

③
岩 瀬 戦

′ト i汁

④

南 山 5 ,

高 嶺 1 5 .

肺 1 0 9 .

金 倉川 4〔伯 .

中部上 工 ホ .1 8 2

丸亀幹雄 690 ,

宝僅寺幹線 62 0
,

+ ､ 計 2
,
0 2 1

(9

羽 飼 8
,

室
_

寵

打 息 姐 6 0
.

草 野幹線 80
,

→ 1 5 5

(5 ,
0 6 3) t s

,
0 2 2) ( 4

,
8 3 2) ( i , 7】7) ( 3 . 33 1 ) ( 3 . 1 7 1 )

えほ香川用水土 地改良区 で 集約 される 農水の 場合 は, 1 7 0

ケ 所 の 分水工 別 に そ の 配水地域の 形態 ( 自然流下ま た は

揚水等) , 関連事業 の 実施状況, 水利調整の 進展状況など

を もと に
, 永 軋 横国地別の 配水可能面積と 水量が 把握

され , さ らに幹支線別 に 調整 されて 取水量ほ , 取水開始

2 ケ月前 ま で に 申 し込 まれ る
｡

( り 農水の 配水操作

共 用水路 区間 に おけ る分水工 別配水操作及び 農水専用

水路区間 へ の 引継 ぎほ
, 年間の 取水計画の 中 で

, 月 ほ じ

め 及び 半句 ごと に香川用 水土地改 良区か ら提 出され る微

調整量と もい う べ き水量 に した が っ て
, 配水予定表 ( 表

- 3 ) を 作成 し行 っ て い る ｡ なお分水 工 の 操作範囲 は
,

分水槽に 接続す る第2 ゲ ー ト ま で と して い る
｡

高 瀬 支 線

区間 分 71り 二名 流 量

⑭

滞 池

玉 l¶ 17 ,

向 芥 3ユ .

▲
卜 北 谷

二 宮 66
,

内 部
_

1二丁 ホ . 2 3 5

農 専 700 ,

言】 l
,
0 5 1

取 水 量

＼ 流 量( 吋 /
′

s )

農 水 9 , 3 S O

二[ 水 0 . 1 7 4

】 ホ 2 , 0 0 0

言】 ll
.
5 2ヰ

( 5 ) _ 上工 水の配 水操作

上 工 水とも に 配水す る上 で 時期別の 変動が 少 な い た

め, 分 水工 ゲ ー ト ほ
, 配水予定量 に 削 ぎ対応 した 開度 に

セ
_ツ 卜 し, 浄水場内の 着 水井 ゲ ー ト の 操作 に よ っ て 予定

量内の 配水を 行 っ て い る
｡

( 8 ) 高瀬支線の 非かんがい期配 水操作

東部幹線神田 チ ェ ッ クか ら分岐 する 高瀬 支線ほ
,

県 内

西部域 へ の か ん が い 及び 水道用水を担 っ て おり, 構造的

に は 計画流量 Q = 2 . 2 3 m
8
/ s の ク ロ ーズード棟構 の 管水路

で あ る｡

制御検 敵手, 末端低位部の 二 宮チ ェ ッ ク に 設置する 下

流水位調整 ゲ ー ト ( ア ビ オ ゲ ー ト1 8 0/ 2 5 0 塑) に 持た せ て

い る が
,

こ の ゲ ー

ト は完全 止水 が不可能 であ るた め ,
ゲ

ー 80 - 水と土 第57 号 1 9 8 4

企画部
長方形



ー トリ ー フ を改 良 して もなお 1201/ s
～ 1 5 01/ s の 漏水量

ほ避 けられ ない
｡

一

方非か ん が い 期 など に は
,

二 宮チ ェ

ッ ク か らの 分水量 ほ, 漏 水量を下回 る こ とが あ る｡ その

た め , 少量分水時 に お い ても安全か う
, 安定 した 配水管

理 を 可能 とす る 図一9 の ようなバ イ パ ス を 設け, しか も

バ イ パ ス 末端部 に は サ ブ ウ ー ジ ドデ ィ
ス ク バ ル ブを 使用

して , Q = 0 ～ 0 . 3 m
3/ s を ス ム

ー ズ に 調節で き る よう対

策 してい る
｡

なお 高瀬 支線 の 有効 水頭ほ b e = 6 . 5 m
, 平均勾配は Ⅰ

= 1/ 6 0 0 で ある
｡

また
, 高瀬支線は

一

連の 管路な が ら 工

種 的に は ト ン ネ ル 及び サ イ ホ ン か らな っ て お り,
中で も

ト ン ネ ル 部分ほ , 平常の 場合, 自然流下断面で あ るが
,

ク ロ ーズ ド機構で あるた め 流量調節に 伴い 圧力 ト ン ネ ル

とな る ｡ 末端 二 宮チ
ェ ッ ク に お い て ほ , 非 常用バ ル ブ に

ょ る閉塞時 に 0 . 4 k g/ c m
2 の 静水圧が働く こ と に なり,

その 対策 と して
,

ト ン ネ ル 末端に は ス タ ン ド バ イ プ ¢

800 の 空気孔を 設けて い る｡

( 丁) 渇水時の配 水管理

香川用水など新規利水の 水源 は, 早 明浦 ダム で開発 さ

れ る水で あ るが
,

昨今の よ うな 水需要 の 増大も さ る こ と

な が ら吉野川上流域 の 異常渇水 の た め, 取水制限等を 余

儀 なく され て い る
｡

こ の ような 渇水時に お ける 水利使 用の 調整 の た め , 四

国地方建設局が 中心 と な っ て ｢ 吉野川 水系 水利用連絡協

議会+ が 設けられて お り, 昭和52 年 夏期の 異常渇水 を皮

切 り に 調整等の 解決が ほ か られ て い る｡ 昭和58 年夏期 の

渇水もその 事例の
一

つ で , 香川用水に 対す る規制第 2 段

階の 取水削減率ほ . 4 0 % と厳 しい も の で あ っ た
｡

しか し

な が ら県の 渇水対 策室に お い て利水者 間の 水調整が なさ

れ た た め , 取水削減 は あ っ た も の の
, 配水管理は ト ラ ブ

ル もなく実施す る こ とが で きた ｡

4 - 3 水管理制御シス テム

( り 採 用 経 緯

香川用水ほ
,

① 香川用水の 導入を契俵に 既存水源との 調整
, 有効

利用を確立す る

① 農水, 上水, 工 水を 供給する 多目的水路で ある

④ 水源 を全面的 に 早 明浦 ダ ム の 開発水に 依存 する

な ど の 特性 をも っ て お り , こ の ような 広範囲に わ た る水

路施設 で は, 取水, 配水等水管理を単 一 組織で均 質的に

行う必要が あ る
｡

また 水管理 に お い て は
, 近年の 管理 費の 中に 占め る人

件費 の ア ッ プ等を 考慮 し, 省力化の 上か らも時代に 即応

す る必要が あり, 共用水路区間の 水管理‾に 対 して テ レ メ

ータ 等, 電気的手段に よ る集中管理 シ ス テ ム を採用 した

もの で ある｡

( 2) 制御 と情報処理

香川 用水 の 管理上
, 特 に 操作頻度の 多い 取水工 は 連続

的 に情報 を収集 し
,

か つ 任意に 遠方制御 して い る｡ ま た

東西 分水工 を始め
, 綾川,

二 宮チ ェ ッ ク 及び上 工 水分水

工 は 5 分毎 に デ ー タ 収集を行い
, 必要に 応 じて 遠 方制 御

を行 っ て い る ｡ なお デ ー タ 収集後は
, 管理上 の 重要度 に

よ り , 表示 また は 記録 して い る｡

こ の よう な管理を行うた め
, 取水工 か ら池田総合 管理

所 及び香川用水管理所か ら大麻山中継所 の 区間に ほ 多重

回線 を, その 他の 区間 に は 復信回線を使 用 して
, 管理所

へ 情報を伝送 して い る
｡

な お , 管理 所と巡 視等 現地と の

連絡は
, 携帯無線 また は 車載 無線に よ り常 時連絡可能 と

して い る｡

( 3 ) 監 視 ･ 制 御項目

香川用水集中管理 シ ス テ ム に お ける監視制御項 目ほ
,

表- 4 の と お りで ある
｡

な お 管理制 御 レ ベ ル の 決定 に 当

っ て は
, 重要度 , 使用頻度等, 水の 利用形態 と施設の 枚

能 に 重点を置い て 検討 さ れて い る
｡

例えば, 農水分水量

の 監視対象の 場合, 0 . 3 m
8/ s 以上を対象 と し , 把握率は

8 8 % と して い る
｡( 農水専用水路区間に おけ る 監 視 対 象

は , 0 . 1 m
8
/ s 以 上 把捉率は 幻 % で あ る｡) 表- 4 の 計

測表示量の うち , 瞬疇流量に ほ17 ケ 所 の 鼻 水の 分水量表

示 を含ん で い る｡

5 . 管理 上の問題点

( l ) 取水エ の ゴミ対策

(彰 ゴ ミ の 流入 実態

完全と もい え る三 段階 の 取水工 除塵設備(図一4 参照)

を設 置 した に もか かわ らず, 管理発足当初は 吉野川の 出

水 ごと に 大量 の 粗大 ゴ ミ の 流入 が あり,
そ の た め 搬出等

ゴ ミ 処理 の 上 で 問題 が あ っ た が, 前面の フ ロ
ー テ ィ ン グ

ス ク リー ン の 改 良を行う など対策を 講 じた た め ,

一 応の

実効 をみ る こ とができた
｡

しか しながら, 昨今 で ほ 出水

ご と に , 粘 質土 が付着 した 落葉, 藁類等, 細い ゴ ミ の 流

入 が 日立 っ てお り, 設備末端の ト ラ ベ リ ソ グ ス ク リ ー ン

の タ リ ン プ ネ ッ ト に 付着 して 取水量を 阻害す る と 同 時

に, 急激 な水位差を 生 じて ス ク リ ー

ン の フ レー ム が 変形

す る など取水管理 の 上で 新た な問題を 生 じて い る｡

② 対策経緯

対策 と して は 次の よ うな 改良が考 え られ, 可能 なも の

か ら順次, 実施 して い る と こ ろ で ある｡

(⊃ ス ク リ ー

ン の 網枠 フ レ ーム 等, 部材 の 補強

① ス ク リ
ー

ン の 過負荷対策と して , 受電容量 を ア ッ

プ ( 5 1 k w か ら 75k w ) し , 2 門の 同時運転 とす る｡

㊥ ス ク リ
ー

ン の 設計上の 許容水位 差 70 c m を考慮

し, 水位差が 50 c m に 達 した 後ほ , 取水量 を減量 して対

応す る｡

⑭ バ ー

ス ク リ ー

ソ 前面軒こ ク リ ソ プネ ッ ト と 同サ イ ズ

の 補助ネ ッ ト を設備 し, 併用す る｡

( 2 ) 水路の周 辺開発 に対 する問題
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義一1 遠 方 監 視 制 御 項 目

量御制場 所 l 計 測 表 示 量 ‡ 状 態 表 示 量

2

1

1

2

1停

ブ

定

換

卜轟
削

バ

流

榛

非

予

7計

機側制御 中 ( 手動自動)

バ ル ブ運転, 故障

非 常 ゲ ー ト 閉

電源商用, 予備

予 備 電 源 故 障

除 塵境遇転, 故障

直 流 電 源 異 常

02計

2

1

2

1

1

2

1

2

1

1
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場 所 i 計 測 表 示 量 1 状 態 表 示 量 量御制

土 器 川 瞬 時 流 量 2

2計

水 位 警 報

除 塵 機 故 障

電 源 商 用 断

直 流 電 源 異 常
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1
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6計

3

1

1

5計

報

斬

常

㌶
撒

水

電

直

川 量

度

量

位

流

開卜

時

一

瞬

ゲ

雨

水

7計

水 位 警 報
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予 備 電 源 故 障

直 流 電 源 異 常

除 塵 機 故 障

3

2
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2

1

1

1

(

X
Ul計

ゲ

2計

富 ノ= 瞬 時 流 量

2計

3

1

1

5計

報

断

常

㌶
脚

水

電

直

川 量

度
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開卜

水

時

一

瞬

ゲ

池

8計

1

4

2

1

1
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障

常

…

諾
倣

脚

機

ゲ

電

予

直

ゲ

l計

池 池
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水 位 1

計 1

電 源 商 用 断

直 溌 電 源 異 常

l

1
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府 池 水 位 1

計 1

電 源 商 用 斬

直 流 電 源 異 常

l

1

2計

合 計】 6 6 12 2 1 7

香川用水ほ
, 関 連す る農 業 基 盤 の 整 備 などと相 ま っ

て
, 地域開発の 重要な

一 翼 を担 っ て い る こ とほ , 今 さ ら

述 べ る まで もない
｡ 水供給かこ平行 して進展す る開発自体

は
,

よろ こ ば しい こ と で ある が
,
｢県 民の い の ち+ とも い

え る香川用水の 施設機 能が周辺 の 開発行為 に よ っ て 損傷

を 受け ると なる と , 憂 慮す べ きこ とで あり, 何らか の 規

制措置が 必要とな っ てく･ る
｡

その 事例の 一

つ と して
, 開水路 の 専用 パ ー ム に 隣接 し

た 住宅化の 恐れ が あげられ る
｡ も っ とも香川 用 水 の 場

合 ,
4 m 幅の 専 用パ ー

ム を
一 般通行用道路 と した 経絡が

あ り, その 経緯 を楯 に 専用パ ー

ム に 沿 っ た 宅地造成等の

強い 申 し入れ が ある が , 仮り に こ の 要望 どお りに 住宅化

した場合 ほ
,

専用パ ー

ム ほ 生活道路 と して 使用 され, 配

達等 の 駐車, 果て は , 用水の 水質悪化な どを誘 発 し, 水

管理 に 重大 な支障を及ぼ す こ とが 懸念され る｡

こ の た め , 対応と して ほ , 水路左右の 専用パ ー

ム は 開

水 路の 安定性を保持す るた め の
一 体構造物で あ り

, 管理

用 の 専用道路 と して 確保す べ きで あ る旨を関係検閲に 強
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写真- 2 山 田開水路と 専用/ ミ ー

ム

く働き か けて い る｡ また
一 方 , 広報耗等 を 利用 して 一般

局知を 行 っ て い る ｡

( 3 ) 水路維持補修時の 永確保

管理発足以降 9 年を経過す るが, その 間, 断水を 余儀

なくす る よ うな事故もなく, 年計画に 基 づく 水管理 を行

っ て きた が. 近 い 将来
,

水路 サ イ ホ ン の 排泥 済 締 ま た

は, 閲水路な ど補修の た め の 断水が予測さ れ る｡ 香川 用

水ほ
, 補給水 の た て まえ か ら調整池を持た ない こ と で 計

画され て きた 経緯は あ る れ 補給水 の 中で も特に 香川用

水 へ の 依存度が 高く . しか も幹線水路 に 直結 して い る 水

道用水の 場合は , 水路の 維持管理‖上 特 に 利水調整池の

早期設密が 望まれ る
｡

お わ り に

以t 二が 香川用 水の 管理概要 で ある｡ 試行錯誤を重ね た

菅原発足当靭の 配水管理 も, 今で は手順 など, す べ て ～こ

わ た っ て 定着化 し, 既に 1 1催 ト ン 余 となる導水最も個人

差の ない 適正な 水管理 が 行なわj t
,

香川県の ｢ 豊潤+ の

意義を高め つ つ ある と信 じて い る｡

しか しなカミら, 施設面 をみ る と
, 建設後10 数年を経て

改良を要す る施設が 多く な っ て きて お り . 巾で も遠方監

視制御陵器 は , 当時新 しい シ ス テ ム と して 衆 目を集め 設

置 された が, 既に 1 0 余年 を経 て い る た め , 焼能 の 維持に

は 努力 しながらも年々 故 障頻度が 高く なり, そ の 上, 部

品の 入 手が困難 で あるた め 更新を せ ざるを得な い 状態をこ

あ る
｡

こ の よ うな施設 ･ 設備の 更新は, 利水者をこ対 して ほ 管

理費の 負担増とい う 問頓に つ なが る こ とに もな る の で 水

管理 の 課題 で あ る配水管浬 の 省力化 管理 ロ ス の 軽減 と

い っ た 点を十 分認識 し
, 施 設の 適 正管理 に 今後とも努力

して 行く 必要がある ｡
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【報 文】

1

2

3

安積疏水 の 生 い 立ちと用水管理 の 変遷
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1 . は じ め に

安積疏 水の 創設以前
,

即 ち明治初期 まで の 安横平野に

ほ
, 阿武隈川 の 支流沿 い に お よそ3

,
8 00 ヘ ク タ ール の 水

田 が 点在 して い た に す ぎず, 水不 足の た め 実際に 収穫を

み る こ と が で きた の ほ
,

その 半分 に も満た なか っ た と い

われ て い た｡ 年間 の 降雨量1 , 2 0 0 ミ リ に も満た ない 安 横

平野
一

帯ほ
, 水不 足 の 影響か ら

, 長く荒廃不毛の 地 とな

っ て い た の で ある｡

こ う した 地に 満 々 た る猪苗代湖の 水を 分水嶺を 越え人

工 的に 導水 し,

一 気に 豊穣 の 大地 に 変 えよう と した 立役

者は , 内者胸 大久保 利通をは じめ と した 明治政府の 高官

た ち で あ っ た
｡ 彼等 は 当時,

日本 の 緊急課題で あ っ た 殖

産興業の 実現を目指すと 同時 に
, 線 を離れて い た 旧武士

を 開拓に 従事さ せ る 士族 救済 の 目的か ら, 束北各地 の 原

野を 調査 した 結果, 安横平野を開発 の 最適地 と して
, 安

堵疏水開さく の 大事 業を立案 した の で ある｡

2 . 明 治時代 の安積硫水工 事

日 本最初の 国営 事業と もい わ れ る,
こ の 安横疏水工 事

ほ
, 明治1 2 年に 猪苗代湖の 水位調整 の 役 目を担う, 十六

橋水門の 建設工 事か ら開始され,
3 年彼 の 明治15 年10 月

1 日 に は , 幹線水路 52 k m
. 支線延 べ 78 k m その 中 に は

随道30 数箇所, 掛樋, 橋 梁も含 まれ, 他 に 井堰 な どの 施

設全 て が 完成 した
｡

従来の 猪苗代湖ほ, 唯 一

の 流 出河川 で ある , 日橋川沿

岸の 会津地方の 一 部に 利 用され , 阿賀野川 と合流 し日本

海軒こ流下 して い た
｡

と こ ろ が 安構疏水の 完成に よ り , その 利用形態ほ 大き

く変化 した ｡ 即ち 日 本海 だ けに 注い で い た 水 は, 太平洋

側に も人工 的に 洗 れる 様に な り, こ れ に 伴 い 明治17 年時

の 政府は
,

57 ケ 条か ら成 る猪苗 代湖水利取締規則 を制定

した こ とが
, それで あ る

｡
こ の 時, 日 橋川 の 十六 橋 水門

敷を零と し設匿された 水位標を基準 と して
, 猪苗代 湖の

水位調整に 努め るとと もに , 安 着疏 水の 維持 管理や 災害

事 安破戒水土地改良区

次
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に 対処す る など, 運用の た め の 必要事項を 定めた の が
,

こ れ で あ る｡ 当時十六 橋水門敷上
,

六 尺 二 寸を 満水位 と

定め
,

そ の うち か ん が い 期の 猪 苗代 湖の 利用水深ほ わ ず

か 三 尺 で あ り
, 安積疏 水取入 口 下流用 水路 の 水位を 二 尺

玉 寸 に 保 つ こ と に よ り, 安 横平野 へ の 必要 水量毎秒 2 0 0

立方尺を 確保 した の で あ る
｡

こ の 水利取締規則ほ 現在の

河川法に 基づ く水利使用規則や 管理 規程, それ に 操作方

法書等, 全て を 兼ね そな え られた もの で
, 猪苗代湖 ほ人

為的 な管理の 下に 利用 され る よ うに な っ た の で ある｡
こ

の 水位標の 設置を 指導 した の ほ
,

オ ラ ン ダ人土木技 師フ

ァ ン
･

ド
ー

ル ン で ある と い わ れ,
こ の 設置 に よ っ て 管 内

で 利用で き る用水量の 指針が
, 図られ る よう に な っ た

｡

3 . 人 力 に よ る疏水 の管 理

完成当初の 疏水管理 ほ , 疏 水掛た る 国の 役 人が行 っ て

い た が , その 後明治19 年に 福島県, 明治21 年 に ほ県か ら

安積,
岩瀬両郡民の 手 へ と引き継が れた が, 関係 民に よ

る疏水管理は , 経費や 人力面等 で 可成 の 負担 が し い ら

れ, 大自然 の 猪苗代湖を 人工 的に 利用調整 し
,

そ の 恩恵

に 浴す る こ とが で き る反面, 多大な労苦をも 費
.

し て い

た
｡

なか で も管理権が 郡民に 移管 して 3 ケ 月半 の 後, 磐

梯 山噴火が 突如と して 起きた こ の 天災ほ
, 猪 苗代 湖の 主

水源で あ る長瀬川を 堰止め た こ と に よ り, 湖水の 水位減

少 と い う重大事態を 引き起 こ し, 猪 苗代湖を利用す る関

係か ん が い 民全て が
,

その 対 策に 苦 慮 した こ と も あ っ

た
｡

さて 具体的な管理方法 で ある が
, 前 述の 水利取締規則

むこ 基づ い て 十六 億水門番が 湖水を調 整 し
,

これ に 応 じて

山潟取入 口 の 番人が
, 湖水か らの 取 水に あた り ,

こ の 用

水は 安横平野を 南北に 貫く 幹線水路を 流下 し, 途 中7 つ

の 主要分水路を東 へ と 伝わ っ て 管内の 水田 を潤 した
｡ 水

門番詰所は 他 に 熱海と 多 田野に あ り, 各々 3 人ほ ど配置

し, 用排水 の 処理 に あた っ た ｡ 完成当時の 水路は 全て が

素堀 で あ っ たた め , 漏水や土砂の 堆接が 多く, 更に 草の

繁茂 の た め計画通 り猪苗代湖か ら取水 して も流末部で は

水 不 足を来 すこ と が頻繁 で あ っ た ｡
こ の 対応策と して

,
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か ん がい 民は, 春 忙 は 土砂撤去, 夏 に は 水路内の 草刈り

作業を 自主的に 行 っ た
｡

ま た 水門番人Iも か んが い 民と

共 に 昼夜の 別なく水路を見 回 り
. 用水 の 確保に 努め た ｡

悲 し
, 夜水引と い っ て 下流か ん がい 民が

,
上洗都の 分水

ロ を止 め 下流 へ 引く た めl こ
. 上下流 か ん がい 民の ト ラ プ

/レポ 多く, 古老の 詰 に よ ると, 早天 が続けば夜半1( 敬 人

の 人達が鍛を 振 りか ぎ し
,

上 下確の 水争い で 喚声 を あげ

賢い で い るの を
, 震えながら開い た こ と が度 々 あ り たと

の こ と で あ る
｡

い ずれ に せ よ,
こ の よう な時代の 水門番

ほ
,

こ う した 水争 い を 円満中こ解決で きる地域 の 有力者 で

な けれはな らず,

一 生を安頼疏水 の 水番 と して 働い て く

れ た 人 々 が
, 数多く い た こ とで ある｡ 中で も開さく 当時

の 渡辺毎次や, 最近 で ほ細 谷寛政などが
,

こ れ で あ る｡

種 々 の 文 献で も特 筆されて い るが, 疏水の 用水ほ か ん

が い 用の み ならず. 発電
,

上水道, 工 業用水 と し て 幅広

く活 用 され. あ ずか 人 口3
,
00 0 人 の 小村を現在の 300

,
00 0

都 丸 郡山市 へ 発展さ せ る原動力と な っ て い る｡ その た

め 用水管理 は , か ん が い 期 の み 紅 集中す る の で は なく,

四 季を通 じ常 に 慎重 に 行う必要があ っ た ｡ 発電用水の 供

給 とい う点 の みならず, 取入 口 か ら分水嶺 ( 中山峠) の

田子 沼地内 払 泥炭 の 層 か ら成 っ て い るた め骨 忙 水圧 で

水路断簡 を保 つ よう な状況の た め
,

必賓水量 の 確保する

維持 管理-こほ
. 多大 な労苦を要 して い た｡ こ の 区間の 汝

深作業 は
,

水路産額に 三 文の 稽をくみ
, 水路 に ほ 2 本 の

九大 で 筏を浮 べ
.

カ グ ラ サ ソ ( 現在 で い う ウ
ィ

ン チ) と

い あ れ る道具を用い て 行う方汝がと られ て い た ｡ 更 に 下

洗部 に 於 い て ほ 土水路で あ･ つ た がた め に , 土 中書こ石杭 を

埋設 し
,

こ れ を基準 に 進め
一 定の 断面と勾 配を保 つ 方法

がと られ た ｡
一 方冬期間 は , 取入 口 附近ほ寒さ が厳 しい

た め
, 水路中iこ木船を浮 べ

, 数名 の 人に ロ ー プ を引か せ

船上の 者が, 掛 矢で 凍結 した 水路 の 水割 りを し. 用水の

確床に 努め た｡

l . 国営乗積硫水煮真水利事業の書手

昭和16 年に は 電力需要 の 増大に 対処 し, 猪首代湖 の 高

度利用を囲 っ た 湖面 低下工事忙 伴 い , 利用水深 の 増加iこ

写某 一 t 猪苗代湖取水 口 (上 戸頭首工)

よ り自然取水が不可能の 既に は
,

海水椀に よ り取水する

方 法が採られ て い た ｡ こ れ専 は
, 新安密閉拓草葉に 閑適

して 遺 戒され た
,

上 洗部随道 ( 取入 口 か ら分水嶺と い あ

れ た 中山峠 ま で の 4k 血 の 区間) が 完成 した昭和野 年 5

月 ま で の20 年間も統 い て い た ｡ 然 しながら. 管内の 用水

施 設卓ま旧態 依焦であ り. 更 忙 老朽化が甚 しく水不足ほ .

深刻 の 度合 い を増すは か り であ っ た ｡ こ の ような串僻の

解消を国る た め
, 県及び 国 に 改修事業採択の 陳情を患ね

た 結果. 漸く国営安構成水兵業水利事業と して
, 昭和45

年着工 し, 昭和野 牛3 月忙 , 両 日を 一 新 したか ん が い 薇

設 の 完成 を見 る こ とが で き, 安積疏水古周年の お 色直 し

と して の 意味あい を . 十分iこ沸た され た もの で あ っ た｡

関連事業として は 県営か ん がい 排水車菜, 開場整僻事菜

などが あり, 偽方東 北自動車道の 建設や, 東北新幹線の

開通な ど
,

こ こ 十数年 の 間-こ
, 安礁平野 の 様 掛 ま 一 変 し

て 大きな変 化をもた ら した｡

5 . 近代的用水管理施設による硫水管理

用水路は コ ン ク リー ト 舗装の 上 管理道路 も 建 設 さ

れ, 安全 施設 と して ネ ッ ト フ ェ ン ス が 設置され, 7 つ の

頭首工 の 新 亀 有劾貯水量 恥0 万立方 メ
ー

ト ル の 探田調

整池の 建 乱 文 に こ れ等 施設 の う ち主要1 4 ケ一所 の■施 設

ほ . 集中管理 方式を採用, 禾 区事務所敷地 内書こ管理 セ ン

ターが建設され.
コ ン ビ ュ

ー ダ ー操作 に より
,
総括的な

用排 水の コ ン ト ロ ール が 可能と な っ た ｡ か ん が い 期 に

F も 管理 セ ン タ ーF こ担 当職負が24 時間勤務体制で 制御に

当 っ て い る
｡ 潮 御室 の 大きな 監視盤 に

, 猪苗 代 湖 面 水

位, 深 田開整 地の 水位及 び貯水量, その 他対 象施設の.水

位, 流量, 全て デジ タ ル で 表示され配水の 状 況が
,

一 員

憤然 と明示 さ れ 更 に 魚海頭首工
. 深田 調整池, 管理 セ

ン タ ー の 3 ケ 所の 商 量が襲 示 され, 管内の 降雨状況も把

握 で きる よう に な っ て い る ｡ 従来人間の 勘の み に 振 っ て

い た 配水方法を, 精密な水量計算を基 罷と した 壌器操作

に よ り . 用水の 適切な 配分, 早 天続 きの 際の 深 田弱輩他

の 利用, 降雨出水時の 適切 な排 水処理等, 敏速且 つ 適切

な詞亜 払 猪苗代 湖の 取水 口 を初め 対 象施設の 全て が,

出来 る よう に な っ た ｡ 換作初年度で あ っ た 昭和58 年度 虹
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は
, 災害を未然に 防止する こ とが 出来. 被害発生件数ほ

零で あ る
｡

こ れ も国県営事業並び に
,

こ れに 関連 した 土

地改良事 業の 成果 に よ るも の と深く感謝す る 次 第 で あ

る｡

8 . 最近 の疏水管理上の 問題

さ て 生れ変わ っ た安横疏水 の 維持管理で あ るが
, 施設

が 良く な っ た 反面, 管理面 に 種 々 新 しい 問題が生れて き

た｡ 集中管理 の 横器 ほ, 我 々 素人 に は 保守点検は 出来な

い
｡

故 に メ
ー カ ー

に委託 し, 用水路の 清掃も従来の よ う

に
,

人力で ス コ ッ プ に よ る跳上げは ネ ッ ト フ
ェ

ン ス があ

るた め
, 機械 に よ る 吊上げ方式に 変え ざるをえない

｡
又

施設 が 良く なり
, 集中管理方式で 従来の 水路番 は 必要 な

い よう に 思わ れて い た が, 現実に は 無理が ある｡ 現在 本

区 の 水路番 ( 施設管理人) は , 年間従事者28 名 ,
か ん が

い 期 の 半年雇用は100 名が 居 り, 頭首工
,

用水路等 の 塵芥

の 撤去, 各施設の 巡回, 小分水の 操作等に あ た っ て い

る
｡

こ の 定数削減 に 努力 して い るが , 前述の よ うな状 態

か ら実現が 困難で ある
｡

こ こ で 用水路管理に つ い て の 問題 に 触れ ると, 本区直

轄管理の 水路は160 路線で 総延長 ほ , 約 530 k m あり 国

県営事業, 特に 圃場整備事業実施に 伴 い , 廃止 又新設 さ

れた 用水路も多く
,

こ れ等の 用排水路の 維持管理線 と し

て の 見直 しと, 新た な維持管理規程 の 改正
, 管理方法書,

操作方法書等の 作成 が急務とな っ て い る
｡

こ れか らの 維

持管理の 中で 欠く こ との 出来ない 問題は, 汚水, 芥公害

で あ る
｡

今更述 べ る 迄もなく都市化 の 進展 に よ りか つ て

ほ 魚が 生息 して い た 用水路が
, 今 で は下水化 し悪臭が た

だ よい
,

ス ク リ ー ン に は ビ ニ ー ル 製 品,
ジ ュ

ー ス 等の 空

缶や 古 タ イ ヤ
, 果て は 洗濯機,

テ レ ビ等数 え切れ ない 程

の 巨大芥 が 水路内に 捨 て られ, 住民意識 の 低下が如実 に

現れて い る｡
か ん がい 民は 自分 の 受持 ち の 水路を 毎年,

か ん が い 期前に 清掃 を実施 して い る が , か んがい 民だ け

で は 処理 出来ない 状 況ケこ な っ て お り , 特殊業者 に ま で 依

頼 し清掃 して い る｡ 都市住 民は権利 の みを強く主張す る

が
,

義務は 履行 しない 僚 向が益 々 大 に な っ て い る こ の よ

うな悪条件 下で
, 立派軒こ完成 した 新 しい か んが い 施設を

フ ル に 活用 し, 水田再編対策 の 中で の 水 田 の 汎用化, 汚

水対策など安積疏水ほ
,
重大 な岐路 に 立 っ てい る

｡ 組合

員の 利益増大と , 福祉 向上 の ため 関係者 が
一 致協力 し

て
, 近代化 した 施設 の 維持 管理 に 当り, 地域発展の 新た

な水と して 未来 に 向 っ て 頑張 っ て い る の が, 安積疏水土

改 良地 区の 現状 であ る
｡

ー
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【報 文】

( 新潟県営か ん が い 排水事業) 大島下 郷地区

に お ける農業水利施設 の 管理状況 と 問題点

宮 本

目

1 . ほ じめ に
… = ‥ 8 8

2 . 地区の 概要 ‥ … ‥ … ‥ 8 8

3 . 施設の 概要 … ･ … ‥ ‥ 8 8

1 . は じ め に

旧 来, 土地改良施設の 維持 管理 ほ 農村 の 社会的 な構造

で あ っ た 共同体すなわ ち
``

ム デ
'

が共 同rF 業 に よ り行 っ

て きた もの で ある ｡ しか しなが ら社会 ･ 経済の 著 しい 変

化に 伴い 農村の 姿も激 しく変貌 し, 個 々 の 農家 に つ い て

もその 大半が 兼業農家と な っ て きて い る ｡ さ ら に 農村 の

混住化の 進展に よ っ て 従来の 施設 管理 (共 同作業) 方法

で は 十分対処 で きなく な っ て きて い る現状 で ある｡

また 営農上に お い て も, 水管理 の た め の 労働力 の 節減

が 必 要 で あ るた め
, 水管理 改良施設 を末端 ま で 取 り入 れ

よう とい う要求が 強い
｡

これ に 対応 し, 農業基盤整備事

業の なか で の 取組み も積極 的に なされ て きて い る｡ また

旧来の 施設 とほ 全く臭 っ た近 代的施設 の 管理 に つ い て も

それに 応 じた 適切な方策が必要で ある
｡

こ こ で ほ 水管理
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改良施設の 導 入 され て い る大 島下郷地区 に つ い て そ の 概

要と管理 上 の 間露 点を述 べ る｡ 今後の 水管理 を 考えて い

く 上 で の 参考 に なれば幸 い で ある｡

2 . 地 区の概要

大島下郷地 区ほ新潟県三 条市の 北東部 に 位置 し
,

一 級

河川信濃川 と 中之 口 川 に 囲 まれた 輪中 で あ る
｡

_
農地 330

血 (水 田304 b α
, 樹 園地2 6 血) ･ 関係部落 4 部落, 農家戸

数363 戸の 地域 と な っ て い る ｡

用水源 と して信濃川か ら揚水機 に よ り取水 し,
か ん が

い して い る ｡

一 方排水 に つ い て も外水位 との 関係か ら全

地域 が機械排水区域 と な り信濃川に 排除 して い る ｡

3 . 施設 の概要

本地 区ほ従 来信濃川上流部 の 大 島揚水機場 (19 6 血) ,

中流部 の 上萩 島揚水磯場 ( 40 血) 及び 下萩 島 揚 水 機 場

(3 8 b α) , 下流部の 井戸場 揚水機場 (3 血) む主よ り夫 々

か ん がい して い た
｡ その 後施設の 老朽化 と信濃川の 河床

低下等 に よ り安定 的取 水が 困難 と な っ た た め
, 県営か ん
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弟18 ブ ロ ック内

動 ･ 手動運転及び ゲ ー ト な どの 開閉操作が行わ れる｡
ポ

ン プは 2 台とも可変速で 制御方式 と して ほ最遠 点の 圧力

を テ レ メ ータ
ー

に より監視 し
,

回 転数を制御 する末端庄

一 定制御方式 が採用されて い る｡
1 8 ケ所 の 分水工 デ ー

タ

ほ 6 ケ 所 の 子局 に 集 められ自営線を利用 した1 : 6 テ レ メ

ータ ー 伝送 に よ り中央管理所と結ばれて い る｡
こ れに 基

づ き操作デ ス ク に お い て 手動で 開度設定値制御及び 開閉

停操作 を行う｡

(3) 井戸場排 水検場監視 シ ス テ ム

井戸場排水機 場の ポ ン プ ･ 除塵横 ･ ゲ
ー

ト なども中央

管理所操 作デス ク で監視制御を 行う
｡

また 機場屋内外に

テ レ ビ カ メ ラを 設置 し 中央管理所 モ ニ タ
ー

テ レ ビに て

監視をす る
｡

5 . 水管理の 体制

施設 の 稼働 が昭和58 年虔か ら可能 に な っ た ばか りで あ

り
, 現在の と こ ろ地元 の 大 島下郷土地改 良区で は 水管理

規定は 定め られて い ない が, 土地改良区 内に あ る ｢ 用排

水調整 委員会+ で管理計画を決定 して 運営に 当 っ て い

る
｡ 委員会は 理事と ブ ロ

ッ ク別委員の1 2 名 で 構成 されて

お り, 例年3 月 下旬に 開催 され て い る｡
こ の 委員会で 作

付年度 内用水計画表 ( 4 月 か ら8 月 ま で の 日及び 時間の

ポ ン プ運転計画表等) を 作成 し各戸 に配付 して い る｡
ま

た 必要があれほその 都度 開催 を し見直 しを行 っ て い る｡

ー 9 0 - 水 と土 第57 号 1 9 8 4



こ の 結 果
,

従来多発 して い た 水争 い もほ とん どな くな り

全般 に 好評 で ある
｡

8 . 今 後の課題

以上 の よ うに地域 は狭く, 用水施設も 1 揚水機 象 幹

線 パ イ プ ラ イ ン は 1 管網 と ま と ま っ た 地区で あ る｡ 従 っ

て 現在中央 管理所 は ワ ン マ ン コ ン ト ロ ー

ル で 対応 して い

るの み で 十 分で あ り, 管理費用も大 巾に 節約で き るもの

と 思わ れる
｡

しか しながら今後の 問題点と して は 次の よ

うな こ と が 考えれ る
｡

まず本地区の 田区の 末端給 水栓は

各農家が個 々 に 管理す る こ とに な っ て い るが
, なか なか

理解が十分に ゆきわ た らな い こ と
, 又兼業等の 為に 給水

栓を 開放の ま ま に され て しまう ケ ース もあ る こ と か ら極

度の 圧力低 下な ど に よ り給水不能 とな る ト ラ ブ ル が 発生

しや すい
｡ 今後各農家の 水管理 に 対す る意識 をよ り 向上

させ て い く こ とが必要で ある｡ ま た将来営農形態 の 変化

に よ り分水工 毎の 作付品種統
一 が可能 に なれば

, 分水工

単位 の 水管理が十分に 行われ得る し
, 更 に施肥及び 防除

等かこ も利用可能と なれ ば大巾な 生産性 の 向上 と効率的な

水利用が 実現され ると 思われ る
｡ 次 に 中央 の 自動監視制

御施設及び 各分水工 の 撥 器等 は 高価 なもの で あり, 将来

施設の 更新時に は 多額 の 経費が 必要 と な る と い う問題が

あ る
｡ 更に 枚器琵術の 進歩 はめ ざま しく,

メ
ー カ ー の 部

品保障は 製造製品タ イ プ変更後 5 年間 の み と短い
｡

また

機器細部の 現場補修ほ 殆 ど無理 であ るた め 交換を余儀な

く させ られる ｡ 監 視制御鏡器部門 の 技術的進歩等 に よ り

施設費が 安価と なり, ま た シ ス テ ム も含め て 簡易に 更新

で き る ように な る こ と を切望す るも の で あ る
｡
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1 . は じ め に

静 岡県 で は
, 昭和38 年度の 湛 水防除事業発足 以来, 昭

和59 年度 ま で に 表- 1 の と お り,
3 6 地 区に 着手 し昭和58

年度 ま で に 2 3 地区を 完了, 現在13 地区を継続実施 して い

る
｡

完了 した23 地区に は
,

5 7 ケ所 の 排水機場127 台の 排水

ポ ン プが 設置 され, 受益面積 5 , 6 4 7 h αの 湛水被害の 防除

に そ の 効果を 発揮 して い る｡ 本 県の 場合, 排水機場完成

後ほ 地元市町村に 施設の 管理 委託 を行 な い 管理 されて い

るが
,

こ れ らの 施設 の 維持 管理 に は多額 の 労務費と 維持

管理費 を 費や して い るの が 現状 で あ る
｡

今回 ほ 昭和57 年度完了地 区の ｢ 志太南部地区+ に つ い

て
, そ の 施設計画と 管理 状況の 概要を 報告す る

｡

2 . 地域の 概況

本地域 ほ , 静岡県 の 中央部を 流れ る 1 級河川大井川の

扇状地で ある志太平野 の 南部に 位置 し, 木井川町及び 焼

津市の 一 部に ま た が る水 田稲作及び ハ ウ ス 栽培を主体と

した農業 地域 で あり, 農業基盤整備事業に 県下 で 最も早

く着手 し, 国営大井川か ん が い 排水事業 ( 昭和22 年 ～ 昭

和43 年) , 県営大井川か ん が い 排水事業 (昭和27 年 ～ 昭

和48 年) の 受益地で あ る｡ ま た
,

団体営 ほ場整備事業大

井川南部地区( 昭和33 年 ～ 昭和39 年) , 県営 は場垂僻事業

大井川東部地区 ( 昭和40 年 ～ 昭和47 年) が実施 され, 県

′

福 田 稔
*

管理 状況 ‥ … … ‥ ‥ ‥ … 9 5
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図- 1 位 置 図‾

下で も優良な農 業地域 と して発展 して 来た
｡

しか し
,

日

本経済が 高度成長期 に 入 る と, 東名高速道路の 開通に 伴

な い
,

工 場進 出等の 地域開発及び 宅地化 が急速 に 進み
,

河川沈出量の 増 加をまね き, また , 特 に 河川流末部 で あ

る 海岸 隣接地 の 標高1 . 5 m
～ 3 . O m の 低湿地帯は

, 洪水時

だけで なく 台風時 に は高潮 に よ る河 口 閉塞も加わ り湛水

被害 の 常 習地 と な っ 七い る こ とか ら,
こ れを解消す べく

昭和47 年度湛水防除事業を 計画 した
｡

3 . 施 設 計 画

湛水防除事業計画は . 海岸砂丘 地帯 の 背後地で大 井川

表- 1 静 岡 県 湛 水 防 除 事 業 実 施 状 況

( 昭和59 年度)

区 分 地 区 数 受 益 面 積 横 場 数 l ポ ン プ台数 排 水 量 備 考

完 了 2 3 5
,
6 4 711 α 5 7 ケ所l‾ 1 27 台 37 3 m

8ノs
モ 十 タ ∴ 75 台
デ ィ

ー ゼ ル5 2

継 続 1 3 3
,
7 3 7 9 1 1 5 2 4

〝- 1 1

〝 4

計 36 9
,
3 8 4 6 6 1 1 4 2 39 7

〝

〝

8 6
5 6

*
静岡県農地森林都岡発防災課
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周一2 計 画概 要国志太南部地区

義一 2 地 区 概 要

挽
津
市

成案寺樋門

成案寺磯場

笥驚諾蒐

受 益 地 済 ( 血)
関 係 市 町 村

畑田 山 林 l 市街地 その 他 計

龍 城
面 積

(11 8)

受 益 戸 数 (戸)

農 家 非農家 計

焼 津 市 23 8 1 5 の 29 2 1 2 0 1 5 1 35

大 井 用 町 119 29 52一 6 9 2 4 2 1
,
9 4 6 4 7 8 48 5 26

藤 枝 市

計 33 8 4 30 2

3 60

2
,
5 9 8

5 9 8

( 9 0 . 5 % )

6 3

(‾9 . 5 % )

6 6 1

(1(氾% )
3 415 1

町 , 焼津市に ま た が る受益面積 302 h 8 の 地域 を対 象と し

た も の で , 地区の 概要ほ 蓑- 2 の と お りで ある｡

地区内を凍れ る基幹排水路 の 田 中川 , 泉州 , 成案寺川 ,

飯渕川ほ 県営か ん が い 排水事業で 昭和 娼年 度キで に 改修

工 事を施工 済で あり, 特 に , 田 中川の 海岸暗渠工 ほ , 最

大 5 4 . 4 m
8

/ s の 排水能力を持ち
, 地区の 基幹施設 と な っ
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表- 3 排 水 機 場 諸 元

龍 城

両 者

F封 水 鏡 原 動 機 計 画

塑 式 径口 数台 式型 動 カ 台 数 量水
L
h
-

一封 樫揚実樫揚全

田 中 川 壊 場

k

22 7 梼型軸 流

皿

㈱l ソジンエ 5 2 . 5
恥
3

m

3 .

m

39仇

皿 .

釧l

藤 守 磯 場 4 57 0021 〃 1 0 5 1
0
0 1 . 90 【 1 .(カ

成 案 寺 磯 場 細6 0021 〃 劫l 69 591 1 . 2 0

て い る
｡ 本計画 は , 現況 の 排水系統 に よ り地区を 3 分割

して
, 田 中川樺 象 藤 守棟場

,
成案専横場 の 3 機場を設

置 し 洪水時 に最大 21 . O m
8
/ s の 強制排除 を行 う こ と と

した
｡

こ れ に 関連 して 飯渕川の 桶 門の 新 設と各棟場 の 取

合排水路( L = 2 . 5 39 m ) の 改修を合せ て 行 っ た
｡ 各磯場

の 計画諸元及び 構造は
, それぞれ表一3

, 図一3 ～ 5 に

示す とお り で あ る｡

l
. 管 理 状 況

〔1 〕 管 理 体 制

静 岡県の 場合, 排水機場工 事が完了 して, 運転 が可

能 に なり, 事業効果が 発揮さ れれば
,

関係市町 村に 施

設 の 管理委託を行 っ て い る ｡ した が っ て
, 本地区に つ

- 9 5 -

い て も昭和50 年度に 藤 守, 成 案寺 の 2 棟場 を, 昭和54

年度 に 田 中川検場を 管理 委託 し
, 最終的に 地区全事業

完了 した 昭和5各年直 に 施設全体の 財産譲 与を関 係市町

長 に行 っ た の で
,
‾本格的 な地元管理 は 昭和58 年度か ら

行わ れ て い る｡ 各焼場 の 現段階の 管理体 制は , 表 一 4

の とお り3 揆場 とも管理者は 市町で あるが
, 湛水時の

運 転は 地元受益農家 に 委ね られて お り, 運転状況は 管

理者 に 電話又は 有線放送で 連絡す る こ と に な っ て い

る
｡

ま た , 本地 区の 場合は , 原動機に エ ン ジ ン を使用

して い る が
, 樋 門, 除塵磯等は 電動を 使用 し, 常時電

力を受電 して い る｡ した が っ て
, 電気設備の 保安は

,

保安協会 に委託 し保安と定期的換査を行 っ て い る
｡
過

去4 年間の 維持 管理費 は表 一 5 に 示すとお りで あ る
｡

水と 土 第57 号 1 9 8 4



表- 1 排水焼場 管理体制

型
___

竺上里空 也
管 理 者 名 大井川町 建設課 鍵津市長放課

電気保安管理

運 転 管 理

中海電気床宍協会

藤枝 出張所忙 垂託

(毎年度 奥約更新)

受益農家 3 名 に 委

託

同 左

受益鹿家 2 名書こ賓

託

運 恵三 操 作 礫場 内書こ振示 され

て い る操作方法 紅

基 き遵奉…｡

運転状況は日誌忙

記錠

田中月卜 藤守畿場

と同様 の 運転

洪水 時匠 ほ . 地元

水防 団紅も協力な

依頼

修繕費 の う ち , 田 中川焼場の 昭和5 7 年度 の6 7 万 円は ,

台 尻時の 浸 水被害に よ る配電盤修 理費, 藤守磯場 の 晒

和5 6年魔の 11 9 万 円は
. 塩害 に よ り作動不能とな っ た

屋 外水位計の 取替 え費用
,

成案寺機葛の 昭和58 年摩り

45 万 円は, 冷却 水水槽 及び重 油タ ン ク等 の 修繕さこ要 し

た もの で あ る｡

〔2 〕 管理状況由よび問題点

(1) 藤 守確 執 成案寺壊場 の 2 樺葛 ほ
, 河 口 か ら1 0 0

メ
ー

ト ル 程度 しか 離れ て い ない た め 塩害 に よ る 腐蝕

が激 しく, 畏 外施設 で ある除塵艶. 水位計, 水槽等

の 保守修繕に 費用を要す る
｡

( 2) 藤 守焼場, 成果寺機場とも 剛l事流域の 宅 地化が進

み
,

また
, 河川の 最 末端忠 で あるた め 洪水時 の ゴ ミ

の 流出が非常 に 多く, 成案寺橡葛 で は 地元水防団の

協力を得 て除 重臣 当 っ て い る状況 で ある｡ 集積され

写真一1 地区事業 P R 坂

写真 - 2 成案寺排水挽場

た ゴ ミ ほ ,
3 磯窃とも市町 の 一 般清掃 作業紅 依頼 し

処】空 して い るが, 将来は 単独処理 も考 慮す る必要 が

あ る ｡

(3) 排水ポ ン プの 運転開始 ･ 停止は , 計画上 3 橋場

とも湛水位が基準水位 に 達 した 時点 で
, 全ポ ン プが

同時 に 胎動 し停止す る ように 設定されて い るが
, 流

域周辺 の 宅地 化 水 田再編対策官こ よ る 畑作の 振 興,

義一5 維 持 管 理 費

(単位 千円)

磯場名
田 中 川 磯 場

脅 月

年度
5 5 l 弱 l 5 7 1 盟

藤 守 撥 場 成 案 寺 焼 場
備 考

55 5 6 与7 5 8 5 5 5 6 57 l 鶉

報 俵 費 7 2 7 2 ユ0 8 10 8 7 2 7 2 10 8 1 0 8 7 9 8 4l 8 4l 8 4

( 保安協会)
黍 芹E 斜 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 7 1 2 2 1 2 2 i 2 2 1 2 7 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2

光 熱 水 量 5 5 3 2 5 S 7 1 三唱8 3 16 4 2 2 4 2 9 7 1 9 4 1 5 4 4 4 4 8 0 4 7 3

塊 料 費 7 7 2 00 2 8 8 15 0 1 6 8 1 鋸 1 6 3

修 繕 革 2 48≡6 6 9 妄 4 5⊆心 叫 65 5 2 1( X)妻垂妻

消 耗 市 費 l 7 1 70 7 0 5 5

電 話 料 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9

計 3 3 4 77 5 1 , 2 7 8 6 2 3 5 6 3 2 , 0 1 4 7 32 1
,
3 0 2 8 5 6 9( 汀 1 , 蝕3 1 . 3 6 6

水と土 茅野 号 1 9 8 4
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企画部
長方形

企画部
長方形

企画部
長方形



写真 8 藤守磯場樋門腐蝕状況

ノ ､ ウ ス 親培 の 普 及等,
作付体系 の 変化 に 伴な い

, 計

画 以上 の 水位 の 低下及 び湛水時間 の 短縮が要望され

て い る｡

(4) 成秦寺銭場 の 場合, 排水本川 で ある栃山川( 2 級)

が
.

土 木 執 こ お い て 現在改修中で あり,
r

特に ･ 河 口

蕗の 防潮樋 門が昭和6 2年度に ほ 完成 の専走 で あ る｡

現在 ほ
,

台 剛 こよ る河 口閉塞時 に は , 排水効果が完

全 な形 で ほ 発揮 で きない の で
, 早期 の 完成が 望ま れ

る｡

8 . ま と め

昭和5 7 年度全事業 が完成 した 湛水防除事業 ｢ 志太南部

地区+ 書こ つ い て
, 管理状況 の 概要を 記 した が, 飯場工 事

完了か ら財産譲与 ま で に ほ 3 年 ～

7 年の 掬間を要 した た

軌 そ の 間に 台 軌 条中豪雨
,
塩害専一こよ る 硬宰 が あ

り, 補完工事を 余儀 なく された とこ ろ であ る｡ また
,

同

時に , 地元市町 に於 い ても 惨庸等 が行わ れた ｡ 今晩 年

数経過 に 伴ない
,

本地区の 場合特 に
,

塩害に 対 して 屋外

写暮 l 田中Jl一機場 か ら受益地を望む

施設の 樋門, 除塵擁等の 鯉挽 惨爵が課窟 とな っ

`
て く る

こ とは 明ら か で ある
｡ 本 地区紅 限 らず, 県下 の 既設排水

焼 場匠 つ い て も,
ポ ン プ

, 原動機の オ ー
ノ
ミ ー ホ ール に 対

処する た め.
｢ 土地改良施設維持管理適正化事業+ の 較

柾約な推進 が必要 で ある｡

近 年, 湛水防除事業 に 対す る地元住民あ期待は , 報告

の 中に も記 した よう に, 津城 及び 受益地 の 宅地化, また

水 田再編対策に 伴なう水田の 汎用 化 ノ ､ ウ ス 栽培 の 普及

等 旺 より大 きく変化 して きて い る ｡ 農林 水産省に お い て

も昭和粥 斡 こ ｢ 塵永由除事業計画設計 指針+ を新 た 虹 定

め ,
こ れら諸問題 虹 対勉す べく 努力され て い るが 静岡県

に お い て も, 昭和5 瓦 5 6 年慶すこ既 設排水焼場紅 つ い て ,

吸水位低 下の 試 艶 調査を行い
,
5 7 俄場 の 内,

4 3 機場 に

つ い て , 運転水位及び運 転操作の 見直 しを実施 し
, 地元

農家の 要望に 答える べ く努力 して い る
｡ 今綾札 単 に 湛

水時間の 短縮だけ で なく , 降雨状 札 内外水位の 変イヒ等

を適確に 把虚 し
,

より 効率的な運転操作を可能とす る計

画設計が必要で ある と考 える
｡

訂 正

｢水と土+ 第 砧号 (昭和5今年 3 月号) の グ ラ ビア の 貢 ( カ ラ ー 写革) の上段 ｢大 夕演 ダム

( 本文6 2真参府)+ とある のI王 ｢ 深 田調整池 ( 本文 2 買参原) + の 誤 りで したの で下記の とお

り訂正方お 詫び します｡

深 田 調 整 池 ( 本文 2 頁参照)

ー 9ア ー 水と土 井5 7 号 1 S略4

企画部
長方形

企画部
長方形

企画部
長方形

企画部
長方形

企画部
長方形

企画部
長方形



【報 文】

1
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3

4

都市化土地改良区 の 施設管理 の 実態に つ も｢ て

佐 々 木

日

ほ じめ書こ ･ … … … ‥ ･ … 9 8

地域の 概要 … ‥

施設の 概要･ ･ ･ ‥

‥ ‥ ‥ … ･9 8

‥ 9 9

組織よ りみ た 施設管理 = ‥ ‥ ‥ ‥ … ‥
･ ･ ‥ ･9 9

1 . は じ め に

都市化地域 の 土地改良区ほ, 都市化 ･ 兼業化 ･ 混住化

に よ り , 土地改良区の 維持管理 業務 が質量 ともかこ変化増

大 し,
こ の 対応 に 忙殺 されて い る

｡
しか し施設管理 業務

の 大半は技 術的に 特に 困難なもの は 少く, 都市 サ イ ドと

の 管理業務の 分担と か , 増大す る維持 管理費 の 財源確保

とか
, 末端水路の 維持 管理体制 の 整備等, 狭義 の 施設管

理業務の 前段の 施策 こ そが重要 で ある
｡

神安土地改良区

/
.

/
′‾■

′

′
/
脇

木茨

水 ガ
り

`

3

G /
安城川

′･
一'

神崎川

8/

/

次

5

6

7

8

予算 よ りみ た 施設管理

中*

･ ‥ 1 0 2

農業用施設の 地方公共団体 へ の 移管 ‥ … ‥ … ･1 0 6

施設管理の 一つ の 問題点 ･ ･ ･ … ･ … 1 0 7

おわ りをこ ‥ ‥ ‥ …
‥ ‥ ‥ 1 0 7

は 関係 4 市との 協調の 中 で
,

一

応の 成果をあげ得て い る

と考 え,
こ の 報文で そ の 実情を述 べ て み た い

｡

2 . 地域の 概要

神安土地改良区の 区域は , 大阪府 東北 部淀川 右岸 に 位

置す る高槻市 の 南束部 ･ 茨木市の 南部 ･ 摂津市 及び 吹田

市 の 南東部 に また が る三 島平野の 大部分を占め
,

その 地

積 は約1
,
1 00 血 で ある｡ 本地区は 千里山丘陵が 地域 の 西部

よ り迫 っ て い るが
, 淀川迄は 平担な土地が広 が っ て い る

｡

J

単行
′-

一 レ

2

.

.

一1′

淀

図- 1 幹 線 排 水 路 図

書
神安土地改良区 尊覇局長

ー 9 8 -

凡 例

1 . 幹線排水路
2 . 番田井路
3 . 三 紆牧水路

二芸志望…三塁空菜慧路

7 , 柳 川
8 . 味舌排水路

水と土 第57 号 1 98 4



表- 1 主 要 幹 線 排 水 路 表

名 称 延 長
計 画

排水量
勾

断 面

巾 l 側 法 l 水 深
放 流 河 川

1 . 幹線排水路

2 . 番 田 井 路

3 . 三 ケ 牧水路

4 . 鳥 飼 井 路

5 . 味生排水路

6 . 北 川

7 . 柳 川

8 , 味舌排水路

m

l
,
7 5 0

9
,
4 0 0

5 , 2 3 0

乙65 0

6
,
1 4 0

4
,
6 0 0

1 , 9 9 0

1
,
1 8 0

d / s

7 2 , 1

4 8 , 9

5 . 6

1 5 . 7

6 . 2

9 . 9

1 0 . 6

8 . 3

1/ 1
,
6 0 0 ～ 1/ 2

,
6 0 0

1/ 2
,
50 0

1/ 2 , 5 0 0 ～ 1 / 3 , 0 0 0

1/ 3 , 5 0 0 ～ 1/ 5 , 0 0 0

1/ 2 , 0 0 0 ～ 1/ 4 , 0 0 0

1/ 1
, 0 0 0 ～ 1/ 5 , 0 0 0

1/ 1 , 0 0 0 ～ 1/ 2
, 5 0 0

1/ 2
, 5 0 0

1 7 . 7 ～ 2 6 . 0

1 0 . 0 ～ 1 9 . 5

3 . 0
′

～ 5 . 2

3 . 0 ～ 5 . 0

4 . 0
′

- 臥 6

3 . 0 ～ 5 . 8

4 . 5 ～ 7 . 3

4 . 5 ～ 6 . 2

2

2

5

2

3

5

H

H

H

川

+

H

直
川

H

H

川

H

1 . 8 5

1 . 8 7

1 . 8 3

1 . 8 3

1 . 2 0 ～ 1 . 4 0

1 . 4 2 ～ 1 . 7 5

1 . 7 5 ～ 2 . 0 0

1 . 8 0

神 崎 川

幹 線 排 水 路

番 田 井 路

幹 線 排 水 路

神 崎 川

番 田 井 路

番 田 井 格

安 威 川

m

又 区域 内に ほ 槍尾州 ･ 芥川が淀川に 流下 し, 中央 部を弧

状 に 安威川が貫流 し神崎川に 合流 して い る が
, 各 河川 と

も北摂 山系の 雨水を排除す る機能を 有 して い る の み で
,

淀川右岸の 平野部の 排水は す べ て 本区の 管理す る排 水路

に 依存 して い る
｡ ( 公共下水道の 整備された

一 部の 地 域

を 除く) , 又用水は 高槻市唐崎に 設置された 三 ケ 牧揚 水

楼場で 揚水 し
, 幹線用水路 に より各地域に 送水 して い る｡

本地区 の 都市化 に ともなう農地転用は , 昭和44 年頃か ら

昭和50 年 に か けて 爆発的な形で 襲来 し
,

地区面積は 昭和

37 年 に 約2
,
8 1 7 血 あ っ た もの が 現在で は 半 分 以 下 の 約

1
,
1 0 0 血 と な っ た ｡ しか し残存農地の 中に は 約200 血 の 農

振地域 と約600 血 の 市街化調整区域を もち , 最近の 農地転

用 も年 間20 ～ 3 0 血 と低 い 水準で 堆移 して い るの で
, 本区

をとりまく環境 も激動か ら安定 に 向か い つ つ あ る｡

3 . 施設の 概要

本地区の 農業 水利施設 の 近代化の 歴史と施設の 概要を

事 業種 別に 述 べ る
｡

(1)府営三 島平野用排水改良事業 ( 昭和38 年 ～ 4 3 年) に

よ り幹線排水路 の 排水系統変更 と統合, 用排分離 ･ 水路

巾の 拡末 と河床 の 切下 げを 行 っ た ｡
こ の 事業計画は 其後

の すべ て の 事業 の 根幹 を なすも の で, 用 ･ 排水を問わ ず

こ の 府 営事業 の 延長線上 に ある
｡

(2)東海道新幹 線関連 団体営事業 ( 昭和39 年 ～ 4 1 年) と

農林金融公庫 資金事業 ( 昭和39 年 ～ 4 3 年) に より, 府営

事業上 流部の 幹線排 水路の 新設 ･ 改修が 実施された
｡

即

ち 昭和43 年度 ま で に 主要幹線排水路 はす べ て 整備 された

が , その 概要 は 図- 1 及び表- 1 の 通 り であ る｡ こ れ等

の 排水路の うち , 鳥飼 井路 ･ 北川 ･ 柳川 の 各上流部を除

きす べ て 完全に 用排 分離され
, 農業排水路 とい う よ り都

市下水路の 様 相を呈 して い る
｡

(3)安威川内に 設置 されて い た本 区の 重要 な用 水施設 で

あ る鶴野堰 ･ 吹田 堰及び 防額堰が
, 昭和4 2年安威川決潰

を契壊 に 治水面か ら撤去の 要請 が あ っ た
｡

一

方安威川溌

城下水道の 処理 水の 放 流先が鶴野堰 の 直上流 に ある事か

らも堰の 撤去が 急がれ, 昭和42 年か ら昭和59 年虔むこ わ た

っ て 全額大阪府土木部負担 で
,

三 ケ 牧揚水焼場 の 改築 と

幹線用水路の 新設 ･ 改修が 行わ れ た
｡ 新揚水焼場と幹線

用水路 に よ る送水ほ , 昭和58 年度 よ り開始された
｡ 新三

ケ 牧揚水焼場及び幹 線用水路の 概要 ほ, 表- 2 ･ 表- 3

の とお りで あ る｡

本揚水枚場 内に は 運転操作室に 設置された 遠方監視制

御盤を親局 と し, 幹線用水路内に ある 主要な ゲ ー ト の 位

置 に 設置 された10 ケ 所の 子局の 間を, 電 々 公社専用 回線

( D
-

1 規格) で 結び
,

ポ ソ プ場 で ゲ ー ト の 開 閉を行 い

幹線用水路の 水位を確認 しなが ら流量 の 調節 を行 うシ ス

テ ム に な っ て い る
｡

本幹線用水路ほ 全線地区内の 河川 ･ 排水路 と立体交差

し, 地 区内の 汚水は
一

滴も流 入 しない 構造と な っ て い る ｡

又 最下流部の 吹 田地区 へ の 送水を 円滑ケこ する た め
,

公共

下 水道 の 整備が 進み 不 用と な っ た 味舌 水路敷 に 調整池 を

設 け, 更をこ幹線用水路も最下流の 鶴野 ゲ ー トか ら春 日浦

樋 門の 間 を水量調整す る機能をもた せ る構造 と した ｡

(4)新都市計画法の 線引後は
, 農業振 興地域 に つ い て は

農林漁業資金, 市街化地域 に つ い て ほ 大阪府近 代化 資金

を借 入れ, 地域 内の 支線用排水路の 整備に 当 っ て い る
｡

前記 の 主要施設を 含め 本区の 管理施設は表- 4 の と お

りで ある
｡

こ れ等 の 施設 の 建設 に 当た っ て は , 完成後 で きる 限 り

管理 費がか さ ま ない 様留意 して い るが, その 事例を 幾 つ

か あげて み よう｡

① 三 ケ 牧揚水横場 の 旧 ポ ン プ ほ渦巻 ･ 口 径80 0 m / m

3 台で あ っ た が , 淀川 の 取 水位 の 変動 に 対処 し電動機の

動力を下げる た め斜 流ポ ン プ と し, また 地域 内の 必要送

水量 に 応 じて 効率的軒こポ ン プを運転す る ため ,
口 径 80 0

m / m 2 台 , 6 0 0 m / m l 台 , 5 00 m / m l 台計 4 台と し
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□□月[]□｡ □□時Ⅱ] 分

春 日 浦 石樋転倒
用水樋門 ゲート

開度⊂〕孤 閲度⊂】00 開

水位⊂‡山水位[コc 爪

春 日浦放流樋門

閥度⊂I水位

番田 喝

立
雀
川

ミ茸 之 口

用水樋門

麿)岸部

嘆日1 調整池

箋鷺昌D
訴整地

開腹

水位
川

野々 宮転倒ゲ
ー ト

加円転例ゲート

開度⊂転一沢点量東

水

≡講
加円

㊤
二 階堂

㊤
貼川

用水

玉川村水樋門

閥変[コ 州

水位[コ Ⅷ

三 ヶ 牧揚水棲場

芥

川

芝生大樋

岡庭⊂] 細

水任⊂] Ⅷ

島用

開度

島サ イ
ホ ン

佳 □ Ⅷ

鶴野車云例ゲ
ー ト

度⊂} q

詞蛍池
水位⊂中

水位

落呑堰

水虹H

開車 m

嗟⊂] Ⅷ

位⊂] c m

率
ノ

ケ

門

図
=

新
デ‾ト

⑳ = 水位計

◎ = 揚水機堵

固2 幹線用水路遠方監視御御盤

表
一

2 三 ケ 牧揚水機仕様

揚 水 機
区

電 動 機

型 式 ! 口 径 l 揚 程 揚 水 量 型 式1 出 力 源電

第 1 号橡

第 2 号機

第 3 号枚

第 4 号機

立 軸 斜 流

〝

〝

〝

m / m

80 0

60 0

5 00

8 00

3

5

5

1

(

0

0
0

q
U

6

m

1 . 4 2

0 . 8 2

0 . 6 0

1 . 4 2

d / s

立 軸 巻 線

〝

〝

〝

1 7 0

1 1 0

8 0

1 3 0

K W ZB

6 0

〝

〝

〝

V

O00

″

″

ク

6

計 I l l 1 4 . 26

表 一

手 幹線用水路 一 覧表

断 面

称 用 水 量 勾 配 構 造
底 巾 l 側 法 深水

備

m

第 1 工 区

区

区

区

区

区

区

工

工

工

工

工

工

2

3

4

5

6

7

第

第

第

第

第

第

1 , 4 2 9

1 , 0 6 4

1 , 7 3 9

2
, 0 4 3

9 1 9

1
,
2 由

3
,
4 2 8

4 . 26

4 . 26

4 . 2 6

3 . 3 3

3 . 3 3

2 . 8 4

1 . 3 7

d / s

1 / 3
,
0 0 0

1 /1 0 ,
0 00

1 / 8
,
00 0

1 /1 0 ,
0 0 0

1 /1 0 ,
0 0 0

1 /1 0 ,
0 0 0

1 / 6
,
0 0 0

C

C

C

C

C

C

C

R

R

R

R

R

R

R

塑

塑

塑

塑

型

型

型

U

]

ロ

m
一
口

ロ

]

2 . 7 3

2 , 6 5

2 . 5 0

1 . 8 0

3 . 0 0

2 .
/5 0

2 . 3 5

1 : 0 . 4

1 : 1 . 0

1 : 1 . 0

1 : 1 . 0

1 : 1 . 0

1 : 1 . 0

1 : 1 . 0

0

(

U

3

5

5

6

8

4

只
Y

4

5

5

6

0

1

2

2

1

1

1

1

m

た
｡

②取水 口 ス ト レ ー ナ ー へ の ごみ の 付着 と吸水槽内 の

土砂の 堆積を少く する た め建設省 と協議 して , 取水 口 入

口 の 巾を可能な限 り広く した｡ 新 ポ ン プ の 運転は 昨年 1

年の み で あ るの で
, ① に つ い てほ ポ ン プ組合せ 等 に つ い

て模索 中で あるが
, ②に つ い て ほ ごみ の 付着 ･ 土 砂の 掟

入堆積 は殆 どなく予想以上の 成果をあげて い る｡

③用排水路 に 設置 され る ゲ ー トは 従来鉄製 ･ 木製 を

使用 し防錆塗装を して い た が , 水質悪化に 伴な い 腐食 や

防錆塗装 の 手間 の 増大か ら, 価格面で は50 % 程 度高価 で
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義一1 土地 改良区 の 管理施 設

種 頼‡数 量l 備 考

≡貰≡l喜蓋芸1芸蓋;蓋琵2

:…;芸:ニプ::
2

言;芸
あるがア ル ミ ゲ ー ト を採用 して い る｡ また 水路 へ の 転落

防止の た め の 安全柵 も当初ほ標 準的 な塗装 を し て い た

が, 昭和51 年頃よ り亜鉛 メ ッ キ ( ドブ ヅケ) を採用 して

い る｡

④ ポ ン プ場に 設置 されて い る遠 方監視制御装置 の 設

計 に 当た っ て は
, 故障電力費等維 持管理費 の 節減 の た め ,

水路 の 流水の 測定 に 当た っ て 故障の 多い 流量 観測で ほ な

く水位観測表示 と し,
T V に よる 現場監視もと りや め た

｡

また 夫 々 の 機器は 単 一

メ
ー カ ー晶を 使用 し, 故障に 速か

に対応で き る よう に した
｡

l . 組織よりみ た 施設管 理

神安土地政艮区の 理事の 定数は20 名で
, 少く と も年2

回の 全員理事会が開か れて い るが
, 維持管理を担 当する

補助検閲と して ｢ 管理担当+ と ｢ 配水担当+ が あ り, そ

の 外 に 4 つ の ｢ 用排水調整委員会+ が 設置 されて い る｡

ま た 関係 4 市 ( 高槻市 ･ 茨木市 ･ 摂津市 ･ 吹田 市) の 部

課長 で構成 され る ｢ 幹事会+ が 設置 され, 関係 4 市と 土

地改良区との 間 の 調整 が行わ れて い る
｡ 事務局に は 3 課

1 窒 が あり, 維持 管理 を担当す るの は 管理課 で 管 理 係

( 4 名) と配 水係 ( 6 名) をも っ て 担 当業務を処理 して

い る ｡

(1) 用排 水調整委員会

｢ 用排 水調整委員会+ に ほ , 用水系統か ら次の 4 つ の

委員会がある
｡

(彰三 ケ 牧用排水調整 委員会 13 名

(卦二 階堂用排水調整 委員会 13 名

③中部用排 水調整 委員会 21 名

④吹田 市用排水調整 委員会 8 名

各委員会は配 水担当理 事が委 員長 となり, 苗代送水前

の 4 月と中干 し前の 7 月 の 2 回 召集され
,

か ん が い 用水

総 代会∈
庶務担 当

会計担 当

事業担 当

財務担 当

管理担 当

配水 担 当

の 配 水に つ い て 事務局が 作成 した 香水日 割表をた た き台

と して
, 各地区 へ の 送水 の 日時が 審議決定される ｡ 決定

された 日割表は , 委員が持帰 り責任を も っ て 組合員全員

に 手渡され る｡ 降雨の 場合は
, 送水を見送 るだけで 順延

ほ行わ ず, 日割表 どお り送水す る
｡ ( 出作が 多く組 合員 へ

の 連絡 が 困難 なた め)

日割表 に 関連 して の エ ピ ソ ー ドを 1 つ あげて み ると,

昭和53 年甘こ発生 した 水死事故 の 玉 川裁判 に お い て , 原告

の 住 む公 団玉川 団地 の 自治会長が旧組合員で あ っ た こ と

か ら, 日割表 をもと に 毎年団地周辺の 水路 に 送水 される

日 を書い た ビラ を各棟 の 階段 入 口 に 張 っ て 注意を 呼び か

けて い た事実 が判 明 し,
こ の 事実を含め て

, 第 一 審に お

い て 被告 土地改 良区側 は全面勝訴を 勝ち 取 っ た ｡ また 吹

田 土地改良区の 管理 水路 に お い て の 浸水被害 に つ い て

も, 日 割表が証拠 と して提 出された ｡ 土地改良区 と して

ほ 思わ ぬ 日 割表の 効用 を発見 した も の で あ る
｡

今後ほ 昭和58 年よ り揚 水を開始 した 新 ポ ン プと
, 場 内

に 設置 された遠方 監視 制御盤 に よ る幹線用水路 内の ゲ ー

ト 操作, 更に は 吹田地 区送 水の ため の 調整池の 利用等を

効率的に 準用す る こ と に よ り, 新 しい 配水 シ ス テ ム を創

りあげて ゆきた い
｡

(2) 管理 担当理事会

本理事会ほ 3 名の 理 事に よ っ て 構成され, 施設 の 他 目

的使用に つ い て の 方針, 本区施設 の 関係市 へ の 移管 ･ 本

区所有地の 処分等の 審 議が行わ れ て い る｡ 都市化 に 関連

して 本理 事会の 業務 は増 大す る と 思わ れ る｡

(3) 幹事会

｢ 幹事会+ は府 営三 島平野 用排水改良事業の 遂行を適

正か つ 円滑 に 実施す るた め 昭和40 年 に設置され, 関係 4

市の 担当部課長各2 名に つ い て 市長 の 承認 を得 て
,

理事

長が幹事 と して 委嘱 して い る｡ 幹事 会は原則 と して年 2

回 以上開か れて い るが
, 幹事会に 付 議され るも の ほ 次の

とお り で あ る
｡

(力士地改良事業 ( 融資事業) の 事業個所 ･ 事業費 の

調整 と
, 補助事業の 地区 ･ 事業費 ･ 市 負担額 の 決定

｡

②維持管理事業の 費目別事業費の 確定 と
, 排水施設

維持管理費の 関係市負担率負担額 わ 決定｡

表一与 神安土地改良区組織図

幹事 会

事務局

用 排水 調整 委員合

- 10 1 -

庶務課 { 芸芸霊

管理 課
管理 係

配水係

工務課
一 事 業係

由納喜 一 会計係
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表- ¢ 用 水 日 割 表

地
区

月 名

三 ヶ 牧 二 階 堂 中 部
吹

唐 西 柱 皐 目 平 十 鮎 八 別 野 合 沢 沢 鶴 味 鶴 小

日

島
江 崎 面 本

飼
上 垣

階
堂 悶 Jil 町 J存

々

宮 同 東 浜
野
四 舌 野

坪
井

田

8 1 ○ ○ (⊃ ○ ⊂)

2 ○ ○ 〔) (⊃ ⊂)

3 ○ ○ ○ ○ (⊃ (⊃

4 ○ ○ ⊂)
▲■

⊂) (〕 ○

5 ○ ○ ⊂)
▲ ■

○ (⊃
▲ ■

6 ○ ⊂) ⊂) ○ ⊂)

7 ○ ○ ○ ○ ○ q ⊂) ○ ⊂) ○

8 ○ (⊃ ○ (⊃ (⊃ ⊂) ○ ⊂) ○ ⊂) ○ ○ ○ (⊃
▲■

9 ○ ○ (⊃ ○ (⊃ ○ ○ 〔) ○ (⊃ ○

1 0 ○ ○ ○ ○ (⊃

1 1 ○ ○ (⊃ ○ ○

1 2 ⊂) ○ ○

1 3 ○ ⊂) ○ ○ ○ ○ ○ ⊂)

1 4 ○ ○ (⊃ ○ 〔) ○ ○ ○ ○ ○ (⊃ ○ (⊃

1 5 〔) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⊂) ○ ○
▲■

注 : 昭和5 8 年度後期 用水 日割表より抜粋

○ : 昼間 ( 7 ～ 17) ●: 夜間 (1 7 - 7 )

③府営事業の 関係市 の 負担額 の 決定｡

④ 農地転用に 伴 う未償還金決済金 の 繰上 債還の 承認

⑤融資事業借入 金の 定時償還金の 確認｡

⑥経常賦課金の 市 負担額 の 確認｡

以上 の ように
, 本区の 執行す る事業 ( 維持管理事業を

含む) ほ 幹事会に お い て 具体的に 決ま り, また 神安土地

改良区の 財源の うち , 関係市が負担す る額もす べ て 前年

10 月段階で 決定され る｡
こ の 幹事 会が有効 に 放能 して い

るの で
, 排水施設の 維持 管理費 の 関係市 負担 の 問題が 新

に 発足 した 場合の よ うに, 新 しい 施策 ･ 災害に 伴う防災

対策 ･ 市に あが っ て きた 市民 の 要望 へ の 対応 ･ 新規事業

の 土地改良区と関係市 の 負担割合 の 決定等が ス ム
ー ズに

実 施され て い る｡

ち. 予 算よ りみ た施設管理

先ず 支出面 か ら維持管理事業を分析 して み る
｡ 最近 の

維持管理 事業の 推移 は表一7 の とお り で ある｡

昭和53 年度と昭和58 年虔 の 間 に
,

人件費 に つ い て は 約

1
,
46 6 万円増 ･ 率に して約20 % ア ッ プ

, 事業費 に つ い て は

紡3 , 0 6 6 万円増 ･ 率に して2 . 2 倍 となり,
全雄持管理費 の

中に 占め る 人件 費の 割合 は
,

7 5 % か ら61 % に 減少 し効率

化が 進ん で い る ｡ 事 業費 の 増加 の 主 な要 因は , 排水路 の

改修後10 年以上 を経過 し土砂 の 堆横が許容の 範 囲を上廻

り, 排 水枚能 を復元す る必要が生 じた た め , 昭和55 年度

以降水路 しゅ んせ つ を毎年500 万円増額 して きた 事 に よ

る
｡

昭和58 年度の 維持管理事業費 ( 人件費を除く) の 支

出の 細 目を示す と表- 8 の とお りで あ る｡

即 ち全体 の 維持管理費の 約60 % ほ 排水関係の 費用で あ

り
,

その 内の80 % ほ 水路 しゅ ん せ つ 費 で あ る
｡ 又用 水関

係の 事業費 の うち約60 % が 三 ケ 牧揚水場の 所要経費 で あ

る｡ 表- 4 の と お り本区 の 揚水横場は 主水源 で あ る三 ケ

牧揚 水磯場 を含め12 ケ 所 あるが
, 本区職員が 直接運 転 し

て い る の ほ 三 ケ 牧揚水機場と 二 階堂揚水機場の み で , 他

の10 ケ 所 は地元実行組合で 運転 して い る｡
と の 場合神安

の 負担 は電 力費修理費の み で , 運転の た め の 人件費 は地

元 負担 と な っ て い る
｡

用排水路の うち 幹線に つ い て ほ神

安 の 直接管理 で
, 草刈 り ･ 補修は 改良区職員が行い

,
し

ゆ んせ つ ほ業者 に 発注 して い る｡ 支線水路に つ い て ほ 地

元自 治会 ･ 実行組合 で行 い
, 神安は 労務費( 日 当 5 千円)

を支払 っ て い る
｡ 樋門 ･ 取水樋等 の うち 主要なもの ほ 土

地改良区が 操作管理 し
, そ の 他 の 樋門 ･ 樋管ほ 地元自治

会 ･ 実行組 合と管理協定 を結び 操作を委託 して い る
｡

こ

の 委託 料は年 間1 ケ 所 当り 5 千 円 ～ 1 万円で あ る
｡

施設

の 管理 ほ都市化地域 で ある ため 業務量が 増大す るが
, そ

の 業務 の 内容ほ他 の 地域 と著 しく変 るもの で は なく , 如

何に 人件費 の 増大 を防ぎながら効率的に 業務を処理 する

か , ま た増大す る経費 の 財源を確保す るか に か か っ て く

る｡ 管理課藤員は こ こ10 年課長以下11 人で 変動は なく,

- 10 2
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義一丁 維持管理事業の 推移

区分

金 額

内 訳

人 件 費 l 事 業 費
備

只
)

3

4

5

6

7

8

.

4-

5

5

5

5

5

5

千円
40

,
18 6

9 9
,
1 25

9 6 , 6 0 0

1 0 4
,
9 5 0

1 1 5
,
3 4 5

1 29 , 7 0 2

1 4 4
, 4 4 9

千円
2 5 ,

1 8 6

7 3
, 6 4 5

70 ,
2 20

7 3 , 45 0

7 7 , 34 5

8 3 , 0 57

8 8 , 30 5

千 円
1 5 , 0 0 0

2 5 ,
4 8 0

2 6 , 3 8 0

3 1 , 5 0 0

3 8 , 0 0 0

4 6 , 6 4 5

5 6 ,
1 4 4

(1) 関係市負担の 排水施設維持 管理費 の 関連 か ら, 予 算額 に よ っ た
｡

(2) 人件費ほ , 直接 管理を担 当す る老 の みで なく, 間接的に 関係す

る老も含む｡

(3) 昭和58 年虔よ り, 新揚 水機 に よ る運転｡

表- 8 昭和58 年度維 持管理 費

( 単位 : 千 円)

綻持管理 費 修 理 費 運 転 費

種目 l 経費 種 目! 経 費 種目 l 経費

(か

揚

水

機

需要費【 2 00

諸 給l l
･
2 0 0

l甜小

(多

用

水

路

労務費l 150桓道補修費事 叫電 力費‡ 580

3 , 5 0 0

雑 費

費入購

25

001

5793訓小 2
･叫 l 7301

労務費l 850 桓補修費l l
,
0 0 0l電 力費1 869

工 事費

費津波
水

路

費雑

費入騎

1
,
0 0 0

00542

002

5
(

U76

1
･
21 9】31

,
71 900572甜小 0003

資材費

井

堰

費 交 1 20

1
,
00 0

2 0

費力電 9 0

2 1 0い･ 65 0

維持 管理費 修 理 費 運 転 費

種 目 経費 種 目】経費 種 目 l 経費

⑤

用
水
樋

資材費 100 修 理 費】 300座付金l 41 0

費雑 2 0

計小 021 3 0 01 l 410l 830

⑥

排
水
樋

費材資 081 費理修

費
比

布
ハ
U2

計小 002 3 0 0】 l 酬い, 390

⑦

用

具
庫

費持維

5訓小

⑧

用
自
動
車

川

維

持
管
理

051矧入購 費理修

051甜小 劫0‡ l 350l 7 00

⑨

朋

雛
睨

0031矧諸 修 理 費

計小
(

UO31 51 1 l l ･ 3 0 5

5 6 , 1 4 4
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表一8 維持 管理費関係収入

区分

度年

組 合 費

用水賦課金 L 排水賦課金

関係市排 水

施設維持 管
理 費負担 金

維 持管理事

業積立金繰
入 金

使用料お よ び

手数料
計 備 考

8

3

4

5

6

7

8

4

5

5

5

5

5

5

千円
8

,
58 0

8
,
2 40

1 1
,
2 5 2

1 0
,
7 73

1 0
,
6 8 6

1 0
,
3 19

1 0
,
0 8 0

千円
5

,
1 4 0

5
,
41 3

7
,
6 2 5

7
,
3 3 0

7
,
1 2 2

6
,
9 1 8

6
,
7 5 0

千円
19

,
9 7 0

4 4
,
4 4 0

4 7
,
7 6 2

5 3
,
4 6 3

5 9
,
5 8 7

6 7
,
2 6 2

7 2
,
7 2 4

千 円
34

,
0 0 0

0

1 0
,
0 0 0

1 0
,
0 0 0

1 3
,
0 0 0

1 5
,
0 0 0

1 8
,
5 0 0

千 円
33 ,

2 3 0

1 0 6 , 6 5 4

1 5 2
, 3 0 6

1 5 0 , 0 0 2

1 2 4 , 3 4 6

14 4 , 5 3 2

1 16 , 6 1 1

千 円
10 0

,
9 20

1 6 4
,
7 4 7

2 28
,
9 5 0

23 1 , 5 6 8

21 4
,
7 4 1

2 4 4
,
0 3 1

2 24
,
6 6 5

単価改正

1 . 組合費

54 年度

2 . 使用料及び

手数料

52 年度

今後も増員 ほ考 えて い ない
｡

ま た 都市化地域の 維持 管理

の 特徴 の もう 一

つ の 側面ほ
, 兼業化に よ る維持 管理体制

の 弱体化 と土地改良区が 都市に 埋 没する こ と に よ る土地

改良区と組合員の 関係の 希薄化 で あ る｡ 本区は 小揚 水槻

場 の 運転支線用排水路の 管理 に つ い て
, 地元よ り色々 と

問題 を投げ掛けられなが らも
,

地元自治会 ･ 実行組合 に

要す態度を 堅持 して きた の ほ
, 組合員 の 施設 に 対す る意

識を つ な ぎとめ て お きた い か らで ある｡
ま た 人件費 の 積

極的 に 減らすた め ポ ン プ場の 運 転 ･ 補修 ･ 草刈り等を 民

間 に 委託す る手法も考えられ る が ,
これ等 の 業務 が水路

の 改修工 事 ととも に 神安が 地域環境 の 保全 に 努力 して い

る こ との P R に な っ て い る こ と やか ん が い 用水 の 配水や

水路の 維持補修が, 職員と組合員 との コ ミ
ュ

ニ ケ ー シ ョ

ソ に 役立 っ て い る こ とか ら, 土 地改良区の よう な組織 で

は 経済効率の み で 割切 る べ きで ない と考 え, 現場職員 の

減員は 当面実施の 予定は ない
｡ 更 に 本土地改 良区 内には

高硯東部 ･ 宮田
･ 吹田 の 3 土地改良区が あり,

こ れ等土

地改 良区が行う維持管理 的な水路の 改修工 事及 び地元実

行組合が 実施 した 末端水路の 補 修工 事 に つ い て
,

1 件事

業費 5 百万 円以内の もの に つ い て30 % の 補助金を交付 し

て い る
｡ 関係市に お い て も こ の 種 の 工 事軒こ2 0 ～ 3 0 % の 補

助金 を出 して い るの で
, 地元は40 ～ 5 0 % の 経費 で工 事が

実施で き るが
, 地元が 自らの 手 で 水路 を補修す る と い う

事ほ 都市化地域で ほ 喜ぷ べき事 で あり, 本区 と して も今

後と も積極的に 推進 して ゆく所存で あ る
｡

次に , 都 市化地域 の 土地改 良区の た め 表- 7 の ように

維持 管理事 業費が増大 して い るが
,

こ の 財源が どの よう

に な っ て い る か
, 予 算の 収入 面か らみ ると表- 9 の と お

り で ある
｡

蓑- 7 と表- 9 を対比 して み れば分 る ように
, 維 持管

理 に 要す る金額 に 見合 っ て 余りあ る財源が 確保されて い

る よ うに 思わ れ るが
, 使用料 ･ 手数料等は 他の 一 般 業務

に も充 当す べ き性格 の もの も入 っ て い るの で ,

一 応維持

管理費 の 財源は 確保されて い ると思 っ て 戴きた い
｡

(1) 組合費

用水賦課金ほ10 a 当り2 , 4 0 0 円で
,

一 部を除き組合員

か ら徴収 して い る が
, す べ て完納され未納 は ない

｡ 排水

賦課金は10 a 当 り65 0 円で
, 関係市 が組合員に 肩替 りを

して 納入 して い る｡ 肩香 りの 理 由は, 神安 の 区域ほ 流域

の 中で最 も低位部 に 位置 し, 都市化 に よ る浸水被害をも

ろ軒こ被 る事 か ら, 関係市 が補償す る形で 扇替 り した もの

で あ り
, 昭和30 年頃か ら負担 を して い る

｡
組合費ほ 4 ～

5 年に 1 回物価 ス ラ イ ド して値上げを 実施 して い る｡

(2) 排 水施設維持 管理 費負担金

昭和47 年土地改良法 ( 以下｢ 法+ と い う) の 改正 を 契機

に 設け られた もの で
, 法56 粂 2 項 の い わ ゆ る ｢ 市町村協

議+ に 基づ い て い る
｡

こ れ は員外賦課の 関係市肩が わ り

とい う べ き性格の も の で
, 最近全国 で ｢ 神安方式+ と呼

ばれて い る 面積 割に よ る維持管理費 の 関係市負担方式で

ある｡

本区の 区域 に は, 淀川右岸流域‾F 水道 と安威川流域下

水道 の 網 が被 っ て お り,
こ の う ち淀川右岸流域下水道の

処理 水は 本区管理 の 番 田井路 に 放流され, 安威川流域下

水道の 処 理 水は安威川 に 放流 されて い る｡
こ の た め

, 本

区管理 水路に 流下す る流域面積を算 出す る場合, 公共下

水道整備面積の 取扱 い は異 な っ て い る
｡ 表- 10 に 算出表

を示 して い る が
, 面積比 を算 出す る場合, 本区の 淀城面

積(勾をもとに し, 淀川右岸流域下水道の 区域 に つ い て ほ.

流域 外の 下水道整備面横(功を加 え, 安威川流域下水道の

区域 に つ い て は流域 内の 下水道整備面積のを除外 して
,

負担率算定上 の 流域面積(りを確定 し
, 排水賦 課金 を徹 し

て い る面積任カとそれ以外の 面積(田と か ら面 積比で 本区と

関係市 の 負担率を 算 出す る｡
こ の 算出ほ 毎年行う の で あ

る が
,

こ の 計算の 中 で の 変数ほ ㈱船脚で あ り
,

こ れ等 の

数値さ えつ か め ば簡単 に 算出が 可能で ある
｡

負担率 を定め る方法 と して ほ
,
面 積比よ り排水量比 の

方が よ り合理的 と考えられ
,

ま た 土地改良区側に有利 と

なる が
, 水量を 算 出す る計算法 に つ い て は

, 関係市 と合

意 に 達 しにくい 事, また 調整が 出来て も市側 の 担 当 者

(財政担 当を含む) の 異動で 数年に 1 回は計 算法 に つ い

て 疑義が生 じるの で は ない か と考えた 事, 更 に 毎年 の 算

出に 当 っ て の デ ー タ ー 集め に 手 間がか か る事等か ら面最
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表一川 排水施設維持 管理 負担 率算 出表

区分

市名

流域面積

A (b α)

淀川右岸
下水道 区
域 流域外
下 水道整
備面積
B (h n)

安 威川下
水道区域
流域内下
水道整備
面積
C ( hα)

地 区 内
農地面積

D ( 血)

公共下水道
を加味 した

流域面積

A ＋ B - C

E ( 血)

E よ り農
地面積を
除 い た 淀
城面積
E - D

F ( b α)

市負担率

F

E

m ( % )

神安
負担率

D

E

n ( % )

流域
面積 比

E

T

f ( % )

関係市
負担 率

m X f

k ( % )

高 槻

木

津

田

茨

摂

吹

市

市

市

市

2
,
8 23

1
,
6 2 9

1
,
1 6 9

4 7 1

10 9 0

28 5

10 3

4 6 1

計 , 6 ,
0 9 2l lO 9

_
l 84 9

5 2 7

2 6 5

2 2 9

0

2
,
9 3 2

1
,
3 4 4

1
,
0 6 6

1 0

2
,
4 0 5

1
,
0 7 9

8 3 7

1 0

8 2 . 0 3

8 0 . 2 8

7 8 . 5 2

10 0 . 0 0

1 7 . 9 7

1 9 . 7 2

2 1 . 4 8

0

5 4 . 7 8

2 5 . 11

1 9 . 9 2

0 . 1 9

3

6

4

9

9

1

6

1

4

0

5

0

▲

4

2

1

1
,
0 2 1i

T
5

,
3 5 2-】 4

･
3 311 80 t 9 2 い9 ･ 0 8 い仙 叫 290

0
0

比と した ｡ 当時 全国に 例 をみ な い 新 しい 方式の 導入 で あ

る 事か ら, 関 係市 の 受入 れや すい 形を と り , 負担率算定

方 式よ りも関係市 の 財政状況に よ り金額が 減る こ との な

い よう 助成 の 形 でほ なく負担金の 形をと る こ とに 力を 入

れ た｡ 負担率 の 算定は 上 記の とお りで あ るが , 全体維持

管理費 ( 人件費 を含む) か ら関係市の 排水施設維持 管理

費 の 負担額を 算 出す る経過を図- 3 に 示 す｡

以上 の よう な制度ほ , 昭和48 年度に 発足 して 以来10 年

以上 を経過 して い るが
, 表- 9 の よ うに

,
関係市 の 負担

額 ほ3 . 5 倍 に な っ て い るの に も拘らず順調に 現在 に 至 っ

て い る ｡
こ の 事実の う ら に は , 市民 ･ 組 合員 の 苦情 の 多

い 維持管理業務 を本区職員が 然 々 と行い
,

それ が市政 の

上 で環境保全 の 面ケこ 大きく寄与 して い る か ら だ と 考 え

る
｡

(3) 維持管理事業積立金の 繰入 れ

本区が農地転用時に 法42 条の 2 項に よ り徴 集 して い る

決済金ほ
, 未償還金決済金 ･ 継続事業決済金 ･ 維持 管理

事業決済金の 3 種で あ る
｡ 未償還 金決済金は借 入先 で あ

る農林漁業金融公庫等に 繰上 げ償還 して い る が
, 継続事

業 ･ 維持管理事業決済金ほ 本区金庫( 大和銀 行茨木支店)

と大阪府信用農業協同組合に 積立て て い る｡ 維持管理事

業積立金 の 横立の 積立状況ほ 表- 11 の と お り で あり従来

塾j 退 避j E 璽
(78 ,

30 9 千円)

総 維 持

用

±
_
地 改_ 良 垣

笹壁萱些型垂遡 彗塵
(9 0

,
99 5 千円)

管 ヨ蔓 草

(65
,
3 78 千円)

排 水

改 良 区

一 般 人

関 係 4

件 贅

(8 4 ,0 98 千円)

注: ① 全職員の うち､ 維持管理業務に たずさわる人の 割合より算出

②豊諾= 謂 鶴 宗蔓

③ 艶 堕 壁 職
④ 関係4 市の 流域面積割

図- 3 土
■
地改良区と 関係市 の 排水施設

維持費 の 負担割合図

表- 11 維持管理事業債立金の 推移

年 度 l 積 止 額

虫
U

3

4

5

6

7

0
0

4

5

5

5

5

5

5

8 4
,
9 3 3 千円

2 0 4
,
3 7 4

2 5 7
,
7 59

3 1 3
,
7 2 6

3 6 9
,
0 0 2

4 2 6
,
4 9 4

4 6 2
,
5 3 4

は予算 の 財源が 不足す る場合,
その 必 要額 を

一 般会計 に

繰入 れ てい た が
, 昭和54 年度よ り

, 積 立金の 約20 分 の 1

を
一

般会計 に 繰入 れ る事と した
｡ 積立額 が順調な伸 び を

示 して い る の で
, 近 い 将来は維 持管理 費の 有力な財 源と

なろ う
｡

(4) 使用料及び 手数料

本区 の 使用料及び 手数料は
,
｢施 設使用 並びケこ手 数 料

徴収規程+ 書こ よ っ て い る が
,

こ れ は法94 条 の 4 の 2 , い

わ ゆ る ｢ 他目的使 用+ の 準用と, 民法22 1 条 の 2 項の ｢ 通

水用工 作物の 使用+ を根拠 と して 決め られて い る｡ 使用

料むこ は , ①堤防使 用料( 本区水路堤 防の 他 目的使用) , (参

水路使用料( 流水部の 橋梁 ･ 鉄塔等 の 使用) , (卦水路使用

料( 宅地化に よる雑排 水放流使用) , ④ しに ょ う浄化槽の

放流使用料が ある
｡

これ らは毎年徴収 を原尉 とす るが
,

住宅開発者と 入居者 が異 なる よう な個人住宅 ･ 倉庫と
,

農地転用後使 用形態 の 変 る恐れの あ る駐 車 場 ･ 材 料 置

場, それ と しに ょ う浄化槽 に つ い て は ,
1 時金で徴 収 し

て い る ｡ 使用料徴収 は
,

農業委員会 ･ 関係市の 開発審査

部門や建 築審査部門等 で
, す べ て 神変の 同意書をもらう

よ う申請 者に 義務づ けて い るの で
, 徴収Fこ つ い て は 問題

は 少い
｡ しか し使用料収入は 表 - 9 で も分 る ように

, 景

気の 好 不況に よ り可成 り変動が あ り安定財源とは 言い に

く い 面 もある が
,

継続使用料 ( 毎年経常的に 納入される

もの) が約7 千 1 百 万円あーる の で
, 少く とも 1 億円は 確

保で き る｡

以上 の ように , 維 持管理 費関係 の 財源 は
一 応確保 され
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て お り, 組 合費を除き都市化 が進む ほ ど他の 財源ほ 増加

す る仕組 み に な っ て い る ｡

6 . 農業用施設の 地方公 共団体 へ の 移管

本区区域内の 都市開 発ほ, あたか も府営三 島平野用排

水改良事業の 完 工 を待 ち兼ね たか の ように , 昭和44 年か

ら爆発的な形で 区域 を襲 っ た
｡

こ れ に時期を 合せ て 新都

市計画法の 線引きが行わ れ, 大阪府 の 都市行政 と農林行

政の 担当者間で 線引後の 地域 開発 ･ 環境保全 ･ 施設管理

の あ り方等に つ い て議 論が行わ れた
｡ 都市化地域 の 農業

用施設の 管理 の あり方 の 一 手法 と して
,
｢ 都市化の 激 し

い 地域 に所 在 し都市下 水路化 した農業 用施設は
, 管理を

都市 サ イ ドに 移管す べ きで ある
｡+ が ク ロ ー ズ ア ッ プ さ

れ,
こ の 主張に 対 して 都市サ イ ドも反論 で きなか っ た

｡

しか し, 実際に 移管を受け る市町村段階で ほ
, 色 々 の 理

由をつ けて 移管を しぶ っ た ｡ 本区 で も, 当時都市排 水の

流 入が 多か っ た｢ が ら ん ど水路+ ( 延長631 m ･ 両岸 積 ブ

ロ
ッ ク) を

, 関係 2 市( 茨木市 ･ 摂津市) に 移管す べ く,

口頚 で両市 に申入 れた が
,

当該水路に ほ , 農林漁業 金融

公庫資金 の 債務が残 っ て い た 事や, 水路内に 用水堰があ

る事か ら申入 れを拒否 された ｡

一 般的 な都市化排水路を, 関係市 へ 移管する こ とが 困

難 な理 由を取り まとめ る と ,

(1) 当該 水路 の 管理 を関係市 に 移管す る場合, 底地の

所有 権も市 に 移す必要があ る｡
こ の 場合, 境界明示と 地

積 の 確定 が 必要 に なり, そ の 敷地が無番地の 国有地 ･ 府

有地 ･ 土地改艮区有地等が 混在す る ときは
,

土地改良区

の み で 業務 はか た づか ない
｡

特 に 共有の 越石地( 民有地)

がある場合 は
, 実質的 に所有権を 移す こ とが 困難な事態

も予想される
｡

(2) 当該水路は
一 般的に 国 ･ 府 の 補助 を受けた り, 低

利融資をうけて 改修さ れた もの が殆 ん どで
, 移管す る場

合 ｢ 補助金等の 適正 化法+ に もと づく 国費 の 返還 や, 農

林漁業金融公庫資金の 繰上げ償還 の 問題が 発生す る怖れ

があ る
｡

(3) 都市サ イ ドか らみ れば
, 移管を受 けた場合単 なる

事務量 の 増大だけ で なく, 従来は 曲りな りに も土地改良

区を通 して
, 地元自治会 ･ 実行組 合で 用水管理 や 草≠切り

ゴ ミ除去等が行わ れて い た もの が
, 移管後は苦情 や サ ー

ビ ス 要求 が直接市 の 窓 口 に 殺到 し, 対応 に 追わ れる こ と

となる
｡

こ の 他 にも小さ な理 由は あ るが
, 何れに して も, 関係

市 の 移管 は こ れ等の 問題の 処理に 見通 しが た ち , 当該 水

路の 移 管に よ り市側 の メ リ ッ トが あ る場合の み に
, 進 行

す る の で ほ ない か と考え る
｡

本 区に お い て
, 吹 田市 へ の 移管が行われた 例がある の

で 述 べ て み よう｡

安威 川右岸沿 い を 流下す る味若水路の うち , 吹田 市域

内の 延長2
,
4 0 0 m に つ い て

, 昭和57 年 に 本 区 の 所 有 地

2 6
,
7 4 9 Ⅱ2を69 6 百万円で 吹田 市に 買収す る と とも に, 管理

を吹 田市 に 移管 した
｡ 本水路は 昭和8 ～ 1 4 年に か け て行

わ れた 第 2 次安威川改修工 事ケこ 関連 して
,

水路 が安威川

右岸沿 い に付替 えられた もの で
, 底地の 所有権 ほ神安普

通 水利組合 で ある｡ 昭和42 年43 年の 2 ケ 年にわ た り, 万

国博 関連用排水改良事業補償工 事をも っ て
,
用排 水の 分

離 と護岸工 事が施工 され
, 味舌水路は 排水専用水路と な

っ た ｡ その 後も都市化 が進み
,

農地の 排水面積は 吹田 市

域 で 8 血 ･ 摂津市域 で 6 血 程度 と なり, 都市下水路化 し

て い た
｡ 昭和53 年度 に 吹 田市㌢こ お い て , 味香水路敷の 右

岸堤防を緑道化す る計画が あり, 協議の 結果, 吹田市 が

本区名儀 の 味舌 水路用地 に つ い て 買収を 確約 した ｡ 本区

と して ほ , 売却 の た め の 前段 の 作業 に 日時を 要す る事か

ら, 味舌水路の 管理 は 昭和55 年度 よ り吹 田市が 管理を 行

う事を条件と した ｡ 昭和54 年度よ り味舌 水路 の 測量 ･ 隣

接者との 境界明示確 定 ･ 分筆 等に よ る登記事務を 2 ケ 年

に わ た っ て 実施 し, 昭和56 年度 に 譲渡価額 の 交渉を行い
,

処分価格紛6 百万円3 年均 等分割払 い とい う形で 妥 結 を

み た ｡

こ の 様 な形で 移管す る こ と がで きた の は
,

味看水路淀

城 の 下水道整備が進み , 昭和60 年代 前半 に ほ断面 の 小さ

い 暗渠の 埋設に よ り , 味音水路の 埋 立て が可能 と なり,

そ の 敷地を 小公園 ･ テ ニ ス コ ー ト等 の 公共 用地 と して 利

用す る計画が 現実の もの と して考 えられ た 事,
ま た用排

分離されて い る事 に より, 前記計 酎 こつ い て
, 将来 とも

本 区や農家と の 間軒と問題が生 じる怖れがな い 事, 更 に 本

水路 に は 債務が なく, 金銭面の ト ラブ ル が起らない 事等

が考 えられ る｡ 更に , 本区の 土地処分に つ い て は
, 従来

か ら関係 公共 団体 に つ い て は 時価の 1/ 2 で 譲渡す る 慣 例

が あ り, 線道計画も早期 に 着工 で き る メ リ ッ トも併せ 考

慮され た結果 が
,

吹 田市 の 決断に な っ た と思わ れる
｡ 現

在 ,
本 区は味舌 水路 の 頓 に 設けられて い る幹 線 用 水 路

( 函稟) の 管理 を して い る が
,

こ の 用水施設の 所有権 ･

管理権 に , 吹田 市か ら介入 を許す取 り決め が 一 切ない の

は 当然で ある
｡

一 方味舌水路 の管理を吹 田市 に 移管 した

の で
,

従来か ら徴収 して い た こ の 地区 の 排水賦課金 ･ 排

水施設維持管理費
･ 排 水にか らむ使用料等の 徴収を 取止

め た
｡

以上
, 味舌水路の 吹田市 へ の 移管 の 概要を述 べ た が

,

都市下水路化 した 農業用施設の 地方公共 団体 へ の 移 管

は , 地方公共団体が 当該水路を 他目的に 利用 した い 場合

の ようかこ
, 相手方か らの 当該水路 へ の 要請 の あ っ た 時 に

対応す る形で なけれは思う ように 進ま な い の で は な い

か , また 有利に 話を 進め る事が難 しい の で は な い か
ト と

い うの が実感で ある
｡
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丁. 施設管理の 一 つ の 問題点

最近都市化地域に お い て ほ
, 土地改良施 設の 高度利用

の 要請が 高 ま り, 農水省 に お い て もその 対応 に つ い て検■

討を載 い て い るが
,

こ れ等は す べ て 法第94 条 の 4 の 2

｢ 国有土地改 良施設 の 他目的使用+ に よ っ て い る ｡

本 区の 施設は す べ て 本区が所有 し管理 して い る もの ば

か り で
, 国 ･ 府 よ りの 委託管理 の もの ほ ない

｡
こ の 場合

の ｢施設 の 他目的使用+ に つ い て
, 前記の 第別 条の 4 の

2 の 準用と い う事Fこ ならざるを得ない が
,

区有の 土地改

良財産 に つ い て の 準用規程が なく
, 対外的な交渉に お い

て 相手方 の 説得 に困難を来 して い る
｡ 具体的な例と して

は
, 本区が 管理す る番 田井路 に 荘川右岸流域下水道の 処

理水の 放 流を許可 した 前段 の 交渉に お い て , 法の 根拠条

文で ある第94 条 4 の 2 の 説 明に 苦慮 した
｡ 更に 法かこ は 土

地改良財産 の 区分 ･ 管理 ･ 処分 に つ い て 第94 粂 に 定め ら

れて い るが
,

これ は 国営 土地改 良事業 に よ っ て 生 じた 施

設の み で あ り, その 維持 ･ 保存 ･ 運用 ･ 処分 に つ い て 法

に 定め て あ る以外は, 国有財産法 に ゆだねて い る
｡ 府営

土地改良事業むこ よ っ て 生じた施 設も,
地方自治法 に よ っ

て い る ｡ と こ ろ が 土地改良区が所有 し管理す る施設 に つ

い て は
, 法の 裏付けの ある 国有 ･ 府有 に準ず る公共用財

産で ある とい う条文が 見当らない
｡

こ の 事 は, 法 をもと

に して定め た 財産の 管理に 関する諸 規程 の 内容 に つ い て

も
,

こ れで よい の か とい う疑 義が生 じて きた 次 第 で あ

る
｡ 例えば

, 本区の ｢ 施設使用ならび に手数料徴収規程+

の 使用料 の 徴収は , 民法飴1 条の 契約に もと づく 賃貸借 で

なく, 法第94 条 の 4 の 2 及び 施行令第59 条の 規定 を準用

した 土地改 良財産 の 他目的使用に か か る 使用 承認 の 形 を

と っ て い る ｡ 即ち , 地方自治法 238 条 の 4 の 2 に よる 行

政財産の 使用許可 と同種 の もの と考 え, 契約に よ らな い

行政処分と して の 許可むこ準ず るも の で あるとの 立場をと

っ て い る ｡ と こ ろ が, ト ラ ブル が生 じた 時に こ の 様な形

で 裁判に 勝て る の だろ うか ｡ 私 は未だ勉強不足で 結論を

見 出 し得ない が , 都市 化地域 は 土地価格が法外に 高く ,

発 生する 問題とか ト ラ ブ ル は , す べ て土地がらみ と言う

現状か らい っ て , 土地改 良区が所有 し管理す る土地改良

財産 の 位置づ けを, 明確にす る 時期 に 釆て い ると思う｡

8 . お わ り に

都市化土地改良区の 施 設管理 の 実態 に つ い て 述 べ て き

た が
, 発生す る問題は 従来の 結 集村塾 の 施設管理 をと り

まく環境や 考え方か らす ると , その 意欲 をそがれ る よう

なも の ばか りがひ ん 発する
｡

これ 等に 対処す るた め には ,

昔 の 良き時代を振り返り現状を嘆い ても致 し方 がない の

で あ っ て
, 常 に 前向き に 取り組む姿勢が 望まれ る｡ なか

で も, 都市 サ イ ドの 開発ほ
, 多く の 開発 に 関連す る法律

を 練ろだてすこ 交渉を せ ま っ てく る の で, 相手方 の 法律 に

っ い て
,

ポイ ン ト だ けは 理解を して おく必要 が ある｡ 私

は 土地改 良区に と っ て 重要な事案むこ つ い て は , 法律 の 逐

条解説迄 日を通す こ とに して い る が
,
非 力をか こ つ こ と

しき りで ある｡

神安土地改 良区が過去か ら現在に 至 る ま で に や っ て き

た 施策 の 内容は
‥ 馬車馬の 様に 通り過 ぎた環境 の 激変 の

中で
, 精 一 杯努力 して きた 成果で あ るが, 今回の 報文 を

書 きなが ら反省す る点も少くない ム こ の 報文が
, 施設 管

理 に つ い て苦労 されて い る方 々 に と っ て
, 少 し で も参考

に なれば幸 甚で ある
｡
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伊 藤 工 業 ㈱

茨城県調査測 量設 計研究所

上 田 建 設 ㈱

梅 林 建 設 ㈱

エ ス ケ 一 札興産業㈱

㈱ 大 本 組

神奈川県 農業土木建設協会

金 光 建 設 ㈱

技 研 興 業 ㈱

瞬 木 下 組

岐 阜県土木用 プ ロ
ァ ク工 業組合

久保 田建設輪

久 保田鉄 工㈱ ( 大阪)

久保 田鉄工 ㈱ ( 東京)

京 葉重機 開発㈱

㈱ 古 賀 組

㈱ 古都工 務所

㈱ 後 藤 組

小林建設工 業㈱

五 洋 建 設 ㈱

佐 藤 企 業 ㈱

㈱ 佐 藤 組

佐 藤 興 業 ㈱

鯛 塩 谷 組

( 社) 静岡県畑地か ん が い 事 業協会

昭 栄 建 設 鯛

新 光 コ ン サ ル タ ン ツ㈱
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須 崎 工 業 ㈱

世 紀東急工 業㈱

第 一 源 工 ㈱

大成建設㈱高松支店

大和設 備工事㈱

高 橋 建 設 ㈱

高 弥 建 設 ㈱

㈱ 田原製作所

中国四 国農政局土地改 良技術事務所

㈱チ ェ リ ー コ ン サ ル タ ン ツ

中 央′
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開 発 ㈱

東 急 建 設 ㈱

東 邦 技 術 ㈱
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日兼特殊 工業㈱
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_
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日本技 術開発㈱
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〃
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か

〃

〃

〃

l
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日 本 鋪 道 ㈱ 〝

農業試験場農地利用部 〝

農 林 建 設 鯛 〝

八 田 工 業 帥 〝

福井県土地改 良事業団体連合会 〝

福岡県農林建設企業体 岩崎建設㈱ 〝

福 本 鉄 工 ㈱ 〝

㈱ 婦 中 興 業 〝

㈱ 豊 歳 組 〝

ポ ゾリ ス物 産㈱ 〃

北海道 土地改良事 業団体 連合会 ク

( 財) 北海道 農業近 代化 コ ン サ ル タ ン ト 〝

堀 内 建 設 輪 〃

前 田 製 管 ㈱ 〝

前 沢 工 業 輪 〃

真 柄 建 設 帥 〃
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㈱ マ ル イ 〝

丸 伊 工 業 ㈱ 〝

丸 か 建 設 ㈱ 〃
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3 5 1 名

編 集 後 記

現在, 第 10 1 回特 別国会に お い て ｢農 振法並 び に 土地

改良法 の 一 部を改正す る法律案+ が審議 され つ つ あり,

間もなく可決成立するも の と思わ れ る｡

こ の 法改正は , 水利用 の ス プ ロ ール 化対策と して , 農

業用排水路 の 強化を計 る
｡

又 , 遅れ て い る 生活 環境施設

整備等を促進す るた め の 手法 の 整備を計 る等が 主なねら

い であ る｡ こ れが従来か らとか く弱体と云 わ れて い る土

地改 良区の 基盤強化 に つ なが り , 地元関係者に と っ て は

非常に 関心 の 高 い 法律改正 とな る｡

又 国営造成施設 の 技術管理 に つ い て , 5 9 年魔境造改善

局水利課 に ｢ 管理 技術班+ が新設 され, 施設の 管理中こ閑

す る技術的 な 企画 , 調査或 は, 技術情報 シ ス テ ム の 整

備, 従来か ら実施の 基幹水利施設技術管 理強化 指導事業

等を担当 され る こ と とな っ た｡

こ の よう な中で 今 回は , 造成施設 の 管理の あり方 , 水

管理 シ ス テ ム
, 国営造成施設 の 技術管理 等 々 の 基本的な

考 え方 と全国各地 の 現場 に おけ る特徴的な管理 計画或は

管理実態 に つ い て
, 多数投稿を い た だ い た の で ｢ 畠業水

利施設 の 管理+ 特集 号と して編集す る こ とと しま した ｡

こ の 特集 号が, 今後 の 施設管理 の 実施に 少 しで もお 役

に立 つ こ と を祈 る とともに , 皆様 の 御意見と御感想をお

待ち 致 して お りま す｡

なお ,
｢ 水と土+ に対 する御投稿 も併せ て お願 い 致 し

ま す｡

水 と 土 第 5 丁 号

発 行 所 〒105 東京都港区新橋 5 - 3 4 - 4

農業土木会館内

印 刷 所 〒1 61 東 京都新 宿区下落合 2 - 6 - 2 2

昭 和59 年 6 月30 日発行

農 業 土 木 技 術 研 究 会

T E L ( 4 36 ) 1 96 0 凝替 口座 東京 8-2 8 9 1

一

世 印 刷 株 式 会 社

T E L ( 9 5 2) 弱5 1 ( 代表)
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投 稿 規 定
1 原 稿 に は 次 の 事項 を記 した ｢

投稿票+ を添え て下記に 送付す る こ と

東京都港区新橋 5 - 34 - 3 農業土木会館内,

2 ｢ 投稿票+

① 表 題

② 本文 枚 数, 図 枚 数, 表 枚数 , 写真枚数

③ 氏 名,･ 勤務先
,

職 名

④ 連絡先 ( T E L )

(9 別刷希望数

農業土 木技術 研 究会

3 1 回 の 原 稿 の 長 さ は 原則 と して 図, 写真
,

表を含め 研 究会原稿用 紙( 30 0 字) 65 枚ま で と する
｡

4 原稿 は なる べ く 当会規定 の 原 稿規定用 紙 を用 い( 請求次 第送 付) , 漢字 は 当用 漢も 仮名 づ か い は

現代仮名 づ か い を使 用 , 術語 は 学会編, 農業土 木標準用 語事典 に 準 じ ら れ た い
｡ 数字 は ア ラ ビ ア数

字 ( 3 単位 ご と に , を入 れ る) を使 用 の こ と

5 写真, 図 表 は ヨ コ 7 c m X タ テ 5 c m 大を 3 00 字分と し て計算し, それ ぞ れ 本文中 の そう入個所を欄

外 に指定し
,

写真
,

図
,

表 は別 に 添付す る
｡ ( 原 稿中 に 入 れ な い)

6 原 図 の 大きさ は 特 に制限は な い が,
B 4 判ぐら い ま でが 好まし い

｡
原 図 は ト レ

ー

サ
ー が判断 に迷 .

わ な い よう
,

は っ き り し て い て, まぎらわ し い と こ ろ は 注記をさ れ た い
｡

写 真は 白 黒 を原 則 とす る ｡

7 文 字 は 明確 に 書き, 特 に数式や 記号 な ど の う ち, 大文 字 と小文字
,

ロ ー マ 字 と ギ リ シ ャ 文字, 下

ツ キ, 上 ツ キ, な どで 区別 の まぎら わ し い も の は鉛筆 で 注記して お く こ と,

た と えば

C
,

K
,

0
,

P , S , U , Ⅴ, W
,

Ⅹ,

0 ( オ ー

) と 0 ( ゼ ロ)

γ( ア ー

ル) と γ( ガ ン マ
ー )

W ( ダ ブ リ ュ
ー ) と u ( オ メ ガ)

1( イチ) とJ( エ ル)

E ( イ
ー

) と ∈(イ 7
0

シ ロ ン)

な ど

Z の 大文 字 と小文字

α( ェ ー ) と α( ア ル フ ァ)

た( ケ イ) と 〟( カ ッ パ )

ズ( エ ッ ク ス) と ズ( カイ)

g( ジ ー ) と官( キ ュ
ー )

り( 7
0

イ) と u( ウ プ シ ロ ン)

8 分数式 は 2 行 な い し3 行 に と り余裕をも たせ て書く こ と

数字は -

マ ス に 二 つ ま で と す る こ と

9 数 表 と そ れ を グ ラ フ に し た も の と の 併載 は さ け
,

ど ちらか に する こ と

10 本文中に 引用 し た 文 献 は 原典を そ の ま ま 掲 げる場合 は 引用 文 に 『
』 を付し引用文献を

本文中に 記載す る
｡ 孫引き の 場合 は, 番号を付 し ､ 末尾に 原著者名 : 原著論文 表題

, 雑 誌名, 巻 ;

頁 ～ 見 年号,
又 は

≠

引用 者氏名, 年
･ 号 よ り 引用

ケ

と 明 示 す る こ と ｡

1 1 投稿 の 採否, 掲載順は 編集委員会 に
一

任す る こ と

12 掲載 の 分 は 稿料を呈 す
｡

1 3 別刷 は, 実費を著者が 負担す る
｡
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